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は じめ に

深 いス リッ トの入ったスカー トとピンヒールのキ ャバ クラ嬢が客 を見送る横 を、 白塗 り

に振袖姿の舞妓が道行籠を抱えて足早に歩 いていく。 この町では舞妓 を見 とめていちいち

振 り返 って騒ぐ者は少ない。 ここは彼女たちの町だか らである。 よく目を凝 らせば、地方

の芸妓 らしき着物姿の女性がす っと路地の向 こうへと消えて いくのが見える。河岸を変え

るお茶屋の贔屓客たちが、芸妓や女将に先導 されて いる姿 もある。狭 い通 りには人通 りが

絶 えない。 この町 に集 まる客たちを目当てにしたタクシー も、ひっき りな しに集 まってく

る。 このよ うな喧燥の中では 「お こぼ」に入った鈴の音は聴 こえな いだろう。そのタクシ

ーの脇 を縫 って、 自転車に乗 った料理屋の若者が、ヂおか もち」 を掴んだまま信 じられない

スピー ドで走 り抜けてい くので、邪魔 にな らないよ うに注意 しなければな らない。道 の両

脇には、スナ ックや会員制のバーが入るビル に交 じって、古めかしい木造家屋が立 ち並ぶ。

間 口が狭 く、奥行 きが長いその家屋の軒先に目をや ると、「お茶屋」 と刻 まれた小さな鑑札

が掲 げられて いることがある。

私は このような景色をみなが ら、足かけ3年 にわたって、あるお茶屋 に通い続 けて いる。

はじめて女将さんに会った2010年 の師走にも、不安 と期待で震えなが ら夜の祇園町を足 早

に歩 いた。祇 園のあるお茶屋の女将さんが、店 のスタッフを して くれる女子学生 を募集 し

て いる と人伝手に聞き、紹介 していただいたのだった。店の前で立ち止 まって、幾 度も表

札を確認 した。それは本 当にちいさな表札だった。注意 して見 なければ見逃 して しまうだ

ろう。寒 さに縮 こま りなが ら玄関先でコー トを脱いだ(三度 目の訪問で 「あんたは うちの人

になったんだか らコー トは中で脱 げばいい」 と言われたので、この習慣はす ぐに無 くなっ

た)。深呼吸 してか ら失礼 します、 と声を掛けて扉を引いた。イ ンターフォンはなかった。

緊張で奥か ら現れた女将 さんの顔を しっか りと見る事ができないまま、早 口にな りなが

ら挨拶を済 ませた。 あ らか じめ花街の研究 を目的として いる大学院生であること、給金は

い らないのでスタ ッフとしてお茶屋の接客業務 を手伝 いなが ら祇 園町の慣習やお茶屋 の経

営 について学びたいことは電話で伝 えてあった。 しか し、女将さんはなかなか二の句 を継

こうとはしなかった。 こちらを値踏みす るような鋭 い視線 をよ く覚えて いる。それ は居心

地が悪 くな るほ ど強い視線で、私 にとっては非常に長 い時間に感 じられた。おそ らく、 こ

の突然や ってきた風変わ りな スタ ッフ候補が、客前 に出すのに足 る人間か どうかを見極め

ていたのではな いかと思 う。ようや くかけ られた言葉 は、「ここ(お茶屋)に来 るのは怖 くな

かったか?」 というものだった。私はす ぐに、「それよ りもず っと好奇心が勝っていますか
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ら大丈夫です」 と頓珍漢な答えを返 して しまった。実際、その ときはようや っと本物のお

茶屋 に足 を踏み入れ ることができた ことに感激 していて、畏怖よ りも物珍 しさが勝 ってい

たのである。後 になって、 まずい返 しだったのではな いか と思 い慌てたが、その短 い対 面

のうちに、私 は何 らかの審査 をク リアした らしかった。結局、その月の うちにお茶屋 「古

嶋(仮 名)」のスタッフとして、店に出る機会 をいただ いた。いくつかの飲食店でのアルバイ

トの経験はある ものの、お茶屋のスタ ッフは初めての経験である。私は小嶋の女将さんに

「ゆきさん」 と呼ばれる ことになった。緊張 しなが らも、教え られ るままに料理やお酒 を

お座敷に運んだ。初めの認識では 「お運びさん」 を勤めれ ばいいと考 えていたのだが、実

際にはお客 さん と積極 的に話す ことを求め られてしまい、泡を食 った。舞妓や芸妓に 「お

姉 さん」 と声を掛けられ る度にた じろき、おそ らくは社会的に高 い地位 にあるだろうお客

さんにも大いに萎縮 した。女将 さんはお客 さんに戸惑 う私の立場を簡単に説明 して、この

人は 「祇園町見習い」なのだ と紹介 して くれた。

あの 日私は、高知のお土産を携えて小嶋を訪れた。その直前 まで高知の花街の調査 に出

かけて いたのである。私 は現地でいただ いた 「土佐ふ り茶」の事 を話題 に出 した。 このお

茶は、芸妓の育成 と高知花街の振興 につ とめておられ る料亭 「濱長」が開発 した商品で、

ペ ッ トボ トルを振って抽出するタイプのお茶だった。興味深そ うにそ のペ ッ トボ トルを見

ていた女将 さんが、「あんた、 ワール ドビジネスサテライ トのな、面白い新商品を紹介する

コーナー見てるか?あ れみたいやなあ」と感想 をもらした。「ワール ドビジネスサ テライ ト」

とは、テ レビ東京の経済情報番組の一コーナーである。女将 さんは このコーナーがお気 に

入 りらしい。私 もこのコーナーが好きで良く見ていたために、会話が弾んだ。ひとしきり

盛 り上がった後、ふと、「祇園の伝統」の体現者で古 くか らの慣習を厳格 に守っている女将

さんが、マーケティングに関心をもち、経済情報を欠か さずチェ ックする経営者でもある

ことを強 く実感 した。異なる印象 を受ける女将 さん像が、私 の中で一つに重な った瞬間だ

った。女将さんについての多様なイメージは、月日を追 うごとに蓄積 していった。

思えばお茶屋 とい う業種 について も、私は同じ経験 を味わ っていた。小嶋に来る前 まで

の私は、お茶屋 とは格式高 く厳格な場に違いないと思っていた。しかし実際のお茶屋には、

客間 と女将の生活空間が同居 している。お客 さんがお手水(ト イレの事である)に向か う際に

通 りすぎる帳場と暖簾一枚 隔てた先には、女将さんの使 う仏間がある。 この薄 い暖簾は随

分 と頼 りな いように思 うが、お客 さんがその暖簾 をめ くって中を覗 くことは無 い。女将さ

んにとって、 ビジネスと私生活 は、 この仏間と帳場のよ うに地続 きにな って いるのではな
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いかと感 じた。お茶屋遊びとは境 界線が曖昧な世界だ。女将 さんの中に宴席での艶めいた

女将の顔と堅実な経営者の顔が同居するよ うに、局面によってその場の性質が くるくると

変容するのである。おそ らく女将 さんは、相対 した人によって、異な る祇園町の像を提供

している。 この可変的な性質 にこそ、 「花街 ・祇園町の伝統」の秘密があるのでは、 と私は

直感 した。他 の女将 らへの聞き取 りによって、私は こうした傾向がお茶屋 「小嶋」だ けに

見 られるものではな いことを確信 した。可変的な伝統の提示は、祇園町と、祇園町で生き

る人びとを容易に計 り知れな いものにする。そのようにこの町を謎めいた ものとして魅せ

て いくあり方は、祇園町の流儀なのか もしれな い。 こうした流儀 は昨今 にお いて開発され

た ものではな く、おそ らく花街で連綿 と培われてきた ものだろう。 しか し、このアイディ

アを裏付ける方法は思 い浮かばなか った。一体 どのよ うな方法論 をもってすれば、祇 園町

の強靭さの秘密に迫ることができるのだろうか。

悩んだ私は、フランスのアナール学派の歴史学者たちによって、1970年 代か ら80年 代

にか けて提唱された 「歴史人類学。 と呼ばれる研究手法に注 目した。歴史人類学が 目指 さ

れた20世 紀後半は、「人間の生存 の条件としての歴史という意 味で も、その条件を探求す

る学 としての歴史 という意味でも、『歴史 』の再考 をうながす世界史的現実の大きな変動」

[渡辺2009:1351に 直面 していた時期1で ある。この時期に人類学 との相互交流のなかで歴史

人類学 を目指 したアナール学派の歴史学者には、「自社会の過去に 『他なるもの』を見出し、

現在の自社会に異貌の 自己を発見するという、交差 した自 ・他関係を含み込 んだ歴史への

方向づけ」 と 「西洋中心の進化史観の克服」[渡辺2009:147]と いう問題意識があった。私

は この、他者 として 自社会の過去 を捉えなおす という論点 に関心 をもった。 とりわ け、旧

来の歴史学 のなかで長 く顧み られ て こなかった女性 の実践 を注意深 く描き出 したナ タ リ

ー ・デーヴィスの研究 には倣 う点が大きかった[デ ーヴィス1993] 。

デーヴィスの著作 『帰ってきたマルタン ・ゲールー16世 紀フランスのにせ亭主騒動 』に

は、16世 紀の南仏 に生きた女性ベル トラン ドが登場する。ベル トラン ドは夫マルタンに蒸

発 されて しまった妻である。夫の帰還を待つ彼女の前には、やがてマルタンの名を騙 る詐

欺師が現われた。デーヴィスは、ベル トラン ドと偽マルタ ン ・ゲール との婚姻をめ ぐる審

理過程の調査を通 じて、彼女が夫の正体 を知 りなが ら結婚生活 を続けていた ことを指摘 し

た。デーヴィスはまた、ベル トラ ンドと偽マルタンが、彼 らの婚姻を正当化 させ るために

プ ロテスタンティスムにすがったという見解 を述べている。婚姻を秘蹟 として位 置づけ、

離婚 を禁 じるカ トリックに対 して、プロテスタンスティスムの婚姻法令にお いては、夫 に
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遺棄 された妻は離婚 ・再婚 をすることができたのである。さ らにまた、当時の農村部では

男女の合意 に基づ く内縁 の慣習があった。農民たちは彼 らの望みを叶えるために民間の慣

習とカ トリックの教会法を巧みに使 い分けていた【デーヴィス1993:89-96】 。デーヴィスは、

ベル トラン ドを取 り巻いていた環境 を丹念に再構築す ることで、16世 紀の南仏 を、このよ

うな奇妙な結婚が成立する余地を残 した世界 として描 き出 した。女性が採れる選択肢が非

常に限定 されていた社会 において、その余 白で試み られた密やかな、 しか し強かな抵抗に

関心 を払う彼女の視座 は、過去の祇園町で生きた女性たちの営みに迫 る上で参照すべ きも

のだった。

このような問題意識 にもとついて、私 は祇 園町を通時的かつ共時的 に分析す る事 を決め

た。アナール学派の歴史人類学が、人類学の知の蓄積を応用 した歴史学であるな らば、歴

史学の知の蓄積 と人類学の知の蓄積の双方を相補的に用いることで、祇 園町にアプローチ

す ることもできるのではな いか。その後の調査を通 じて、かつての祇園町では、お茶屋 に

生 まれた娘たちが舞妓 として出て いた こと、そ して他な らぬ女将さんの母や叔母たちがか

つて芸妓だったことを知った。別種 の存在であると考 えていたお茶屋の女将 と舞妓が繋が

った。数世代にわたって花街で生きてきた女将たちが、キーパーソンとして浮かび上がっ

てきたのである。花街とは、現代の 日本社会にありなが ら、女系の系譜 を今 もなお維持 し

続けている女の町なのだ。

この発見か ら導き出されたのは、女将たちが生きてきた花街という異質な 世界が どのよ

うな歴史 のうえに成 り立 っているのか?な にゆえに今 も存続 して いるのか?と いう疑問で

あった。 この論文は、花街 ・祇園町をめ ぐるこれ らの疑問について、私な りの視座か ら明

らかにす ることを目指 したものである。
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序 章

(1)目 的

京都では近代より、お茶屋が集積 している街区を、花街(か がい)と呼びあ らわ してきた[加

藤2009aJ。 お茶屋 とは、芸妓や舞妓 を揚げるための場 を提供す る業種 を指 し、多くは女将

の独立 自営の形態をとる。京都の花街 は、現在では年季奉公による舞妓の育成 を継続 して

いる唯一の地域 として知 られている。 当地では、舞妓は現在 も住み込みの奉公人の立場に

ある。

希少な舞妓の存在 を抱 える花街は、京都という都市にとって重要な観光資源であると同

時に、人身売買や売買春な どの負のイメージが付随する場でもある。外部社会か ら与え ら

れる花街 に固有な文化表象や慣習の評価 は、正負いずれかの定型を脱す ることはなかった。

花街の研究史 もまた、この両義的な特質のために、近代の公娼制度における性の商品化や、

年季奉公の形態をとった人身売買に着目する批判的な視座【藤 目1997;藤 野2012な ど]と、

芸能や女将 と芸舞妓間の 「疑似的」な親族 関係や独 自の商慣習 ・人材育成のシステム に着

目した 「伝統的」な文化が現存する場 とみなす視座[西尾2007な ど1に二極化 してきた。 こ

れ らの視座の違 いは、遊廓 と花街、あるいは、娼妓 と芸妓 との間に、境界を どのように画

定す るのか という点に立脚する ものである。前者 の場合は、花街 は性売買の場であ り、ま

た芸妓は娼妓に準ず る存在であると見な してきた。後者 の場合は、花街 とは伝統芸能や高

度なお もてな しが継承 されて いる場であ り、芸妓 を娼妓 とは全 く別個の ギ伝統」の体現者

として扱 う。 このような二分法的な評価は、花街で生きる人々の現在 と過去を分断す るも

のであ り、花街で展開してきた正負に切 り離す ことができない人びとの営みへの関心 を欠

くものである。

そ こで本論文は、花街の近代 と現在 を接続 して描 くことで、近代 に形成 された花街 を成

立 させ るためのシステム と、現在の花街 における 「伝統」の継承 ・刷新が どのよ うに関係

して いるのかを明 らかにする ことを目的 とする。

本論文の主たる分析対象は、京都に現存する五つの花街1の うち、祇園町(京都市東 山区)

である。当地を分析対象に選んだ理由は三点挙げ られる。第一 に、市内で も最大規模のお

茶屋が現存 し、かつ最多数の芸舞妓を抱 える花街で あるとい う点。第二に、芸舞妓 を生徒

として受け入れ、舞や三味線 をはじめとした芸能の訓練を施す学校法 入八坂女紅場学園が

存在 し、かつ同学園による景観の一元的な管理体制が機能 している点。第三に、芸妓の舞

を披露する舞台(都 をどり)を創設 した花街であるという点である。
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明治期の祇 園町では、娼妓取締規則(1900年10月2日 、内務省令第44号 〉の公布によっ

て国家による近代公娼制度が成立に至る1900(明 治33)年 までに、貸座敷組合 による管理体

制 と年季奉公制度 による舞妓の供給 システムが整え られた。 この動きは、萸都によって首

都と しての機能 を喪失 した京都 という都市が、急速 に進め られた近代化政策の もとで殖産

興業や京都博覧会の開催 に活路を見出 して いく過程 と重なって いた。1872(明 治5)年 の芸娼

妓解放令(1872年10月2日 、太政官布告第295号)の 公布後 も花街 として存続 していくため

に、祇園町は近代都市の形成に積極的 に関わっていった。 こうした祇 園町が応対せ ざるを

えなかった危機的状況は、明治期 にのみ見出せるものではない。戦後、GHQの 主導 の元で

労働基準法や売春防止法 といった芸舞妓の就労形態 に見直 しを求める諸法が整備 されるな

かで、祇園町は生き残 りを賭けて 、自らのあ り方 を現在の ものへ と再編することを迫 られ

たのである。

したがって本論文では、現在の祇 園町で展 開される、「花街 ・祇 園町」という伝統を維持 ・

継承す る人びとの生の営みを、過去か ら連続 している実践 として、通時的かつ共時的な手

法によって明 らかにしたい。

(2)花 街をめぐる研究の潮流

本節では、祇 園町を含む京都の花街の具体的な検討に先立 ち、 これ までの花街 をめ ぐる

研究の潮流を整理す ると共 に、本論文の理論的な視座を示す。一般の読者 にとって、花街

と聞 いて想定する内容はおそ らく一様ではないだろう。花街 という語か らは、芸妓 さんや

舞妓 さんがいてお茶屋建築が立ち並ぶ 「伝統的」な世界 と、貧困層出身の少女が身を売る

場であった(あ るいは、今 もなお行われている)世界 という、正 と負の相反するイメージが想

起 される[竹 中20081。 そ こで、具体的な花街研究 の潮流を紹介する前 に、本論文では花街

という場をどのような存在であると捉えるのかを説明 したい。

花街と遊廓

ジャーナ リス トの浅原須美は、花街 とは待合2、 芸妓を抱える置屋、料理屋の三業か ら成

り立つ世界=三 業地であると定義 し、構成する業種の違いか ら、娼妓のいる 「色街」=遊

廓 とは区別 される と述べた【浅原1998]。 こうした浅原の定義 に対 して、文化地理学者の加

藤政洋は 『花街一 異空間の都市史』 と題 した著書のなかで、業種による花街 と遊廓 の区分

はあくまでも東京で見 られる特徴 であると主張 した。花街 を構成する業種には地域 的な偏
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差があ り、この区分は他の都市 にも適用できる訳ではない[加藤2005]。 かわって加藤は、

花街の必要条件は芸妓が所在(営 業)す るという点にあることを指摘 した。その うえで、よ り

正確には、花街 とは、芸妓 と置屋、お茶屋のような遊興のためのスペースを提供する業種、

そ して旅館業などの関連す るサー ヴィス業が集積 して成 立す る場所 として、把握できると

した。昭和前期には、 この条件を満たす花街が少な くとも500カ 所以上の地域 に存在 して

いたのだという【加藤2005]。 加藤自身が慎重 に注意を喚起 しているように、芸妓 と娼妓が

混在する花街が各地に存在 したことを考えれば、彼の定義 による花街 には娼妓 を主とする

遊廓が含 まれ ることになる。加藤 は、娼妓を抱える業種である貸座敷3の 営業区画 とは法制

度的に(多 くの地域では空間的にも)切 り離 された、芸妓 を本位 とする花街を指 して 「狭義の

花街」 と呼んでいる。

加藤の定義 に倣 えば、本論文の調査地で ある祇園町 は、 この 「狭義の花街」に分類 され

る。本論文 において花街 とい う語を用いる際には、基本的にはこのよ うな芸妓を本位 とす

る場を指す。ただ し、今 日の花街の実態 は、加藤が同書で分析の対象 としていた明治期か

ら昭和前期の花街 とは、大き く異な る。芸妓 と、芸妓 に関連する業種の営業形態は、娼妓

取締規則(1900年10月2日 、内務省令第44号)や 売春防止法(1956年5月24日 、法律第

118号)な どの国家 という位相で制定 された法制度や、各府県による条例、そ して営業者た

ちがおかれたミクロな利害関係によって大き く変動 してきた。花街の現在 は、 こうした通

時的な変化の延長線上に形成 された ものである。そ のため、花街という場を考察するため

には、国家/府 県 というマクロな位相、近代以降の都 市空間の変容 という中間的な位相、

そ して こうした変動 に直面 しなが ら生を紡 いで きた人び との営みをめ ぐるミク ロな位相 を

通底する、通時的なまなざしが不可欠である。

このような立場に立って、以 下では花街 をめぐる研究史 の潮流を概観 し、本論文の理論

的な視座を確認 したい。 これ までの花街 につ いての先行研究は、芸妓の年季奉公契約およ

び近代の日本における公娼制度(以下、近代公娼制度)の検討を中心 とした歴史学的な調査手

法にもとつく研究群 と、「伝統的」な社会組織や慣習行為を分析 した フィール ドワークを主

とする質的な調査手法にもとつく研究群の二種類に大別す ることができる。

歴史学的な調査手法 にもとつ く研究群

まずは、近代の花街をめ ぐる歴史学的な調査手法に もとつく研究群 による論点を整理す

るとともに、代表的な研究を採 り上げ、具体的に検 討 していく。
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近代公娼制度と花街

この研究群では、近代公娼制度における娼妓 と、娼妓を本位 とする遊廓が分析の主たる

対象 となってきた。 これは、近代公娼制度における芸妓が、きわめてあいまいな立場にお

かれていた ことに由来する。明治期 に確立された この制度は、開国によって世界的な資本

主義に日本が包摂 され近代 国家が樹立されるなかで、欧州 をモデル として近世の公娼制度

を再編成したものである[藤 目1997:88】 。梅毒 をはじめとする性病の蔓延を予防 し、健全

な軍隊を維持することを目的 として掲げた近代公娼制度のなかでは、個 々の娼妓の身体 は

梅毒の媒介 として厳 しく管理 された。遊女屋な どの売買春の場を提供する業種が集 まる空

間 ・区域を公認の対象とした近世の公娼制度に対 して、近代では個々の娼妓が登録 ・公認

の対象 となったのである[曽 根2003】 。他方で近代の芸妓は、娼妓 と類似する身体の拘束 を

ともなう契約によって就労 して いなが ら、売春が許可 されていな い者 という、きわめて消

極的な区分 によって把握されていた。 これは、個別 の娼妓 を統制の対象 とした近代の公娼

制度において、芸妓とはいかなる存在であり、 どのような基準で もって統制すべきかを明

確に定義する法制度が、少な くとも国家の レベルにおいては公布 されなかったためである。

この芸妓 という特異な存在の起源は、近世の芸者 にさかのぼる。近世史学者の吉田伸之

は、近世社会にお ける芸者を、固有の職分 としての芸能を獲得す ることで、遊女という地

位 ・状態か ら分化、形成された身分であると分析 している[吉田2013]。 吉田によれ ば、遊

女 とは固有の身分ではな く、 「貧農の家や都市下層民衆の家 に包摂され る若い女性が、身売

り的奉公の形でおかれる一時的な地位 ・状態」である[吉 田2013:15]。 この身売 り的奉公

とは、実質的に入身売買の形態 をとる年季奉公契約 のあ り方であった。遊女屋は、遊女の

親権者 に前借の給金=身 代金 を渡す のと引き換えに、遊女の労働が利息を上回 り本金まで

償却するまでの期問(年 季)、彼女の身体 を奉公人として拘束 した。

法制度史学者の牧英正は、近世か ら近代にいたる雇用契約につ いて の研究を通 じて、 こ

のよ うな遊女の年季奉公 を日本 における人身売買問題 のなかの一現象であると指摘 してい

る[牧1971]。 牧 によれば、人身売買の歴史は 日本における雇用法史の前史である。 中世以

降の人身売買 には、永代売 と年季売が存在 したが、身売 り的奉公 は後者 に起源を もつ。奴

隷身分を設定する前者に対 して、債券担保の機能 をもつ年季売は質 と混 同された。 これは

子女や下人を質物 とする人質契約であ り、奉公人は質物 とみな されて質取主 のもとで労働

する。 このような奉公にお いては、奉公人の労働が利息 を上回 り本金を償却す ると、質置
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主は満期の時点で、本金 を返済することな く奉公人を受け戻す ことができた(居 消質奉公)。

すなわち、遊女 の年季奉公 における前借の給金 とは本質的には年季売の身代金である[牧

1971:9]。 やがて徳川幕府によって人身の永代売買が禁止 されると、これ と並行 して進行 し

た商品生産の発展およぶ貨幣経済の浸透 もあいまって、地域 による偏差はあったものの、

一般の労働関係は身分的な隷属か ら債権 的な奉公関係へ と推移 していく。近世を通 じて、

人身売買に起源をもつ身分的な要素が奉公関係か ら取 り除かれていくなかで、身売 りとい

うことばは、商品生産 とは関係の薄い、遊女4な どの売買春をともなう奉公に残される こと

になった。やがて江戸 中期以降には、身売 り的奉公の契約書である遊女奉公人請状が、共

通の体裁 をもって全国的に成立 した 【牧1971:92-93,116】 。

この遊女奉公人請状によって、女性たちは親元を離れて遊女奉公 に出たのであるが、そ

の奉公の過程で舞踊や歌曲といった芸能を職分 として獲得す ることにな った。やがて遊女

らのなかには、こうした職分の獲得 によって、隷属的な地位 ・状態か ら自らを解放する者

が現われた。 こうした女性たちが、近世にお ける芸者 の起 こりで あると考え られ る[吉 田

2013】。職分 として芸能 を身につけた芸者たちは、宴会の席で舞踊、三味線、唄などを披露

し、時間極めの座料を稼 ぐことを本業 としていた。芸者た ちは遊女とは区別され、売女 ま

がいの行為 をす ることは禁止 された[曽 根2003:1321。 こうした背景のもとで成立 した芸

者たちを奉公契約の形式 をとって抱えた のが置屋で あり、芸者たちに芸能 を披露す る場を

提供 したのが、客に宴席の場 を提供 して いたお茶屋 と、お茶屋 に類する業種であったので

ある。

近代 の花街は、このよ うな遊女/芸 者 をめ ぐる近世的な状況 を再編す ることで新た に成

立 して いった。地理学者の塚本章宏 と中谷友樹は、 こうした近代の花街 を分析 した研 究群

を、注 目す る位相の違 いか ら三種類に分類 している。すなわち、第一一に国家/各 府県 レベ

ルでの女性史および政治史的な視角、第二に娼妓の勤務実態や娼妓 を抱 える貸座敷業者の

営業形態に注 目した個人 ・業者への視角、そ して第三の花街を近代の都市空間を構成する

要素として位置づけ、都市形成のなかで変容する花街を対象とする都市史的な視角である

[塚本 ・中谷2011】 。本節では、ひとまず塚本 と中谷による分類 に倣って歴史学的な調査手

法 にもとつ く研究群 を整理 した上で、各論の基礎となる視座 のなかで も、代表的な論考 を

挙げて検討 したい。
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女性史および政治史的な視座

まずは、第一の女性史および政治史的な視座による近代の花街をめ ぐる研究群 について

述べたい。 この研究群においては、主 として近代公娼制度の成立 と運用をめぐる国家/各

府県の位相での動向が調査対象 となってきた。

明治政府 による公娼制度の方針 について、政治史の立場か ら検討を試みた先駆的な研 究

として、大 日方純夫による東京府 の動向につ いての研究がある[大 日方1989]。 大 日方は、

1872(明 治5)年 の太政官による達、いわゆる芸娼妓解放令(明治5年10月2日 、太政官布告

第295号)を 近代 日本の公娼制度の発端であると見な し、その成立にいたるまでの行政当局

による構想の過程5を 分析 した。そ して、芸娼妓解放令以後の娼妓 に対する統制の方針が、

1876(明 治6)年12月10日 の東京府布達 によって、大蔵省 と、それに追随 した東京府 による

公認 ・囲い込み路線の採用をもって確定6した としている。明治政府は近代国家 としての成

立期 において、公娼の営業許可地への囲い込み と私娼の取 り締 まりと排除という、二つの

政策を、公娼制度の基本方針 として示 したのである[大 日方1989:10-11]。 近代の花街 を語

る上で、大 日方の研究でとりわ け重要な点は、娼妓の取 り締 まりが地方行政官、具体的に

は警察(東京 の場合は警視庁)に 委任 されたことを指摘 している点である。娼妓 と、娼妓の営

業許可地の取 り締 ま りは各府県によってな され ることとな り、芸妓 もまた地方委任体 制の

なかで警察 による取 り締ま りを受 けることになった。 このような仕組みが採 られたがゆえ

に、各府県 によって多様な実態をもつ花街が成立するに至った といえる。

このような特徴をもっ近代公娼制度について、国家による国民の性 と生殖の統制 という

観点か らアプローチ を行 った研究 として、藤 目ゆきの 『性の歴史学一 公娼制度 ・堕胎罪体

制か ら売春防止法 ・優生保護法体制へ 』が挙げ られる[藤 目19971。 藤 目は、明治政府によ

る国家管理売春の体系が、戸籍 によって管理 されない婚姻外 の性交 に対する法的差別化 と

公娼制度の両輪によって創 り出された ことを指摘 し、 このような状況のもとで創 り出され

た公娼制度 と堕胎罪体制を 「性 と生殖 に対する統制の十九世紀的システム」{藤 目1997:9】

と定義 した。藤 目は、国家によって性的な 自己決定権 を侵害 された女性たちの社会運動 を

分析する過程で、戦問期に起きた大阪の芸妓 による待遇改善を求める労働運動について触

れている。 当時の花街は、第一一次世界大戦後 の好景気 と資本主義の発達にともな う、カ フ

ェー7を はじめ とする大衆向けの安価な業種の登場によって深刻な経営悪化に見舞われてお

り、時代 に応 じた変化が求め られていた。そ のため、芸妓たちの求めに対 して経営者側 も

一定の譲歩 を見せ
、彼女 らの運動は達成を見たのである。藤 目にとって芸妓 とは、購 造的
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に性的サー ビスを促 され る搾取システムの中で就労 していた」[藤 目1997:308】 労働者であ

り、お茶屋や置屋は過剰な搾取を行 う経営者であった。

藤 目と共通する問題意識の もとで試み られた女性史 としては、藤野豊による国策 として

の売買春の管理維持政策の分析がある 【藤野2001]。 藤野は、娼妓の営業許可地への囲い込

み(集娼制)の実現 と性病予防策の実施によって成立す る近代の公娼制度の背景に、優生思想

にもとつ く人口政策があった ことを指摘 している。藤野によれ ば、近代における公娼と私

娼 の黙認 によってなる公娼制度は、国家の管理下にある娼妓を除 く私娼の性病予防を 目的

とする1927(昭 和2)年 の花柳病予防法(昭 和2年4月5日 、法律48号)の 制定 をもって成立

す る。花柳病 とは性病 のうち梅毒 ・淋病 ・軟性下疽を指す用語であ り、同法は これ らの病

気の感染源 と して性売買 にかかわる女性だけを対象 とす る、不完全な ものであった[藤 野

2001:63-64】 。近代 の日本 は、女性 は性病予防 という国策に殉 じる娼婦 と、人 口増殖 とい

う国策 に献身する良妻賢母 を分断 して管理 したのである【藤野2001]。

他 方、小野沢 あかね は、国境 を越 えた婦女の人身売買禁止(当 時は国際的婦女売 買、

internationaltraf丘cinwomen)の 潮流 と日本の公娼制度の関係に注目し、国際関係史的な

手法 によって、内地のみな らず植民地や 日本の勢力圏 をも対象 として調査 している[小野沢

2010]。 加えて、日中戦争以降の企業整備に注 目することで、戦時経済のなかで も遊廓 を構

成する業種が国策によって存続 し続けた ことを指摘 した。小野沢によれ ば、戦間期 におけ

る日本の公娼制度政策 の特徴 とは、前借金 と芸娼妓酌婦周旋業の合法性 を、国家 として公

認 していた点 にある。小野沢は、1932(昭 和7)年 に国際連盟 によって組織 された東洋婦女売

買調査団の調査報告か ら、前借金が娼妓や芸妓 自身のためではな く、彼女 らの両親や親権

者を経済 的に支えるために使用されていた点、また、養母一養女 という家族関係を利用 して

置屋が芸妓 に売春を強 いている点 に注 目し、 これ らの特徴が家の存続を是 とする志 向によ

って支え られていることを指摘 した[小野沢2010:227-228]。 こうした家族的関係性を背景

とした公娼制度政策は、内地のみな らず植 民地や勢力圏都市にも導入 されていった。この

ような状況へ の国際的な批判は、1935(昭 和9)年 の内務省警保局による公娼制度廃止案 「公

娼制度対策」 の作成へ とつなが っていく1小野沢2010】 。

以上 のよ うに、女性史および政治史的な視座においては、近代の公娼制度の もとでは娼

妓および芸妓 らが国家によって統制 されていた点、そ してその公娼制度は特に欧米諸国と

の国際関係のなかで形づ くられていった点が明 らか にされてきた。
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個人 ・業者への視座

次に、第二の個人 ・業者へ の視座か らの研究群 について述べたい。 この研究群にお いて

は、第一の研究群 より調査の照準が しぼ られ、貸座敷業者 の営業形態や娼妓 、芸妓 らの勤

務形態、そ して客の属性や遊興のあ り方について の研究が存在する。

個別の貸座敷業者の経営と、そ こで勤務する娼妓の生活実態について明 らかに した研究

に、横 田冬彦 による京都における貸座敷営業許可地の 「遊客人名帳8」 の分析がある[横 田

2002】。横田は、明治末期か ら大正期までの京都の貸座敷営業地を、芸妓を中心とする地 区

(娼妓の比率は10%以 下、一営業者が抱える芸者は1～2人 、揚代は14～25円 程度)と 、娼

妓を中心 とす る地区(娼妓の比率は80%以 上、一・営業者が抱える娼妓は5人 、揚代は4～6

円程度)、そ して両者の混在型(娼 妓の比率は50%、 一営業者が抱える娼妓は2か ら3人 程

度)に分類 している[横 田2002:103】 。その上で、大正期には芸妓 を中心 とする地区と、娼妓

を中心 とする地区 とが分化 しつつ あった ことに注 目した上で、第一次世界大戦後か ら金融

恐慌 にいたるまでの好景気期に、遊客数が多 く、一人あた りの消費金額の安 い後者の拡大

によって遊客が急増 している ことに注 目した[横 田2002:106]。 横田は、芸妓中心の地区に

分類 され る花街である宮川町 と、娼妓中心の地区であった島原および七条新地 との比較分

析を通 じて、同地の客 は年齢層が高 く、また職業階層につ いても銀行員や官吏、医者など

の中・上層に位置す る者が多いことが、平均消費金額の高さにつなが ったことを指摘 した[横

田2002:116]。 このよ うに、横田の研究か らは、地理的に隣接す る営業地であった にもか

かわ らず、揚代 による収益額や遊客の属性による階層性が存在する ことが明 らかになった

のである。

これに対 して、先にあげた塚本章宏 と中谷友樹は、横田と同じく 「遊客人名帳」を調査

対象 としなが らも、GIS(地 理情報 システム、GeographicInformationSystem(s))を 用いて

都市の社会構造 のなかに遊客の地理的な分布図を作成することで、花街の需要者である客

の空間的な特性をより詳細 に明 らかに している【塚本 ・中谷2011]。 塚本 ・中谷は、芸娼妓

混合型であった宮川町の分析か ら、大正期 における好景気によって花街か ら2km圏 内の近

隣地域か らの遊客が増加 した こと、さらに、隣接する花街 との間で空間的な競合が生 じて

いたことを指摘 した。塚本 ・中谷の研究で重要な点は、遊客の属性と来店回数の照合か ら、

遊興 の形態 と来店頻度との相関関係 について明 らかに した点にある。塚本 ・中谷は、何度

も来店する贔屓客 ほど芸妓を揚げての短時間で高価 な遊興 をする傾向にあることに注 目し、

こうした贔屓客のうち、特に来店が10回 以上にのぼる客の多くが京都市内に居住 している
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こと、社会階層の上位に位置づけられる職業に従事 していることを指摘 して いる 【塚本 ・中

谷2011:138-141]。 こうした傾向は、宮川町においては、娼妓の花代が、酒肴 をともな う

宴席での高額な遊興費を別途 ともなう芸妓よ りも、1.2倍 ほど高額に設定されていることか

ら裏づけ られている。すなわち、芸妓 と娼妓では遊興の形態が異なった ことがわかるので

ある。

他方で、松田法子は建築史 の立場か ら、昭和初期に形成 された新興の花街である熱海 を

対象 に、芸妓 と芸妓の関連業種 の空間形成の過程について明 らかにした【松田2014]。 明治

期の熱海は、旧大名や元家族な どの長期滞在者や別荘所有者 を対象 とした高級保養地であ

り、 これ らの客層に芸事の稽古 をつける女性 の専門職 として、遊芸師 匠たちが存在 した。

こうした熱海の空間性は、1934(昭 和9)年 の丹那 トンネルの開通 と、これにともなう東海道

線の全線開通 によって大きく変動する。東京か ら入浴客の急増 によってそれ までの客層が

離脱 した ことに加 えて、関東大震災で被害を受けた水際の低地(糸川の両岸一帯を指す、以

下、糸川べ り)に位置していた別荘地な どの分割転売によって、私娼である酌婦 とその関連

業種 に加えて、芸妓 と置屋、そ して芸妓 の派遣先である待合や旅館が集積す ることになっ

た。 このような客 層の変化 と土地の開発 は、芸妓の流入を招 いただけでな く、遊芸師匠を

芸妓へ と再編 させた。 この地域で は1昭 和初期か ら戦後にかけて女性による土地の所有が

増加 して いった。 この女性たちは、先に述 べた元遊芸師匠や置屋な どの、芸妓に関連する

個別経営者であった[松 田2014:249-250]。 糸川べ りの土地台帳か らは、長屋のような小規

模な形態の建物を所有 し、短期間で離脱するな ど、小規模で流動性の高い女性たちの経営

のあ り方が うかがえる。松 田は、昭和初 期における熱海 の社会構造 に注 目する ことで、近

代の花街が大小の土地所有や、在地/外 来の資本の流入 によって形成されていくことを明

らかにしたのである。

以上のよ うに、個人 ・業者への視座 においては、個々の営業者や芸妓、遊客 らの実態が

明 らかになってきた。国家/府 県 というマクロな位相 について分析 した第一の研究群にお

いて述べた通 り、地方行政および警察の統制 にもとづき、近代の花街は地域によって異な

る様相 を見せていた。ゆえに、第二 の視座 にもとつ くミク ロな位相 における個人規模の商

業実践の分析は、松田の研 究のよ うに、芸妓や、芸妓 に営業 の場を提供する業者が生活 を

営む、中間的な位相一 都市の社会 と空間の構造一 への関心に向か うことになる。
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都市史的な視座

そ こで、最後の視座 として、国家/府 県というマ クロな位相 に注 目する女性史および政

治史 的な視座と、 ミクロな位相に位置するを分析 した個人 ・業者への視 角との中間的な位

相に位置づけられる研究群、すなわ ち、都市史的な視座にもとつ く研究群について述べる.

先にあげた加藤政洋は、都市の政治学的な論点を新た に打ち出 した[加藤2005]。 加藤は、

都市の空間的な文法が成立 していなかった明治期以降の都市形成の過程において、花街が

新た に創出されていることに注 目した。明治後期以降、花街の建設 は、都市の発展や街区

の形成を促す土地開発の手法 として駆使されていったのである。加藤はまた、近代都市の

政治的な焦点 となっていた点 に鑑み、この種の花街 を 「近代の所産」[加藤2005:308]で あ

ると見出した。花街 の近代化に着 目する本論文の問題意識は、このような加藤 の論点 に示

唆を受けている。加藤はまた、屋花街一 異空間の都市史 』で提示 した論点を引き継 ぐ著作

『京の花街 ものがた り』において、京都の花街が もつ特徴に注 目し、近世のテクス トや絵

画 との照合作業によって、「貸席(お ちゃや)」 の存在 を見出 した[加 藤2009a]。 加藤 によれ

ば、近代京都の空間 レンタル業の四つの類型として、①妓楼(茶屋 ・遊女屋)、②諸種の茶屋、

③塔頭、④貸座敷(時 限 ・日限を設 けて部屋 を貸す業種)が挙げ られるという。明治初期 に①

は取 り締ま りの上で 「貸座敷(か しざしき)」という法律用語 に置 き換え られ、④ と併存する

状況が発生した。しか しなが ら一般には、① は芸妓の出先となる施設を指す貸席(お ちゃや)

という名称で呼ばれた[加 藤2009a:115-1161。 加藤の成果は、京都府 による近代の娼妓 を

め ぐる統制のなかで登場 した、遊女屋 とお茶屋を包括す る概念である法制度上の用語 「貸

座敷」の存在 を示 した点と、 これ とは別個 の存在 として、京都の都市空間における レンタ

ルスペース業の系譜 に光を当てた点にある。 これ によって、京都 という都市の花街 の、近

世から近代にいたる変容の特性が明 らかになった。

以上のよ うな遊廓/花 街の研究史をふ まえて、佐賀朝は特に近世の遊廓史研 究の成果で

ある 「遊廓社会」論 という方法的基盤に注 目し、 日本の近世か ら近代 における都市の社会

=空 間構造を反映する要素 として遊廓 をとらえた。 「遊廓社会」論 においては、性売買を成

立 させ る遊廓 のヘゲモニーの主体 と、その社会=空 間的な構造 を明 らかにすることが提起

されている[佐賀2010】 。 こうした問題意識にもとついた研究 を実現するために、佐賀 は二

つの局面か らのアプローチを掲げて いる。具体的には、芸娼妓の営業地を 「閉じ られた」

空間として成立 させる町割や町制、関連する業種の所有 と経営のあり方 といった社会=空

間構造の解明 と、女街 のネ ッ トワークや土地開発 との関係な どの 「閉じさせない」空間と
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して成立させ る諸要素の解明である[佐賀2010:3]。 こうした矛盾したベク トルは、都市の

なかで社会的にも疎外 された空間であ りなが ら、同時に都市を活性化させ る空間で もある

という遊廓/花 街の特性を表 している。佐賀は、先にあげた吉田伸之 とともに、このよ う

なアプローチをもって遊廓 を包含す る都市社会 の実例 を比較検 討する ことで、 「遊廓社会」

の固有性と普遍性 を明 らかにする ことを試みている【佐賀 ・吉田2013;佐 賀 ・吉田2014]。

以上、歴史学的な調査手法にもとつく研究群 を、三つの視座に分類す ることで概観 した。

歴史学的な研究群の意義は、国家あるいは府県が定めた法制度が、ミク ロな芸妓の労働環

境 をいかに規定 したのかを明 らかに した という意義がある。これ まで も繰 り返 し指摘 した

とお り、遊廓/花 街の実態がその所在地 における地方行政の方針や都市の社会的、空間的

な構造によって大きく異なる ことをふまえれば、花街 の研究は、当該地域の社会制度の変

容 に照準を合わせた調査手法によって こそ実現可能で あるといえる。それゆえ本論文は、

花街を構成する業種の営業者 らが属する社会関係に注 目す る、第三 の都市史的な視座に学

ぶ点が多 い。

フィール ドワークにもとつく研究群

次 に、 こうした文献調査 にもとつく歴史的な調査手法に もとつく研究群に対 して、異な

る観点か らアプローチ した研究群 として質的な調査手法にもとつ いて試み られた花街の研

究 について注 目し、その達成点 につ いて述べる。 この研究群では、インフォーマン トが歩

んできた歴史や固有の経験に注 目するイ ンタ ビューや、調査者が実際 に分析対象となる社

会集 団に参入 しイ ンフォーマン トと生活 を共 にする参与観察な どか らなる フィール ドワー

クを調査手法として用 いて きた。

このよ うな手法 による先駆的な研究 と して あげ られるのは、アメリカ人の文化人類学者

であるライザ ・ダル ビーによる、京都の花街 ・先斗町(京 都市中京区)を舞台に回想形式でつ

づ られた著作、『芸者[GEISHA]ラ イザ と先斗町の女たち』である。同書は著者自身が芸

妓 ・市菊としてお座敷に出た ことで為 し得た参与観察の記録であり、1970年 代の京都にお

けるお茶屋遊びや、芸妓たちが形成す る 「疑似的」な親子/姉 妹関係、そ して芸事の修行

につ いて、芸妓の目線か ら記録 されている[ダル ビー1983(1985)]。 ダル ビーは芸妓の特異

性を、客前でのふ るまいが粋であるとい う点 と、伝統 の保存者であるという点に見 出して

いる。アメ リカ人であるダル ビーの目に、芸妓は17か ら18世 紀にかけて成立 した粋 とい

う美意識を身に留めている存在 として映った。 ここでの粋 とは、「世なれているがすれ っか
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らしではなく、純情ではあるが うぶではな い」【ダル ビー1983(1985):258】 という微妙な機

微をもつ有様を指す。 この美意識は、芸妓と しての経験の蓄積があ り、恋愛の酸い も甘 い

も噛み しめた中年に近い女性 にこそ体現されるものだった。そのよ うな性質 をもつ芸妓は、

客 にも粋を求めた。芸妓にとっての粋な客 とは、「芸妓の芸に対するた しなみがあ り、機知

にとんだ楽 しい人で、芸妓に もてなされるばか りでな く自分 も芸妓 を楽 しませ る」 という

タイプの男性である【ダルビー1983(1985):258]。 芸妓 と粋な客 との問で形成 されるこうし

た関係性は双方向的な ものであった。 こうした芸妓の特異性は、ホステスと対置され るこ

とで説明され る。ダル ビーにとって 日本のホステス とは、先にあげたよ うに昭和初期 に全

盛期 を迎えたカフェーの女給の系譜に連なる存在であ り、芸妓 と花街がカフェー との差別

化 を図るなかで排除 した近代性 と最新流行 のスタイルを受け継 ぐ者であった。対 して、芸

妓 とは封建時代につ くられた芸妓のイメージを維持 し続けている者であ り、だか らこそ伝

統 の保存 こそが芸妓 にできる社会的貢献であって、その立場は新 しい遊興の形態によって

脅かされることはない、 とダルビーは主張 した[ダ ル ビー1983(1985)】 。

ダルビーの著作以降、フィール ドワークによって花街の研究 を試みた事例は、 しばらく

現れなかった。 このような状況は1980年 代まで続 く。やがて1990年 代に入 ると、 この間

に花街 を家族で安心 して行 くことができる観光地として扱 うガイ ドブックや、「一見 さんお

断 り」をは じめ とす る花街の商慣習や芸舞妓の衣装な どについて、お茶屋遊びに縁遠 い読

者 に向けてわか りやす く解説 した一般書籍や写真集などの刊行が 目立つようになった購 縁

1992;浅 原19981。 しか し、フィール ドワー クに基づいて、当該地域の文化や慣習 といっ

た人々の営みを学術的に考察 した研究の登場は、2000年 代を待たね ばならなかった。

ダル ビーが注 目した芸妓 と、芸妓の接客 にまつわる問題意識 を引き継 いだ論考 として挙

げ られるのは、中岡志保 による東京 の花街を対象 とした研究である。中岡はダル ビー と同

様 に、自らが芸妓(中 岡のフィール ドである東京では、芸者 と呼ばれ る)と してお座敷に出る

ことで参与観察 を行った[中 岡2013a;2013b]。 彼女の論考のなかでは、花街(同著では花柳

界 と表記される)は 、高齢かつ下層階級 出身の芸妓 と、若年で中流階級出身の芸妓 とが接触

するコンタク トゾーンとして捉え られている[中 岡2013b:151-151】 。両者の差異は、芸者

という生業を 「商売」 ととらえるか、「仕事」 ととらえるか という点に表れる。前者はお座

敷を離れた場面で も客や 目上の芸者のまえで自主的に感情 を管理する。中岡は、このよう

な客 と芸者 をむすぶ感情的な絆は、商品として規格化 されない ことに注 目し、花街の顧客

は、芸者の自主的な感情管理の内的な領域に愛情を読み取 ろうとして店 に通 うのだ と説明
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する。 ところが、このような接客 の実態が あるにもかかわ らず、若 い芸妓たちは芸能者 と

して 自己 を装うことを、所属する置屋の女将 に要請 されている。 これ はお客 に提供するサ

ービスの質を保つためである。中岡の研究は、ホ ックシール ドの 「感情労働」論 を援用す

るものであ り、現在 の花街 における若 い芸妓 らを女将によって感情を管理 される労働者 と

して位置づけることで、芸妓や花街の社会的、かつ文化的な変容 を指摘 している。

このように、ダル ビーと中岡は花街につ いて共通する調査手法を用 いて迫った。しかし、

その調査から導き出される結論は対極にある。1970年 代に粋 という美意識に注 目したダル

ビーが、近世か ら連続する芸妓のイ メー ジを描 いたのに対 して、中岡は時代状況の変化の

なかで、芸妓 という存在の性質が大き く変質 しつつあることを明 らかにした と言える。次

に、 こうした芸妓 と花街をと りまく状況 について迫る研究群 として、贔屓客のなかで も芸

舞妓との親密な関係性を背景に金銭的な支援 を行 う旦那 に注目した研究について述べる。

中原逸郎は、京都の花街 ・上七軒(京 都市上京区)で 聞き取 り調査を行い、花街で伝承され

る舞踊や三味線、唄な どの芸事 に注 目し、上七軒の芸妓や元芸妓、贔展客 らへの聞き取 り

を通じてその伝承を実現 してきた環境 を分析 した[中 原2013]。 上七軒は、西陣の織物産業

との関係性が深い花街であり、かつては個人の贔屓客 のみな らず、 こうした織物産業にか

かわ る企業との交流にも積極的であった[中原2013:96,98]。 中原が収集 したオー ラル ヒス

トリーによれ ば、戦後 の衣料不足を支えた繊維業の隆盛による 「ガチャマ ン景気」 によっ

て西陣の織物産業は非常に羽振 りが良く、また高度経済成長 も重なって1970年 代 までの上

七軒には旦那が存在 した という。西陣の旦那たちは自身が非常に芸達者であ り、彼 らの芸

妓への芸事への要求水準は非常に高 く、結果 として旦那 と芸妓の間で生 じる芸事 をめ ぐる

お座敷での相互作用が上七軒の芸を高めて いた。 こうした状況は、1980年 代に入ると変化

を迎える。それまでの高度な芸事 を修めた芸妓を重ん じる贔屓客側の価値観が崩れ始め、

若 く外見 も華やかな舞妓が もてはやされ る風潮が見 られるよ うになった。中原はこの背景

を西陣の衰退 によって説明 している。1990年 代以降にバブル経済崩壊 を迎えるとこの傾向

はさらに進み、かつてのように芸妓に対 して見返 りを求 めない投資 を して いた旦那=パ ト

ロンは姿を消 し、替わ って投資に対 して短期的な見返 りを求めるスポ ンサーが主流 となっ

た【中原2013:102]。

このよ うに中原の研究は、芸舞妓の変質がそれ を支えてきた贔屓客の変化に由来する こ

とが明 らかにするものである。ダル ビーや中岡の研究 と同 じく、芸妓 同士 の関係性や、客、

とりわけ旦那 との関係性に注 目した この種 の研究は、 こう した個 々のアクターが形成する
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ネ ッ トワークによって構成 され る花街の姿を浮かび上が らせるものである。そ こで最後 に、

コミュニティとしての花街に という視座か ら行われた研究 につ いて述べたい。

花街 をコミュニテ ィと して分析 した研究 としては、西尾久美子 による経営学の立場か ら

のお茶屋や芸舞妓へのアプローチが挙 げられ る【西尾2006a;2006b;20071。 西尾は、 日本

国内の他の花街 と異な り、なぜ京都の花街が産業 としての競争力を維持 して きたのか とい

う問いを立て、芸舞妓 のキャ リア形成 と花街で継承される独 自のシステムについて考察 し

た[西 尾2006b]。 西尾 によれ ば、京都花街はお茶屋 を中心 とした取引システム とサービス評

価の仕組みか らなる共 同体 として理解で きる。 この 「花街共同体」は、お茶屋の女将、置

屋 と芸舞妓や見習い、そ してお茶屋 に継続 して通 う贔屓客か らな る疑似家族関係で結ばれ

た狭義のメンバーのみな らず、お茶屋にサービスを提供する料理屋や、宴会 に必要な花や

道具類な どを提供す る業者 といった広義のメ ンバーを も含 めて構成 される[西 尾2006b:

119,137】。花街共同体 のメンバーは、相互の取 引を介 して内部の情報やサービスの質にかん

す る美意識を共有することで、その花街全体 の質を保っている[西尾2006b:136】 。西尾は、

花街共同体が時代状況 の変化 に対応 して、新 しいサービスの開拓や新規の客層 を開拓な ど

に取 り組む ことで、他のサー ビス産業にた いして競争優位性を保ってきたと指摘する[西尾

2006b:154-7】 。 このよ うな花街の取 引システムとサービス評価の仕組みの中心に存在する

のがお茶屋であ り、そ の経営者である女将だ。西尾は、お茶屋の商業慣行が もつ経済合理

的な側面に注 目す ることで、お茶屋が 「花街 という社会関係資本 の構造 に自分 を中心 とす

る信頼関係 を構 築して 、取 引システムを使 って花街でサービスを提供す る専門業者 をコン

トロールして いる」[西尾2006b:119-20】 ことを指摘 した。

こうしたコミュニティをささえる環境や構成要素の差異へ のアプローチは、花街 に見 ら

れ る地域的な偏差 を明 らかに した。 こうした個別の花街が もっ特性は、当該 の花街 に固有

の魅力や、それを生み出す 「伝統」 の形成過程への関心 をうながす ものである。

これ らのフィール ドワークにもとつ く花街の研究は、花街で展開するミクロな実践に注

目することで成果をあげてきた。ただ し、これ らの研究は、ジャパ ノロジー(日本学)、性産

業 における感情労働、芸能史、経営学な どの特定 の学術領域に還元され るものであ り、花

街 をめ ぐる固有の研究領域を確立 したとは言 い難 い。それゆえに、花街で見 られる独 自の

社会関係や慣習的な行為を、既存の学術的な理論を援用す ることで、その固有の意義を普

遍的なコンテクス トに回収 してきたき らいがある。 よって、花街で生きる人び とによるミ

クロな実践につ いて十分に迫るため には、そ のよ うな実践が当該の社会で どのように作用
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するのかという点を、彼 らの生活世界か ら明 らかに し得る、総体的なアプローチが求めら

れることになる。

文化人類学的アプローチの可能性

それではiど のようなアプローチであれば花街における営みの総体に迫ることができる

のだろうか。本論文ではこのよ うなアプローチを可能 にする思考のあり方 として、社会 と

個人をめ ぐる二項対立 的な思考様式を乗 り越えることを試みてきた文化 人類学 の議論の蓄

積に着 目する。

二十世紀 の初頭 にお いて、西欧の近代社会における二元論的他者意識か ら生み出された

初期 の文化人類学は、われわれ文明人 とかれ ら未開人とい う図式によって、未開社会の個

人を非合理的な社会規範に縛 られた主体的な自由なき存在 として描いた。こうした図式は、

西欧社会 における、自由意思をもち、合理的な判断によって行動 を選択する主体 として個

人をとらえる思想(社会唯名論)に もとついていた。やがて西欧の個人観の特殊性が明 らかに

なると、社会と個 人の関係が文化人類学の中心的な主題 となっていった。 この構造 と個 を

めぐる二元論を乗 り越 える視点をもた らしたのが、フランス社会思想 によって提示 された、

権力に依拠することで形成される主体 という概念である[田辺 ・松田(編)2002;田 中 ・松 田

(編)2006]。 この主体化 という概念によって、近年の文化人類学では 「自由意思をもつ個人

か らなるもので も、規則に盲従する人々か らなる世界」でもな く、「偶発性 を無視で きな い

相互交渉の世界」[田 中 ・松田(編)2006:21Jが 分析の対象 となった。すなわち、文化人類学

はその歴史 のなかで、マク ロな権 力の構造か ら切 り離された個人像を否定 しつつも、制度

に従属 しなが らも巧みに営まれるミクロな個人の生を描 いてきたのである。

このような文化人類学の蓄積をふまえて、調査地は異な るが本論文 と対象への接近方法

を同 じくす る研究として、文化人類学者の松田素二による論考 をとりあげたい[松田2009】 。

松田素二は、 「生活」 という概念を議論の姐上 に載せ る上で、農村社会学者の有賀喜左衛門

の論考 を参照 している。松田は、有賀の生活論が指 し示 した生活世界の創造性につ いて、

以下のよ うに説明す る。少々長くなるが引用 したい。

経済 、労働 、政治、信仰、祭礼、娯楽 といった領域 ごとに生成され る社会関係の束や価

値規範の束をとりまとめ、それ らを総合する世界と して生活は存在す る。 こうした社会関

係や価値規範は、当然のことなが ら、外部(と りわ け明治国家の成立以降は中央政府あるい
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は 日本 をとりまく国際政治力学)か らの強い影響 を受 けることになる。こうした外部条件は、

そ の地域、村落が個別 につ くりだ してきた個別の社会 ・文化的条件 と接合 しなが ら、人々

の生活を規定 しようとす る。 しか し、人々の生活は、 これ らの社会的条件に直接、統制 ・

規定されるわけではない。生活に押 し寄せる諸条件は、人々が生成 してきた生活意識によ

って、彼 らの都合(必要)に あわせて変容され、結果的に、生活世界の自律性は保全されてい

くか らである「松田2009:3-4]

このように、松田素二が有賀喜左衛門の生活論を引いて注 目したのは、人び との 日常生

活にね ざした創造性で あった。人び とが こうした共 同性を生成 していく過程 にお いては、

ときに観察者か ら矛盾 した言動であると映るよ うなふるまいが見 られ る。このようなフィ

ール ドにお けるイ ンフォーマ ン トの豹変を生み出す論理を明 らかにするため に、松田は鳥

越皓之 らが1980年 代に琵琶湖畔集落の環境史調査を通 じて提唱 した生活環境主義の議論に

おける、「説得と納得の言説」ニイデ ィオムに注 目した。生活環境主義者 の議論においては、

生活実践のなかで獲得 され る、生活の便宜を図るためにイディオムを操作する力が 「生活

知」 と定義 され る。生活者 は問題化に対処す るにあたって、選択可能なイディオムの束の

中か ら、特定のイディオム を無意識的に選択する。松田は このプロセスをイデ ィオムの範

例的操作 と呼んだ[松田20091。 松田によれば、生活知 とは 「地域生活者 の生活の必要や有

用性 な どに依 拠 し、それ らを 日常 生活の営 み のなか で便 宜 的 に活 用す る智慧」[松 田

2009:172]で あ り、インフォーマ ン トの言説の豹変は、生活知の発露として解釈できるので

ある。生活者の便宜は、「それが転倒 されな い限 り、生活組織外か らつね に送 り込まれて く

る強大な力に対 して、ときに妥協 し、ときに激 しい抵抗 を導 く」[松 田2009:175]も のであ

る。

このような視座に立てば、マ クロな制度的変化の影響 に曝 されなが らも、旧来の 「伝統」

のなかか ら特定のイデ ィオム を選択 し、継承 していく人々のミクロな実践を考察すること

が可能 とな る。本論文ではこのような文化人類学的なアプローチを採用 して、マクロな体

制の変化 の中で、人び とが 「伝統的」な花街 を作 り上げてい くミクロな営みを明 らか にし

ていきた い。
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(3)視 座 と方法論

歴史学的アプローチ/文 化人類学的アプローチ

以上のように、 これまでの研究史の潮流か ら、花街の実態 に迫まりうる二つのアプロー

チ として、歴史学 と文化人類学を示 した。 これ まで述べてきたように、歴史学的なアプロ

ーチは、芸妓の取 り締 ま りの基準 にかかわるマクロな法制度や、それが対象 とする社会集

団に与えた影響についての考察 を可能 にする。他方で、文化 人類学的なアプローチは、個

人が歩んできた歴史や、そ こから発生するミクロな慣習的行為の意味につ いての考察を実

現す るものである。二つの調査手法は、それぞれ異な るアプローチか ら花街という場の内

実に迫 り得るものであ り、別個の達成点を導き出す。ただ し、 こうした調査手法、ひいて

は着眼点の違 いは、往 々にして花街やそ こで生きる人びとに対す る相反する評価 を提示 し

て しまう可能性がある。以下、具体 的に両者の特徴 を挙げてみよう。

歴史学的なアプローチでは、国家/府 県 の位相での法制度を分析 の主眼とする。 これ ら

の研究においては、花街で生きる人びとの実践は、外部か らもた らされるマクロな法制度

の影響下にある営為 として描き出される ことになる。 したがって、独 自の慣習を生み出す

花街の社会構造が、いかなる制度 ・政策 によって構 築されたのかとい う点に迫 ることが出

来る。 これまで見てきたよ うに、このようなアプローチにもとつ く研究群は、芸妓 とその

周辺の産業を、前借金契約 による人身売買を前提 として成立する業種 として描き出す。本

論文はこうした問題意識を否定す るものでは決 してない。 しか しなが ら、 これ らの研究群

では、花街 という場や関連す る業種に対する批判的な評価 に依拠 して いるために、芸妓は

受動的な主体 として描かれ る。 したがって、お茶屋や置屋と芸妓の関係性は、搾取一被搾取

とい う一面的な図式に還元 されて しまう危険性がある。加えて、 これ らの研究群では、近

代公娼制度が花街 におよぼす影響に着眼点がおかれるために、法制度では規定 しきれない

個別 のアクターによる生き残 りを賭けた ミクロな実践や、 こうした実践 を実現可能 にする

独自の社会的な枠組みや慣習 については議論の姐上には上が らない傾向にある。

次 に、文化人類学的なアプローチについて検討する。長期的な調査期間を とり、調査者

自身の経験 をも組み込みなが ら考察するフィール ドワークは、インフォーマン トによる実

践が 当該 の社会集団で もちえるリア リティを丁寧に描 き出す。 こうした調査手法は、花街

という場 における独 自の社会構造や作法そ して芸能を、観光資源 としての価値 をもちえる

「伝統的」な事物として肯定 的にと らえる着眼点にもとつ いてお り、花街で生きる個人 に

よる、 ミクロな創造的な行為の意義 に追ることがで きる。ただ し、文化人類学的なアプロ
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一チは、その性質上、花街 で生きる人びとの実践を同時代の限定された局面のなかで捉え

るものである。それゆえ、個人の実践が明確な 目的をもつ戦略 として解釈され る傾向があ

り、マクロな法制度の変遷が個人におよぼす影響を十分には検 討 し得な い。 したがって、

花街を構成する 「伝統的」な事物が、外部社会か らもた らされる社会的な変動のなかで い

かに構築されてきたのかという点に、史実 の厚みをもって迫ることは難 しい。

このよ うに、歴史学的な アプローチにもとつ く研究群 と文化人類学的なアプローチにも

とつ く研究群は、花街 にお ける個人の能動性 をめ ぐって、相反す る解釈 を提示す るもので

ある。 このような解釈はいずれ も、本節の冒頭で示 した花街をめぐる正負のイメージによ

る二分法的な評価に還元されて しまう可能性がある。 これは、前者はマクロな体制につい

て着 目し、後者は ミクロな個 人の実践 に分析の主眼を置いてきた事に由来す る。両者 は社

会構造 と個 をめぐって、対極的な アプローチ を試みてきた。翻せば、二つのアプローチを

相補的に継承す ることによって、花街 と、花街で生きる人び との新 しい像を描 くができる

可能性があると言えよ う。

花街の歴史人類学的研究へ

以上の議論をふまえると、本論文の目的である、近代 に形成 された花街 を成立 させるた

めのシステムと、現在の花街における 「伝統」 の継承 ・刷新が どのように関係 しているの

かという主題の解明のため には、 ミクロな視座 とマク ロな視座 を相補的に用いる視座が必

要となる。

これまで述べてきたように、国家/地 方行政による法制度 をくぐりぬけて展 開する個人

の戦略的な行動 を記述するためには、微視的な視座が必要である。また、花街で継承 され

る 「伝統的」な営為や事物 を創造 ・刷新 してい く個人の実践 をうながす法制度 を論 じるた

めには巨視的な視座が必要であり、いずれか一方では不十分で ある。そ こで本論文では、

祇 園町で生きる/生 きてきた人び とを分析 の焦点とする。その上で、彼 らが近代公娼制度

をはじめとする国家/地 方行政か らの圧力といかに折衝 しなが ら生計を維持 してきたのか

に迫 りたい。 したがって本論 文では、マクロな体制が個人の生におよぼす影響 に迫る歴史

学的な手法 と、ミクロな個人の生 における能動的な実践 に迫る文化人類学的な手法を相補

的に用いる手法を採る。 このよ うな方法論 を 「歴史人類学的研究」 と呼びたい。

このような ミクロとマクロの二分法 を乗 り越えて展開される先駆的な研究は、すでに歴

史学 ・文化人類学の双方で試み られて いる。

27/167



博士学位請求論文
「花街 ・祇園町の歴史入類学的研究一継承/変 貌する 〈芸〉一」

例 えば 日本近世史 においては、塚 田孝による18世 紀末以降の大坂でみ られた 「孝子」褒

賞の事例 を通 じて都市下層民の生活 世界を復元す る試みがある。塚田は、遊女/茶 立奉公

に出た女性たちを対象 とする 「孝子」褒賞9の事例 を中心に、宗旨人別帳やかわ ら版な どの

交錯する複数の史料 に鑑みる ことで、当時の社会構造に迫 った。そ こか ら浮かびあがるの

は、彼女たちがいかなる社会構造 のなかで生まれ、 どのよ うな家庭で育ち、そ して、いか

なる事情で遊女/茶 立奉公に出な ければな らなかった のか という、個人の目を通 して語 ら

れる世界である[塚 田2013]。

塚田の試みは、幕藩体 制下の町制における社会構造につ いての巨視 的な研究の蓄積を基

礎 としなが らも、個別の遊女や茶立女たちのライフヒス トリーに微視的 に迫るアプローチ

であるという点で、本論文と問題意識を同 じくする。

他方、文化人類学にお いては、丸山淳子によるブッシュマンとその社会が経験 してきた

通時的な変化 を描 いた民族誌が一例 として挙 げられ る[丸山2010]。 丸山の調査対象である

ボツワナのブ ッシュマ ンの社会は、政府 によってそれ まで生活を営んで いた中央カラハ リ

動物保護区(CKGR:CentralKalahariGameReserve)か ら立ち退きを強制され、まったく

別の地に移転する ことを迫 られた。広大な面積 を誇 る砂漠での狩猟採集によって生計を立

てていたブ ッシュマ ンたちは、再定住地 において、それ までの生活様式 とはまった く異な

る密度の高い集住生活を強 いられて いる。この再定住化 によって、彼 らは国家のみな らず、

NGOを 介 して国際社会とそのせめぎ合 いとの政治的な交渉 の元に曝されることになった。

丸山は、 このような外部社会の論理が、再定住地 におけるブッシュマ ンた ちの出 自集団 と

居住地の空間的な配置 にいかなる影響を与えているのかを、再定住化 の前後での変化を通

時的 に追 うことで分析 した。

こうした丸 山によるアプローチは、再定住化の前後にブッシュマ ンの社会 に起きた通時

手的な変化への巨視的な関心 によるものであ り、かつまた、調査地の人び との生の営みを、

過去 と現在における分断された ものではなく持続す るものとして捉える問題意識は、本論

文 とも通底するものである。

本論文は、 こうした歴史学/文 化人類学 におけるミクロとマク ロの二分法を乗 り越 える

先駆的な研究 に範をとることで、歴史学的なアプローチ と文化人類学アプローチを相補的

に用いる視座を用いる。 このような視座 に立って、近代 に形成 された花街 を成立させ るた

めのシステム と、現在 の花街 にお ける 「伝統」の継承 ・刷新が どのよ うに関係 しているの

か という主題 を明 らかにするために、(1)国 家の主導により明治期か ら公娼制度が整え られ
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て いくなかで、花街 ・祇園町を規定するシステムがいかに成立 し変容 してきたのか、(2>戦

後、 こうした近代型の システムが成立 し得な くなるかで、祇 園町はいかなる戦略 によって

花街 としての営業を存続 してきたのか、 という二つの問題 を設定する。以下、 この二つの

問題を論 じるにあたって行った、具体的な調査内容 について説明した い。

歴史学的な分析においては、分析す る年代 を、近代社会 に即 した花街の体 制変換がは じ

まった明治初年か ら、公娼制度が解体 され 、労働基準法や売春防止法 といった新たな法制

度によって花街が統制されるよ うにな った昭和30年 代 までに設定し、祇 園町にかかわる史

料の収集 ・分析を行 った。具体的 に扱 った史料は、京都府が所蔵する行政文書、お茶屋組

合が発行 した機関紙、後述する八坂女紅場の財団法人化 にかんする訴訟記録 、新聞記事な

どである。

文化人類学的な分析にお いては、祇園甲部のお茶屋である 「古嶋」にて、お座敷で料理

や酒 を客 に給仕 し、芸妓や舞妓や女将の接待 を補佐する 「お運び」として参与観察 を中心

とするフィール ドワークを試みた。 また こうしたフィール ドワークを通 じて直面 した世界

を、より正確に理解するための補足調査 として、お茶屋 の女将、および客を中心 とす るイ

ンフォーマン ト37名 に聞き取 り調査を行った。本論文で直接言及したインフォーマ ント17

名の詳細 については、表1を 参照されたい。以下、イ ンフォーマン トか らの聞き取 り結果

の引用に際 しては、括弧内に仮名 と調査年月 日を注記す る。調査期間は2010年12月 か ら

2014年2月 現在までの3年2か 月である。なお、本論文に登場す る固有名詞 はプライヴァ

シーを保護するために基本的 に仮名 とした上で、そのプロフィールについて も最低限の情

報を公開するに留めた。

お茶屋という業態の特性上、本調査 は、文化人類学的な分析のみな らず歴史学的な分析

においても、調査者とインフォーマ ン トの信頼関係 にもとついて行なわれた。そのため研

究倫理上の問題か ら、調査で得たデータを用いた記述の方向性や内容を限定せ ざるをえな

か った部分 もある。そ こで本論文の執筆 にあたっては、祇 園町で営まれてきた/営 まれて

いる豊かで巧みな生への理解 につながる事例 を、過去 に出版されたお茶屋の女将や芸妓 ら

の手記などで補いつつ、でき うる限 り記述することにつ とめた。
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表1本 論文 に登場す るインフォーマントー覧

No. イ ン フ オー

マ ン ト

所属先 職業 店舗の所在 年齢 備考

1 井川悦子 祇園甲部 お茶屋の女将、

元仲居

祇園甲部 70代 15を 仲居 として雇う

2 梅志づ 祇園甲部 芸妓 なし 40代

3 大島洋介 宮川町 着付け師 なし 20代

4 岡崎洋 な し 無職 なし 70代 祇園東 ・祇園甲部の客

5 桐野弓子 なし なし なし 70代 祇園甲部のお茶屋の娘、芸妓を

経て女将、現在は廃業

6 熊代里香 なし 料理屋女将 河原町御池 50代 先斗町 ・宮川町 ・祇園甲部より

芸舞妓を呼ぶ、7と 夫婦

7 熊代俊久 な し 料理屋 河原町御池 40代 6と 夫婦

8 小池康雄 祇園甲部 男衆 なし 70代

9 古嶋美雪 祇園甲部 お茶屋の女将 祇園甲部 60代

10 佐藤温子 なし 元料理屋の女将 祇園甲部 60代

11 鈴木正二 なし ク リー ニ ン グ屋 京都市内 60代 取引先は宮川町 ・祇園甲部

12 高橋裕二 な し 木材業 京都市内 60代 祇園町にあるお茶屋の贔演客

13 とし尋 宮川町 お茶屋の女将、芸妓 宮川町 70代

14 富沢敏子 宮川町 お茶屋の女将、

元芸妓

宮川町 60代

15 中西ゆか り 祇園甲部 お茶屋の仲居 なし 40代 1の お茶屋の仲居

16 西田千絵 なし 教員 なし 40代 先斗町 ・祇園甲部の客

17 原田孝司 なし 三味線職人 河原町五条 30代 祇園甲部の芸舞妓を顧客とす

る
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(4)構 成 と各章の概要

続 いて、本論文の構成について述べ る。

前節で述べた通 り、本論文では、近代に形成 された花街を成立 させ るためのシステム と、

現在の花街 における 「伝統」 の継承 ・刷新が どのよ うに関係 しているのか、という主題 を

解明するために、(1)国家の主導によ り明治期から公娼制度が整え られていくなかで、花街 ・

祇園町を規定するシステムがいかに成立 し変容 してきたのか、(2)戦 後、こう した近代型の

システムが成立 し得な くなるかで、祇 園町はいかなる戦略 によって花街 としての営業を存

続 してきたのか、 という二つの具体的な問題 を設定 した。そ こで論文を構成するにあたっ

ては、祇 園町を花街 として成立させているシステムとして、そ の根幹にかかわると考 え ら

れる三つの要素に注 目した。すなわち、第一に土地の所有 ・管理体制、第二 に年季奉公 に

よる舞妓の再生産、第三に旦那と結びついた遊興の様式である。

本論文はi同 一のシステムにつ いて、本論文は、同一のシステムについて、過去の祇園

町か らその成立過程を明 らかにす る一章 と、現在の祇園町か ら論 じる一章か らなる三つの

対か ら構成 されている。 これは歴史学=巨 視的なアプローチ と文化人類学=微 視的なアプ

ローチを相補的に用いて分析するためである。三つのシステムはたがいに独立 して存在 し

ているわけではな く、一つのシステムが成立するためには、他の要素が不可欠である。特

に、年季奉公 という経路の出 口、すなわち舞妓の置屋か らの独立 ・自営業化 には、旦那に

よる金銭的な支援が欠かせないため、第二のシステムを論 じる第3章 および第4章 と、第

三のシステムを分析する第5章 と第6章 は、まさに相補的に連関 している。以下では、各

章の具体的な内容 について概観す る。

はじめに、第1章 および第2章 では第一のシステム、すなわち花街 の遊興を支える舞台

装置 としての景観、すなわちハー ド面 を司る土地の所有 ・管理体制に注 目する。第1章 で

はi祇 園町 にお ける独 自の土地の所有 ・管理体制が成立 していく過程を、近代公娼制度が

整備 されて いった明治期における国家/府 県の花街 に対する統制を踏 まえて明 らかにする。

第2章 で は、こうした過去に成立 した土地 の所有 ・管理にかかわる体制が、現在のお茶屋

の営業にどのよ うな影響を及ぼ して いるのかとい う問題をとりあげる。具体的には、現在

のお茶屋の商売において、景観の文化財指定によって作 り上げ られてきた花街 ・祇園町 と

いうイメージが どのように活用されているのかを検討する。

次 に、第3章 および第4章 では、第二のシステムであ り、花街の核ともいえる年季奉公

による舞妓 の再生産 について論 じる。第一のシステムは花街の舞台装置のハー ド面を支え
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る ものであるが、第二のシステムと第三の システムはソフ ト面 を支えるものである。第3

章では、近世の身売 り的年季奉公に由来す る、明治期にお ける芸妓たちの年季奉公の仕組

み をとりあげる。舞妓 を芸妓 として独立 させるための経路である年季奉公が、公娼制度が

廃止された戦後社会における祇園町で維持されるにあた り、労働基準法や売春防止法 とい

った新たな諸法の もとで、いかに再編 されたのかを描 く。第4章 では、年季奉公を支える

旦那制度が、第3章 で論 じた法的な規制や長期的な不況 といったいくつかの要因によ って

破たん した現在の祇園町で、芸舞妓 とその客たちがどのような関係性 を結 んでいるのかに

迫 る。具体的 には、明治期に創設された芸舞妓 による舞台である 「都 をどり」に注 目す る

ことで、「祇園町の伝統」の維持 ・刷新による芸舞妓 と客 と関係性の強化がいかに成 されて

いるのかという点について明 らかにす る。

最後に、第5章 および第6章 では、第三のシステムである旦那 と結びついた遊興の様式

につ いて論 じる。京都花街において、第二のシステムである年季奉公による舞妓 の再生産

の維持を可能 にした背景 には、旦那 の存在 に依拠 して営まれてきた女 のイエの集合体 とし

ての特性がある。第5章 では、花街 ・祇園町を構成す るお茶屋を、女系の系譜に基づいて

継承される商家として捉え、お茶屋出身の舞妓 と奉公人の舞妓の待遇の差異について論 じ

た上で、戦 前における花街 の遊興 に、彼女たち舞妓の独立が どのように組み込 まれて いた

のかを示す。第6章 では、置屋か ら独立 した芸妓が、稼業を継続す ることが難 しくなった

現状 において、なお も花街 を存続 させ るための戦略に迫る。遊興 を通 じて旦那 にな ること

を 目指す客が激減 した今 日の花街で、お茶屋遊びのあ り方その ものがどのように変化 した

のか を、旦那 を目指 さない客たちを取 り込 もうと試みるお茶屋 の戦略を通 じて明 らかにす

る。

本論文 は、このような論文構造を採用す ることによって、現行の法制度ではグレーゾー

ンに分類される営みをも包括す る、「花街 ・祇園町」 とい う伝統を継承 ・刷新 してきた祇園

町の人びとの、過去か ら現在にいたる実践について描 く。

(5)調 査地の概要

具体的な考察に入 る前 に、本論文の調査対象である祇 園町が所属する京都における花街

の特質 について概観す ることで、同地を採 り上げる意義 を説明した い。現在、京都 には上

七軒仕 京区)・先斗町(中京区)・ 宮川町(東 山区)・祇園甲部(東 山区)・祇園東(東 山区)と いう

五つの花街が存在する。2013年1月 現在、京都全体で、各町のお茶屋組合に登録 されてい
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るお茶屋は141軒 、芸妓は185名 、舞妓は65名 にのぼる(公 益 財団法人京都伝統伎芸振興

財団の調査 による)。 このうち、本論文の分析対象 とな る祇園甲部は、お茶屋64軒 、芸妓

72名 、舞妓20名 が所属 している花街である。

舞妓 とはいかなる存在か

まずは、京都花街を象徴する存在である舞妓について説明 した い。舞妓 とは修行期間中

の芸妓 を指す名称であ り、舞妓という職業が存在 して いる訳ではな い。お座敷で数年に渡

り舞妓 と して経 験 を積む ことで、 は じめて 芸妓 にな る ことが認 め られ る 【竹 中2008:

127-128〕。現在の舞妓を志願す る少女たちの多 くは他府県の出身者であ り、華やかな衣装

や伝統文化への憧れか ら自ら京都 にや って くる。戦 前のように、花街で生まれ育ったお茶

屋の娘が舞妓 として出る例 は、現在では稀である。そ こで以下では、現在の京都における

舞妓 の育成のあ り方、特 に彼女た ちが芸能 を修得 して いく状況 について説明 したい。

舞妓の育成一 年季奉公

舞妓が芸妓 になるまでには、 「だ らりの帯」 と呼ばれる西陣織の帯 をはじめとする高価な

衣装や、婁 ・答(か んざし)な どの小物を読える費用、そ して 日常の芸事の稽古代な ど莫大な

投資が必要であ り、個人がその資金を用意す るのは多 くの場合難 しい。そのため花街にお

いては、舞妓の店出 しか ら芸妓として独立す るまでのあいだ、 この費用 を肩代わ りするこ

とで舞妓を育てることを生業 とす る家がある。 これ を置屋 と呼ぶ。置屋で女将や先輩舞妓

たちと寝食 をともにす ることで、舞妓志望の少女たちは、花街で用い られる独特のことば

つかいや、舞妓 として求め られる立ち居振る舞いの所作を短期間で身につけることができ

る[西尾2007:186]。 第1節 で述べたとお り、京都の花街では、舞妓は一定の期間を置屋の

奉公人 として無給で働き、この間の収益 をもって経費を返済す る。この期間を年季 という。

舞妓が育成にかかった諸経費を置屋に精算 し、「年季」が明けるまでにかかる期間は、中学

卒業後の15歳 ごろか ら20歳 までの5年 か ら6年 が平均的である。ただし、客か ら得る ご

祝儀 はこの限 りではない。舞妓は この間にご祝儀を 自らの取 り分 として貯蓄す ることで、

独立資金の一助 とす るのである。諸経費を置屋 に返済 し終わ り、置屋か ら独立 して自営業

者 となった芸妓は 「自前さん」 と呼ばれる[太 田 ・平竹(編)2009:35]。

こうした仕組みによって、舞妓 を志願す る者は、店 出しにともな う衣装代や 引き出物代

といった初期投資を計画的に返済す ることができる。食費や家賃 、稽古代 といった運転資
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金について も同様である。 また、お座敷 に出る際に必要にな る着物や小物な どについては

置屋が所有するものを借 りる ことで、舞妓は独立す るまでの金銭的な負担を減 らす ことが

できるのである。

もう一点、京都花街の舞妓たちの最大の特徴 として挙げ られるのが、18歳 の舞妓が酒類

を提供す る 「お座敷」に参加 して いる点である。18歳 未満の者が業務 として酒席に参加す

る ことは、労働基準法や児童福祉法な どの労働者や 子どもの権利 を守る諸法によって禁止

されている。他地域の花街では、 これ ら諸法の存在 によって、18歳 未満の少女に宴席を経

験 させ ることはできな い。管見の限 り、現在 も18歳 未満の少女たちが舞妓 として 「お座敷」

に出ることができる唯一の地域である。西尾久美子は、 こうした特殊な環境 を可能にす る

理由として、京都花街では、舞妓を労働者ではなく見習 いとして解釈 しているのだ という

説明を、複数の関係者か ら受けたと指摘 している[西尾2006a]。 つまり、舞妓は就労 してい

る とみなされていないため に、これ らの法律の適用対象か ら外れるのだ という。 こうした

説明の背景には、京都 の花街における置屋 と芸妓の特殊な関係性がある。

花街の芸能

次 に、芸舞妓たちが習得 し、客前で披露す る芸能 について、先行研究を踏 まえて説明 し

たい。

本論文の分析対象である祇園町には、京舞井上流(以 下、井上流)と いう当地を唯一の教場

として継承 されている舞踊の流派が存在す る。現在、祇園町の芸妓 ・舞妓はすべてこの井

上流 の門人である。明治期 に家元をつ とめた三 世井上八千代か ら現家元の五世井上八千代

にいたるまで、祇園町の芸舞妓には井上流の舞が伝承 されている。

『三世井上八千代一 京舞井上流家元 ・祇園の女風土記』を著 した遠藤保子は、井上流 に

は、地唄を地 として座敷にて一人が穏やか に舞 う演 目(地唄舞)が 多 く、「座敷舞」とも呼 ば

れて いると述べた。その上で、井上流の舞の特色 として 「①堂上人の上品な立ち居振る舞

いや 白拍子の吸収 ②脳の接収 ③人形振 りの導入 ④祇園 に根づ いた座敷舞 ⑤階級 を

あ らわす舞扇 女性だけの舞」の六項 目10を挙げている1遠 藤1993:210】 。一方で、『京舞

井上流の誕生』(2013)の著者で あり、本論文の第4章 で注 目する祇園町の芸舞妓たちによる

舞踊の舞台である 「都をどり」の研究でも知 られ る岡田万里子は、花街の芸能 につ いて、「畳

一畳の空間でも舞 うことがで きる
、小規模で静かな舞踊 という既成概念があった」 と指摘

した[岡 田2013:303J。 その上で、祇園町のみな らず、花街で開催される 「都をどり」をは
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じめとする大舞台で披露す る舞踊会の存在とその影響力を見落 としてはならないとしてい

る[岡 田2013:303]

ただ し、祇園町における舞妓の芸能の質や教育方法は、時代状況 に合わせて変容 を続 け

ている。第2節 で紹介 した、お茶屋や芸舞妓を経営学的見地か ら分析 した西尾久美子は、

京都花街では近代学校教育制度が整え られ は じめた明治期よ り、舞妓 は小学校 を終えた時

期か ら置屋 に入 りこう した芸事の稽古 を開始 していた ものが、現行の義務教育制度の成立

とともに、戦後 は15歳 頃か ら稽古を開始せざるをえな い状態にある事を踏まえ、女紅場 と

呼ばれる教育施設での稽古が 「置屋での教育期間の時間的な補填」 となっていると論 じた

[西尾2007:186]。 すなわち、芸舞妓の習得 している芸能の質は、早期か ら稽古 を開始する

ことができた戦前と現在では、大きく異なっているのである。

現在、祇園甲部 には、第1章 で詳 しくとりあげる学校法人八坂女紅場学園がある。同法

人が設置 し経営 しているのが、祇 園女子技芸学校(た だ し筆者のお座敷での経験や聞き取 り

調査の範囲では、両者は混同されて女紅場と呼ばれる ことが多い)である。当地の芸妓組合

に所属する芸舞妓はすべて この学校の生徒 として女紅場 に所属 し、引退まで卒業すること

は許 されない。ここでの教授科目は、日本舞踊やお座敷で披露され る唄(長 唄 ・清元 ・地唄 ・

常小唄など)、笛、三味線、鳴物(大 鼓、小鼓、鐘な どの打楽器)、 茶道などである。 このよ

うな科 目の時間割 は、祇園町では町中の黒板に掲示されてお り、実際に確認する ことがで

きる(写真1参 照)。生徒たちは希望に応 じて、さらに華道や絵画な どの科 目を履修すること

もある。
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写真1{2009年7月5日 筆者撮影}

魏纒難澱辮一

前述の西尾久美子は、学校 という近代的な教育施設 において、若手の見習いか ら年長の

ベテラン芸妓 まで、年齢 も芸歴 も異なる生徒が、同 じ場で協 同しつつ教育を受 けるメ リッ

トとして、以下四点を指摘 している。すなわち、(1)「型」の統一による美 しさが保てる点、

(2)即 興性の高 い技能の発露が しやす くな る点、(3)個 々人の芸舞妓のモチベー ションが上

がる点、(4>個 人で稽古を受けるよ りも費用が安価であり、かつまた、複数の専門科 目を学

ぶ機会を得ることができる点である[西尾2007:182-184]。 西尾はさらに、こうした女紅場

にお け るOffJT(OfftheJobTraining>と 、実 際 にお座 敷 で客 前 に 出て 経 験 を積 む

OJT(On-the-Jobgaining)を 同時に経験することができる京都花街では、新人舞妓たちが

芸能や舞妓 らしい立ち居振る舞いを働きなが ら効率よ く学ぶ ことができるシステムが成立

していると論 じた 【西尾2007:186】 。西尾が的確 に指摘 しているように、中学 を卒業後に

本格的に稽古を始める現代の舞妓たちにとっては、戦前の芸舞妓 と比 して、学校施 設で芸

能の教育が受 けられることの もつメリットは大きい。

しか しなが ら、お茶屋遊びにおいては、 こうした学校で習得す る芸能のほかに、ヂお座敷

遊び11」と呼ばれるくだけた雰囲気の俗謡や、客 と芸妓がともに楽しむ遊戯な どを披露する

機会 も多 く存在す る(その一例 については、第6章 を参照)。 こうした遊戯は、女紅場での修
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得科 目ではな く、お座敷の現場や置屋で先輩芸妓や女将 らか ら学んでい くものである。ま

た、お座敷 という宴席 に参加す る年若 い舞妓には、 こうした狭義の芸能のみな らず、美 し

い所作でお酌をする作法や、厄介な客のあ しらい方1そ の場 を盛 り上げる受 け答えといっ

た広義の芸も存在す る。

すなわ ち、舞妓たちは狭義 の芸能のみな らず、 こうした学校教育では修得す ることがで

きな い 「祇園町の芸舞妓 に相応 しい」芸事 をも、お茶屋遊びの現 場で学 んでいくことを求

め られているのである。

京都花街の成員一 花街を構成する業種

最後 に、京都の花街を構成す る芸舞妓以外の狭義の成員 として、お茶屋、置屋、そ して

これ らの業種を繋 ぐネ ットワークの結節点 となる施設である検番について概観す る。

お茶屋

まずは、花街 を訪れる客 と直接かかわる唯一の窓 口であるお茶屋の業態について述べる。

第1節 で も述べたように、お茶屋 とは、芸舞妓を伴 う遊興 の場を提供することに特化 した

業種である。料理を自家では作らず料理屋か ら仕出 しをとって提供する形式を採るため、

料理屋 としての機能は持たない。客 か ら予約が入 ると、お茶屋は芸舞妓の所属する置屋に

電話 をして、派遣を依頼す るのである。お茶屋の経営者は芸妓、舞妓の手配のみな らず、

お座敷の しつ らえや宴会で提供する料理の手配、そ して客へ の代金の請求 まで、お茶屋遊

びを総合的に采配す る役割 を負う。

法的な立場か ら見 ると、客 に宴席を提供するお茶屋 は風俗営業に分類される.戦 後、風

俗営業法(1948年7月10日 法律第123号)の 定める待合 とよばれ る業態に分類 されること

とな り、お茶屋 は京都府の公安委員会 による取 り締ま りの対象 となった。

そ してまたお茶屋は、客 にとっては花街と客 を繋 ぐ唯一の窓 口である。お茶屋遊びの料

金はすべて掛け払いであ り、お茶屋は事後 に一括 した請求書を送付する。客が芸妓や置屋、

料理屋 に直接料金を支払 うことはない。すなわち、客が次 に述べ る置屋や検番 、そ して芸

舞妓 と個人的な関係性 を結ぶ ことは無い。かな らずお茶屋 の仲介 を経な けれ ばな らないの

である。
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置屋

次に、お茶屋 とは別 に置屋 と呼ばれる業種 について説明する。置屋 とは、年季奉公人 と

して舞妓たちを抱えて教育 を施すイエ12である。置屋 を営む女将 は、イエに抱える奉公人と

共 に住 まい、生活の全般にわたって彼女たちを教育する。置屋 の女将 と、奉公人 として当

該のイエ に入 った舞妓たちは、血縁関係に依 らない親子関係を形成す るため、芸舞妓たち

は慣習的に置屋の女将を 「お母 さん」 と呼ぶ。 「置屋」 という名称は、 このイエが芸妓や舞

妓が籍 を置く場であることに由来する。置屋 に所属す る芸妓 、舞妓 は、すでに独立 してい

る/い な いを問わず、自分の籍を置いてもらっているイエを指 して屋形(やかた)と呼ぶ。お

茶屋 の説明で述べた通 り、客が自らのお座敷に特定の芸妓 を招きた い場合は、お茶屋 を通

じて手配 を頼むため、置屋 と客が直接つながる ことはない。ただ し、現在ではお茶屋が置

屋を兼業す る場合が多 い。京都で最大規模の花街である祇 園町でも、置屋を専業で営んで

いるイエは数軒残るのみである。

検番

こうした花街を構成す る業種であるお茶屋、置屋 に対 して、ネ ッ トワークの結節点 とし

て芸舞妓 の登録や出入 りを管理する施設 として検番がある。検番 とは一般に、待合 ・料理

屋 と芸妓置屋の中間に立って、芸妓の派遣のあっせ んや、派遣先への出入 りの管理、花代(京

都の場合であり、他地域では玉代 とも)と呼ばれる時間極めの座料の計上な どを行 う施 設で

ある1花 園1930;加 藤2005]。 現在の祇 園町では組合事務所 と改称されてお り、芸舞妓の

訓練機 関として、お茶屋 の営業者 らが運営す る学校法人八坂女紅場学 園の敷地内に設置 さ

れて いる。組合事務所 とはお茶屋組合事務所 の略であ り、祇園町 に登録 されている芸舞妓

らの年間売上高を献上 している。

他の関連業種

お茶屋、置屋の他 にも、京都の花街には、芸妓が派遣 される料理屋や、芸舞妓 らの衣装

の着付けや店出しなどの儀礼の付き添いをは じめ とする身の回 りの世話 を担当する男衆、

舞妓やお茶屋の女将 らの髪 を結 う美容師、お茶屋 と取 引をす る呉服屋 、花屋、酒屋な ど、

多くの関連する業種が存在するが、これ らの何 らかの形で深 く芸妓 と関わる人々は 「自分

は花街の人間ではない」 と口にする。 こうした意識の差はことばにも表れる。お茶屋 、置

屋 の営業者 らは、花街で生 まれ育ちその慣習に馴染んでいる年配者を中心に、 日常的には
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「廓(く るわ)の 中/外 」という表現が用 いて、花街 の社会的あるいは心理的な境界線を指す。

例えば、花街で用 いられる言葉づかいは、一般の京なま りとも異なる廓の内側に独特 の言

い回 しが用いられている。廓の外、すなわち花街の外部社会は 「お町(ま ち)」 と呼ばれるの

である。彼 らはお茶屋廓の外に住まう花街 とは関わ りのない人々は 「お素人はん」であ り、

花街で生計を立て る自分たちは 「玄人」であると表現す る。

したがって、狭義の花街の成員は、芸妓および舞妓 と、彼女たちの存在 に依拠 した生業

を営むお茶屋の女将および置屋の女将 に限 られるのである。

(6)本 論文の用語 について

最後に、本論文 に登場す る用語 について説明す る。 これによ り、本論文における叙述の

特性 について表 明するために、 どのような方針で これ らの用語 を用いるのか という点につ

いて述べておきた い。

「祇園町」の定義

まずは、本論文の調査対象 を指す 「祇園町」 という語の定義 について説明する。本論文

で祇 園町 という呼称を用いる場合 は、特 に注記の無いかぎ り、祇園甲部およびその前身で

ある祇園新地を指す。社会的な機能の点か ら見れば、現在の祇 園町の範囲は、祇 園甲部の

お茶屋組合 に所属するお茶屋 の営業圏と して把握 され る。本論文で、祇園甲部ではな く祇

園町という呼称 を用いる理由は二つある。第一 の理由は、分析対象 となる年代 に祇 園甲部

と祇園乙部(現 、祇園東)が分離する1886(明 治19)年 以前の時期が含 まれ るためである(第1

章参照)。また第二 に、当地の女将や芸舞妓たちは、日常的には祇園町という呼称によって、

彼女たちが属する花街を指すためである。

祇 園町は、鴨川の東岸すなわち鴨東(お うとう)と呼ばれる地域 に位置する花街である。か

つては、現在の祇 園東 に該当す る地域 と共 に、八坂神社の西門前 に一つの花街 を形成 して

いた。現在 の祇園町という単位 は行政上の区分 ではな く、地理的には複数の町にまたがっ

て存在する。その範囲は、同地のお茶屋組合 に属するお茶屋の分布 に沿 って、おおよそ図1

のように把握されている。

祇園町の営業 圏は、四条通を境 として、北部 と南部に分けて把握 される。祇 園町の北部

は、新橋通 を北限 として、花見小路 と川端通 には さまれた地域 を指す。対 して南部は、花

見小路をメイ ンス トリー トとして東西の小路 に展開す る地域であ り、建仁寺 に南接 してい
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る。四条通 という大通 りを挟む地理的な関係上、営業上の利便を図るために、かつては検

番 も北部(現、京都花街国民健康保険組合事務所)と 、八坂女紅場に置かれた南部 とに分かれ

て いた。北部の検番が廃止された今 もなお、両者には土地の管理方法や町並みな どに差異

が見 られ るが、 この点については第2章 で詳 しく説明したい。

芸妓、舞妓、芸舞妓の区別

次 に、芸妓、舞妓、芸舞妓 という用語 について、本論文における定義 を示す。以下本論

文では、国家/府 県 によって定め られた芸妓 に関わる法制度について論 じる際には、その

法の取 り締 まり対象 について 「芸妓」 とい う用語 を用いる。この場合の芸妓 という語 は、

特に言及がな い限り、芸妓に至 る階梯構造の一段階にあたる舞妓(地域 によっては半玉とも

呼ぶ)を も含意する。調査地である祇園町を含む京都花街の事例について述べる場合には、

年季奉公人 として修行中の立場 にある者のみ を指 して 「舞妓」 と呼び、置屋か ら独立 して

自前となった者 については 「芸妓」という呼称 を用いることで区別するものとする。また、

舞妓 と芸妓の両者に該当する物事につ いて論 じる場合 は 「芸舞妓」を用いる。先 にも述べ

た通 り、地域 によっては芸妓ではな く芸者 とい う呼称 を用いる場合が あるが、本論文では

基本的に、京都で用いられ る芸妓 という呼称 を用いる。

なお、筆者が参与観察 を行 ったお茶屋 「小嶋」の女将か らは、祇園町において舞妓 を指

す場合、 「舞子」 という文字 をあてるのが本式であるとの教示をうけた。女将によれば、 こ

れ は舞妓がまだ一人前の女になっていない子 どもであることを示すためであり、対 して芸

妓 については 「水揚げ」を経た一人前の女であることを意味する、女偏の入った 「妓」の

一字を使 うのだ という(2013年12月5日 、小嶋美雪)。現在 も祇園町では、舞妓が店出 しを

する際に用い られるJ`斗 な どで 「舞子」の表記を使っている。 しか しなが ら、辞書な どで

は一般 に 「舞妓」が用いられ る点や、論文を検索する上での便宜性を考慮 した上で、本論

文では舞妓 という表記を用 いる。
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図1舐 園町の概略図

凡例 現在、紙園甲部お茶屋組合に登録されているお茶屋

▼祇園町北部

▼紙園町南部
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第1章 八 坂 女紅 場 の成 立 と土 地 所 有

本章では、現在の花街 ・祇園町を成立 させ る諸条件 のなかか ら、土地所有 と景観 の一括

管理の体制が成立 した歴史的な過程に着 目する。

京都の花街は、江戸初期か ら続 く歴史 をもち、歴史学や人文地理学の観点か らアプロー

チがなされてきた[明 田1990;加 藤2009)。 このうち、近代 における芸娼妓営業地の実態に

ついては、府による貸座敷の統制政策や 、貸座敷の空間的な分布、遊客層のあ り方な どに

注 目して研究が進められている[今西2007;塚 本 ・中谷2011]。 しかし、芸娼妓を抱える遊

女者営業者や茶屋営業者 らが、近世か ら近代への移行期において、遊所統制の変化 にいか

に対応 したのか という点について、ミクロな位相での検 討は充分 になされて いない。そ こ

で本章では、祇園町にお いて、お茶屋の同業者組合 によって設立 された遊所女紅場 に注 目

する ことで、近代への移行期 におけるお茶屋 の経営者たちの動向を分析 した い。一般に女

紅場 とは、養蚕 ・紡績 ・機織 ・刺繍 といった女性の手業、すなわち 「女紅」の教育を 目的

とした女子のための教育機関を指す[坂 本清泉 ・坂本知恵子1983】 。 しか し、 ここで論 じる

遊所女紅場 とは、芸娼妓の転廃業 をすすめることを目的 として設立された授産施設を指す。

この施設は、明治初年に京都府下の芸娼妓営業地を抱える町組13ご とに設 けられた[京都府

立総合資料館1972]。 このうち、祇園甲部の女紅場を指 して八坂女紅場 と呼ぶ。

本章では、明治期 にお ける祇園町における八坂女紅場による土地の獲得 ・開発の過程 と、

この土地の所有権 を確立す る過程を明 らか にす ることを 目的 とする。 この分析を通 じて、

当時のお茶屋の経営者たちの営みの一端 を明 らかに したい。第1節 では、近世における花

街 ・祇 園町の状況 を概観 しつつ、明治初年 まで の非公認の遊興地 にたいする当時の統制の

あ り方 について説明する。第2節 では、明治初期か ら中期の京都府下において、京都府が

芸娼妓営業地をどのよ うに統制 したのかにつ いて述べる。第3節 では、八坂女紅場の成立

経緯 と地所の獲得 ・開発について詳 しく見る。そ して第4節 では、地所の所有権 を確立す

るために試み られた、八坂女紅場の財団法人化の過程 を追 う。最後 に第5節 では、財団法

人化が実現するまでの過程 において表出す る、当時のお茶屋の経営者た ちが形成 していた

ミクロな人間関係 について考察 したい。

1.1花 街 ・祇園町の成立

本節では、花街 ・祇園町の成立過程を近世に江戸期 にさかのぼって概観 した上で、明治

初年 の京都 における芸娼妓営業地が、どのような状況 にあったのかを述べる。
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祇 園町の起源は、元和年間(1615～1624年)か ら寛文年間(1661～167年)に かけて、祇園社(現 、

八坂神社)の 西門前で発達 した遊興地 にさか のぼる。近世の京都 における公 認遊 所は、

1641(寛 永18)年 に成立 した西新屋敷傾城町(以 下、傾城町)のみであ り、この地域は俗に島原

と呼ばれた。そ の一方で、寺社の門前地 には非公認遊所 として茶屋町が形成 された。祇園

町は こうした非公認遊所の一つと して成立 した地域である。祇園町の一帯は鴨川の東岸で

あることか ら鴨東(お うとう)とよばれ、江戸初期の鴨州における堤防の開発を契機に拓かれ

た。1670(寛 文10)年 頃か ら縄手筋に沿 って町並みが南に拡大 したことで祇園外六町と呼ば

れる一帯が形成され、続いて1713(正 徳3)年 には大規模 な畑地の造成により祇 園内六町が拓

かれている[林屋 ・村井 ・森谷1979]。

京都 において最初 にお茶屋 という業M`が 登場するのは、現存する町触 によれ ば寛文10

(1670)年 のことである。この町触では、傾城町以外 の地域での遊女商売 の禁止を確認 した上

で、祇園、八坂、北野門町の茶屋 に茶立女 を一人ずつ置 くことが許可 されて いる。 この措

置によ り、京都 における唯一の公認遊所である傾城町に対 して茶屋町が成立す ることにな

った。1761(宝 暦11)年11月 、傾城町は 「洛中洛外茶屋惣取年寄」を命 じられ、傾城町に

よる京中における茶屋の差配体制が成立 した。明田鉄男 によれば、京都において歌舞音曲

を もって宴席を侍 る ことを生業 とする芸妓が登場 したのは、江戸後期の宝暦年間(1751～

1763)で あるという【明田1990:219]。

京都では寛政改革の さなかにお いて も、傾城町以外での公認遊所の拡大が事実上容認 さ

れていた。1790(寛 政2》 年になると、一旦は茶屋 における隠売女 に対する取 り締ま りが図

られ るが、同年の うち に一転 して祇 園町 ・同新地、二条新地、七条新地、北野上七軒 の四

か所で遊女商売が認め られている。ただ し、茶屋株所有者が売女商売許可を得た と心得違

い して、茶立女 に売女行為 をさせる ことについては禁止 された。傾城町 とその差配下 にあ

る公認遊所 とを峻別することで、非公認遊所や隠売女(か くしばいた)の禁止という原則の維

持 を図ったといえる[京都町触集成研究会(編)1985]。 やがて天保改革に伴 って、傾城町以外

での遊女商売は禁止 されるが【京都町触研究会(編)1986]、1851(嘉 永4)年 には前述の四か

所で再び許可 され、1859(安 政6)年 にはさらに先斗町、宮川町、五条橋下な どが傾城町の

「出稼地」 に加わった[京都町触研究会(編)1987】 。

近世の京都では、祇園町をふ くむ非公認遊興地が、唯一の公認遊廓であった西新屋敷傾

城町(俗称は島原)の 「出稼」地として実質的に黙認 され、隆盛をきわめていた14。明治期 に

入ると、京都府はこの傾城町 による差配体 制を廃止 し、すべての遊興地 は府 による直接的
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な管理のもとで営業 を存続 した。近世の京都 においては、傾城町以外の地域 にお いて発生

した非公認の茶屋の稼業が、後に傾城町の 「出稼」地 という形式をとることで認められた。

傾城町を頂点として、口銭(こ うせん)の納入 と引き換えに、これ らの地域 に鑑札を下渡すと

いう統制の仕組みは、明治に入 っても継続された[京都府勧業課1872]。

図21868(慶 応4)年 「京町御絵図細見大成」(竹原好兵衛版)よ り祇園周辺図

([矢守 ・大塚197刀 より転載)

幕末期の祇園町周辺を描いた絵図。上を北とする。「ぎをん丁」とあるのが現在の四条通。画像右手に祇

園社(現、八坂神社)、画像左手に鴨川が描かれる。現在の祇園町南部にあたる四条通の以南は、大部分が建

仁寺の領地として描かれている。
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このような統制のあ り方が解体 されたのは、1870(明 治3)年10月 のことである。京都府

は傾城町とその他の地域との従属関係 を廃止し、これ らの地域 を抱える町組 を単位 とする

統制 に移行する旨を示 した。傾城町に代わって府が鑑札 を下渡す仕組みが整え られるとと

もに、従来の免許地域の外部での開業は禁止 された。 さらに、遊女屋および茶屋を営業 し

た い者には、各免許地域の町組での示談を経た上で営業許可 を願 い出る ことが義務づけ ら

れた[京都町触研究会(編)1987]。 さらに京都府は、町組 ごとに遊女会社お よび茶屋会社を結

成 させるとともに、商社規則帳 を定めて府 に提 出することを求めて いる。 この時、遊女は

遊女商社に、芸者については茶屋商社の管轄に組み込まれた[京 都府勧業課1872}。 ここで

の会社は現在の会社組織とは性質を異にする。「法人格 を持つ合名会社 ・合資会社 ・株式会

社」 を会社 として定義 した会社法の施行は、明治26年 のことである【高村1996]。 そのた

め、 これ らの会社 ・商社の組織 としての性格 は、む しろ近世の同業者組合である株仲間の

延長線上にあった と推測される。

以上のように、明治初年の京都府にお いては、芸娼妓営業の免許地 の取 り締ま りの仕組

みが、傾城町を中心とする差配制度か ら町組 を介 した統制へ と、移行 しつつあった といえ

る。

1-2明 治初年の茶屋営業取 り締 まり

このよ うな状況のなかで、年季奉公を名 目とした芸娼妓への就業 と拘束 を禁止 し、芸娼

妓 の一切の解放をうたった太政官布告第295号(以 下、芸娼妓解放令)が布告 されたのは、

1872(明 治5)年10月2日 の ことである。序章で も述べたように、芸娼妓解放令の布告以降

の動 きのなかで、娼妓の取 り締 ま りは地方行政官、具体的には警察(東 京の場合は警視庁)

に委任にゆだね る方針が採用 された[大 日方1989]。 娼妓 と娼妓の営業許可地のみな らず、

芸妓やお茶屋 もまた同様であ り、各府県によって異な る政策の もとで管理 されて いくこと

になったのである。そ こで本節では、芸娼妓解放令が京都府のお茶屋 に与えた影響を概観

す るとともに、芸娼妓解放令以降、京都府が どのよ うな取 り締ま りの仕組みをとった のか

について述べたい(表2参 照)。
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表2京 都府におけるおもな芸娼妓営業地関連事項

([明田1900;京 都府勧業課1872;京 都府立総合資料館1972;京 都府1974]な どより作成)

番号 年月 内容

1 1870(明 治3)年9月 京都府、免許地以外での茶屋 ・遊女屋新規開業を禁止する。同業組織として「茶

屋商社」・「遊女商社」が結成され、傾城町による支配体制が廃止される。

営業免許地として島原 ・祇園町 ・膳所裏 ・八坂新地 ・清井町 ・二条新地 ・清水 ・

白梅図子 ・先斗町 ・上七軒 ・内野五番町 ・内野四番町 ・七条新地 ・宮川町 ・五

条橋下 ・壬生 ・新三本木 ・下河原 ・辰巳新地,お よび中書島 ・恵美酒町 ・墨染

の22ヵ 所を指定。

2 同年11月 京都府、「芸者を召抱之者」の組織 「芸者商社」設立。「窮民授産所。設置のた

め、芸者 ・遊女一人につき、日高の20分 の1納 税を義務化。

3 1871(明 治4)年11月 療病院建設にあわせて、冥加金を療病院の助費に充当。遊女芸者 「人別」に、

一週間ごとに医師の検診を義務づけ、ヂ健全保護之鑑札」を渡す。

4 1872(明 治5)年10月 太政官布告第295号 「芸娼妓解放令」公布。京都府、布達第246号 「遊女芸者改

正ノ儀遊所へ達シタル旨布達ノ事」公布。「本人真意」にて遊女・芸者を続けたい

者は免許地に限り営業許可。遊女屋・茶屋渡世を続けたい者は「席貸」渡世として

営業許可。遊女は2円 、芸者は1円(「 半線香」は半額)、 「席貸」3円 の月税の

納税を義務づけ。遊女芸者の冥加金(療 病院助費)の 納入は継続。

5 1873(明 治6)年2月 傾城屋・遊女屋・茶屋は「貸座敷」に、芸者は芸妓、遊女は娼妓に改称される。

清水新地、辰巳新地営業停止か。

6 1874(明 治7>年 白梅図子営業停止か。

7 1876(明 治9)年4月 京都府、布達第143号 「売淫罰則」公布。初犯は10円 以下、再犯は20円 以

下の罰金。徴収金は授産所費用に充てた。三本木営業停止か。

S 同年6月 京都府、「駆徴規則」布告。娼妓に毎週一回の梅毒検査を義務づけ。

9
..
..1(明 治13)年 壬生営業停止か。

10 1882(明 治15)年8月 京都府、甲第158号 贋 座敷取締規則」、甲159号 「娼妓営業取締規則」布達。

貸座敷営業免許地として、上七軒 ・五番町 ・二条新地 ・先斗町 ・祇園新地 ・島

原 ・宮川町 ・下河原 ・七条新地、および伏見 ・墨染 ・中書島 ・福知山柳町 ・宮

津万年町 ・同新浜の合計15ヵ 所を定める。
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11 1883(明 治16)年 京都府、布達第143号 「売淫罰則一を廃止し、甲第20号 「密売淫罰則」公布。

初犯は10円 以下、再犯は20円 以下、三犯は30円 以下の罰金。甲第158号 ・

159号 を合わせ 一貸座敷及娼妓取締規則一に改める。引き続き営業許可 ・鑑札

の発行は郡区役所で取 り扱うも、翌年各警察署所管に。

12
,.(明 治17)年 京都府、甲第104号 「賦金規則」布達。貸座敷営業者、娼妓、家形営業者、子

方営業者に毎月五日賦金納税を命じる。娼妓は月2円50,屋 形 ・子方営業

者は芸娼妓一人につき30銭 。貸座敷営業者は畳数による等級別+上 がり高の

多寡により金額変動c

13 1885(明 治18)年3月 京都府、娼妓の年齢を満15歳 以上に定める。

14 1886(明 治19)年7月 京都府、府令第3号 「五業取締規則」公布、「貸座敷及娼妓取締規則」廃止。

各免許地に一つの同業者組合を設け、所轄警察署の認可を義務づけるととも

に、娼妓の年齢を満18歳 以上に定める。

15 1886(明 治19)年8月 祇園新地が甲部と乙部に分離。下河原が甲部に吸収される。

16 1887(明 治20)年5月 綴喜郡橋本を貸座敷営業免許地指定。

17 1888(明 治21)年2月 加佐郡舞鶴町を貸座敷営業免許地指定。

1$ 1888(明 治21)年4月 第三高等学校誘致により二条新地営業停止。

19 1900(明 治33)年 内務省令第44号 「娼妓取締規則1公 布。京都府、「貸座敷取締規則∬ 娼妓取締

規則」「娼妓健康診断施行規則」「芸娼妓紹介業取締規則」 「賦金徴収規則.布

告。各営業免許地の所轄警察署において娼妓名簿への登録 ・営業中の登録証携

帯、毎月の検嶺、居住区域の限定、区域外に出る際の外出券携帯を義務づける。

19 同年11月 駆徽院を八坂病院へ改称、娼妓検査所を併設。

20 1911(明 治44)年 京阪電車開通により、墨染が多いに打撃を受ける。

21 1913(大 正2)年1月 八坂病院 ・娼妓検査所、東山五条に移転(後 の洛東病院)。 五条橋下が七条新

地に合併。

22 1946(昭 和21)年2月 前年の連合国軍縁司令部の覚書を受けて、内務省令第3号 布告。公娼制度廃並c

23 1956(昭 和31)年 法律第118号 「売春防止法」公布。翌年施行。五番町、撞木町、橋本が営業停

止。
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芸娼妓解放令によって、遊女屋 ・茶屋が突如と して奉公人として抱える芸娼妓 を解放せ

ね ばな らな くなった ことで、府下の遊興地 は 「大恐慌」状態 に陥 った。困窮者の多 い芸娼

妓の親元は、奉公先か ら解放 された彼女た ちの身柄 を引き受けることができず、生計を立

てる術を失った芸娼妓 もまた路頭 に迷 うことになった[今 西2007]。 そ こで府は、芸娼妓解

放令の施行後 も遊女および芸者稼業を続 けたい者に対 して、早々に対応方針 を示 した。10

月中には布達第246号 によって、遊女および芸者を解放 した上でその身元引受人に身代金

の返済を命 じている(布達第246号 、明治5年10月 、京都府立総合資料館所蔵 『京都府布

令書』)。一方で遊女 または芸者稼業を続けた い者 につ いては願い出れば営業を許可すると

したため、身代金の返済を迫 られた芸娼妓の多 くは稼業を続けざるをえない状況 に置かれ

た。 しか しながらこの内容は、年季奉公契約で発生した身代金の無効を言い渡 した同年10

月9日 の司法省達第22号 に抵触するため、身代金に関す る条文はその後取 り消された と推

測 され る。

この布達第246号 では、遊女屋および茶屋渡世の者が席貸渡世に統合 されたため、京 都

府の法的な取 り締ま り上において、遊女屋 とお茶屋の区分は失われることにな った。明治6

年に入ると、遊女屋および茶屋 を貸座敷 に改称することが布令 によって定め られて いる。

この際 遊女は娼妓 に、芸者 は芸妓に改称 された。【京都府1974】 。前年にひきつづき、遊

女屋 と茶屋を区別せず統制をはかって いる点 に注意 した い。京都府では、統制の上で貸座

敷 という業態の中に、芸妓の営業す る場所 を貸す業態である茶屋が含 まれ ることになった

[加藤2009]。 一方で、娼妓 と芸妓については、梅毒の検査を受ける義務の有無によって区

別 されていくことになった。1871(明 治4)年 の段階では、京都府は娼妓 と芸妓の双方に週一

回の梅毒検査受診を義務づけていたが、芸娼妓解放令後 に出された布達第246号 では受診

の義務は娼妓のみに限定 され、芸妓の売春は明確に禁止されているのである【京都府立総合

資料館1972]。 さらに1876(明 治9)年4月 には、京都布達第143号 で定め られた売淫罰則

によって私娼行為 に罰金 を科す ことを定めるな ど、私娼の取 り締 まりも厳格 になされてい

た[京都府立総合資料館19721。

こうした傾向は以降 も続 く。1882(明 治15)年 には甲第158号 で定め られた貸座敷取締規

則によって、京都市内では祇園町を含む九か所が貸座敷営業の免許地 として定め られた。

この貸座敷取締規則ではな また、貸座敷営業の許可は、営業届や、貸座敷利用客 の姓名 ・

年齢 ・職業 を記録 した届書 を所 管警察署に差 し出すことが義務づけ られた伊 第158号 、明

治15年8月10日 、京都府立総合資料館所蔵 『京都府布令書』)。これ らの規則によって、
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貸座敷営業免許地以外での売春、あるいは許可を得ていない業者による売春が密売淫 とし

て禁止されるとともに、統制の上では、娼妓鑑札 をもつ女性 のみが梅毒検査 の対象として

可視化 され、芸妓 と差別化されて いくことになった。

では、貸座敷業以外の営業者はどのように扱われていたのだろうか。1886(明 治19)年7

月に定め られた賦金徴収規則では、貸座敷営業者i娼 妓、屋形(や かた)・小方(こ かた)営業

者(と もに年季奉公人として芸娼妓 を寄寓させる業態)の 三業種を区別 して扱っていた。また、

納税額 にも違 いがみ られた。小方営業者の納税額が、芸娼妓一人につき30銭 に固定されて

いるのに対 して、貸座敷営業者は畳数による等級 と上が り高の多寡 によ り納税額が変動す

る方式が採 られた(府 令第2号 、明治19年7月30日 、京都総合資料館所蔵 『京都府布令

書 』)。

この三業種の分類は、同19年 には貸座敷取締規則および娼妓取締規則 に代わって五業取

締規則が布告 された ことで廃止 され、新た に五業種の分類が採用された。すなわち、貸座

敷業者、 引手茶屋(ひ きてちゃや)業 者(客 が娼妓 を待つ あいだ芸妓 を揚げて接待する茶屋の

ことか)、小方業者、紹介業者(女 性を親元から小方業者 にあっせんす る業者〉、娼妓の五つ

の業種である。(府令第3号,明 治19年7月31日 、京都総合資料館所蔵 『京都府布令書渥)。

この時期 にお いても、近世にお いて売春が許可されて いた遊女屋 と、明許 されていなかっ

たお茶屋は ともに貸座敷 として括 られてお り、遊女屋 とお茶屋が統制の対象 として一括さ

れている点に注意 したい。五業取締規則はまた、各免許区域 につき一つの同業者組合 と組

合事務所の設置、および所轄警察署の認可を義務づけている(同上)。

この五業取締規則の布告をもって、祇 園町 も含 めた京都府 における貸座敷営業免許地の

統制方針が再編された。町組 に代わ って、同業者組合 による貸座敷営業免許地 の統制 の仕

組みが採用されたのである。五業取締規則が示 した取 り締ま りのあ り方は、国家 として公

娼 にたいす る取 り締 まりの基準 を示 した1900(明 治33)年 の内務省令第44号(以 下、娼妓取

締規則)の 公布 まで続 く。娼妓取締規則 を受 けて、同33年 の府令第100号 によって定め ら

れた貸座敷取締規則では、娼妓 を寄寓する業種 をすべて貸座敷営業者 とみなすようになっ

た ことで、引手茶屋という業態 は廃業 となった。小方業 もまた法的な分類の上では消えた

が、実態 としては存続 し続けた(「新規則 と鴨東遊廓」『大阪朝 日新聞京都附録』明治33年

11月17日)。 すなわち、京都府ではこれ以降、貸座敷営業者、娼妓、紹介人の三区分 にも

とつ いた統制が行われ るようにな った といえる。 このうち娼妓の管理については、公娼へ

の梅毒検査 の実施、18歳 未満の就業禁止など内務省令の内容が踏襲 される一方で、同業者
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組合を通 じた統制の仕組みは引き継がれた。祇園町でも五業組合規約の内容を改正 したが、

五業にもとつ く取 り締ま りの仕組みに変化はなかった。

以上のように、国家 として娼妓の取 り締 ま りについての指針を示 した娼妓取締規則の公

布 の後 も、京都府にお いては同業者組合によって関連する業種の営業者たちの統制を図る

という性格が維持されて いくことになった といえる。

1-3遊 所女紅場の設立一 祇園町南側における地所の獲得と開発

以上のような近世か ら近代への移行期 にお ける京都府 による花街の取 り締 まりの状況を

踏まえて、本節では この時期 に設立された八坂女紅場とその活動、特に祇園町南側におけ

る地所 の獲得 と開発の過程を明 らかにする。

1872(明 治5)年10月 、下京第十五 区は府知事に対 して、婦女職工引立会社の設立願書を

提出 した。連署 したのは区長、副区長、および各町の戸長、遊女芸者券番所 の支配人か ら

なる一八名である。同区は祇園町をかかえる町組であった。当時の区長は祇 園新地のお茶

屋 「一力(い ちりき)」の主人であった杉浦治郎右衛門15である。 この願書によれば、婦女職

工引立会社は、 「浮業遊職ノ婦女」である娼妓および芸妓の 「遊芸 ヲ正業二変換スル」ため

に、彼女 らに 「各種ノ女紅」の授産 を図 る施設 として構想されていた。なお、旧傾城町島

原 をかかえる下京第十六区は、 これ に先ん じて同様の施設の設立を府に願 い出ていた とい

う(「女紅場事件」、京都府立総合資料館所蔵 「京都府史政治部学政類第三」)。

町組をあげての設立申請の背景には、前述の通 り、当時 の芸娼妓営業地の統制が町組単

位で行われていた ことがあったと考 えられ る。 この時期に芸娼妓 の転廃業をかかげる授産

施設の設立が図られた背景に、芸娼妓解放令があるのは言 うまでもない。 このような危機

的状況のなかで も営業を存続 していく上で、祇園町をは じめ とす る当時の芸娼妓営業地で

は、婦女職工引立会社 の設立が求められていたと考え られる。1872(明 治5)年11月 、京都

府は遊所女紅場の設立 を認可 した。その上で、各町組内の娼妓および芸妓の納税額のうち、

半分 を婦女職工引立会社の助費金に充てる措置をとっている。1873(明 治6)年2月 には他の

区に先駆 けて下京第十六区(島原)に婦女職工引立会社が開設された。同年3月 には、下京第

十五 区(祇園町)の婦女職工引立会社(図3参 照)が続き、他の芸娼妓営業地域 にも設立されて

いくことにな った。1876(明 治9)年 には これ らの施設は遊所女紅場と改称 されている。

祇 園町における遊所女紅場は、その設立当初の段階では どのよ うな組織であったのだろ

うか。1872(明 治5)年 に、下京第十五区による設立願書とともに提出された 「会社規則」を
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検討 したい。運営方針の決定にあたったのは、最高責任者で ある統取、副統取、区内戸長

らか らなる社 中会議である。区長が統取 を、副区長が副統取 を兼任 した。また、運営 にあ

たっての財源は、区内の積立金によって賄われた。 この積立金は女紅場 の設立財源 と して

当区の小学校か ら券番へ借 り入れ られた。当時の小学校は 「小学校」 という名 を冠 しては

いたが、そ の性格 は 「組中の同志 の出勤 を基立金と して結社 し、預金は月一分の利息、貸

し付 けは月一分半の利息をとる金融会社のようなもの」であった[辻1977]。 したがって、

遊所女紅場は町組が基盤となって設立された組織であった といえるだろう。

それでは、 この施設ではどのような教育が企図されていたのだろ うか。同 「会社規則」

によれば、祇園町における遊所女紅場の教授科 目は、 「衣服裁縫、養蚕、鹿子絞、刺繍」 と

いった、 「浮業」を廃業 し 「正業」 に転職するための技芸である。芸妓 の職能である歌舞音

曲は一切教え られていない。授業料は無料であったが、生徒である芸妓 ・娼妓 には、販売

目的の製品を作 ることで学 費を償 うことが求め られた。加えて、区内の全て の芸娼妓に入

社が義務づ けられている点、施設への出入が券番所 によって管理 されて いる点か ら、当時

の祇園町の遊所女紅場 の性質は教育施設よ りも更正施設に近 いものであった と考 え られ る

[松田2010]。

祇園町 における遊所女紅場の実現 には、この地域における独 自の背景があった。1870(明

治3)年 には、先にあげた杉浦治郎右衛門 らが私費を投 じて祇園神幸道 に療病館 を設置 した。

これ は私立の梅毒の検査施設であ り、後に府立療病院の所管 となっている。京都府が建仁

寺福聚院 に駆徽 院を設置するのは1876(明 治9)年 の ことであ り、祇園町は一芸娼妓営業地で

あ りなが ら、府にさきがけて独 自の梅毒対策を行った ことになる[田 中1942エ 。杉浦はまた、

遊所女紅場の用地獲得 にも関わって いる。遊所女紅場の設立 申請に先立ち、彼は副区長 と

ともに京都府に対 して 「祇 園町通南側裏地建仁寺持藪地」の払下げを願い出て許可 された

(「共有権確認請求訴状付属書写甲第一号証 奉願 口上書」京都府立総合資料館所蔵京都府

庁文書 『第三課 明治三十四年一・月 私立学校一件』)。この地所は、建仁寺が寺社領上知令(明

治四年布告、寺社の所有す る地所を取 り上げ、官有地 とした法令)に よって没収 された地所

に、窮民授産所用地として京都府 に寄付 した地所を足 した、計14,175坪 の土地である。 こ

れに加えて、建仁寺塔頭の清住院 ・正伝院 ・福寿院 ・大仲院、そ して六波羅蜜寺の末寺で

ある蓮乗院 ・蓮華光院が下京第十五区に払い下げ られた。同区は1873(明 治6)年 に京都府か

らこの地所の地券を交付されている。

それでは、 この地所はその後の遊所女紅場の活動にどのように利用された のだろうか。
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明治6年3月 には、第二回京都博覧会 に際 して、第4章 で詳 しく述べる都踊(現 在の都をど

り)の会場 として、旧清住院を転用 して歌舞練場が開場 した。さらに、開場にあわせて四条

通以南に花見(はなみ)小路 ・南園(な んえん)小路 ・初音(はつね)小 路 ・青柳(あ おやぎ)小路が

整備 された(図4参 照)。
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図3明 治初期における舐園の婦女職工引立会社

(京都府立総合資料所蔵、旧一号書庫写真資料r紙園新地婦女職工引立会社」)

図41873(明 治6)年 の四条通以南周辺

(出典:京 都府立総合資料館所蔵、『京部新聞』明治6年 、第74号 、下京 出版社,s頁)。
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遊所女紅場の設立にともな う祇園町南部の開発を記録 した新聞記事。四条通沿いに 「女工場」およびそ

の 「分局と」して製茶所 ・養蚕所 ・「歌舞伎場」が書きこまれている。また新たに整備された花見小路 ・南

園小路 ・初音小路 ・青柳小路が確認できる。図2と 比較して、建仁寺領の 「藪地一であった四条通南部の

土地が開発されたことがわかる。
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特 に四条通か ら建仁寺北門に通 じる花見小路は、桜並木が植樹され るな ど、祇園町南側

のメイ ンス トリー トとして意識されていた と考え られ る。四条通以南の祇園町南側には、

女紅場の分局として芸娼妓の実習に用いる製茶所や養蚕場が設けられたほか、合計32戸 の

借家が建設 された。またそ の際に建設を担当した大工は、杉浦治郎右衛 門と姻戚関係 にあ

る人物であった[松 田2010】 。

この地所におけるその後の 目立 った開発としては、歌舞練場の新築移転などが挙 げられ

る。祇園新地の女紅場は、1882(明 治15)年1月 に駆徽院用地 として京都府に約4,400坪 を

寄付 しているが(「共有権確認請求訴状」京都府立総合資料館所蔵京都府庁文書 『第三課 明

治三十四年 一月私立学校一件 』)、1912(明 治45)年 に駆徽院(この当時の名称は八坂病産院)

が下京区清水四丁 目六波羅野へ移転すると、同地所 を買 い戻 し、歌舞練場 を新築した(京 都

府告示一八九号京都府立総合資料館所蔵 『京都府公報 』)。また、借家については1900(明

治33)年 の時点で92戸 にまで増えてお り、同地所に建設されたその他の不動産か ら得 られ

る地代 ・家賃収入は、一カ月で約400円 に上り、女紅場にとって大きな収入源 とな って い

た(「 八坂女紅場所有地の紛争顛末(九)」 『大阪朝 日新聞京都附録』明治33年7月26日)。

後述する1900(明 治33)年10月10日 提出の財団法人八坂女紅場設立 の申請書には寄付財産

の目録が付 されているが、 この目録 に記載 された女紅場が所有する建家の所在地 と、祇園

甲部区域の貸座敷および小方業者の住所地には一致する例が11軒 ある(「財団法人八阪女紅

場設立申請書」別紙 「財産 目録」・「就業者証明願」、京都府立総合資料館所蔵京都府庁文書

『第三課 明治三十四年一月 私立学校一件 』、付図NO.56,65,72,74,80,86,93,94,95,102,

103参 照)。 これ らの借家の一部は祇園甲部の組合に所属する業者が借 り受け、貸座敷 を中

心 とした遊所の営業に利用 されていた と推測できる。

このように、遊所女紅場 による獲得および開発によって、 「藪地」 であった四条通以南の

様相 は大き く変わった。また、同区の遊所女紅場の設立 と地所開発 には、区長 をつ とめた

茶屋営業者である杉浦治郎右衛門が大きな役割 を果た したと考 えられる。

1-4土 地所有権の確立へ一 八坂女紅場の財団法人化

続 いて、祇園町にお ける遊所女紅場のその後の展開を概観 した うえで、杉浦 らの主導に

よって獲得された土地 の所有権が確立されていく過程について述べ る。具体 的には、遊所

女紅場の財団法人化の過程 に注 目す る(表3参 照)。
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表3八 坂女紅場の関連年表

([京都府勧業課1872;京 都府立総合資料館1872;京 都府1974]よ り作成)

No. 年月 内容

1 1872(明 治5)年10月 下京第十五区(紙園新地)、府知事に「婦女職工引立会社取立願書」提出。

2 同年11月 京都府、婦女職工引立会社の設立認可G

町組内の遊女 ・芸者の納税の半分を助費金として定める。

3 1873(明 治6)年2月 下京第十六区(島 原)婦 女職工引立会社開業、日本初の遊所女紅場誕

生。

下京区第十五区(祇 園新地)、 京都府か ら18,513坪 の払い下げを受け

る。

4 同年3月 下京第十五区婦女職工引立会社設立。京都府下の他遊所地域にも設立。

5 1874(明 治7)年2月 府下の婦女職工引立会社を遊所女紅場 と改称。

6 1881(明 治14)年12月 下京第十五組女紅場、美磨女紅場の独立により八坂女紅場を名乗る。

八坂女紅場、京都府に駆徽院用地として花見小路の4,400坪 を寄附。

7 1902(明 治35)年 財団法人京蔀八坂女紅場、内務大臣により財団法人化申請の認可を受け

て成立。

8 1911(明 治44)年 財団法人八坂女紅場、八坂病院移転計画にともない病院の跡地4,300坪

購入。

9 1913(大 正2)年 八坂病院跡地に歌舞練場を竣工。この年よ り歌舞練場にて都踊を開催。

IO 1914(大 正3)年 京都府、府令第63号 「私立学校令」施行細則公布。八坂女紅場を学齢

児童の就学施設として認可。

11 1934(昭 和9)年 財団法人八坂女紅場、京都府知事より私立学校指定を受ける。

12 1945(昭 和20)年 私立八坂青年学校の設置許可。のち八坂技芸実践女学校に改称。

13 1951(昭 和26)年 前年の法律第二百七十号 「私立学校法一施行を受けて、財団法人京都

八坂女紅場解散、学校法人八坂女紅場学園に再編成。京都八坂女子技芸

専修学校を設置。のちに祇園女子技芸学校に改称。
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1-4-1下 京第十五区女紅場か ら八坂女紅場へ

下京第十五区女紅場は、1879(明 治12)年 の町組再編によ り下京区第十五組女紅場へ と名

称を変えているが、1881(明 治14>年 に入ると八坂女紅場 と改称 している。 これは、祇園新

地の営業者のうち四条通をはさんで北に位置す る膳所裏(ぜぜ うら)地域の営業者が、分離独

立 して新たに組合を組織 したためである。このとき膳所裏の営業者の機関 として美磨(み ま)

女紅場が設立されたため、下京区第 十五組女紅場はそれ との差別化のために八坂女紅場 を

名乗った(「共有権確認請求訴状付属書写 甲第一号証 奉願 口上書」京都府立総合資料館所

蔵京都府庁文書 『第三課 明治三十四年一月 私立学校一件』)。

第2節 で述べたように、1886(明 治19)年 の五業取締規則 によって、京都府の貸座敷営業

免許地の統制の仕組み は、町組を単位 とする方式か ら地域 ごとに設けられた同業者組合を

単位 とす る方式へ と再編された。一つの免許地 に組 合が併存する体 制は五業取締規則 の規

定に違反するため、八坂女紅場 と美馬女紅場の分離 は一旦撤回 されたが、同19年8月 には

府の認可を受けて再び分立 している。 これ以後、八坂女紅場に所属す る営業者の組合 を指

して祇園新地五業組合甲部 と呼び、美磨女紅場 に所属する営業者の組合を祇園新地五業組

合乙部 と呼ぶようになった(前掲、「共有権確認請求訴状」)。美磨女紅場の分離独立の結果、

計19町(祇 園町南側、膳所裏を除 く祇園町北側 、中之町、富永町、清本町、弁財天町、元吉

町、二十一軒町、常磐町、橋本町、末吉町、川端町、林下町の半分 、清井町の一部、宮川

筋一町 目、下河原に属する鷲尾町、下河原、月見町、上弁天町)における五業種の営業者が、

八坂女紅場の管轄 となった。この祇園新地五業組合甲部は、1886(明 治19)年 の時点で五業

組合規約 を定めている(「 祇園新地甲部五業組合規約」、京都府立総合資料館所蔵京都府庁

文書Q第 三課 明治三十四年一月 私立学校一件』)。以下では、1900(明 治30)年 時点での 「祇

園新地甲部五業組合規約」(以下、組合規約)か ら、当時の組合 において八坂女紅場がいかな

る位置づけにあったのかを検討す る。

組 合規約 によれば、同組合は所属す る営業者の営業方法の統制、区域内の営業者が納 め

る税金の徴収、娼妓の梅毒検 査、そ して共有財産の管理な どの業務 を担当する組織であっ

た。八坂女紅場は この祇 園甲部五業組合の機関であり、同組合 に所属する芸娼妓の教育を

司る施設であると記されて いる。 この当時の科 目は、初等普通学、茶道 ・生花および女礼

式、裁縫 ・手工、歌舞音曲である。初等教育や歌舞音曲が教授科 目に盛 り込まれたことか

ら、八坂女紅場は、芸娼妓 の授産のみな らず、教育 と次世代の育成 のための施設 としての

性格を備えつつあった と考 えられ る。加えて重要な点は、祇園町南側における地所 の所有
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者名義は、祇園新地甲部五業組合規約によって組合ではな く八坂女紅場である、と定め ら

れている点である。 この名義は八坂女紅場の経費維持のために採用されたものであ り、そ

れゆえ八坂女紅場の所有地は、何人に も分配することができない 「不分財産16」であるとさ

れた。同規約には組合員の資格をもつ者は この土地の管理 に関わる権利を有するという条

項 もあ り、八坂女紅場 の所有地は、組合に所属する営業者によって共同管理 されて いた と

いえる。五業組合規約はまた、八坂女紅場の運営方法について も定 めている。 八坂女紅場

の 「不分財産」の管理方針は、場長 と30名 の協議員からなる協議員会によって議決された。

場長は区域内の男性営業者に限 られて いたが、協議員 については一定の要件(満1年 以上営

業 を続け、かつ組合区域内で不動産を所有する満25歳 以上の者)を満た した女性営業者の中

か ら公選 されている。 当時の祇園甲部 において、女性営業者が 占める割合や どのよ うな影

響力をもちえたのかという点 につ いては次節で述べたい。

以上のよ うに、祇園甲部の五業組合規約か らは、八坂女紅場が所有す る不動産は区域内

に居住する営業者 の共有物である、という意識を確認できる(前掲、別紙 「就業者証明願」)。

明治28(1898)年 の民法施行 によって不動産 の所有権 という概念が登場すると、組合は八

坂女紅場の財団法人化に向 けて動きだす。その目的は、八坂女紅場 に法人格 を付与 し所有

地の権利主体 として確立することにあった。

1-4-2財 団法人化をめ ぐる二つの事件

しか しなが ら、八坂女紅場 の財団法人化はす ぐには実現 しなか った。祇 園甲部にお いて

八坂女紅場 の財団法人化 を進 める動 きが表面化する と、女紅場所有の地所につ いて法律に

則って権利 を主張する運動が起 こったのである。具体的には、建仁寺とその信徒 らによる

地所の返還 を求めた申請 と、祇園乙部の営業者 による地所の共有権の確認を求めた請求で

ある。 これ らの反対の動きは、実を結ぶ ことはなかった ものの、当時の祇 園甲部に大きな

衝撃 を与えることになった。以下、その概要 を述べたい。

法人化 申請を前にした1989(明 治32)年12月9日 、建仁寺住職 ・同信徒総代 ほか三名が、

同年の国有土地森林原野下戻法17に もとづき、京都府に対 して祇園町南側の地所の返還 を求

める申請を行 った。建仁寺側 の主張 は、地所の所有者である八坂女紅場 は 「人格を具備せ

ず して不動産 を所有 し得べ きものにあ らず」 として、地所の所有権は依然 として国家 にあ

る、というものであった。 この申請は翌33年 に内務大臣に受理されたため、彼 らは京都区

裁判所 に土地所有権の仮登記を申請 した。 しか しこの申請は棄却 され、続 く京都地方裁判
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所 において も、争点 となった地所の土地台帳に女紅場が所有者 として登録 されている こと

が着 目され、明治33年7月 に抗告 は棄却 された。建仁寺側はさらに大阪控訴院に対 して抗

告 を行ったが、やはり棄却 されている(「建仁寺の敗訴」、「八坂女紅場所有地の紛争顛末(十

六)」、「建仁寺再抗告の棄却」『大阪朝 日新聞京都附録』明治33年7月7日 、8月6日 、9

月25日)。

祇園甲部の組合は、建仁寺による反対運動のなかで、1900(明 治33)年7月31日 に組合正

取締役の貸座敷業者穂北孝次 を申請者 として内務大大臣に財団法人化を申請 した。 しか し

なが ら、芸娼妓 に教育をほど来ず学校 とい う女紅場の性質が財団法人と して適切でな いと

いう議論があり、文部省の参事官会議にかけ られた結果 この申請は下げ戻され、同33年9

月に不認可となった(「 財団法人の申請認可されず」『大阪朝 日新聞京都附録 』明治33年9

月15日)。

同33年10月 、組合は寄附行為の草案を新た に編成 して再び財団法人化を申請 した。 こ

の二度目の申請では、祇園乙部 の五業組合が地所の共有権を主張 して訴えを起 こしている。

この訴訟は、乙部組合取締役の小山友次郎 らを代表 とす るものであ り、小山 らは同年11月

2日 に京都地方裁判所 に土地の共有権確認の請求 を提訴 した。その後小山 らの代理人は、上

申書 と付属書類の文部省への進達 を京都府知事高崎親章(た か さきちかあき)に求めている

(前掲 、「共有権確認請求訴状」)。 甲部組合 は文部省 に対 して反証を試みたが、結果的に二

度 目の申請も翌34年1月 に不認可 となった。

この建仁寺および乙部との対立を両者の仲介者 として調停に導 いたのが、当時 の京都市

長内貴甚三郎であった。1901(明 治34)年9月 、調停委員をつとめた内貴の立ち会 いの もと

で、乙部組合(当時は祇園新地乙部貸座敷組合、京都府令第100号 貸座敷取締規則によって

祇園新地乙部五業組合よ り改称)と の間で私証書による調停がなされている。祇園甲部か ら

乙部に対 して12,700円 を支払う代償 として、乙部は地所の所有権が甲部 にあると認めた。

同34年10月 には尾本公証役場で調停契約書が取 り交わされることになった。同じく建仁

寺についても、内貴の仲介で同34年12月 に示談が成立 した。建仁寺は甲部か ら2,000円

を受け取る代償 としてi土 地返還 申請を取 り下 げたのである。

1902(明 治35)年2月 、地所 をめぐる二つの運動が収束 したのち、組合 は三度 目の財団法

人化 申請 を行った。 この時、過去二回の失敗 を経て修正 された寄附行為が同時 に提出され

ている。このなかで八坂女紅場は、財団法人化の目的として 「祇園新地 甲部貸座敷組合の

普通婦女及芸娼妓」 に 「生活に必要なる技芸」を授け 「自立の職業を得せ しむ」事 を掲げ
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ている。カ リキュラムの内容 は初等教育 に相当する学科 目と芸能科 目の二種類が組 まれた

点、また文部省が 申請を審査 した点か らも、この時点で再編 された八坂女紅場の性格が、

現在の学校法人18に近 いものであった ことが推測できる(「京都八坂女紅場財団法人寄附行

為並二処務細則」京都府立総合資料館所蔵 「京都府庁文書』)。

このような試行錯誤が実 り、八坂女紅場は土地所有権保存登記申請 と建物所有権保存登

記 申請 を経て、1902(明 治35)年7月 に正式 に法人格 を獲得 して財団法人京都八坂女紅場 と

な った(同上、「京都八坂女紅場財団法人寄附行為並二処務細則」)。 その後、八坂女紅場は

太平洋戦争を経た1951(昭 和26)年 に私立学校法(法 律第270号)の 施行 にともな い解散 し、

学校法人八坂女紅場学園に再編成 されて現在 に至って いる。

1-5訴 訟の過程か ら浮かび上がる祇園町の営み

本節では、これ らの財団法 人化に対する反対運動の うち、特に乙部による訴訟 によって

生 じた混乱 に注 目する ことで、当時の祇園町で営まれていた生活 の一端 を人び とのつなが

りか らに明 らかに したい。

祇 園新地 乙部五業組合が祇 園甲部 を被告 として京都地方裁判所 に共有権確認講求訴訟を

提訴 したのは、祇 園甲部による第二回目の法人化 申請の最 中である1900(明 治)年11月2日

であった。原告は、乙部組合の取締役小山友次郎ほか5名 を代表 とする貸座敷営業者およ

び子方屋営業者180名 である(「共有権確認請求訴状」京都府立総合資料館所蔵京都府庁文

書 『第三課 明治三十四年 一月私立学校一件』)。 この訴訟は、祇園甲部 と乙部 に属する人

び との対立 を招 くものであ り、両者 をまたがって 日常的に展開 して いた親 しい人閥関係を

原告一被告関係へと突然 に変貌させるものであった。例えば当時の新聞記事では、乙部に出

店 した貸座敷の支店が原告、甲部で営業する子方業の本店が被告 となった事例や、八坂女

紅場で舞教師を務める乙部の遊芸師匠が雇用主や 門人を被告 とす る形になった事例、甲部

の子方業者が、抱える芸妓の親元である乙部の貸座敷営業者に訴 えられる形 になった事例

な どが紹介されて いる(「祇園新地 甲乙両部訴訟彙報」『大阪朝 日新聞京都附録 』明治33年

11月7日)。

本来はひとつの花街であ り、地理的にも隣接 して いる祇園甲部 ・乙部間では、営業区域

や所属 を越境する営業者間の関係性が持続 して いた。 このよ うな行政上設定 された祇園新

地甲部の範囲を越 えて展開する 日常的な人的交流が、祇園新地甲部一乙部間で生 じた法的

交渉による被告一原告関係の設定 によって浮き彫 りになった といえる。 甲部の内部 におい
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て もまた、地所をめ ぐる対立が発生 していた。 「其管理者の手心にて随分勝手な処分 も出来

るべ し」 との推測か ら、当時の祇園甲部の営業者間では、同業者組合を統括する取締役穂

北孝次への不満 、更には財産の共同所有 というありかたその ものへ の見直 しの声が生じた

のである(「八坂女紅場所有地の紛争顛末(十)」 『大阪朝 日新聞京都附録 』明治33年7月27

日)。このような状況のなかで、祇園甲部の組合は所属する営業者を集めて、今後の対応に

つ いて統一 した見解 をとりまとめる必要に迫 られていた.

当時の祇園町の実態を考察する上で注 目すべ きは、組合 に属する営業者 らが合意の形成

に至るまでの過程である。祇園甲部の組合議員会は全組合員の うち、まずは 「男性戸主19営

業者」を歌舞練場 に召集 して乙部か らの訴訟への対策を協議 して いる(「祇園新地甲乙両部

紛議彙報」『大阪朝 日新聞京都附録』明治33年11月8日)。 対 して、女性の戸主営業者は

男性 とは別 日に召集 され、男性戸主が決定 しとりまとめた事項について協議 した。ただし、

女性 の戸主営業者のなかで も、八坂女紅場の協議員(第3節 参照、約30名 の女性営業者か

らなる)および女紅場婦人世話係 と、協議員でな い者は、それぞれ別 日に協議の場が設定さ

れた(「祇園新地の大集会」r大 阪朝 日新聞京都附録』明治33年11月10日)。 すなわち、祇

園甲部の同業者組合は、協議 に当た り、組合員のうち戸主のみを組合議員会 に招 いている。

なおかつ、戸主を男性、八坂女紅場での役職 を通 じて組合の運営に参加 して いる女性、役

職 をもたない女性、 という三段階に区別 して扱 っているのである。 これ らの協議の結果、

法廷に持ち こまれ る前 に和解 にもちこむ ことが望ま しいとの見解で一致 し、訴訟の回避 を

目指す方針を固めた。また乙部 との法的交渉 にあたる被告人総代 として、取締役穂北孝次、

市原與七、組合議長梅野半兵衛、同副議長佐々木寅次郎、八木清助の五名を選出 している

(「祇園新地の大集会」『大阪朝 日新聞京都附録 毒明治33年11月10日)。

前節で述べたように、財団法人化の串請が認め られ るまでの動きか らは、公的な場にお

いて対外交渉 を担ったのは男性経営者であった ことがわかる。男性経営者は、組合 におい

て も、取締役をは じめ とす る組合の重要な役職を占めていた。乙部 に対する動向か らもま

た、男性経営者が組合の方針 を決定 していたことが うかがえる。 しか しなが ら、女性経営

者のなかで も戸主の立場にある者は八坂女紅場の協議員 として役職 を得て いた点、その意

向を反映させるための機会が設けられて いた点は無視することができない。表立って訴訟

に登場することはないものの、女性経営者には確かに組合の動きに関与 して いた。女性経

営者の運営への参与を促 した背景 には、当時の祇園甲部における営業者の男女構成比があ

る。第1回 目の法人化 申請の時点で提出された 「就業者証明願」を参照すると、1900(明 治
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33)年 の祇 園甲部には計437名 の営業者が所属 してお り、その内訳は男性103名 に対 して女

性は334名 とな る(「財団法人八阪女紅場設立申請書」別紙 「就業者証明願」、京都府立総

合資料館所蔵京都府庁文書 『第三課 明治三十四年一月 私立学校一件』)。ただ しこの中に

は同姓同名の営業者が含まれている。これは戸籍(こ の時点では住所を指す)を もとに営業者

を列挙 しているために、複数 の持家を抱えていた とみ られ る者が重複 して数 え られている

ためである。

付 図は 「就業者証明願」 をもとに作成 した1900(明 治33)年 時点の祇園甲部 に所属する営

業者一覧である。 こうした条件 に該当する営業者は4名 お り、その全てが女性である.こ

の うち石川 ミカ(付 図NO.27,337)の 場合は貸座敷業と小方業を営んでいた。これ は現在の祇

園町で多く見 られ るような、お茶屋 と置屋を兼業する事例と推測できる。対 して山田マツ(付

図NO.80,420,433)は 三カ所で名前を発見できる。すべての住所で貸座敷業を営 んでいたが、

うち一か所は第3節 で触れた女紅場が所有する建家と一致する。 このため、当該の住所は

おそ らくは小規模な借家であったと考えられる。鈴木キシ(付図NO.37,147)は 別住所にて、

ともに11・方業 を営んでいた。他方、鈴木アイ(付 図NO.208,250)は 、小方業と貸座敷業を兼

業 している。当時の新聞記事には、先にあげた師弟で原告一被告 の関係に陥った事例 として、

師匠である八坂女紅場の舞教師で、乙部の小方業者高橋八重に訴 えられ る形 になった甲部

で小方業を営む鈴木小三 という芸妓が登場する(『 大阪朝 日新 聞京都附録 』明治33年11月

7日 「祇園新地 甲乙両部訴訟彙報」、『大阪朝 日新聞京都附録』明治33年8月25日 「舞の

研究会」)。ともに鈴木姓のために判別がつかな いが、営業者名簿 のうち小方業を営む鈴木

姓の女性はこの二人のみであるため、両者のうちいずれかが この芸妓 「小三」 に該当する

と思われる。彼女は自らが小方業者 としてを営む自前の芸妓であったと推測で きる。 「就業

者証明願」によれば、当時の法的な取 り締 まりの上では、小三のよ うな小方業者は132名20

に上った。

明治30年 代初頭の祇園町には、女性 により経営され る小規模なお茶屋(当時は貸座敷)や

置屋(当 時は子方屋)な どの業種が多く集積 していた ことがわかる。それ では、祇 園町におい

て、 このような状況はいつ成立 したのだろうか。序章でと りあげた曽根ひろみは、近世の

丹後宮津に存在 した遊所、東新地 における 「酌取女」 と呼ばれた芸者の大半を京出身の者

が 占めていた ことを指摘 し、京都の置屋営業者 を養 い親とす る少女たちが、置屋にて三味

線、舞踊、唄な どの遊芸 を仕込 まれた後に宮津 へ供給 されて いた と分析 して いる[曽 根

2003:95-101]。 こうした芸者 の中には、祇園町を出身 とする者が複数存在 した.幕 末期の
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祇 園町では、現在に通 じる 「擬制」 的な親子関係 にもとついて芸者 を育成する業態が成立

して いた。加えて、曽根 の分析によれば、 このような芸者 の 「親」 には女性 の名前を確認

することができるのである。女性が戸主 として一家を創立 し、置屋や お茶屋 を営んでいた

明治30年 代の状況は、近世 にその素地をさかのぼることができると言えよう。乙部の訴訟

をめ ぐる協議の場に女性経営者が招かれて いた ことは、当時の甲部で組合を運営するにあ

た り、彼女たちが無視できない存在であった ことを示 している。

小括

以上のように、本章では八坂女紅場 に注 目することで、現在の景観が明治初年 に獲得さ

れた地所の開発によって形成 された事 を明 らかに した。明治初年、京都府の芸娼妓営業地

の統制は町組を.単位と して行われ、遊所女紅場 も町組 単位で設立された。その中で下京第

十五区の遊所女紅場では、運営費用が町組 の資金で賄われた点、区長 らによって運営 され

た点が注 目され る。同区の特徴は、女紅場の用地 として四条通以南に地所を購入 し、大規

模な開発 と借家 ・借地の経営 を行った点にある。

これまで述べてきた通 り、明治中期に入 り同業者組合を単位 とした貸座敷営業免許地 の

統制の仕組みが整 うと、免許地 ごとに独 自の組合規約が設 けられた。 この仕組みは、明治

33年(1900)年 に娼妓取締規則が公布されたあとも継続する。そのなかで組合の機関である

八坂女紅場の所有地は、組合に所属する営業者 らの共有管理の対象 とされ、所有者の名義

は組合ではな く女紅場 とされた。八坂女紅場の所有権は、財団法人化 を経て確立されて い

ったのである。本章では、この財団法人申請の記録 を通 じて、現在にいたる祇園町の土地

所有 ・管理体制の基礎が築かれた明治30年 代初頭の時期 に、公的な対外交渉の場には登場

しな い戸主としての女性経営者たちが組合の運営 に参与 していたことが明らかになった。

続 く第2章 では、本章でその歴史的な形成の過程を提示した祇 園町の土地所有 ・管理体

制によって形成 された景観が、現在の祇 園町において どのよ うな意味を もっているのか に

ついて、行政による文化財指定やそれに ともなうネームバ リューに注 目す ることで分析す

る。
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第2章 遊 興 の 舞 台 装 置 と して の 景 観

本章では、第1章 で論 じた祇園町南部の地所が八坂女紅場 によ り獲得、開発 された経緯

をふ まえて、国家/府 県か らの文化財指定によって形成 された祇 園町のネームバ リュー に

注 目し、 これ らの外部か ら向け られる期待が祇 園町のお茶屋遊びにどのような影響を与え

て いるのかを明 らか にする。

本論文の調査対象である祇園町には、行政によって景観を保護する法的な指定を受けてい

る地区が二つある。四条通の北側、すなわち祇 園町の北部に位置す る祇園新橋地区と、祇

園町の南部 に広が る祇 園町南側地区である。祇園新橋地区は、江戸末期か ら明治初期 に建

設 された京風町屋が並ぶ、祇 園町でも最も古い町並みが残る地域である。 この地区は文化

財保護法にもとづき、1976(昭 和51)年 に 「伝統的建造物群保存地区(茶屋町)1」の指定 を受

けて いる。対 して祇園町南側地区の町並みは、第1章 で分析 したように、八坂女紅場 によ

って所有されている地所の上に成立 している。同地区は、1999(平 成11)年 に京都市景観整

備条例にもとつ く 「歴史的景観保全修景地区」 に指定 された。

京都花街の文化 は、 「京 ・花街の文化一いまも息づ く伝統伎芸とおもてな し」 として、ロ

ーカルな文化遺産制度である"京 都をつな ぐ無形文化遺産"2に 選定 された(2014年3月19

日)。筆者は公募審査員 として同制度への登録 をめ ざす審査会に関わることで、地方行政に

よる外部か らの動きに立ち合 うことになった。 この審査会において 、祇 園町を含めた花街

に残る独特の町並みは、お茶屋遊びの慣習や芸能などの 「伝統的」な無形の事象 とともに、

花街を形作る文化財であるという見解が示 された。

文化 人類学者や社会学者は、 このような国内外か ら価値ある 「伝統」文化 と見な され る

有形/無 形の文化 財をめ ぐって、国家や地方行政 による文化財指定 に付随する問題に注 目

してきた【中田2008;大 野2008]。 例えば、社会学者の大野哲也は、熊野古道のユネスコ世

界文化遺産登録反対運動の分析を通 じて、指定を受けた自然 を 「全人類」のための共有財

産化する動きが権 力性 と結びつ くことで、山林を所有 する個人の私的所有権 が脅かされて

いる事を指摘 している。 こうした共有財産 と私的財産 の対立現場では、共有財産化 による

資源の「保護」が、地元の峠道を生活道路 としてきた地域住民に困難をもたらして しまう[大

野2008}。 このよ うな事例は祇園町南側地区で も見 られ る。京都市は、公道で ある花見 ・南

園 ・青柳 ・初音小路に加えて、八坂女紅場の私道である周辺 の小路 をも含めた電柱 ・電線

の埋没化と石畳化を実現する ことで、「祇園情緒」を感 じさせる景観 を整備 した。 この一帯

は、海外か らの客 も含めた多 くの観光客を集める人気のスポッ トで ある。 しか し、花見小
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路は交通量の多い車道でもあり、生活道路としては機能 しに くい状況 に陥って いる。ある

男衆は、花見小路を歩行者天国だ と勘違い した観光客が多いために、着物 を運ぶのに苦労

する と語 る(小池康雄、2010年1月21日)。 文化遺産 をめぐる議論においては、国家や行政

による外部か らの資源化 と、伝統文化の担い手 自身による資源化のコンフリク トという二

項対立の図式が描かれてきた。 しか しなが らこの事例のよ うに、指定を受けた当事者たち

の生活世界では、 この図式に当てはまらない現象が発生す るのである。

そ こで本章では、外部か ら与え られた文化 財指定が祇園町 にもた らしたネームバ リュー

が、花街における日常的な商いにどのように作用 しているのかを明 らかにす る。その上で、

こうして形成されたネームバ リューが、祇園町の景観 にどのよ うな影響 をおよぼすのかを

分析することを目的 とする。第1節 では、お茶屋遊びのある一場面 を採 り上げ、お茶屋の

客が花街 ・祇園町についていかなる期待 を向けているのかを述 べるとともに、 こうした期

待 に対 してどのような応答がなされているのかを分析する。続 く第2節 では、戦後の社会

にお いて、祇園町の景観が どのように形作 られていったのかを、文化財指定 とそれによっ

て 引きこされた過去の対立に注 目することで説 明す る。第3節 では、こうした通時的な経

緯 によって形成された祇園町が、 ある種の地理的な磁場と して作用 していることを、祇園

町北部 に参入 した風俗営業の紹介所の外観か ら示す。最後に第4節 では、文化人類学 にお

ける 「文化の資源化」 をめ ぐる議論を参照 しつつ、花街 ・祇園町の景観がお茶屋遊びの舞

台装置 として作用 していることを明 らかにする。

2・1語 りに説得力をもた らす もの一一祇園町のネームバ リュー

本節では、 このよ うな文化財指定やそれに ともな う観光資源化 によって形成 されたネー

ムバ リューが、祇 園町におけるお茶屋遊びに どのような影響を与えているのかを検討 した

い。具体的には、特に遠方か ら客 に対す る、お茶屋の女将 によるお茶屋遊びを構成す る事

物への意味の付与の実例につ いて注 目する。

ここでは、筆者の調査拠点であるお茶屋 「古嶋」 における女将 と客 とのや りと りを採 り

あげることで、 とりわけ京都の外部か ら訪れた客た ちが花街 ・祇園町に向ける期待を利用

して、否定的な要素に肯定的な意味を与えた事例を紹介す る。小嶋の店舗は、江戸末期に

建て られた古 い木造建築であるために、資材の老朽化 による階段の軋みや隙間風 による寒

さといった不便な点が多 く見 られ る。 しか し、祇園町 に馴染みの薄 い客たちは、ときにこ

のような不便さにす ら祇園町な らではの価値を読み取るのである。
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そ の日の客は、出張で京都に滞在 している男性2名 であった。客の希望で、舞妓による

舞の披露が予定 されていた。一階は洋厘の設えであ り舞に適 したスペースがな いため、舞

を鑑賞するためには客たちに座敷のある二階に上が ってもらわねばな らなか った。舞妓 と

女将が一階のバーカウンターで接客 にあたる一方で、筆者は女将の指示で座敷の暖房を入

れるために二階へ上がった。1時 間ほど経過 した頃、女将はそろそろ座敷が温 まったよ うだ、

と客たちに告げた。続けて女将は、このお茶屋が 「150年 以上 も前に建て られた家」である

と説明 し、 このよ うに歴史 に古い店舗であるがゆえに どうして も隙間風を防 ぐことができ

ず、空調の効 きが悪 いのだ と告げた。古嶋は三世代にわたって存続 しているお茶屋である

が、現在の店舗3に は先代である女将の母の時代 に移 った。 しかし、この場では店舗の移転

についての説明は省かれた。客たちは こうした女将の説明に感 じ入 り、空調 への不満 を口

にする ことは無かった。やがて彼 らの関心 は中庭 に見 える蔵 にも及 んだ。話題 はこの蔵に

眠る着物をはじめ とする古い事物 に移 り、備えつけ られた用途不明の梯子にも説明が至 り、

客だけでな く舞妓 も蔵について女将に質問するなど、会話は弾んだ(2013年12月9日 、於:

お茶屋古嶋、二階座敷)。

別 の機会 に筆者が女将 に聞いた説明によれば、お茶屋のみな らず、京都の古 い家屋が殊

更に 「京町屋」として持て嘩されるようになったのは、ここ10年 程度の変化で あるという。

女将 自身は自分 たちが育 った家屋や店舗をただ 「古い家」 として認識 していたために、 こ

のような外部の主導 によるお茶屋建築の資源化には大仰 さを感 じるのだという(古嶋美雪、

2013年12月5日)。 一方で女将は、接客の場 にお いては、生活者としての実感を離れて、

外部社会で流布 して いるお茶屋や京町屋の伝統的なイメージを利用 して、老朽化 した店舗

の意義を説いている。

このよ うな女将 の語 りは、 自らの営むお茶屋の もつ独自の歴史や物語を、客 に向けて表

現す る実践である。経営者である女将たちは、お茶屋の存続のために開示す る情報 を選択

し、あるいは逆 に客の反応を見なが ら説明を加えることで、 自らの営む店の魅力を演出す

る。また客 の側 も、女将 による価 値の付与を期待 して いる面がある。客か ら向 けられるお

茶屋遊びや祇園町への期待 を肯定することで、女将 の語 りは信 じられ るのである。

こうした価値の付与が説得 力をもって受け入れ られる背景に、国や京都市 による景観の

文化財指定が果た した役割は大きい。客たちが隙間風 について好意的な解釈 を した背景の
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一端 には
、現在の祇 園町が備 えるネームバ リューがあると考えることができる。古 い歴史

をもつ 「伝統」的な花街であ り格式高い場である、 という見解が外部社会で周知されてい

てこそ、祇園町のお茶屋は客たちか ら高い評価を受ける ことができるのである。

2・2対 立の上 に形作 られた景観一一祇園町と文化財行政

戦後社会にお いて、このようなネームバ リューを生み出す祇園町の景観が成立するまでに

は、どのような経緯が あったのだ ろうか。先にも述べたよ うに、祇園町では北部 と南部の

一一部地域が文化財指定を受けている(図5)
。ただ し、両者の指定種別や指定に至るまでの経

緯 は異なる点が多い。以下では、祇 園新橋地区 と祇園町南側地区の文化財指定 に注 目し、

現在のような景観が成立するに至 るまでの経緯 について述べる。

2-2-1祇 園新橋地区

まずは北部にある祇 園新橋地区について述べたい。当地 は近世に祇園内六町と呼ばれた新

橋通とそ の周辺地域であ り、1712(正 徳2)年 にその起源をさかのぼる祇園町でも古い区画で

ある。その面積は約1.4ヘ クタールにおよぶ。この地域には江戸末期か ら明治初期 にかけて

建て られた茶屋が並び、国によって文化財保護法4(昭 和25年 法律第214号)に 基づ く 「伝

統的建造物群保存地区5」(以下、伝建地区)に指定されて いる(写真1)。 文化庁は地方機関を

もたな いため、文化財指定 を受けた史跡は、所有者や管理団体 としての法人、団体、都道

府県/市 町村、企業、個人によって保存 ・マネジメン トを受けることにな る[矢野2012]。

そのため京都市は、当地に 「祇 園新橋地区」という名称を設定 し、「祇 園新橋伝統的建造物

群保存地区保存 計画」(昭和51年7月1日 京都市告示第70号 、京都市教育委員会告示第2

号)を策定 して整備 に当たっている。
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▼祇園町南側地区
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本計画は、「伝統的建造物6」と認め られた建造物についてはその修理を実施するとともに、

指定を受けていな い建築については伝統的建造物に調和するよ うな外観 を求めるものであ

る。また、当地区の保存 のために必要であると認められた場合には、建造物の修理に要す

る経費の一部 に補助金を交付することをも定めている。

ただ し、祇園新橋地区が伝建地区の指定を受けるまでの道程には混乱が生じていた。文

化財保護法にもとつ く伝建地区への指定に先立ち、京都市は1974(昭 和49)年 に祇園新橋地

区を京都市市街地景観条例(昭 和47年4月20日 条例第9号)に もとつく 「特別保全修景地

区」に指定 していた。 この指定の背景には、同地の住民によって結成 された 「祇園新橋を

守る会」 による指定を求める運動があった。当時すでに祇 園町では 「ネオン街化」の進行

が問題視 されていたが、 この地区ではある料理屋の鉄骨 ビル化計画をめ ぐって、木造のお

茶屋が並ぶ町並みを守ろうとする気運が高まっていたのである。京都市はこうした動きを

受けて特別保全修景地区指定へ と動いた。 ところが、市 による調査を前にして、周辺地域

の住民が 「明るい祇園を作る会」を結成 して市議会に指定反対 を訴えた。彼 らの主張は、

指定を受けると地価が下落 し、経済発展のさまたげ となるというものであった。京都市は

最終的に、反対派の住民が住む町を外 した約1.5ヘ クタールを、特別保全修景地区に指定す

ることで、対立する二つの住民団体の合意を得 た(『京都新聞』、1974年6月7日 、朝刊、

第23面 、「祇園の町並み残 しまひ ょ 特別保全修景地区指定へ地元 と市が合意」)。

二年後の1976(昭 和51)年 に伝建地区の指定 を受 けた区域は、この特別保全修景地区に含

まれていた。住民団体の対立と和解を経て成立 した祇園新橋地区は、花街が伝建地区の指

定を受けた初 の事例となったのである。

2-2-2祇 園町南側地区

次に、祇園町南側地区について述べる。同地区は、近接する花街 ・宮川町に広がる宮川町

地区および八坂通地区7と ともに、1999(平 成11)年 に 「祇 園町南歴史的景観保全修景地区」

に指定された(平 成11年6月3日 京都市告示第144号 、写真2)。 その面積は約6.6ヘ クタ

ールに上る。京都市では、 「祇 園町南歴史 的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」

を定めるとともに、指定区域内に存在す る建築物の位置 ・規模 ・意匠について、基準8に適

合 しなけれ ばな らないとしている。 この計画 に定め られた様式の建築物には、修理や建築

につ いて、京都市が費用の一部を補助金として負担する[太田 ・平竹(編)2009】 。

祇園町南側地区の文化財指定 の背景 には、1994(平 成6)年 における 「古都京都の文化財」

681167



博士学位請求論文
「花街 ・祇園町の歴史人類学的研究一継承/変 貌する 〈芸〉一」

のユネス コ世界文化遺産指定と、これ にともなう京都市市街地景観条例 の改正(平 成7年3

月24日 条例第53号 、これをもって京都市市街地景観整備条例 に改称)が あった。新 しい条

例 には、国家 レベルでの制度である伝統的建造物群保存地区 とは異なるローカルな制度 と

して、「歴史的景観保全地区」が設定されたのである。その指定候補地 として選定 されたの

が祇 園町南側地区を含む祇 園南地域であった{太 田 ・平竹(編)2009】 。このような行政の動き

に対 して、祇園町南側地区においても、自らの声を文化財行政に反映させよ うとす る住民

たちの自主的な動きが見 られた。ただ し祇園新橋地区 とは異な るのは、祇園町南側地区全

体 の62%が 八坂女紅場学園の借地 であったという点である[太田 ・平竹(編)2009:202)。

第1章 で論じたように、四条通よ り南に位置す るこの一帯 は、八坂女紅場(現 、学校法人

八坂女紅場学園)の用地 として明治初年に獲得 ・開発された地域である。 この地所は現在 も

学校法人八坂女紅場学園によって所有されてお り、そ の面積 は約2.8ヘ クタール に相当する

【平竹20021。 八坂女紅場学園は、1994(平 成6)年 に 「祇園町南側建築物等外観意匠基準」(以

下、外観意匠基準)を 定め、祇園町南側地区に外部か ら新規参入す る業者や個人の選別 を実

現 した。当地区にお いて、 このよ うな景観の保全や整備を実現す る仕組みが実現 した背景

に、八坂女紅場学 園を主権者 とする一元的な土地所有がある事 は明 らかである。 こうした

独 自の状況があったために、京都市による文化財指定が当事者の了解な く進め られて いる

ことが発覚すると、当地の住民 らは八坂女紅場の取 り組み に範 をとる土地の所有 ・管理体

制を、その借地以外へ も波及 させることを求めた。彼 らは地域住民が主体 となって行政 当

局 と折衝する組織の確立を目指 して、祇園町南側の町内会加入住民とお茶屋な どの営業主

らを中心に1996(平 成8)年 に 「祇 園町南側地区協議会」(以下、協議会)を設立 した。こう

した動きを経て、1999(平 成11)年 の文化財指定に当たっては、その基本計画 に住民の意見

が盛 り込 まれ ることになったので ある。歴史的景観保 全地区の指定後、 この協議会は自主

的な景観協定 を定めた。市 による補助金の対象にな らな い建築 も含めた、全ての外観 にか

かわる行為につ いて、協定にもとつ く個別協議を行っている[太 田 ・平竹(編)2009】 。

以上のように、現在の祇園町の景観は、文化財指定をめぐる住民同士あるいは住民 と行政

の対立 と合意 を経て成立 した ものであると言える。

2-3祇 園町という文化的な磁場

こうした経緯を通 じて形成された祇園町の景観は、現在 どのような様相を呈 しているの

だろ うか。戦前の祇園町は、お茶屋 と、お茶屋遊びを支える業種の店舗(仕 出 しを請ける料
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理屋、酒屋、乾物屋、花屋な ど)が多 くを占めていたが、お茶屋 の廃業が進む とともに、元

お茶屋 を改修 して飲食店をはじめとす る他業種の店舗 とする事例や、お茶屋の跡地に駐車

場や ビルを建設する事例が見 られるようになった。 したがって、職場 と住居が一致 してい

るお茶屋 のよ うに、祇園町 を生活の基盤 とす る住民は減少 しつつある。 このような変化 は

祇 園町の北部/南 部 を問わず見受け られるが、殊 に祇園町の北部では、祇 園新橋地区の周

辺で開発 によるビル化が進んで いる。近年では、それ までのクラブや ラウンジ、スナ ック

といった業種 に加 えて、 とりわけキャバクラや ガールズバー といった新 しい風俗営業の参

入が 目立つ。祇 園町の南部にはこうした業種の参入 は見 られないため、「同じ祇園甲部に属

しなが ら、四条通 をはさんで、歴史の古 い北側が一部の区域(伝 統的建造物群保存地区 に

指定されている祇園新橋の区域)を 除いて歴史的町なみとはほど遠 くな り、歴史の新 しい

南側が歴史的町なみであると感 じさせ る」[平 竹2002:100]と いう状況にある。特に夜間

に祇園町の北部を訪れると、飲食店のみな らず、これ らの新 しい業種のネオンが 目立つ(写

真3参 照)。祇園町では、南部 に観光客 をはじめ外部か らやってきた人間に統一感がある と

感 じさせ る町並みが広がって いる理由は、 「土地が共同所有されているためである」 と語 ら

れ る(写真4参 照)。 これは、祇園町のお茶屋、芸妓 らを中心 に共同で運営されている八坂女

紅場 による地所の一括所有を指 している。対 して、祇 園新橋地区を除く祇 園町の北部にお

いて こうした町並みを保つことが難 しい理由は、「土地が個人所有されているか らだ」とさ

れ るのである。

このように、文化財指定をめ ぐって、祇 園町の町並み は四条通の南北で異なる様相を見せ

て いる。南部はその大部分が祇園町南歴 史的景観保全修景地区に指定 されてお り、また八

坂女紅場学園による一元的な管理の対象であるがゆえに、自由な改修は難 しい。対 して北

部は、伝建地区を除いて個人に土地や建物が所有されている地域が主であ り、改修や新規

業者の参入が可能 となっている。またそ の祇園新橋地区について も、区域内に存在す る約

75戸 の建造物のうち、お茶屋 は10戸 に満たない(2013年 現在)。 それでは、統一 した景観

の維持が困難な北部は、町づ く りの 「失敗例」なのであろうか。本節では祇園町に新規参

入 した風俗業の店舗に注 目す ることで、文化財捲定 に根差 した解釈 とは異なる見解 を示 し

た い。

写真5は 、2010年 に撮影 した もので、祇園町の北部 に存在 した、キャバクラ、ガールズ

バーな どの性的な風俗営業を紹介する無料案内所9の 外観である。看板に目を移す と、「おい

でやす」 という関西風の挨拶の表現が大 きく書かれてお り、両側にはお辞儀 を した福助人
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形が一体ずつ描かれている。福助 人形は、一説には京の呉服屋大文字屋の主人の姿 を模 し

た とも言われる幸運を招 く縁起物であ り、商家では商売繁盛 ・千客万来のお守 りとして祀

られ ることがある。 この建造物はコンク リー ト造 りの新 しいものであるが、壁を白塗 りに

した上で屋根 には瓦 を取 り付け、二階部分には格子状に孔を穿つな ど、一見 すると蔵 のよ

うな印象 を与えるような加工がな されて いる。おそ らくは、花街 についての深 い知識 をも

たない業者 によって、 「伝統的」な日本の商家をイメージした演出がなされた と思われる外

観である。

次に取 り上げる写真6は 、2014年 に撮影 した もので、最近になって祇園町の北部圏内に

オープンしたキャバ クラの看板である。 この店舗は北部を東西に走る通 りに面 して設 けら

れてお り、道行 く人の目を引く。看板には、「伝統 を挑発す る美」 というも文字が大きく書

かれている。 このキ ャッチ コピーには、近年になって定着 した新 しい業種であるキャバク

ラのイメージにそ ぐわない、 「伝統」 という語が使われている。 ここで言 う伝統とは、古 く

か ら継続す る花街 ・祇 園町を指 していると見て間違 いはないだろう。また 「挑発」 という

語 も、きわめて古風で厳格 な印象を与える町であるという認識が、外部社会で人びとに広

く共有されて いる事を前提 として選択 されている。

二つの事例は、共に祇園町の北部 に新規参入 した風俗営業に関連するものである。 これ

らの店舗は、古 くか ら祇園町で生活す る人びとやお茶屋の客 か らは、花街にはそ ぐわない

業種であると認識 されている。実際に、キャバクラや ガールズバーは芸舞妓 の出先 とはな

りえな い業種であ り、またお茶屋遊び との繋が りがな い。花街の営業圏内にありなが ら、

花街 の営みか らは完全 に隔絶 した業種であると言えるだろう。 この事例で注 目すべきは、

そ うした花街か ら隔絶 された業種 の店舗が、周囲の町並み を慮るよ うに、花街を意識 した

外観 を自主的に取 り入れている点である。 こうした特殊な演 出が施された背景には、 この

よ うな演 出が利益を もた らす とい う目論見があると考え られ る。前者の例 については、店

の業態にある種 の格式 をもた らし、後者の例については 「伝統的」 で古風なイメージをも

た らす地域 に敢 えて新 しい業種を開業す る大胆 さをアピールす る効果を見込む ことができ

る。すなわち、祇園町に調和する(と考え られている)外観の採用 は、他 の地域に出店 した店

舗には無い付加価値を与えるための経営戦略である。 ここか ら読み取れるのは、外部社会

か らの来訪者に 「歴史 の浅い町並みである」との印象を与えるとされ る北部 において も、

花街 ・祇 園町のイ メージが共有 されて いるという事実である。このように、祇 園町の北部

は、お茶屋遊びとは関わ りのない業種にも、「伝統的」な様式 を採用させてしまう、ある種
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の文化的な磁場であると言えよう。

721167



写 真4(2014年3月12日 筆者 撮 影)

護

㍉ 覧 叢

羅 言 噸 凝、

騒醸県腰 ～
ぬギ

轟 ・:a

鷲 講測軸
凶 繍 蝶 詣一豪

731167



博士学位請求論文
「花街 ・祇園町の歴史人類学的研究一継承/変 貌する 〈芸〉列

2-4お 茶屋遊びにおける遊興の資源化

以上のように、住 民同士の対立 を経て文化財指定を受 けた祇園町の景観は、北部/南 部

を問わず、文化的な磁場 として作用 している。第1節 で述べたように、 こうした磁場は、

お茶屋遊び という遊興を演出す る上で、ある種の舞台装置となる。冒頭で紹介 した事例 に

おける女将の語 りは、町並みに急激な変容 をもた らす新規参入 した業者 との葛藤 を読み変

えることで、老朽化 した店舗 に、お茶屋遊びに欠かせない構成物 としての価値 を付加する

ものであった。語 り手である女将は、都合の悪 い情報 につ いての説明の省略や即興的な客

の注意を引いたモ ノへの説 明によって、客が 「祇 園町のお茶屋」 に向ける期待 を読み とり

なが ら 「伝統」の意味 を更新 していく。このよ うな実践によって、祇園町のお茶屋遊びは、

時代の変化 に適応 しつつ も持続する価値 を有 している遊興 として演出され るのである。

お茶屋遊びにおける、語 りの実践 を分析す る上で有効なのが、「文化の資源化」 と呼ばれ

る概念である。文化人類学者の清水展は、1970年 代以降のアメリカにおける 「文化資源化

(culturalresource)」 をめぐる議論を参照 しなが ら、文化の資源化を以下のように定義 して

いる[清水2007]。

文化を資源 とする ことは、行為者が文化 を対象 として実体化あるいは客体化 し、それを

提示 した り操作 した り活用 した りす ることによって、利益や効果 を得 ることである。ただ

し、実際には文化 を丸 ごと資源化 した りす るのではなく、そのなかの一部 の構成要素をと

取 り出 して、意味付与をともな う提示や表象、あるいは政治的主張や商業的販売促進(観光

プロモー ション)な どを行 うのである。そのとき資源化 される文化 とは(…)さ まざまな可能

態 として存在 している各要素の総称あるいは包括的な上位概念である[清水2007:127]

清水は、このような文化概念が進化論 と親和的な ものであると指摘 し、 フランツ ・ボア

ズに連な るアメリカの文化人類学者た ちに倣い、 「即時的な文化ではな く対 自的な存在とし

て意識化 され、政治的経済的な思惑のもとに操作され、言挙 げされるもの」[清水2007:128】

として文化を捉える視座が求め られるとした。 したがって、文化の資源化 を論 じる上では、

「それを資源 として活用す るために顕在化 し称揚し利 用していくプロセス、具体的には言

語化されて発話 される際の語 り口や、意味や意義の説明の仕方」 こそが重要で あるという

[清水2007:128-129]。 清水は文化の資源化 という概念を、フィリピン先住民の植林活動を

分析する上で採 り上げたが、 こうした事例は 日本における祭礼の伝承現場にも確認できる。
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民俗学者の菊地暁 は、2009年 にユネスコ無形文化遺産 として登録された石川県奥能登の祭

礼であるアエ ノコ トの伝承者 の語 りに注 目す ることで、語 りの成長 という概念を提示 した

[菊地2013]。 登録によって推進されたアエノコ トの観光化を通 じて、その由緒 を説明する

伝承者の語 りに、かつて調査 に訪れた民俗学者 ・柳 田國男 との出会い、 というモチーフが

新たに加え られた というものである。それ まで確認できなかったモチー フの追加 された事

について、菊地は、伝承者の語 りが 「少 しずつ成長 しているらしい」[菊 地2009:161]と 表

現 している。 自らの関わる祭礼 という資源の価値を称揚 しよ うと試み るこの事例は、文化

の資源化 としてとらえることができるだろう。

祇園町の遊興 もまた、 これ らの事例と共通する条件を備えて いる。文化財指定のように

国家 あるいは府県 といった外部か らもたらされる文化の資源化 と、当事者 による内部 の資

源化は対立するものではな い。お茶屋遊びの演出者である女将の 日常的な実践のなかで、

両者は不可分 に混ざ り合い、やがて 自らの商いの価値を称揚する語 りに集約されていくの

である。

小括

以上、町並みの文化財指定が花街 ・祇園町 にもた らした影響を分析 してきた。土地の利

用方法をめぐる対立と和解 を経て成立 した祇 園町の景観は、四条通の北側/南 側を問わず、

「花街の伝統」 を備える磁 場と して作用 して いる。 この傾向は、とりわ け京都市外か ら訪

れる人びとや、新規参入 した業者に顕著である。

本章では、祇 園町に新規参入 した風俗営業による店舗の外観 を周囲に調和 させる試みを

通 じて、 こうした磁場が土 地の所有 ・管理体制の違いか ら統一感のある町並みが成立 し難

い北部 においても成立 していることを明 らかに した。祇園町の北部/南 部の区別 は、祇 園

町の外部から参入する者には認識されていない。 これ は、外部社会が祇園町 に向ける期待

値の高さに反 して、そ の伝統 の内実 はきわめて曖昧に理解 されて いるためで あると考え ら

れる。それゆえに、老朽化 した店舗の意義を説 く女将の語 りもまた、一定の説得力を もつ。

こうした伝統の曖昧さを利 用 した資源化 は、本章で論 じた景観のみな らず、お茶屋遊びを

構成するあ らゆる舞台装置に確認できる。外部社会において、花街 ・祇園町なるものの詳

細が知 られて いないがゆえに、「祇 園町の伝統」は、その担い手にとって可変的に語 られ る。

女将たちは、 このよ うな語 りを通 じて、独 自の遊興のあり方 を成立 させ るお茶屋の商いを

継続させよ うと試みて いるのである。
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以上のように、第1章 および第2章 では、 こうした特性をもつ祇 園町の伝統を成立 させ

る独 自のシステムのうち、お茶屋遊びの舞台装置 とな る景観 を生み出す土地の所有 ・管理

体 制のあ り方 というハー ド面について明らかにした。第3章 で論 じたように、現在の祇園

町南部を形成す る区域の大部分は、お茶屋の営業者 らによって八坂女紅場の用地 として明

治初年に購入 ・開発 されたものであ り、そ の所有権は八坂女紅場の法人化 によって確立さ

れた。後に この区域は行政 による文化財指定 を経て、祇園新橋地区と共 に花街 ・祇園町と

いう文化的な磁場を形成するに至ったのである。

定義や担 い手が曖昧である 「花街の文化」 のなかで、有形文化財である景観は価値の認

知が容易な文化財であると言える。景観はまた、単独で成立す るモノであるがゆえに、売

買春や人身売買 といったに花街にまつわる負のイメージと切 り離す ことが可能である。よ

って行政にとって も、積極的に保全活動を支援す ることができる対象であると考え られ る。

これ に対 して、無形文化財であると見なされる部分 については、どの要素に価値を見出す

のか という点について曖昧な部分がある。"京 都をつな ぐ無形文化遺産"の 審査会において

も、お茶屋遊びを構成する慣習や芸能などの諸要素の何を次世代 に残すべきか については、

明確な基準を設けることは困難であった。例えば、年季奉公による舞妓の育成 は京都花街

旧弊な慣習であるとも見倣す こともできて しまう。

よって続 く第3章 および第4章 では、文化財行政においてはグレーゾー ンとして扱われ

る、花街 ・祇園町を成立 させ るシステムの ソフ ト面、すなわち年季奉公 について、通時的

かつ共時的に考察 したい。
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第3章 舞 妓 と年 季 奉 公

本章では、花街 ・祇園町をささえる年季奉公をめぐる近代の法制度 に注 目する ことで、

現代 にあって近代的な被用者 とは異なる年季奉公人 として位置づけ られる。舞妓という存

在が、いかなる歴史的な背景を経て成立 したのか という問題を論 じる。

第1章 で述べたように、戦前の芸妓は近代公娼制度において娼妓に準ず る存在 として位

置づけ られてお り、その取 り締 ま りの方針は各府県によって異なった。芸妓の年季奉公 も

また、娼妓 と同じく前借金 を芸妓 としてあげた収益によって償却す ることで成立 していた。

近代公娼制度における娼妓は、周旋業者(いわゆる女街〉の仲介のもとで、娼妓 とその抱主で

あ る貸座敷営業者の問で、娼妓の親権者を連帯保証人とする金銭消費貸借証明書によって

前借金の契約を結んでいた。貸座敷営業者の取 り分を差 し引いた収益では前借金を返済す

ることは非常に困難であり、多 くの娼妓は償却不能に陥った末に他の業者へ転売されてい

た[中央職業紹介事務局1926]。1900(明 治33)年 の娼妓取締規則(内 務省令第44号)の 公布に

よって、法文上では娼妓の 自由廃業 は公的に認め られていた。第1章 でも触れた この娼妓

取締規則 は、それまで警視庁および各府県に一任されていた娼妓の統制 につ いて国家 とし

ての基準を示 した初めての法令 ものであり、 「公権力の統制の下で行われる売春 をのみ合法

とし、統制外で行われ る売春を犯罪とする」公娼制度の体制を成立させる根拠 とな った[藤

目1997:92】 。しか しなが ら、娼妓取締規則の公布以降も人身売買の実態 は維持され続 けた。

そ の理由は、前借金契約 と娼妓稼業契約 を別個の契約 とみな した大審院の見解 にある。 こ

の見解 によ り、届け出によって娼妓稼業契約が無効であるとされた場合について も、前借

金契約 につ いては有効であるとされた のである[牧1971;小 野沢2010]。 この見解は、娼妓

と同様 に前借金の存在 を前提 とす る芸妓の年季奉公にも影響を与えた。

そ こで本章では、 まずは明治期か ら第二次世界大戦 までの芸妓 の労働契約 ・業態 の特性

を歴史的 に検討する。その上で、戦後の 日本社会で労働者の権利 をめ ぐる諸法が整備 され

るなかで、京都花街において年季奉公の性質が どのように再編されたのかを明 らかにする

ことを目的 とする。第1節 および第2節 においては、第二次世界大戦終結までの時期 に注

目し、芸妓稼業契約 と前借金契約を介 した芸妓 と置屋 の関係について概観する。第1節 で

は、近代の公娼制度下における芸妓の年季奉公について注 目する。第2節 で は、前借金契

約 による芸妓の人身拘束 を背景に、第二次世界大戦末期には国家が芸妓 をどのよ うに位置

づけていたのかを検討する。第3節 および第4節 では、占領軍の指導のもと、労働者の権

利を守る諸法が整備されていく、昭和20年 代後半か ら昭和30年 代に注 目する。第3節 で
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は、労働基準法や売春防止法が整備 される中で、芸妓 の労働条件のどのよ うな点が問題視

されたのかに注 目する。加えて、芸妓置屋 の営業者が芸妓 という労働をどのよ うにとらえ

ていたのかを、具体的な活動をとりあげなが ら検討 したい。最後 に第4節 では、祇園町を

含む京都の花街をめ ぐる取 り締ま りのあ り方を概観 したうえで、京都労働基準局による勧

告が祇園町の年季奉公人に与えた影響について述べたい。

3-1年 季奉公の仕組み一一芸妓稼業契約と前借金契約

本節では、戦前の年季奉公の性質 を明 らかにするために、近代公娼制度の元で芸妓がい

かなる契約にもとついて営業 していたのかについて説明 した い。

3-1-1芸 妓という存在

まずは、第1章 で述べた京都の事例をふ まえなが ら、近代公娼制度における芸妓が どの

ように扱われていたのかという点について説明す る。

近代公娼制度における芸妓は、娼妓とは異な り、国家による統一 した取 り締 ま りの基準

をもたず、各府県 に統制の方針が委任されていた。一般 に芸妓 には、所轄の警察署の営業

許可が必要である点、就労 に年齢制限が設け られている点など、娼妓と類する制約が課さ

れた。加 えて芸妓 の営業規則 には、多 くの府県で営業時間制限 と外泊の禁止が盛 り込まれ

た。 これ らは芸妓の売春防止を目的とした措置であ り、各府県は芸妓の営業 を 「売春行為

を行わないという条件の下で許可」 した と考え られ る[山本1986:283J。 芸妓の業態や活動

地域の性質は地域 によって異な り、序章で述べた 「広義 の花街」、すなわち、娼妓 を主とす

る貸座敷 を抱える遊廓で活動す る芸妓も多く存在 した。例えば岩手県では、1879(明 治12)

年の 「芸娼妓料理貸座敷取締規則」 において、料理店な どに派遣 され、客に遊技(こ こでは

三味線、歌舞な ど)を提供 して金銭 を得 る業態 として芸妓を定義 している。対 して娼妓は、

娼妓貸座敷において客 に自己の身体 を提供する業態であるとされた[山本1986]。

両者の業態 は、共 に客 の求めに応 じて客室 に出向 くという形式であるという点で類似 し

ている。 これは、芸妓による売春が公的に禁止されていたためである。法文上は売春 には

かかわ らない業種である芸妓には、娼妓 のように定期的な梅毒検査を受診す る義務はない

ことが多かった。このような違いか ら、両者の派遣先 は多くの府県で厳密に区別 された。

娼妓の派遣先は売春を公的に許可された空間=貸 座敷である。芸妓の派遣先はお茶屋や待

合 と呼ばれ る専用の場や料理屋など、売春が禁止された空間であった。ただ し、大正五年
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に出版された 『芸者 と待合』の著者である石井美代は、待合には二種類 の意味があると指

摘 して いる。すなわち、50畳 か ら100畳 もの大規模な座敷を構 える 「第一流の待合」 と、

複数の小間を備え、「四畳半」 という代名詞で呼ばれる小規模な待合である。石井は、前者

は純粋 に宴会や芸妓を揚げての遊興の場 として使用される一方で、後者では客 と芸者が宿

泊す ることは、「公然の秘密」であると説明す る。大正期になると、下層の待合は非公認の

売春の空問として とらえ られていた[石 井1916:149-150】 。

京都の場合は、第1章 でも指摘 したように、明治初年の段階で、芸妓の派遣先であった

お茶屋 と遊女屋 を貸座敷 として統合 し統制していた[京 都府1974]。 このような京都府の方

針は、東京府 をは じめ とす る多くの府県が採った、貸座敷を売春が許可された場 として峻

別する政策 とは大きく異なるものである[山本1986]。 ただ し、京都府において も芸妓の売

春は禁止されてお り、性病の検診 も芸妓には義務づけ られてはいなかった。昭和4年 に 『全

国花街め ぐり』を著 した松川二郎は、罫京都の八花街」として祇園新地甲部、祇園新地乙部、

先斗町、宮川町、島原 、上七軒、そ して北新地 甲部 ・北新地 乙部(後 に五番町 と呼ばれる)

を挙げている。松川はこの8地 域を、「芸妓本位」、 「娼妓本位」、そ して 「芸 ・娼両本位」

の3種 類に分類 した。彼の分類によれば、祇園甲部は「芸妓本位」の町である[松川1929:473]。

ただ し松川は、「芸妓本伽 とされた地域にも少数なが ら娼妓がお り、同様に 「娼妓本位J

の地域にも芸妓が存在することをあわせて指摘 している。

3-1-2芸 妓の労働条件

次に、このような環境のなかで営まれた芸妓の生活について、契約 に注 目す ることで説

明する。

戦前までの芸妓 の労働条件は、芸妓置屋営業者 との間で結 ばれ る芸妓稼業契約 と金銭消

費貸借契約 という二つの契約によって規定 されて いた。このうち後者の金銭消費貸借契約

とは、芸妓の親権者が芸妓置屋の営業者か ら前借金を受けとることを定めた契約である。

これは周旋業者の仲介 によって、芸妓の親権者 と置屋 との間で交わ され る契約であ り、通

常 この契約 は公正証書でもって結ばれた。一方、芸妓稼業契約は、前借金を返済す るため

に芸妓本人 と芸妓 置屋営業者間で結 ばれた。 こち らは芸妓稼業契約 に関する条件を約する

私署証書である[中央職業紹介事務局19261。 芸妓たちは、抱主である芸妓置屋営業者 と交

わ した稼業契約の条件に則 り就業 した。第1章 で述べたように、芸妓および娼妓 を含む一

切の年季奉公人の解放を命 じた1872(明 治5)年 の芸娼妓解放令によって、年季奉公は事実上
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の人身売買であると見な され禁止されている。 しか しなが ら、先払 いされた前借金 を身代

金 として、一定の期間労務に服する芸妓 の契約の仕組みは、実質的に近世における 「身代

金的年季奉公契約」を継続するものであった[牧1971]。

芸妓の労働条件 は、前借金の償却法と稼業年限の有無によって分類 された[石井1916;中

央職業紹介事務局1926;花 園1930]。 表4は 、戦前の芸妓が結んでいた主な契約 を分類 し

たものである。以 ドでは、これ らの労働条件の実態について具体 的に検討す る。

表4主 な芸妓稼働契約の分類([石井1916;中 央職業紹介事務局1s2s;花 園1930]よ り作成)

名称 収益の分割割合 置屋が負担する内容 稼業年限 備考

丸抱え 全額が置屋 座敷での衣装(長嬬神肌着 あり 年限内に契約排除

な ど含 む)、 帯 、管 、 三 味 線 と する場合、芸妓は抱主

撲 、 稽 古 費 、 食 費 、 普 段 着 、 に損害賠償を支払う。

日用 品 、 小遣 い な ど。

仕込み 全額が置屋 座敷での衣装(長 儒拝肌着 あり 義務教育修了また

な ど含 む)、 帯 、 管 、三 味 線 と (多くは20歳 まで) は義務教育中の物に

嬢 、 稽 古 費 、 食 費 、 普段 着 、 芸能訓練を施すため

B用 品 、小 遣 いな ど。 の契 約 。

七三 置 屋7:芸 妓3 衣装と帯。営業税や芸妓組 前借金の完済時点

合費は置屋7:芸 妓3で 分割 まで

負 担 。

看板借り 全額が芸妓 な し なし 実質的に自営業。芸

妓は抱主に看板料を

納めて置屋に籍を置

く 。

この うち 「丸抱え」は、芸妓稼業契約で年 限を定め、そ の定めた年限内に芸妓が あげた

収益の全額を芸妓置屋営業者 の収入 とす る契約であった。 この契約では、芸妓の収入が一

切な いために、衣装や三味線 をは じめ、営業上必要なあ らゆる経費に加えて、食事の世話

や身の回 りの小物、生活用品までを芸妓置屋が支出する。

「丸抱え」 と同様に、稼業年限があ り、なおかつ年限内 に芸妓があげた収益の全額が芸
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妓置屋の収入 とな る契約に 「仕込み」があった。義務教育修了または義務教育中の少女を

抱え、芸能の訓練や礼儀作法、接待の心得を学ばせ るための契約である。多 くの場合、稼

業年限は芸妓置屋に抱え られた年か ら二十歳まで とな る。この場合 も、必要経費に加えて、

生活の面倒の一切は芸妓置屋が負担 した。芸妓 としての職業訓練を施すための契約 という

性質は、現在の京都花街における年季奉公のあ りかたに近い。 しか しなが ら、当時の 「仕

込み」契約は、訓練 を受ける少女が芸妓 として一人前になる頃に、第二の抱主である他の

芸妓置屋に転売す ることを前提 として結ばれる場合が多かった。 この点で、現在の京都花

街 における年季契約 とは性質を大き く異にする。 この場合、前借金に違約損害金や習業期

間中の費用が上乗せ されるため、芸妓の負債は嵩み、廃業することは困難であった[中央職

業紹介事務局1926}。

一方で、芸妓 のあげた収益 を、芸妓 と芸妓置屋が分割する契約 も存在 した。 これ らの契

約では稼業年限は前借金の完済 時点 までとな り、収益分割 の割合によって、 「分け」・「七

三」・「逆七(さ かしち)」などのいくつかの種類が存在 した。 この場合、営業上必要な道具類

については芸妓置屋 と芸妓 で分担 して負担する。例えば 「七三」では、芸妓置屋が衣装 と

帯を負担 し、芸妓は長補衿 と扱き帯、 日常の衣類 と三味線な どを負担 した。 また芸妓 の営

業税や芸妓組合 についても、契約で取 り決めた割合 に則 って分割負担 していた。

さらに、見かけ上は独立 自営業 に近 い契約 に 「看板借 り」がある。 ここでの看板 とは屋

号を指す。 「看板借 り」の場合、芸妓置屋への前借金の負債はないが、芸妓置屋に寄寓 して

いる。 この契約を結んだ芸妓は、月毎 に看板料を芸妓置屋 に納めなけれ ばいけな い。 これ

は芸妓置屋 には利益がない契約のため、衣装 をは じめ とす る営業上必要な経費 は芸妓が 自

己負担す ることになる。さらに芸妓組合費や営業税 を自身で納める必要もあったため、実

際には 「看板借 り」 と して生計 を維持する ことは非常に困難であ った[石 井1916;花 園

1930]。 昭和初期に新橋で芸者をつ とめた花園歌子 は、契約上定め られた年季が明けた後 も、

芸妓の負担が高い看板借 りを避けて、 「気儘な逆七」 の身分でいることを選んだ。 当時の新

橋では、看板借 りを選ぶ芸者はひ とりもいなかった という[花園1930:50,164】 。

一方で、芸妓置屋 と契約 を結 ばず独立 して屋号 を取得 し、芸妓を営む者を 「自前」 と呼

んだ。 しか しなが ら、 自前 となるためには、他 の労働契約 とは異な り、寄寓す る芸妓置屋

を出て新たに居を構える必要があるため、実際には自前の芸妓は芸妓置屋を 自営するもの

に限 られていた[石 井1916;中 央職業紹介事務局1926;花 園1930]。

このよ うに、戦前の置屋は、芸妓の収益 を収入源 として、契約 で定めた割合 に則 って吸
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い上げていた。芸妓の収益1は 、花代(関 東では玉代((ぎょくだい))と呼 ばれ る)と祝儀か らな

るが、多くの場合は祝儀 も置屋の取 り分に加え られたのである。 さらに、「丸抱え」や 「仕

込み」以外 の契約の場合は、生活必需品や 日常の衣類、芸能の師匠への月謝などを自己負

担 しな けれ ばな らない。当時の芸妓は、収入か らこれ らの雑費を差 し引いた残額か ら月賦

で前借金 を償却2し たのである[石井1916;中 央職業紹介事務局1926;花 園1930]。 仮 に芸

妓が契約年隈あるいは前借金の償却 を待たず に廃業する場合や転籍する場合は、違約損害

金を置屋 に払 う必要があ り、芸妓の負債はさらに嵩む ことが多かった。 当然なが ら芸妓 に

よって稼 ぎ高に差 もあったため一概 にはいえないが、前借金を返済することは、芸妓にと

って困難であったと考え られ る。実際に前借金を償却できず に負債 を負 い、芸妓か ら娼妓

へ転業する者 も少な くなかった[中央職業紹介事務局1926]。 地域によっては、何をどこま

で芸妓置屋が負担するかに差 はあった ものの、戦前の労働条件は概ね以上のよ うな もので

あった。奉公人芸妓たちは、自分の収入となる割合が増えれば増えるほど経費の負担が重

くなる環境にあった と考えられる。

以上のよ うに、近代の芸妓は、営業形態のみな らず、金銭消費貸借契約 と芸妓稼業契約

という別個の契約 によって人身を拘束されたという点で娼妓 と類似 した境遇にあった。 し

かしなが ら、警視庁および各府県の警察 の管轄下にあった娼妓とは異な り、芸妓を抱える

者には就業の詳細 を公 に届け出る義務がなかったため に、 こうした実態が表だって明 らか

になることはあま りなかった。芸妓の前借金をめ ぐっては、1919(大 正7)年 にその正当性を

問う訴訟が起きて いるが、芸妓稼業契約が無効であるとされた場合にも、金銭消費貸借契

約 については有効であるとの判決が出されている(大正7年10月12日 、大審院 「損害賠償

請求ノ件」・大正11年9月29日 、大審院 「賃金並損害賠償請求 ノ件」)。 実質的には金銭

消費貸借契約 と芸妓稼業契約 を一体の契約 として扱 いつつ も、形式上は両者が別個 の契約

と解釈 されていたのである[牧1971】 。前借金をともな う契約は、貧困のための 「身売 り」

を誘発 し、意 に沿わない労働 を強制させる、「人身売買」の温床にな りえるものだった[下光

1959;藤 野2012]。 こうした環境 におかれていた芸妓たちにとって、先にあげた花園歌子

のように、年季が明けて も敢 えて独立せず置屋 の奉公人で あ り続 けるといった選択は、あ

る種の生存戦略 として機能 していた と考え られる考え られる。

3-2国 家総動員体制 と芸妓

こうした芸妓の就労のあり方 に変化をもた らしたのは、1938(昭 和13)年4月1日 法律第
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55号(国 家総動員法)で ある。国民生活 にかかわ るあ らゆる分野を統制する権限を国家 に与

えた この法律 によって、戦争の遂行 に向けた 「総動員体制」が形成 されてい くなかで、花

街 もまた大き く変化 した。

日中戦争の勃発以降、物資 の合理的かつ計画的な生産をめざして企業整備が進め られ る

中で、芸妓やお茶屋 を含む男性の娯楽 にかかわ る接客業にもその影響は及び、営業の規制

や縮小が図 られた。警視庁は、1939(昭 和14)年6月 か ら待合、芸妓置屋、料理屋、貸座敷

といった花街の中核 となる業種の営業時間 を制限 して いる。 これ を契機 として、他の府県

で も営業時間の制限が波及 した。1942(昭 和17)年 には、産業 に人的資源の動員 をすすめる

ことをめざした内務省 によって、娼妓や芸妓をは じめ とす る娯楽にかかわる接客業の従事

者を、同年7月16日 現在の人数よ り増やす ことを認めないという内容 を各地方庁に通達 し

た。大規模 な企業整備の影響 によって、各地で置屋や貸座敷が廃業されたが、 この動 きは

かな らず しも芸妓や娼妓の廃業や前借金の廃止には直結 しなかった。実際には、他の営業

地への鞍替えや異なる置屋への転売に終わった。軍需工場な ど戦時体制をささえる産業地

帯では、 これ らの業種の営業が必要であるとみなされ存続 したのである[小野沢2010】 。 こ

の時期 には、軍需産業に従事す る単身労働者の増加 にともな い、芸妓を含めた娯楽にかか

わ る接客業への需要が高まって いた。そのため、軍需産業で財を成 した高額所得者 によっ

て花街は好 景気を迎えた。芸妓 について も落籍される例が増加 し、なかには収益によって

前借金を返済す る女性も表れたとい う[藤 野2001】 。

こうした状況の中で、1944(昭 和19)年 に入ると、娯楽産業に営業の抑止ではなく休業を

求める政策が出 された。2月22日 に東条英機 内閣による 「決戦非常措置要綱」の一環 とし

てだされた 「高級享楽停止 に関する具体策要綱」である。これによって、芸妓、芸妓置屋、

高級待合3、高級料理店などの業種は休業を迫 られた。京都府 において も、お茶屋は1944(昭

和19)年5月 をもって一斉 に休業 して いる。空襲 を避けての自主的な疎開や、家屋の強制疎

開によって廃業す るお茶屋が 出た こともあ り、芸妓の総数は減少 した。ただ し、戦前を知

るお茶屋の女将 らによれば、当時の祇園町のお茶屋は、表向きは廃業 していた ものの、客

足が絶える ことはなかった。簡素なが らも、客 が持ち こんだ食料 で宴会が行われてお り、

また、軍関係者 も客 としてお茶屋に通っていた【三宅 ・森田2000]。 あるお茶屋の元女将は、

祖母が禁止 されていた酒類を土瓶に入れて密かに提供 していたのを覚えているという。 こ

れは官憲 に見轡め られた場合 に、中身はお茶であるとごまかすためであった(桐 野弓子、

2012年4月18日)。
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近代の公娼制度において、芸妓は売春 を許可されて いない存在 として位置づけ られてい

た。 しか しなが ら、戦時体制下 に出された 「高級享楽停止 に関す る具体策要綱」 は、国策

によ って、芸妓を事実上の私娼 として体制に組み込んだ といえる。 この体制 を支 えた背景

に、娼妓 と同じく、前借金契約 と一体化 した芸妓の労働契約があった と考 えられ る。戦時

体制下の売買春 にかかわる接客業 における女性たちにつ いて調査 した小野沢あかねは、娼

妓の国会による国家総動員体制のさなかにおいて も公娼制度は維持 された ことを指摘 して

いる。奢修であると見なされる業種 に代わって、生産力の増強のために、下級待合が 「産

業戦士」の新たな 「性的慰安施設」として再編 された[小 野沢2010;257]。 芸妓 について も、

一旦は休業に追い込 まれた ものの、下級待合が 「慰安所」 に変わ ると、その多 くが 「慰安

婦」に転業4している。芸妓置屋 については、高級享楽 の停止 によって、芸妓置屋は芸妓の

前借金が少額の場合免除 し、多額 の場合は返済を猶予するな どの措置を採 った。こうした

取 り組みは芸妓 の自主廃業 に一定の成果をあげたが、前借金契約 自体は有効であ り続 けた

ために、「慰安婦」に転業せ ざるをえなかった女性も少なくなかった。置屋の営業者は、他

業種 に転職 した場合につ いて も、前借金の返済 を要求す ることができたのである【小野沢

2010)0

1946(昭 和21)年1月21日 、連合国軍総司令官覚書 「日本 にお ける公娼制度の廃止に関す

る件5」 が発されると、娼妓取締規則 をは じめとする近代 日本の公娼制度に関わ る法規の一

切が廃止 され、明治期か ら継続 されていた近代 日本 における公娼制度がついに解体の時を

迎えることとなった(1946年2月2日 、警保局公安発甲第9号 「公娼制度廃止二関スル件」)。

内務省警保局は これを受けて、公娼制度 に依拠 しな い業種であって も 「本人の意思に反 し

て売淫行為を強制 され ることのある婦女子」 については前借金や年季 を規定する契約 を解

消することを求めたが、 この中には芸妓が含まれて いた(1946年8月20日 、警保局公安二

発第11号 「公娼制度の廃止 に関する指導取締について」)。ただ し内務省警保局6は 、「個人

の 自由意思による売淫行為」 については、各府県 に対 して、その地域の事情に配慮 して取

り締 まりを図るよう指示 した(1946年5月28日 、警保局公安発甲第二八号 「公娼制度の廃

止に関す る指導取締 りの件」)。 これ以後、芸妓は、お茶屋 ・置屋 を対象 として新たに制定

された法令によって管理され ることになった。占領期のお茶屋 ・置屋 らは、GHQが 先導 し

た労働改革の過程で制定された新たな法律 の施行を前 にして、彼女たちの業態を根本か ら

再編する必要 に迫 られていたのである。
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3-3労 働者あるいは芸能人一 労働をめぐる諸法の整備から

以上のように、戦前における芸妓の年季奉公は、娼妓と類似 しつつも、独 自の特徴を備

えて いた。その背景には、芸妓の所属 先であ り寄寓先である、置屋 との特殊な関係性が あ

ると考え られる。第一 に、芸妓と契約 を結ぶ立場にある芸妓置屋は、宴席に侍 るという芸

妓 の業態上、芸妓に芸能を習得 させる必要に迫 られていた点があげ られる。第二に、芸妓

置屋に寄寓 し、かつ芸妓置屋の看板(屋号〉を名乗 って就業するという芸妓の就業上の慣習の

存在がある。芸妓置屋の第一の特性 は、娼妓 と 「芸能人」である芸妓を弁別す る根拠 とし

て、芸妓置屋営業者の言説のなかに立ち現われていくことになった。この、第二の特性は、

労働基準法の適用をめ ぐる議論の中で、争点 として焦点化 されていった。本章では、 この

時期に芸妓の存在が どのように焦点化 されていったのかを具体的に述べ る。

3-3-1労 働者の権利を守る諸法の成立

1946年(昭 和21年)11月3日 に公布された日本国憲法は、労働者の権利を保護する諸法

の制定を促 した。 占領期に制定された法律のなかでi特 に花街を揺るが した法律は、労働

基準法(昭和22年4月7日 、法律第49号)で ある。労働基準法は、 「職業の種類を問わず、

事業又は事務所 に使用 され る者で、賃金 を支払われ る者」 を労働者 として定め、雇用者 に

同法が定める規定の遵守を求めて いる(第9条)。 置屋が芸妓の雇用者であると解釈されれば、

置屋は同法の規定を遵守 しなければな らない。労働基準法は、満15歳 未満の児 童を労働者

として使用することを禁止す るとともに(第56条)、 満18歳 未満の労働者 について も深夜(午

後10時 以降か ら午前5時 まで)の使用を禁止 して いる(第61条)。 そのため、年少者である

舞妓を抱えていた置屋にとって、労働基準法の適用は危機的状況を招 くことが予想された。

さらに、労働基準法が制定 された1947(昭 和22)年 には、児童福祉法(昭 和22年12月12

日、法律第164号)も 制定 されている。同法は、満15歳 に満たない児童に 「酒席に侍する

行為を業務 としてさせる行為」 を禁止 して いる(第34条)。 労働基準法が置屋 を対象 とする

法律であるのに対 して、児童福祉法は置屋だけでなく、舞妓 に客の接待を要請するお茶屋 ・

料理屋をも対象 とするものであった。

この二つ の法律が整備 された ことで、置屋 ・お茶屋 は置屋 に抱えられる芸妓、 とりわけ

満18歳 未満の年少者である舞妓 と、その見習いである 「仕込み」の就労 ・育成の仕組み7に

つ いて再編 を迫 られる ことになった。年季奉公をささえる前借金契約 もまた、労働基準法

によって危機 にさらされた。同法は労働者か ら資金借入 をす る機会 を奪 う可能性に配慮 し
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て、前借金契約自体 を禁止 してはいない[牧19711。 しか し、労働基準法の規定には、賃金

による前借金相殺 の禁止(第17条)、 および親権者または後見人による未成年者に代わ って

の労働契約締結の禁止が盛 り込まれていた(第58条)。 加えて、昭和30年 代 に入 ると、前借

金 についての判例 も覆され ることになる。第1節 で触れた通 り、戦前の大審院の判決では、

芸妓稼業契約が無効である とされた場合 にも、金銭消費貸借契約 については有効であると

された。 しか しなが ら、1955(昭 和30)年 の最高裁判決は、売春 に従事する酌婦 につ いての

稼働契約を公序良俗に反す るとして無効 とした上で、金銭消費貸借契約 と稼働契約が不可

分であるとの見地から、金銭消費貸借契約 もまた無効であると判断 した(1955年10月7日 、

最高裁判所第二小法廷 「前借金無効判決」)。

この判決自体は芸妓の前借金契約 を否定するものではない。 しか し弁護士の下光軍二は、

酌婦 に限 らず、水商売における住み込み従業婦の前借金は過度の労働や売春 の原因だ とし

た上で、芸妓の場合 も前借金を無効 とするべきだと主張 した[下光19591。 ここで注 目すべ

きことは、芸妓の稼働形態 が公序良俗違反であると判断されるな らば、芸妓の前借金契約

もこの最高裁判決の射程に入 って しまうとい う点である。 したが って問題 となったのは、

年季奉公中の芸妓とはいかなる存在なのか ということであった。労働基準法は、労働者(被

用者)と 雇用者の間に雇用関係が成立 した場合のみ適用 され る。芸妓 と置屋の関係性は、近

代的な雇用契約 に相 当するのかという問題が論争の的 となった。置屋の営業者の中には、

芸妓 と芸妓置屋は単 に大家 と下宿人の関係 にすぎな いのだ と解釈 し、両者の問に雇用関係

は存在 しないと主張する者 も現れた8。 置屋 の営業者 は、芸妓 とは 「芸能人」であると主張

し、売春 に従事する酌婦 と区別する ことで、公序良俗違反であるという批判か ら逃れよう

としたのである[松田2012;322]。

このように、労働基準法 とその周辺の諸法9は 、芸妓置屋 との契約によって就業する芸妓

という業態を成立 し得な くする可能性をもっていた。労働省婦人少年局長 は、1954(昭 和29)

年 に、各都道府県の婦人少年室長にあてて、芸妓置屋 と芸妓 の間に雇用関係があるものと

見な し、芸妓置屋 を労働基準法 による取締 りの対象とみなすと通知 している(1954年11月

5日 、婦発363号 「芸妓屋営業に対す る取扱変更について」)。 ただ し、労働基準法 は、労

働者が消費資金 の借 り入れを得る機会を奪 う可能性 に配慮 して、前借金契約それ 自体 は禁

止 しなかった【牧1971]。 加 えて同法は、芸妓 と芸妓置屋 との問に雇用関係が成立 しない場

合 には適用されな い。 このため置屋の営業者 は、置屋は独立 自営業者である芸妓 を寄寓 さ

せ る下宿屋であ り、芸妓 との間に雇用関係は成立 しない というロジックを展開 した。 した
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が って、芸妓 と置屋経営者の関係は近代的な雇用契約 に相当するのか、あるいは単 に芸妓

を寄寓 させ る大家 と下宿人の関係 にすぎな いのか、 という見極めが これ らの法律の適用を

め ぐって問題 となった。置屋 を労働基準法の適用事業場 とみなすか否かの判断は、労働基

準監督署や婦人少年室などの労働省の担当地方部局(出 先機関〉に委ね られることにな った。

3-3-2売 春防止法の影響

労働者の権利 を守 る諸法が整え られていく一方で、1956(昭 和31)年 には売春防止法(昭 和

31年5月24日 、法律第118号)が 公布されている。同法は、前借金契約を前提 とした人身

売買を防止するとともに、売春 を助長する行為を禁止 し、売春婦の更生をうながす もので

ある。売春防止法は売春行為や 買春行為そ のものを禁止す るものではないが、いわゆる赤

線地帯に区分され る芸妓の営業地 には、一定 のインパク トを与えるものであった。

赤線地帯の起源 は、1947(昭 和22)年11月14日 の吉田茂内閣の次官会議において方針が

決定 された、私娼の取締並びに発生の防止および保護対策 にさかのぼる。売春 を目的とす

る雇用契約および金銭消費賃借契約 の無効 とする同対策 には、売春 を 「社会上已むを得な

い悪」であるとして、警察が指定 した 「特殊飲食店」 における売春行為を認め るというと

いう条項が含 まれていた。 この方針 は、同年に内務省警保局長か ら地方長官 にあてて通知

された(1947年12月2日 、警保局公安発第75号 「最近の風俗取締 について」)。 第2項 で

触れた通 り、娼妓取締規則 をはじめとする近代 日本 の公娼制度に関わる法規 は、1946(昭 和

21)年 の連合国軍最高司令官覚書 「日本における公娼制度に廃する件」を受け、同年2月2

日に一切が廃止されて いる(1946年2月2日 、警保局公安発甲第9号 「公娼制度廃止二関ス

ル件」)。 しか しなが ら、娼妓はこの通牒以降も、「酌婦」や 「従業婦」な どの名 目で、私娼

として存続させ られて いた。赤線 とは、これ らの私娼が営業 していた地域を指す。

芸妓の営業地のうち特殊飲食店に類する業種が相当数存在 していた地域 は、多 くの場合

この赤線地帯に組み込 まれて いた。神崎清は、赤線地帯 をどのような法律によって営業許

可 を得ているかによって4種 類10に区分 しているが、このうち 「芸者町」は風俗営業法の許

可 を受けた業者の集合地帯であり、 「準赤線区域Jと して区分 された[神崎1954:202】 。京

都の花街 も例外 ではな く、程度 に差 こそあれ、多 くの町 には芸妓 と娼妓が混在 して いた。

このような状況は、1958(昭 和33)年 に売春防止法の罰則が適用され るにいたるまで引き継

がれていったので ある。
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3-4芸 妓登録制および労働基準法適用外化 を求める運動

売春防止法の成立 に前後 して、芸妓置屋の営業者 は、全国規模 の同業者組織 を結成 し自

らの営業の正当性を訴えるために運動を展開 していた。

そのひとつ、全国芸妓芸妓屋同盟 は、1948(昭 和23)年 に東京都の風俗営業取締法施行条

例 によって定め られた 「芸ぎ(ママ)登録制」(以 下、芸妓登録制)を 、全国的な仕組み として

定めるよ う、売春対策審議会IIに請願 した。芸登録制とは、芸妓組合に加入を求める女性に、

「芸ぎ(ママ〉登録委員会」が芸能などの審査を行い、合格 した者にのみ加入を許可する仕組

みである。東京都は、芸妓 を 「主として和風の歌舞音曲による客の接待業 とするもの」で、

所轄 の公安委員会が 「風俗保存上支障がないと認める機関に登録された もの」 と定義 して

いた。そ の狙いは、売春 防止法の施行にともない、芸能を習得 していな い 「従業婦」が名

ばか りの芸妓に転業する事態 を防ぐことにあった。

売春対策審議会はこの請願を受けて、1959(昭 和34)年 に 『芸ぎ登録制についての要望 』

を国家公安委員会に提出している[売春対策審議会会長 ・売春対策審議会委員1959】 。彼 ら

の目的は、芸ぎ登録制を全国的に義務づける条例の制定を通 じて、「芸ぎの特異性を判然 と

して其地位 を確保」することにあった。売春対ry会 は、同文中において 「正当な職業

婦人」である芸妓が娼婦 と同列に蔑視されるよ うになった理由を、芸妓 と芸妓置屋営業者

との関係が、娼妓 と貸座敷営業者との関係 と類似 していたためだ と説明 した。 これは、実

態 としては前借金契約 と一体化 している芸妓の労働契約のあ りあかたを指 していると考え

てよいだろう。加えて、「最近の傾向」 として、 こうした芸妓 と芸妓置屋 の関係が不徹底な

が ら改善 され、また芸妓の側 にも、「芸能人」としての 自覚が浸透 してきたと述べている[全

国芸妓芸妓屋同盟1959:133]。 全国芸妓芸妓屋同盟は、この要望に添付 された請願書にお

いて、芸妓は 「歌舞音曲を主 として酒間のあっせんをな し、客席に興趣を添える職業婦人」

であ り、「歴史的にも伝統的にも特殊の存在」であると主張 した。その上で、芸妓置屋は 「其

正常な在 り方」 にもとついて 「民主 的な自治組織を結成 して相互の強調と練磨 に勤め、常

に之が指導に努力 している」が、売春防止法の発効 による 「脱法的な類似業者」の続出に

よって、指導の徹底に限界 を感 じていると述べている[全国芸妓芸妓屋同盟1959:133】 。彼

らの運動は、芸妓 を、新た に流入 してきた 「従業婦」 とは異なる 「芸能人」 として位置づ

けよ うとするものであるといえるだろう。

また同様 の組織である全国花街連盟については、会長をつ とめた坂 口祐三郎の伝記か ら、

詳細な活動記録 を追 うことができる[鷲谷1955]。 坂 口祐三郎は、大阪市 にあった南地大和
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屋 という置屋 の経営者である。1910(明 治43)年 に大和屋芸妓養成所 を設立 したほか、芸妓

による舞踊公演あ しべ踊 を主催するな どの進取的な試みを戦前か ら行っていた ことで知 ら

れている。坂 口は、戦後 も他地域の芸妓置屋営業者 とともに全国規模の組織結成に尽力し、

遊興飲食税の国税移管および労働基準法の適用への反対運動を展開した。1953(昭 和28)年

に近畿の花街代表者を集めて全国花街連盟 を結成 し、同年10月 には、東京都中央区中洲 に

東京 ・大阪双方の料理屋および芸妓置屋関係者 を集めて会合 を開いている。翌年4月 、坂

口は赤坂で行われた東 日本地方花街業者大会に出席し、さらに7月 には島根県では中国花

街連盟結成大会 を開催 して会長に就任 した。坂 口個人の動きとしては、1951(昭 和26)年 に

衆議院および参議 院に対 して、芸妓を含 む接客業従事者 を労働基準法の適用範囲か ら除外

す ることを求めて請願書を提出 している。

坂 口は、1953(昭 和28)年 の全国花街連盟の会合において、芸妓の業態か ら見た労働基準

法の弊害を主張 して いる。その内容 は、芸妓の業務は 「一定 の場所で時間を定めて仕事を

す るもの」ではな く、 「客の招聰によ り始めて(マ マ〉稼働」 をす る特殊な形態であ り、労働

基準法が想定する 「工場、会社の従業員」 のよ うな労働者 とは異なる というものである。

坂 口にとって、芸妓の業務の特性上、一日の労働時間を8時 間と定める労働基準法の規定

を順守することは、甚だ しい 「矛 盾」 であった[鷲 谷1955:127]。 加えて坂 口は、芸妓の

業態 のみな らず、芸能訓練 という点か ら見て も、労働基準法 には弊害があると主張 して い

る。労働基本法の適用 をまぬがれ ようとすれば、本来は 「芸妓の養成機関」である芸妓置

屋は、「芸妓職業とする婦女の寄宿」 にとどまらざるをえない。そのため、芸妓の芸能訓練

に積極的に関わ ることができず、「芸妓の生命」であるところの 「歌舞音曲」 さえままな ら

い芸妓が増えて いるというのである。坂 口の主張の根底には、芸妓の質が低下すれば、 「芸

妓の名称を冠 した売笑婦(マ マ)化 」す るという確認が あった【鷲谷1955:96]。 児童福祉法

について も、「徒弟制の抹消 と共に、我が国古来の芸術習得方法を無視 した」 との見解 を示

し、幼少時か らの全人的な訓練が阻害 されていると弊害を指摘 している。坂 口にとって、

同法は 「国情 に適 しない、言 い更 えれ ば国策に添わない外来法令の強制」 であった[鷲 谷

1955:97]。 このよ うに労働者の権利を守る諸法の論理を芸妓の労働に適用することに批判

す る一方で、坂 口は中間搾取や人身売買を防ぐために旧来の置屋の仕組みを改 革する こと

を謳って もいる。前借金の上乗せの原因 となっていた、置屋 による諸経費の肩代わ りを辞

め、 「芸妓営業 に必要な資金調達」 を 「特定な(マ マ)金融機 関」を設けることで賄 うことを

提案 しているのである(鷲谷1955:97)。
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坂 口の見解 を全体の総意 として断定することはできな いものの、全国芸妓芸妓屋同盟の

主張 とあわせてみると、芸能の習得を もって芸妓 と 「従業婦」の識別 を図ろうという、置

屋側の意図を確認できる。 これ らの大規模な芸妓置屋営業者の運動の一因に、労働基準法

とそ の周辺の諸法が想定する労働者の就業形態と、「芸能人」である芸妓の労働実態の齪酷

があった ことと考えることは誤 りではな いだろう。労働基準法が制定された後 も、置屋と

芸妓 の間には雇用関係が成立 しているのか否か という問題は長 らく決着がつかないまま据

え置かれていた。 この状況 は、1954(昭 和29)年 にまで持ち越 される。同年、労働省は置屋

を労働基準法の適用対象であるとの見解 を示 した。職業安定法(昭 和22年11月30日 、法

律第141号)の 制定当初、労働省は同法によって検番12による芸妓の中間搾取を取 り締まる

方針を打ち出 して いたが(1948年11月12日 、労働省職業安定局長発1873号 「接客婦等の

周旋行為の取締に関する件」)、1954(昭 和29)年 をもって、同法の取 り締ま り対象を検番か

ら周旋業者 に変更 した。そ のため、芸妓の就労環境 については労働基準法 によって取 り締

まりが図られることになった(1954年11月5日 、労働省婦人少年局長発第363号 「芸妓

屋営業に対する取扱 い変更について」)。

この見解によって芸妓 と置屋の間に雇用 関係が認め られると、置屋の営業者 による反対

運動は収束 し、奉公人芸妓 は多くの地域で姿 を消 していったのである。

3-5京 都 という場の特殊性一 年季奉公による舞妓の維持

それでは、祇 園町を含めた京都 の花街 は、労働基準法の適用によって どのよ うな影響 を

受 けたのだろうか。京都府では、1946(昭 和21)年2月2日 の内務省警保局による娼妓取締

規則 の廃止を待たず、同年1月31日 に公娼 を廃止 して いる。 このよ うに早い段階で公娼を

廃止 した京都府であるが、労働基準法が適用されたのは、1958(昭 和33)年 の ことである。

これ は、芸妓 と置屋の関係性に雇用関係が認め られた4年 後のことであった。ただし、こ

の間の京都花街では、何の動きも見 られなかったわけではない。

1949(昭 和24)年3月29日i京 都七条職業安定所および西陣職業安定所は、所轄の芸妓組

合13を、職業安定法第32条 の定める 「演芸人の職業周旋を行 う」有料職業紹介事業であ り、

かつ また、同法第44条 の定める労務者供給事業であると認定 し、同法の順守 を求めている。

この認定は、全国に先駆 けた動きであった(『 京都新聞』、1949年3月29日 、朝刊、第2

面、「花街の女をボスか ら解放」)。置屋ではな く芸妓組合 を対象とするこの認定は、1948(昭

和23)年 に、労働省職業安定局長から地方長官にあてて出された通知にもとつ く対処であっ
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たと考え られ る(1948年11月12日 、職 発1373号 「接客婦等の周旋行為の取締に関する件」)。

この通知は、公娼制度に関係する法規が廃止された ことで、事実上は放任の状態にあった

芸妓や酌婦の周旋行為を、職業安定法14に よって取 り締 まることを通知す るものであった

[労働省婦人少年局1955a]。 京都七条および西陣職業安定所 には、この認定によって、芸妓

か らの過度な収益の差 し引きを抑制する狙いがあった。当時の新聞記事は、この認定をf旧

制度」に しば られた 「非民主的な従属関係iが 存在する花街の 「民主化」の第一歩である

と表現 している(『京都新聞』、1949年3月29日 、朝刊、第2面 、 「花街の女をボスか ら解

放」)。

しか し、検番 による芸妓 のあっせん行為は1954(昭 和29>年10月13日 、労働省職業安定

局長か ら都道府県知事にあてて出された通知lbによって、有料職 業紹介事業の許可対象か ら

外 されることになった。その理由は、許可を悪用 した中間搾取な どの弊害があることと、

検番の業務の実態を鑑みるに、職業安定法の想定す る有料職業紹介事業 とは認定 しづ らい

というものであった(1954年10月13日 、職発第581号 「芸妓屋営業 に対する取扱いにつ

いて」)。前節で述べた通 り、労働省は昭和29年 に置屋を芸妓の雇用主と定め、労働基準法

の適用対象 と定めている(1954年11月5日 、労働省婦人少年局長発第363号 「芸妓屋営業

に対する取扱い変更について」)。 したがって、京都労働基準局は職業安定所に代わ り、置

屋 と芸妓 との間に雇用関係が成立 して いるのか、すなわち芸妓は実態 として 自営業者か否

かを確認す る必要に迫 られ ることになった。

1958(昭 和33)年4月24日 、京都労働基準局16は実態調査の結果、管轄のお茶屋、置屋、

置屋兼お茶屋の三業種について労働基準法 の適用事業場であると 「断定」 し、同法 の遵守

を求めた。京都労働基準局は、京都花街連合会会長をつ とめる祇 園甲部お茶屋組合 の中島

勝蔵取締に対 して、18歳 未満の年少者の午倭11時 以降における深夜就業の禁止 と、月2

回の休暇の確保を勧告17したのである(匡京都新聞』、1958年4月30日 、夕刊、第3面 、「花

街 にも労基法 を適用 舞妓 ら深夜営業 ご法度 週休制 も採用 京都労基局が勧告」、以下特記

がない限 りすべて同記事よ り引用)。

このとき管轄の花街 として名前が挙がった地域は、祇園甲部、祇園乙部、先斗町、上七

軒、島原、宮川町であった。 この うち労働基準法の適 用対象とされた事業者数 は、お茶屋

は429軒 、芸妓置屋は98軒 、置屋兼お茶屋については55軒 にのぼった。前述の通 り、労

働基準法の対象者は、18歳 未満で あり、なおかつ置屋に抱えられ る年季奉公人であった。

前借金を返済 し、置屋か ら独立 した 「自前」の芸妓は 自営業者 と見な され るため、労働基
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準法の適用対象外 とされた。当時 この条件 に該当した芸妓は、祇 園甲部14名 、祇園乙部15

名、先斗町2名 、上七軒2名 、島原1名 である。舞妓については祇 園甲部の26名 、先斗町

の4名 、そ して宮川町の3名 が該当 した。 これ に加えて、祇園乙部の女中3名 と見習い1

名、先斗町の 「手伝 い人」2名 と見習い1名 も適用対象 に計上されて いる。この勧告につい

て京都花街連合会会長の中島勝蔵は、京都における芸妓の就労環境について、「芸妓はかか

え(引用者註、「丸抱え」契約 を結んだ芸舞妓の ことか)が 少な く、自前が多 く舞妓達 も自分

の家の子供な ので、その保護育成に心を配っている」 と主張 した。

この記事 のなかで注 目すべ き点は二つ ある。第一に、中島が 「深夜の定義 もいろいろあ

ろうが、あくまで児童福祉法の精神にそ ってやっていきたい」 として、勧告を労働基準法

ではな く、児童福祉法にもとつ くものとして読み替えている点である。第5章 で述べるよ

うに、1958(昭 和33)年 の時点で舞妓の店出し時期は中学卒業後 に引き上げ られていたため、

当時は(少な くとも表向きは)15歳 以下の舞妓 は存在 して いな い。 また、児童福祉法は 「児

童が四親等内の児童である場合」には適用 を除 くとの一文が付 されていたため、特 に置屋 ・

お茶屋の実子 あるいは養子 の舞妓は同法の適用を免れた。そのため、実際に同法の対象と

な るのは、舞妓見 習いとして修行を積む奉公人である仕込みたちであった。労働基準法の

適用によって、舞妓が年少の労働者として発見 された ことで、結果的に舞妓 として出る前

の見習 いたちについても、就労の是非が問われることになった。

第二 に注 目すべきは、労働基準法の適用対象 に、芸舞妓 と仕込みだ けでな く、女 中が含

まれている点である。京都労働基準局の調査 によれ ば、この当時の京都では、舞妓64名 、

芸妓608名 に加えて、仲居 ・女中380名 と見習い42名 が働いていた(『京都新 聞』、1958

年6月15日 、朝刊、第3面 、「週刊時の動 き 社会 あいつ ぐバス事故 花街にも労基法のメ

ス」)。 当時のお茶屋では芸舞妓 とは別に、仲居を住み込み 子飼 いの奉公人 として抱えて い

た。彼女たち もまた、舞妓 と同様 に丁稚(お ちょぼ、見習い)を経て仲居 に昇格す る階梯的な

丁稚制度 をとって いた(2011年11月9日 、井川悦子)。 また屋形では、炊事、掃除、洗濯 と

いった家事を担 う住み込みの女中を置いて いた[三宅 ・森 田2000]。 お茶屋や置屋は、芸舞

妓だけでな く、仲居や女中の存在 によって支えられていた。労働基準局の働きかけによっ

て、彼女たちもまた労働者 として発見 されたのである。

芸舞妓や女中、特 に舞妓を労働者 として扱 うことは、お茶屋、置屋の存続そのものを危

ぶ ませる可能性が あった。そ のため中島勝蔵 は、京都花街のお茶屋 ・置屋営業者の代表者

として、「労基局 も(芸妓、舞妓 を保護するための)モデルケースとして深夜営業をさせない
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ように指導、要望 して こられた と思 う。われわれ も関係者と話 し合 ってその精神にそ うよ

う協力をした いと思 う」 と一定の譲歩の姿勢を示す ことで、危機的状況の中で もなお、舞

妓 という存在 を維持 しようと試みた と考え られる。

京都の花街 に労働基準法が適用されたこの1958(昭 和33)年 という年は、前述の通 り売春

防止法の施行の年でもある。当時の花街には、芸妓だけでなく、「自由意思」によって性産

業に従事する女性たちをも抱えている地域もあった[吉 村(編)1959:193】 。同年3月 の時点

では、京都府には14の 赤線地帯が存在 し、1,060名 の赤線業者および1,517名 の 「従業婦」

が存在 していた[京都府1960]。 これ らの従業婦を抱える業者は、1958(昭 和33)年3月15

日における売春防止法の府下一斉施行 を前に、転廃業 を試みた。その転業先がお茶屋や貸

席18であった。実 に府下全体 の約58%に あたる613名 がお茶屋や貸席に集中的に転業19した

のである。 また従業婦の多 くは芸妓に転業 したため、彼女たちを抱える置屋 もまた増加す

る ことになった[京都府1960)。 その一方で、旧赤線地帯では従業婦の解散式を執 り行 い、

彼女たちを強制的に退職させた(隙 都新聞 』、1958年3月16日 、朝刊、第7面 、「府下

の赤線 最後 の夜」)。したが って、労働基準法の適用は、京都の花街における性売買か らの

決別 と同時期に試み られた動きであった。いずれも、花街の性質 に変化を促 した転機であ

った ことは間違 いない。

加えて昭和33年 は、前年に国際労働機関(ILO>の 第40回 総会で採択された 「商業及び事

務所における週休 に関する条約」(第106号)の 批准をめ ぐって、多 くの業種で週休制の導入

が課題となって いた(『京都新聞』、1958年6月22日 、夕刊、第1面 、「週休制を全産業に

大阪入 りの倉石労相語る」)。 この動きは京都にも及び、室町の繊維卸売市場や新京極商店

街で も休 日が確保 された(『京都新聞 』、1958年6月21日 、朝刊、第7面 、「商店街にも週

休制 十月か ら 新京極が トップ1)。そのためか、京都労働基準局 による休 日確保の勧告 は、

週休制の導入を進 める全国的な風潮の一環 として受 け止め られた[吉 村編1959]。

さらにこの1958(昭 和33)年 は、国民健康保険法(昭和33年12月27日 法律第192号)が

制定 された年でもあった。労働基準法の適用か ら3年 後の1961(昭 和36)年 には、農業や 自

営業者 も含めた国民全員 をカバーする医療保険が整備 された。 この 「皆保険」 の実施 に先

駆けて、京都では1960(昭 和35)年 に京都花街国民健康保険組合20を設立 している(1960年4

月22日 、『京都府公報 』第3399号 、京都府告示343号)。 これは同業者団体 による業種別

の保険組合であ り、祇園甲部、先斗町、上七軒、祇 園東、宮川町、島原のお茶屋組合 ある

いは芸妓組合に所属 しているお茶屋の営業者、そ して芸妓業 に従事 して いる者の加入が認
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め られた。

このように、京都花街の 「民主化」 は、全国に新憲法による基本的人権 の意識が導入さ

れ る過程で試み られた動きである。労働基準法の適用にはじまる労働者の就労環境の整備

が進め られるなかで、祇園町のお茶屋組合は、他の花街 に先駆 けて舞妓に定休をとらせる

ようになった。他の地域のお茶屋組合 もまた、この動きに続 いた(『京都新聞』、1958年6

月13日 、朝刊、第7面 、「花街の休 日 まず"舞 妓"か ら 祇 甲で、 さっそ く実施」)。京都花

街のお茶屋組合は、各町の方針 に沿って週休制を導入 した。祇園町のお茶屋に生まれた娘

であ り、 この当時に舞妓として出ていた桐野弓子 によれ ば、 この時期か ら全ての芸舞妓に

月2日 の休 日が確保されるようになったという。一方で、 日々のお座敷では労働基準法の

存在 は特に意識 していなか ったというが、深夜営業の禁止を意識 してか、周囲の大人か ら

は 「早よ寝なあかんえ」と言い聞かされた記憶が あると話す(桐野 弓子、2012年4月18日)。

京都労働基準局の勧告の背景 には、労働者の働 く環境が国家 として整備 されていく時代

状況があった といえる。この時期、京都労働基準局側 と花街 は、芸妓の労働をめ ぐって双

方に妥協が可能な限界点を探 り合っていた ように思われ る。祇園町をは じめとする京都 の

花街では、労働基準局の要求 を限定的にを受け入れつつ も、年季奉公による舞妓の育成 と

就業の仕組みについては維持をした。対する京都労働基準局の側 も、 「古 くか らのシキタ リ

もあることだから労基局としては何で も頭か ら"禁 止"さ せ るのではなく漸進主義でジリ

ジ リと因習の花街に新風を吹き込みたい」 と、慎重な姿勢 を見せた(『京都新聞』、1958年

4月30日 、夕刊、第3面 、「花街 にも労基法を適用 舞妓 ら深夜営業 ご法度 週休制 も採用 京

都労基局が勧告」)。 労働基準法 による取 り締ま りの核心部分で ある年季奉公の形式を採 る

雇用の禁止や賃金の支払い方法の明確化 を進めるよう、再度の通告21がなされたのは この二

か月後のことである(『 京都新聞 』、1958年6月11日 、朝刊、 第7面)。

この勧告 に前後 して、祇園町では住み込みの丁稚に代わって通いの仲居 を雇 うお茶屋が

増えは じめ、住み込みの女 中、仲居は姿を消 していった。昭和20年 代に仲居見習 いとして

料理屋で丁稚奉公を していた井川悦子は、 この時期の祇園町に電話が導 入された ことを記

憶 して いる。芸妓 と置屋、お茶屋 と置屋、あるいは客 と芸妓をつな ぐ連絡役 として駆け回

っていた丁稚たちに変わ り、電話 による連絡網が整備 され ることになった。それは 「電話

代よ り丁稚を走 らせる方が安が りだった」時代の終わ りで あり、丁稚制度に支 えられた近

代的商家としての性質は、 この時期よ りお茶屋か ら失われつつあったのである(2011年11

月9日 、井川悦子)。

94/167



博士学位請求論文
「花街 ・祇園町の歴史人類学的研究一継承/変 貌する く芸〉一」

小括

本章でとりあげた終戦か ら1958(昭 和33)年 までの約15年 間は、GHQの 戦後改革や新憲

法にもとつ いて、花街の 「民主化」が進め られた一大転換期であった。 この時期は、舞妓

をはじめとす る花街の年少者が、労働者 として発見 されてい く過程であった といえる。 こ

れ は、労働者 を 「不当」な環境で雇用 し搾取する者 として、お茶屋、置屋の営業者たちが

発見されていく過程でもあった。殊 に、芸妓 と契約を交わす主体である置屋 については、

収益の基盤が抱える奉公人の稼 ぎ高に依拠 していたために、その業態の合法性に疑義が生

じた。そのため、京都を除 く地域 では置屋が営業 を存続す ることは難 しく、結果的 に年季

奉公もまた途絶えた ものと考 えられ る。

その京都 において も、京都労働基準局による勧告 を経て、舞妓 を除 く奉公人は祇園町か

ら姿を消 した。以降、お茶屋の女 中や仲居は、労働者 としてお茶屋 に雇用されるようにな

っていく。 しか しなが ら、 この勧告 は芸舞妓の就労環境には変革 をもたらした ものの、周

知のように年季奉公の仕組み 自体 を解体するには至 らなかった。第2章 でと りあげた"京

都をつなぐ無形文化遺産"の 審査会では、京都の舞妓 ・芸妓はともに自営業者であるため、

同法の適用対象外であるとの説明がなされている(2014年1月9日 、第2回"京 都 をつな

ぐ無形文化遺産"「 花街の文化」審査会、第2回 於:ホ テル本能寺)。労働基準法の適用対象

はあくまで被用者であ り、自営業者である自前の芸妓は該当 しな いのである。 こうした歴

史 的経緯 を経た現在 の年季奉公は、奉公人の親元 とのあいだで交わされ る金銭消費貸借契

約 を排除した上で、奉公人が負 う前借金の使途 を純粋 に舞妓 として出るため に必要な資金

に限定 している。京都の花街は、舞妓の年季奉公が もって いた搾取性 ・拘束性を抜き去 る

ことで、純粋に舞妓の独立を支援するシステムとして再編 し、維持 してきたのである。

このようなシステムにもとつ く舞妓 の再生産には、置屋か ら独立 した後 の資金提供源 と

して、芸舞妓のパ トロンである旦那の存在が必要不可欠である。 しかしなが ら、昭和30年

代以降の花街では旦那 を確保することは非常に困難 になった。それでは、現在の祇園町 に

おけるお茶屋遊びでは、芸舞妓た ちはどのよ うに客 との間 に親密な関係性を形成 していく

のだろうか。続 く第4章 で は、「創 られた伝統」の典型例として挙げられる都をどりの分析

を通 じて、現在の祇 園町にお いて 、年季奉公を支える贔屓客 と芸舞妓 との関係性が どのよ

うに培われているのか に迫 りたい。
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第4章 都 を ど りと い う祝 祭

本章では、年季奉公に必要不可欠な贔展客に注 目する。現在 の芸舞妓が どのよ うに贔贋

客 を獲得す るのかという問題について、「祇園町の伝統」なる ものの継承 ・刷新 という観点

か ら、祇 園町の芸舞妓 による舞台である 「都をどりljを 分析することで考察 したい。

第3章 で詳 しく述べたように、京都の花街では、労働基準法が適用された後 も年季奉公

による舞妓の再生産 を維持 してきた。店出 しをするための初期費用や、衣装代や稽古の費

用 といった一切の資金は置屋が負担す るため、資産 のない者で も舞妓にな ることは可能で

ある。 しか し、独立して しまえばすべての運転資金 を自ら捻出 しなけれ ばいけない。 した

が って、現行 の仕組みにおいて芸妓が稼業 を継続 してい くためには、経済的に支援 してく

れ る 「旦那」がいることが望 ましい。 ところが、売春防止法の施行後 には、旦那 と芸妓 と

の関係性に理解を得ることが次第に難 しくなっていった。昭和25年 に制定 された相続税法

(1950年3月31日 、法律第73号)に よ り、 旦那が芸妓に財産 を贈与する際 に贈与税が賦課

され るようになった ことが与えた影響 もまた大きかった とされ る【相原2001】 。それでも、

戦後の衣料不足を背景にした繊維産業の需要拡大による好景気(ガ チ ャマ ン景気)と 、続 く高

度経済成長期における絹製着物 ブームを背景 に、地元の繊維業者 を中心 とした層が旦那 と

して花街 を支えた。やがてバブル経済期には、女将たち と細 く長 い関係 を築いてきた旧来

の客層に代わ り、不動産業や建設業 を中心 とした新たな客層が台頭 した。 しか しなが ら、

上七軒で当時を知る女将 らに聞き取 りを行った中原逸郎 によれば、バブル経済の崩壊後 に

は、旦那にな りうる客 はほとんど姿 を消 していったという【中原2012]。 この傾向は祇 園町

で も同様である0こ のように、現在では年季奉公を経て芸妓へと至る経路が機能不全に陥

りつつある。それでは、 こうした客 との関係性の変化は、 日常的なお茶屋遊びの現場では

どのように受け止め られているのだろ うか。

そ こで本章では、祇園を祇園た らしめる伝統を再生産する実践 と、観光客向けに提供さ

れる伝統 としての都をどりの対比 に注 目することで、生活世界 を構成する伝統が客 との関

係性 に与える影響について考察す る。都をどりとは、明治5年 に開催 された第1回 京都博

覧会において、祇園町の芸舞妓 による舞台 として創設 された舞台である。本章では、 この

都をどりを観光の文脈において典型的にみ られる創 られた伝統 の一事例として注 目す る。

ホブズボウムとレンジャーによるr創 られた伝統』[1983(1992)1の 出版は、伝統 を永久不

変の本質的な もの ととらえる視点 に再考を迫 り、国家体制の変化や外部社会との交渉 とい

った局面に際 して、人々が主体 的に伝統を創 出していく過程への注 目を促 した。1980年 代
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以降の文化人類学や民俗学は、これまで 「伝統的」であると見なされてきた多様な文化が、

何 らかの意図をもって創 り出されたものであった ことを明 らかにしてきた。このような 「創

られた伝統」 のなかには、 当事者が危機的状況 に対応す るために戦略的に創出 したものの

みな らず、そ の創造性が十分 に自覚 されていないものもある。後者の伝統は人々の生活世

界を構成する要素として、偶発的なものも含 む 日常的な行為 によってゆるやか に刷新 され

ている。

しか し、伝統や文化 に対す る反本質主義的な視座が定着 した現在では、 こうした創造性

が意識されな い伝統は、文化 と社会や構造 と個 との関係をめ ぐる広範な議論 に回収 され る

ようになった。 「創 られた伝統」(1983)と して議論の対象になるのは、観光開発 にお ける真

正性をめ ぐる議論[橋 本1999}や 、当事者が埋め込まれた政治経済のプロセスを背景とす る

文化の資源化[山 下2009】 、身体や精神の自由が抑圧されたマイノリティーによる戦略的本

質主義 にもとつ く文化 の創造[ノ イズ2011]な どに象徴される、伝統を創 り出す/出 した個

人や集団の意図が見出 しやす い文化 に偏重する傾向にある。 しか しなが ら、当事者が伝統

の創造性を意識 している伝統 は、観光化や近代化 といった状況への適応だけでな く、人々

の生活世界の基幹 として 日常 に組み込まれ、刷新 されている伝統 との対比によって も語 ら

れ、相互に影響をおよぼしなが らその意味を変容 させている。現在の都をどりは、芸舞妓

やお茶屋の女将 、そ して客 といったお茶屋遊び にかかわる人々のあいだでは、その歴史的

な創出の過程が強 く意識 されている。彼らにとって の 「本来の祇園の伝統」は これ とは異

な り、創造性が明確には意識 されていない。

よって本章では、祇園町を花街た らしめる伝統 を再生産する実践 と、観光客向けに提供

される伝統 としての都をどりの関係性を分析する ことで、両者の対比によって生み出 され

る親密な関係性について明 らかにすることを目的 とす る。第1節 では、都をどりの創設が

なぜ求められたのかを、当時の京都や芸娼妓の営業地がおかれた状況 を踏まえて説明す る。

第2節 では、「内輪向 け」の舞台とされる温習会 との対比か ら、祇園町で都をどりのが どの

ように語 られているのかを述べ る。第3節 では、お茶屋や芸舞妓の年間サイクルにおいて、

都をどりがどのような意味 をもつのかについて概観す る。最後 に第4節 では、お茶屋遊び

の現場 にお いて贔屓客が都をどりをどのよ うに利用 してきたのかという点に注 目す ること

で、芸舞妓と客 との関係に都をどりという機会が もつ意味を検討す る。
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4-1都 をどりの創出とその意味

まずは都をどりが創 り出され、「伝統的な祇園の芸能」 として形作 られて いった過程につ

いて概観する。

都をどりが創 り出される直接の契機 となった第1回 京都博覧会は、1872(明 治5)年 に京都

博覧会社 によって開催されている。第1章 で述べたよ うに、都をどりが創設された明治初

年 とは、祇園町を含む芸娼妓 の免許地の統制のあ り方が、近世の傾城町(島原)を 頂点 とする

差配か ら府 による直接的な管理へ と急激に再編 された時期である。 この時期はまた、京都

という都市 自体が危機に直面 して いた。1879(明 治2>年 の東京への遷都 によって、需要の7

割を公卿が 占めていた地場産業が大きな打撃を受けた のである。京都博覧会は、窮地 に陥

った京都において、「文明開化 と経済的復興 を実現する切 り札」 として企画 された もので

ある【小林1998:96]。 日本人のみな らず、外国人に対 しても京都 を 「日本随一の観光地」

としてアピールすることが重要な使命 として考え られて いた[京都博覧協會1903]。 この博

覧会の余興 として開催されたのが附博覧である。都をどりはその一環 として、権大参事 と

して京都の近代化政策 を推進 した横村正直によって企画された[京 都博覧協會1903]。 第1

回の都をどりは、新橋 の寄席 ・松ノ屋を会場 として開催 されて いる(表5)。

表5第1回 都踊の概要(『京都博覧會沿革史』、[田中(編)1963]よ り作成)

歌題 十二調

会場 祇園新地新橋の寄席 ・松ノ屋

会期 3月13日 ～5月31日

料金 不明

構成 舞姫(ママ)32名 、地方(三味線)と唯子方(鼓、笛、鉦、太鼓)20名1組 とする

舞姫は揃いの衣装をまとい、上手と下手に分かれて16名 ずつ登場

舞台配置 正面の雛壇に地方と嘩子方を配置する(後列に地方、前列に雛子方)

振付 片山春子(京舞井上流、後の3偉 井上八千代)

こう して開催された都をどりは好評 を博 し、翌年以降 も継続 して開催れてい くことにな

る。この第1回 都をどりと翌年の第2回 のあいだには、第1章 で も触れた芸娼妓解放令(太

政官布告第295号)に よって花街に大きな混乱が引き起 こされている。祇園町では、芸娼妓
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解放令 の後 も営業を存続す るために、何 らかの対策をとる ことが切実に求め られていた。

こうした動きは、都をどりにも影響を与えている。1873(明 治6)年3月 に祇園町に下京第十

五区婦女職工引立会社が設立 された。同年、下京第十五区は建仁 寺境内の北側 に位置する

元寺領 を払い下げ られ、旧塔頭の建物を転用 して製茶所や養蚕場、そ して都 をどりの専用

舞台である歌舞練場な どの施設が整えられていった。その結果、第2回 の京都博覧会 より、

都をどりは歌舞練場で開催 されることになったのである。

こうして創 り出された都をど りは2つ の意味で革新的であった。1点 目は女性の芸能を公

的に披露する機会であった ということである。1629(寛 永6)年 の女歌舞伎禁止令により、近

世にお いては女性が芸能を公的に披露する ことが禁止 されていた ことを鑑みれば、都 をど

りは女性の解放 という視点か ら見て画期的な事例であった[遠 藤19931。2点 目は、総踊 と

いう形式が採 られたことである。近世の京都 においては、芸舞妓の舞 は座敷 にて披露され

る座敷舞が主流であった(図6)。 しか しなが ら都 をどりでは、座敷舞ではなく、舞台 に踊 り

子が 「合同 して現れる」形式が採用された[猪熊1992)。 芸舞妓が同 じ衣装をまとって一斉

に舞 うという演出や コの字型の舞台は、古市(三 重県伊勢市)で遊女や芸舞妓によって披露 さ

れていた亀の子踊 りに ヒン トを得たものであると伝わる[田中(編)1963](図7>。

この背景には、下京第十五区の区長をつとめて いた杉浦治郎右衛門2の伊勢神道への傾倒

や、祇 園の楼主 らによるお伊勢講の存在があった[遠 藤1993】 。 フレンチカンカ ンのような

西洋の舞台を想起させる総踊 の演出は、当時の都 をどりが、京都博覧会を訪れた外国人の

眼を意識 した進取的な舞踊 として創 り出されたことを示 している【Okada2010]。 この総踊

という形式は、第2回 以降は専用の会場である歌舞練場3で の披露 を重ねることで、型とし

て洗練 されていく(図8)。 猪熊兼繁および遠藤保子は、総踊の主な特徴 として、右花道の上

に地方(三 味線 を弾 く芸妓)、左花道の上に畷子方を配置する点、全体の序曲として置歌 を披

露する点、「都をどりはあ～」の掛け声に 「ヨーイヤサー」 と応 えて揃いの衣装の踊 り子が

左右の揚幕か ら柳桜扇をもって登場す る点、第一景は銀襖の場面であ り幕 を使わず四季を

模 した背景を変転させることで場面転換 をする点、終 曲は台拍子で切 り散 らし踊 り子は両

花道か ら帰る点な どを挙げている 【猪熊1992;遠 藤1993]。 さらに、大正天皇の御大典奉

祝記念 として臨時に開催された1915(大 正4)年 の第47回 都 をど りにおいて、別踊と呼ばれ

る数人の踊 り手か らなる演 目が登場す るに至 り、総踊に別踊が組み込 まれた形式が都 をど

りの基本的な形式 として成立 した[猪 熊1992]。 戦時下の1944(昭 和19)年 に一時中断され

た時期4を のぞいて、都をどりは現在 にいたるまでこの形式を踏襲 しなが ら維持されている
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(図9)。

ホブズボウムは、新 しく伝統が創造される際 には、祝典を通 じて 「まった く新たな 目的

のために、古い材料を用 いて斬新な形式の創 り出された伝統を構 築する」 され ることを指

摘 している[ホ ブズボウム&レ ンジャー(編)1992:16】 。都をどりはまさに典型的な事例で

あり、花街 をとりまく体制の近代化、すなわち年季奉公人の解放や国際化に適応するため

に、既存の材料を組み合わせることで創 り出された伝統であったのである。

4-2二 つの 「伝統」一 温習会 との比較か ら

本節では、祇園町において 「内輪向け5」 の舞台 として認識されている温習会 と対比する

ことで、お茶屋遊びを構成す るお茶屋 の女将や芸舞妓、そ してな じみの客たちにとっての

真正的な祇 園の伝統がいかなるものかにつ いて検討す る。

創出された当初、斬新な形式 として受け止め られて いた都 をどりは、定型化 され長期に

わた って維持されていくなかで、それ 自体が祇 園町の伝統を対外 的に演出する行事 となっ

ていった。現在では外国人を含む多 くの観光客が、祇園町の伝統芸能と して都 をどりを鑑

賞す る。他方、お茶屋 の女将や芸舞妓 は都 をどりが創 り出された歴史的経緯 を認識 してお

り、贔屓客 に対 しては 「都をどりで披露される演 目とは本来の井 上流の舞ではな く、観光

客 向けの もの」であると語る(古嶋美雪、2013年5月26日)。 お茶屋に通 う客たちもまた こ

の点を十分 に理解 した うえで、都をどりを接待 の場 として ビジネスに利用 してきた.す な

わち、お茶屋や芸舞妓 の事情 に精通 している客 と、花街へのアクセスがきわめて限定的で

ある観光客では、都 をどりに見出す価値に大きな違いが確認できる。

祇園 甲部歌舞会によれば、創設 され た当初の温習会 は、八坂女紅場の生徒である芸舞妓

の試験であった という6。 しか しなが ら現在では、祇園町の芸舞妓が井上流の門人として、

日頃の稽古の成果を披露す る会 となっている。都をどりと温習会の主な違いは以下の5点

である(表6,7参 照)。第1に 温習会には後援団体がな い。第2に 長期にわた って1日 に複

数回の公演を行 う都をどりに対して温習会 は短期間であり、なおかつ1日 の公演は1回 の

みである。第3に 料金が安価 に設定されている都をどりに対して、温習会は割高である。

第4に 都 をどりには芸舞妓が点前を披露す るお茶席がある。第5に 総踊と別踊か らなる舞

台構成 を基本とする都 をどりに対 して、温習会 は決まった形式がない。
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表6平 成25年 都をどり(平 成25年3月31日 紙園甲部歌舞会発行、都をどり写真帳より作成)

歌題 春宴四季巡昔話

会場 祇園甲部歌舞練場

会期 4月1日 ～4月30日(一 日4回 公演)

料金 茶 券 付観 覧 券4,500円 、 一 等 観 覧 券4,000円 、 二 等2,000円

構成 すべて新作、第1景(置 歌、銀襖の背景)+第2～7景(3つ の別踊含む)

+第8景(終 曲、桜の背景)

舞台配置 舞台の左右に花道、その上部に桟敷を設け右手に地方、

左手に唾子方を配置する

振付 5世 井上八千代、井上かつ子、井上政枝、井上和枝

主催 祇園甲部歌舞会

後援 京都府、京都市、日本観光協会関西支部、京都伝統技芸振興財団、

京都商工会議所、西日本旅客鉄道会社、東海旅客鉄道会社

表7平 成24年 温習会(平成24年 誕園甲部歌舞会発行、『温習会』より作成)

会場 祇園甲部歌舞練場

会期 10月1日 ～6日(一 日1回 公 演 、 日割 で演 目が 異 な る)

料金 指 定 席8,000円 、 自 由席:4.000円 ※ 茶 席 な し

構成 井上流既存の舞より6～7曲 で構慮

(上方唄、長唄、地歌、義太夫、清元)

振付 歴代の家元(井上八千代)および高弟(井上佐多)

主催 祇園甲部歌舞会

後援 なし

あるお茶屋の女将は、こうした両者の差異について 「観光客向 けに披露される都を どり

の演 目では四季折々の背景を使 うな ど派手な演出が好 まれるのに対 して、温習会は芸舞妓

の舞 を鑑賞する機会に恵 まれている客層を対象 としているために、演出が地味なのだ」 と

筆者 に語 った7。温習会 を楽 しむことができるのは、 日頃か らお茶屋 の客 としてお茶屋遊び

に親 しんでいる人々である。観光客は都をど りを祇園町で継承 されてきた祇園の伝統 とし
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て消費 して いる。一方でお茶屋遊びの当事者は、お茶屋の客 をふ くめて、都をどりを花街

の近代化を対外的に演出するために創 り出され たものだ と認識 して いる。都をどりを観光

客 向けの 「創 られた伝統」だと考える人々にとっての真正性 を備 えた伝統 とは、祇園町で

確立されてきたお茶屋遊びの様式美8で あ り、それを支える年季奉公 にもとつ く芸舞妓の育

成 と独立支援 の体制である。以下では これ らの様式美や体制が、都を どりとは逆に、近代

化 に抗するかたちで巧みに維持 されてきた過程を概観する。

京都において舞妓 とは修行段階にある芸妓 を指す名称である。舞妓 は置屋 に籍 を置いて

一定の期間(年季)を住み込みの奉公人 として無給で働き、この間の収益で もって経費を返済

する。第3章 で指摘 した通 り、戦前までの芸妓の年季奉公は、前借金 の負債額 によって芸

妓を労務に服させるものであった。1954(昭 和29)年 に賃金による前借金の相殺 を禁止 した

労働基準法が適用 され るに至 り、京都花街では前借金の使途を舞妓と して就労す るための

資金 に限定 し拘束性を抜き去る ことで、この仕組みを変質 させなが ら維持 してきた。先輩

の舞妓や女将 と寝食をともにする住み込みの経験 に、女紅場での稽古やお座敷での就労経

験が重なる ことで、年季奉公は短期間の うちにプロフェッショナルを育成する仕組 みとし

て機能す る[西尾2007】 。お茶屋の女将や客 は親元を離れて修行 に耐える舞妓たちに高い価

値を見出 している。加えて、現在 も年季奉公 による舞妓の育成体 制を維持 しているのは京

都のみであるという希少性 もあ り、お座敷では年季奉公が祇 園町の特質と結びつけて語 ら

れることが多 い9。

ただ し、年季奉公 による芸舞妓の独立支援体制 には課題 もある。年季が明けて 自営業者

となって しまうと、自らの収益か らすべての資金 を捻出 しなければな らな いため、芸妓 と

して生計を立てることは難 しい。かつて祇 園町では、旦那が金銭的に芸妓の独立を支えて

きた。旦那 は芸妓にとって内縁 の夫にあたる存在であ り、お茶屋の女将は客のなかか ら旦

那にな りうる人物を選び出 していた。 しか しなが ら戦後社会においては、単婚 の夫婦か ら

なる近代家族観が浸透するなかで、旦那と芸妓の関係性は敬遠 されるようになっていった。

しか しなが ら、旦那制度の名残は、芸舞妓の法的な婚姻 を禁止する慣習 として現在 でも確

認できる10。

年季奉公の体制や旦那制度もまた、近代以降の祇園町で創 り出されてきた伝統であるが、

都 をどりとは異な り当事者である女将や芸舞妓 にはその創造性が意識 されてお らず、祇園

町の真髄 として認識され、切実 に維持が望 まれているのである。
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4-3客 との関係性の変質一 茶席をめぐるある客の語 りから

このような 「本来の祇 園町の伝統」の真正性は、お茶屋遊びの現場で 「創 られた伝統」

で ある都を どりと対比 される ことで、強化 されていると考 えられ る。 しかしなが らお茶屋

の客は、都をど りの創造性を承知の上で ビジネスにお ける接待の場 に利用 してもきた。ま

た近年では、イ ンターネッ トの普及や花街 を紹介する書籍 の存在な どにより、祇園町 に縁

遠 い人々も温習会 を鑑賞するようにな ってお り、観光客/お 茶屋の客向けの舞台という両

者の区別はあいまいにな りつつある。本節では、位相が異なる二つの伝統が、お茶屋を経

営する女将 、芸舞妓、お茶屋の客 の 日常的な実践にいかに位 置付 けられているのを、具体

的な事例に着 目して分析す る。

表8お 茶屋・芸舞妓の年間サイクルと部をどり

([相原2001;溝 縁1992]お よび、インフォーマントからの聞き取りより作成)
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まずは、お茶屋の年間サイクルにとって都を どりがどのような意味を持つのか を検討 し

たい。お茶屋の1年 は行事 を中心に組み立て られてお り、繁忙期と閑散期が年間を通 じて

繰 り返されている(表6)。 なかでも都をどりは最大の繁忙期である。都 をどりを接待 に利用

する客たちは、ゲス トを都をどりに連れ出 した後 にお茶屋で もてなす というパターンが定

番になっているため、この時期は宴会が多 くかかる。お茶屋 にとって都をどりは、客 のな

かで も選 りす ぐりの上客 にお座敷 を優先的に提供することで、彼 らとの関係性 を強化する

機会 となっている。芸舞妓 にとって もまた、 この時期は繁忙期である。芸舞妓 にとって都

をどりはある種の非 日常的な期間である。お茶屋の客たちは贔屓にしている芸舞妓 をお座

敷に呼ぶため、人気のある芸舞妓は舞台が終演 しだいお茶屋に急 ぐ姿が見 られる。加えて、

近年 では現役の舞妓だ けでは総踊 に必要な人数 を確保できず若 い芸妓が舞妓の装いをして

対応するため、芸妓 によっては婁ではな く地毛を結 うことになる。

都 をどりは、お茶屋や 芸舞妓 のみな らず、祇園町 にかかわる職 人にも影響 をおよぼす。

祇園町の芸妓や置屋 を顧客 に抱え る三味線職人である原 田孝司によれば、都 をどりの期聞

中は三味線職人に とって も繁忙期である。原 田は この時期、師匠と共に都をどりの舞台に

付き添 い、地方が用 いる三味線の絃 を修繕す る。つきあいの長い贔屓客は、事情を察 して

この時期の発注は避けて くれ るのだという(原田孝司、2013年8月19日)。 また、舞妓の髪

を彩る花管をはじめとする管(か んざし)の専門店をある職人は、一一年で も最 も忙 しい時期 に

春 を挙 げるが、その理 由は都をどりの準備に追われるためである。総踊 に使用される振袖11

は毎年新調しているが、管 も同様である。そのために3月 に入 ると、4月 上旬 までは製作 に

追われるという。

このように、祇園町にとって都を どりとは、 日常のサイクル とは異なるルールが適用 さ

れる特殊な期間である。山口昌男は、遊戯や祝祭 にそなわる境界性 につ いての議論のなか

で、「時 と場所 を定めて視覚化」された境界は 日常の秩序 を再活性化する性質をもつことを

指摘 した[山[」2000:98-991。 都をどりを視覚化 された境界 として とらえることが可能な ら

ば、お茶屋遊びの世界 を活性化 させる効果をもつ と言えよ う。すなわち、位相の異なる創

られた伝統が、それ 自体が創 り出された伝統で ある花街 ・祇 園町を維持するために機能 し

ているのである。

4-4旦 那の獲得に残 された余地

お茶屋の客にとって も、都を どりは芸舞妓や女将 とのつなが りを確認する ことができる
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期間で もある。観光客のようなお茶屋遊びに親 しんでいない者が入 り混 じる都 をどりでは、

芸舞妓 と贔屓客 のあいだで、その客がお茶屋遊びの世界の外部者 とは一線 を画す人物であ

ると確認 しあうや りと りが様々な形でみ られる。 ここでは、あるお茶屋のな じみの客 であ

る高橋裕二の語 りか らこのような事例を検討する。

高橋は、特に海外か ら来たゲス トを接待す るために、都をどりや温習会 を活用 している。

ある年の温習会 のあとに設けた宴会で高橋は、昔の都をどりは馴染みの地元の客 ばか りだ

った と話 した。都 をどりの千秋楽には、別踊 の衣装 を交換 した り滑稽な化粧で登場 した り

といった、洒落のわかる客 に向けた ささやかないたず らが施されたのだ という。話 に入 っ

てきた芸妓の一人は、今は(筆者注、井上流の)師 匠が厳 しくて、表立ってそのような振 る舞

いができないと話 した。高橋は都 をどりではお茶席でもいたず らがあったといい、お点前

をする芸妓 は、な じみの客 を見つけるとウイスキーを仕込んだ り、わざと粉のままで抹茶

を出 した りしたと語 り、「客 もそれ、(筆 者者注、そ しらぬ顔で)飲 まなな らん」 という。一

方で高橋 も仕返 しを した。ウイスキーの瓶を持参 してお茶碗にそれを注 いで飲み、お いし

かった と言 って去 った と語る。今の都を どりは観光客が増えてお茶席 も忙 しくな り、まと

もに行 く気が しな いのだ という(高橋裕二、2012年10月6日 〉。

高橋の語 りか らは、観光客向けとされる都をどりも、近年までは芸舞妓と贔屓客 との親

密なや りと りが発生す る場 であった と読み取れる。両者のあいだに親密な関係性があ り、

なおかつお茶屋遊びのルール に精通 しているという信用 をもたれているがゆえに、都をど

りではルール を逸脱す るいたず らが仕掛け られた。 これ らはその客が 「内輪」の人間であ

ることを、冗談関係 を通 して他 の客に対 して表明するものである。 同様 の行為は現 在で も

行われ る。例えば、お茶屋の女将が贔屓客 を会場の入 り口で出迎 える光景はよ く見 られ る

ものである し、時には到着 した客を座席まで送 り届けもす る。 自力でチケッ トを手に入れ

た客 はこのような待遇を受けることはできないため、お茶屋の客 は自分が重要な人物であ

る ことを、女将の待遇か ら確認することができるのである。

このような当事者の生活世界を構成する伝統 こそ、当事者にとってその創造性が認識 さ

れ ていない伝統で ある。祇 園町では、当事者のなかである伝統が創 り出 された という事実

の認識が共有 され ることで、それ以外のさまざまな伝統の創造性が不問にふ され、結果と

して 日常の秩序 を再構築 ・再活性化することを可能 にしているのである。都 をどりを創 ら

れた伝統 として差異化する このよ うな実践は、祇園町で継承 されてきた伝統的な花街 ・祇

園町を創 りつづけるための流儀であるといえるのではないだろ うか。
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図6近 世における舞妓の舞 〈下河原宴席〉、寛政11年

(『都林泉名勝図会』、国際日本文化研究センター所蔵)
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小括

本章では、都 をどりに着 目することで、当事者 に創造性が認識 されている/さ れていな

い伝統の相互作用 につ いて検討 してきた。都 をどりとは、花街の近代化に対応するために

創 出された舞台である。当事者であるお茶屋の女将、芸舞妓そ してお茶屋の客 は、都 をど

りは観光客向けに創 り出された伝統であると解釈 している。彼 らにとっての祇 園町の伝統

とは、近代化 に抗 しなが ら微細 に形を変えて維持 されてきた年季奉公や旦那制度であ り、

それを背景として成立するお茶屋遊びの世界である。

冒頭で述べたよ うに、「創 られた伝統」は際限なく適用が可能 になるがゆえに、概念の有

効性 に疑義がもたれている。また、伝統の創造性が過度に強調 され ると、伝統があたか も

当事者によって 自由に操作可能であるとの印象をも与えて しまう。 しか しなが ら伝統 は、

当事者の理解 を超えて、彼 らの思考やふるまいに対 して影響 をおよぼす[Oring2012:229】 。

典型的な 「創 られた伝統」であ り、当事者 に観光客 向けの場であると認識されている都を

どりはある種 の祝祭で もある。現在 の都をどりは、観光客 との差異化を図る ことで、贔屓

客 を旦那に仕立て上 げることができるか もしれない重要な機会である。お茶屋遊びにあっ

て、旦那を獲得する余地が未だに残されている場面であると言えよう。

このように、第3章 および第4章 では、花街 ・祇園町の伝統 をささえるシステムの うち、

ソフ ト面として年季奉公による舞妓の育成について検討 してきた。第3章 で述べたよ うに、

戦前は多額の前借金によって奉公人の心身を拘束するものであった年季奉公は、昭和30年

代 における売春防止法の施行や労働基準法の適用を経て大 きく変質 した。現在では、置屋

が初期投資や運転資金を肩代わ りす ることで舞妓を再生産す るためのシステムとして機能

している。他の地域で年季奉公による舞妓の育成が途絶えた現在では、 このシステムそれ

自体が、「祇園町の伝統」や格式を象徴するものとして受け止め られている。本章で述べた

よ うに、こうした傾向は、お茶屋の女将や芸舞妓、そ して贔屓客 にも見 られるものである。

お茶屋遊びの現場では、創造性が明 らかにされて いる伝統 との対比 によって、年季奉公は

祇園町の日常 を構成す る秩序の一つとしてとらえ られている。年季奉公が維持 されて いる

以上、旦那の存在は現在 も尚必要 とされているのである。

ここか ら二つの疑 問が生 じる。第一 に、京都で年季奉公の存続を可能 にした背景はどの

ような ものであったのかという点。そ して第二に、旦那にな りうる客層が減少 している現

状 において、お茶屋遊びはどのよ うな戦略でもって客たちを惹きつけて いるのかとい う点

で ある。
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第5章 女 の イ エ を さ さえ た 旦那 た ち

本章では、第4章 であげた年季奉公にまつわる二つの疑問のうち、第一の京都で年季奉

公の存続 を可能 にした背景はどのようなもので あったのかという点につ いて考察する。具

体 的には、祇園町の中核であるお茶屋と旦那との関係性が いかに結ばれてきたのかを、イ

エ1と いう概念を通じて説明した上で、 このよ うな関係性をは らむ戦前のお茶屋遊びの性質

が、戦後社会 において新たな法制度が適用され る中で どのよ うに変質 した のかを明 らか に

したい。

第1章 で、八坂女紅場が財団法人化 にいたる過程か ら、当時の祇園町では女性経営者が

多 くを占めていた ことを明 らかにした。お茶屋の女将は戸籍 上の夫をもたない。産まれた

子 どもは母親の戸籍 に組みいれ られて、母方の姓 を名乗る。昭和20年 代 までのお茶屋では、

家業を継承できないお茶屋の息子を法的 ・社会的な家族か ら切 り離 し、次代の女将となる

娘には舞妓、芸妓 としての経験 を積 ませた。社会学者の中野卓 は、戦中の1943(昭 和18)年

に祇 園町のお茶屋 「井筒屋」 と 「清水屋」 の別 家およびある置屋で女将 に聞き取 り調査を

行い、復員後の1946(昭 和21)年 には、第一章でとりあげたお茶屋 「一力」の女将 と帳場で

働 く人びとか らの聞き取 り調査、そ して年 中行事文書か ら、お茶屋の暖簾内分 けについて

の分析を行っている。中野は、お茶屋は女系継承のイエであ り、また本家の娘 による分家

や仲居の別家のあり方も、女系による分岐 を原則 としていることを指摘 している。これは、

お茶屋が女将商売であったためである[中野1978;1983]。 このよ うな背景か ら、お茶屋は

商家 としての性質を有する女のイエであるといえる。

社会学者の有賀喜左衛 門が指摘 したよ うに、日本のイエは、直系家族だ けでな く、血縁

関係 にない非親族をも構成 として包摂 して きた【有賀1949(1969)】 。 このような 日本のイエ

は、レヴィ=ス トロースによる法人としての 「家(maison,house)」 概念に当てはまる存在で

ある{小池 ・信田2013】 。とくに、次世代に継承すべき家業 をもち、ときに血縁関係にない

奉公 人がイエを相続す る例が見 られる商家は、社会学や民俗学 において研究対象 として注

目されてきた。財閥を形成 したイエに注 目した米村千代は、旧民法の制定 によって系譜 と

経営 の分離 とい う危機 に直面 した商家が、継承財を拠 り所 とす ることでイエを存続させた

ことを指摘 して いる。米村 によれば、近代社会では 「所有制度の介在 と系譜の象徴化」[米

村1999:273]に よって、イエの系譜と経営が統合されていった[米村1999]。

このような 日本のイエをめ ぐる研究史をふ まえると、終戦前後 までの祇園町においては、

お茶屋 の母か ら娘へと女将の座 と家財が継承されることでイエが成立 していた といえる。
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イエを維持す るために、血縁関係のない女性を親族上の系譜 に加える行為は、現在で も頻

繁に確認できる。母か ら娘へ と家業が継承 され る花街 において、男子 は歓迎 され る存在で

はなかった。そ の一方で、祇園町のお茶屋 に生れた娘、特 に長女は跡取 りと して家業を継

承することが強く要請 されて いた。彼女たちの多 くは、長 じて は女将 としてお茶屋を切 り

盛 りするため に、 自前の舞妓 として修行を積んだ。

以下の述懐は、明治生まれ の芸妓 ・早崎春勇の ものである。1990(平 成2)年 当時、彼女は

祇 園町で最高齢の芸妓 であった。早崎は祇園町でお茶屋 を営む家に生まれ、11歳 で舞妓 と

して出た女性である。

一力さんの前に細 い小路が ございました。そ こであた しは生まれま した。家はお茶屋さ

んどした。それか ら縄手で育って、ず うっと祇 園町で大きな りま した。井の中の蛙 どす。

いまこの祇園町にこうして置いて もろてるさか いに、今 日があるのやと思てます。

生まれたとき、姉ちゃんはもう舞妓はんに出てま した。兄は二人お りましたが、よそへ

もらわれていかは りました。 「お茶屋に男の子 はいらん。 この町に置いといた ら、男の子 は

三味線弾きさんか男衆 さんや 、そんな ことでは どもな らん」

それで親は二人 とも手放 して しまは りま した。下 の兄なんか、 どこにいやはるのか聞か

された こともおへん。名前 もわか らしまへん。 この町では、男の子はかわいそ うどす。

舞の稽古を初めて習 うたのは、六つの時 どす。(_〉上の姉が舞妓はんに出てました さかい、

もの心(原 文 ママ)つ いた時 か ら、あ た しも舞妓 は んにな る もんや と思て ま した[早 崎

1990:27-28]

早崎春勇の語 りか ら、戦前の祇園町が どのような世界だったのかを、私たちはわずかな

が ら想像する ことができる。祇園町に生まれた子 どもたちは母親の籍 に入れ られ、父親の

顔 を知 らずに育っていた【早崎1990;三 宅 ・森田20001。 早崎 と同じく明治の末に生まれ、

芸妓 を経て置屋の女将を継いだ三宅小まめ も、男子は多 くの場合、里子 に出されていた と

回想す る[三宅 ・森 田20001。 対 して娘たちには、早崎のように幼少期から舞を習い、舞妓

とな ることが求め られていた。舞妓 として経験を積む ことは、慣習や人間関係 といった、

花街で商売をす るた めの知識や技術を体得す る修行 としての意味合 いがあったためである。

なかで も長女は、女将 として家業 を継ぎ、大黒柱 として一家を養 う役割 を担 うことが当然

のこととされた。早崎や三宅よ り若 い世代の芸妓である1928(昭 和3)年 生まれの森田繁子 も、
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自伝のなかで 「祇 園に生まれて芸妓になった ら、長女は絶対、家族全員の面倒を見んな ら

んゆうことになってます」と説明している[三宅 ・森田2000:125]。 また第3章 で登場 した

桐野弓子は昭和10年 代生まれであるが、当時の祇園町では長女が跡取 りになることは 「当

た り前のこと」であって、お茶屋の長女である自分が舞妓 に出ることに何 の疑いももって

いなかった と語る(桐野弓子、2012年4月18日)。

このように、かつて祇園町には、夫 または息子の立場 にある男性を戸籍上の家族か らく

くりだ し、長女を一家の長として生きる人々の営みがあった。今 もこうした性質は受 け継

がれてお り、外部社会 とは異なる秩序が機能す る異質性は、たびたび 「女の町」 というこ

とばで表現 され る。 このようなイエにおいて は、不在の、そ して非公式の夫 として旦那の

存在が位置づ けられていた。

そ こで本章では、年季奉公が望まれた背景 として祇 園町にお ける女のイエ と旦那の関係

性に注 目し、お茶屋遊びという遊興 において芸舞妓 と旦那 との関係性がいかな るものであ

ったかを明 らかにする ことを目的 とする。第1節 および第2節 では、戦前のお茶屋、置屋

が どのように営 まれてきたのかを、女系相続の商家 として とらえることで明 らかにする。

第1節 では、お茶屋における戸籍 の操作 と、鑑札(営 業許可証)の継承 について説明する。対

して第2節 では、お茶屋の実子である 「内娘(う ちむすめ)」と奉公人の境遇にどのような差

があったのか という点について述べ る。第3節 では、戦前のお茶屋遊びのなかで、芸舞妓

と旦那た ちがどのような関係性を築いていたのか を、年季奉公の制度を踏まえなが ら述べ

る。最後に第4節 では、第3章 でとりあげた年季奉公の転換期である終戦後か ら昭和30年

代に注 目する。新 しい法制度のもとで、祇 園町の遊興 と、その遊興 をもとに成立 したお茶

屋、置屋がどのように変質 したのかを述べる。

5-1女 のイエとしてのお茶屋(1>一 女系相続

まずは、戦前までの京都花街 にお いて、お茶屋 ・置屋が どのような商いを していたのか

について詳 しく述べたい。

第1章 で詳 しく述べたように、1872(明 治5)年 に芸娼妓解放令(太 政官布告第295号)の 後

も、京都府では芸妓が 自らの意思で出願 して営業するという形 をとることで、芸妓 と芸妓

が活動する場であるお茶屋が営業を継続 した。京都府では府が与える鑑札(営 業許可証)

を通 じて、お茶屋 を取締まる仕組みが制度化されていく。京都府 はまた、1873(明 治6)年 に

お茶屋を遊女屋 とともに、法的な取 り締 ま りの上で貸座敷に分類 した【京都府1974:381]。
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1882(明 治15)年 の時点で、市内では上七軒、五番町、二条新地、先斗町、祇 園新地、島原、

宮川町、下河原、七条新地の9ヶ 所が、貸座敷営業の免許地として定め られている(明治15

年8月10日 、京都府甲第158号 「貸座敷営業取締規則」、京都総合資料館所蔵 『京都府布

令書』)。1884(明治17)年 以降には、貸座敷は風俗警察による統計の対象とな った[加藤2009]。

祇園町を含む貸座敷営業の免許地は、1886(明 治19)年 の 「五業取締規則」 によって同業者

組合 と組合事務所の設置を義務づけられ、以後は組合規則 によって運営 された(明治19年7

月31日 、京都府令第3号 「五業取締規則3、 京都総合資料館所蔵 『京都布達要約』)。

置屋 もまたお茶屋と同様 に、明治期以降は風俗警察による取 り締ま りの中に組み込まれ

ていく。置屋は、舞妓が寄寓 し訓練を受 ける家であ り、また 自らの看板を置 く帰属先でも

ある。芸妓は契約に定め られた年季の問は置屋 に寄寓 し、お茶屋あるいは料理屋へ と派遣

されていた。このような状況のなかで、ときにお茶屋は置屋を兼業する こともあった。第3

章でも述べたように、昭和30年 代初頭までのお茶屋は、子飼 い奉公人 として仲居を抱えて

いた。彼女たちは、客席での配膳や、客 とお茶屋、あるいはお茶屋 と置屋 を取 り次 ぐ存在

であった(2011年11月9日 、井川悦子)。お茶屋では、女将 と奉公人との間に、親方子方関

係が形成されて いたのである。特 に、「赤前垂れ(赤 い前垂れ=エ プロンを身に着けた高い立

場にある奉公人仲居を抱えた ことによる)」 と呼ばれる規模の大きいお茶屋では、丁稚が仲

居頭に昇進 して主家か ら独立 し、別家 を作 ることもあった。

こうした経験の深い仲居 は、お茶屋の内部で大きな権威をもった。ときに古株の仲居は、

外部社会か ら祇園町 に参入 した嫁や経験の浅い実子な ど、次世代の女将 を泣かせて しまう

ことす らあった という。別家が本家か ら独立 して開業す る際は、主家か ら一字 をもらって

新 しい店の屋号 とする。これを 「看板分け」と呼び、同 じイエ を祖 とするお茶屋の系譜は、

この一字をとって 「○○筋(す じ)」と呼ばれ る。 このように、筋は当該のお茶屋の分家、お

よび血縁関係のない奉公人によって独立開業 された別 家をも含む概念である。先に述べた

中野卓は、第1章 に登場 した祇園町のお茶屋 「一力」(中野の表記では万亭一力)を本家とす

る分家および別家の状況を記録 している。図10は 中野の調査か ら、一力の分家 ・別家のう

ち、お茶屋 を営む家を表に した ものである 【中野1983】 。
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図10一 力が 形成 する系譜(万 筋)([中 野1983]よ り作 成)

・万梅のみ分家

・破線は中野の調査時に廃業していた家

・括弧内は別家の年代

d

幡凱 轟褻】薩羅轟乱】[羅羅

万安喜

(昭和7年)

万梅

羅論
万喜

(昭和2年)

万糸

(昭和4年)

万 喜 久

昭 和17-8年

このよ うに、戦前のお茶屋 は、筋の系譜に沿って、商家における暖簾に類す る 「看板」

や土地家屋などの物財を継承することか ら、女系継承 の商家であった と言えよう。1970年

代に調査を行ったダル ビー も、先斗町 にも女系相続 による店の継承が見 られた ことを報告

している【ダル ビー1983(1985):112]。 第1章 で明治期 の祇 園甲部にお ける営業者名簿か ら

確認 したように、少数の男性継承のイエを除いて、祇 園町の多 くのお茶屋では男性は置屋

やお茶屋の経営者となる ことはできなかった。 また、 このような男性が当主となるイエに

おいて も、お茶屋は女将によって営まれてお り、その夫は組合にて祇園町の内部を取 りま

とめるとともに、対外交渉に当たった 【中野19831。 昭和初年生 まれの井川悦子は、こうし

た家系を代々組合の役員をつとめる家系であると説明 した(井 川悦子、2011年11月9日)。

お茶屋では長女がイエとそれ にまつわ る家財を継承するため、女将 は戸籍上の夫を迎えな

いことが一般的であった。

このようなイエでは、息子 は養子や婿に出 されるか、花街の外部社会で就職する仲 野

1983】。また、女将の子 どもは母親の戸籍 に組み込まれたが、先に引いた早崎春勇の言のよ

うに、息子は しば しば養子 に出された。お茶屋では家長の座は母か ら娘へ と継承されるの

である。娘 を欠く場合は住み込みで抱えて いた奉公人の仲居を養女 として迎え入れる。ま
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たは長男の嫁が継承す ることもあった。この場合 には養女 には、抱えて いた奉公人出身の

芸妓や仲居など、そのイエに縁がある女性が選ばれることが多かった。女将 らの語 りによ

れば、これはお茶屋の鑑札(営 業許可証)を継承できるのが、当代の当主と同 じ戸籍 に所属す

る者に限 られ るためで あるという。お茶屋の新規開業 には組合の承認が必要であるが、祇

園町では鑑札の発行を受けるための条件は、俗に 「芸妓40年 、仲居40年 」 と呼びあらわ

していた。つ まり、いずれの場合 も長年にわたる祇園町での営業実績が必要 とされていた

のである(井川悦子 、2011年11月9日)。 所有者がいな くなれば組合に返還 しなけれ ばな ら

ないが、再発行 は総 じて難 しいとされる。特にお茶屋の女将 にとっては、商売 を存続させ

ていく上で、次の女将 との間に血録関係があるか という点よ りも、 自らの戸籍 に所属 して

いるかという点のほうが重要であるのだ。

以上か ら、お茶屋 とは、筋の系譜にもとづき受 け継がれていく土地家屋な どの物財、そ

して店の 「看板」や名前な どの象徴財が存在する女系継承の商家であると考え られる。 し

たがって、祇園町とは女系継承のイエの集合体である といえるのである。

写真8(左)昭 和初期に撮影された置屋の家族写真

写真9(右)昭 和初期の舞妓の店出しを題材としたブロマイド、左はその姉芸妓

(ともに松田美智子氏の提供による)
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5-2女 のイエとしてのお茶屋(2)一 一内娘と奉公人

次に、お茶屋 と奉公人舞妓 らの関係性について説明す る。

5-2-1舞 妓をとりまく親方子方関係

祇園町では現在 も、実子や養女な どの戸籍 を同じくする娘を 「内娘(う ちむすめ、あるい

は家娘)」 と呼ぶ。昭和20年 代後半までは この呼称 に加えて、奉公人を指す 「別家(べ っけ)

はん」、および、別家はんの奉公先を指す 「主家(お もや)」 という呼称が存在 していた。置

屋の奉公人はs女 将 と血縁上あるいは戸籍上の繋が りは もたないものの、系譜上は 「内娘

の姉妹」として扱われ、女将や内娘 らと生活を共にして いた[早崎1990:53]。 このように、

置屋 と、置屋から独立 して奉公先を出る自前の芸妓の関係性は、第1節 で述べたようなお

茶屋における本家と別家の関係に準拠 した ものである[中野1983]。 ただ し、置屋はお茶屋

のような筋 を形成 しない。そ の理由について中野卓 は、置屋がお茶屋 に比 して小規模なイ

エであった点と、独立 した芸妓がかな らず しも置屋 を開業、あるいは主家へ と通勤す る訳

ではない点を挙げている[中野1983】 。

置屋にやってきた奉公人は、舞妓として出るまでの修行期間を、「仕込み(お ちょぼともい

う)」と呼 ばれ る見習いとして過 ごす。 この慣習は現在で も続 いて いる。仕込みは主家 に住

み込み、芸事 の稽古をす るかたわ ら下働 きをした。 とはいえ、彼女たちは舞妓 として出る

身であるため、汚れや手荒れができるような炊事や洗濯な どは しなかった。 これ らは置屋

が抱える住み込みの女 中の仕事であった。仕込みたちは、先輩舞妓 らの身の回 りの世話や

お使いな どをこな しなが ら、花街の しきた りや人間関係な どを学んだのである【三宅 ・森田

2000:75]。 こうした奉公人 には、貧困のために外部か らやってきた者だけではなく、諸費

用をすべて 自力で賄 うだけの財力がないお茶屋 ・置屋の娘 も含まれた。先 にあげた森 田繁

子の場合が これに該当す る。森 田は置屋を営むイエの出身だが、経済的な理 由か ら別の置

屋に奉公に出ている 【三宅 ・森田2000:73-74]。 翻せば、年季奉公の体 を採 ることで、舞

妓とその家族が高額な資金を自力で調達す ることを回避す ることが可能だったといえる。

戦前の祇園町において、年季奉公は、舞妓が生計を立てるための資金調達 の仕組み として

機能 していた。前借金は、貧 困層の出身者 を奉公人 として花街に包摂す る。置屋は年季 を

もって、舞妓の育成資金を回収する ことができたのである。

奉公人たちは多くが尋常小学校に4年 の時点まで通 い、卒業を待たずに女紅場に移って

いた。 しか し、舞妓になることを要請 されていたのは奉公 人だけではな い。内娘たちも同
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様に、将来的に女将 となるための修行 として また一家の養い手 として、 自前の舞妓 となる

ことが求められていた。数えで6歳 の年の6月6日 に稽古を始めるのがよいという慣習に

しがたって、内娘はこの時期 に舞の師匠の家 に通い始める例が多かった。三宅小まめが通

学 を開始 した時期の八坂女紅場学園は、弥栄尋常小学校 に付属 していたといい、算数 ・国

語 といった初等学問の教科 もあったが、芸事 に関する科 目が 中心に組まれて いた。 いずれ

の場合 も、本格的な芸事の訓練は女紅場に通い出 してか らとなっていたr三宅・森田2000}。

内娘/奉 公人を問わず、仕込みたちは舞妓 として店出 しを迎えるまでの期間 に、特定の

お茶屋で実地訓練を積む。 このお茶屋を 「見習い茶屋」 と呼んだ。 このよ うな見習 いの慣

習は今 日でも確認できる。多 くの場合、それぞれの置屋に特定の見習い先が決 まっている

ことが多い。見 習いに来た仕込みと見習い茶屋の女将 との問 には、置屋 と奉公人の関係性

に優越する形で親方子方関係が形成される[中野1983]。 このような関係性は、今 日で も女

将が舞妓たちか ら 「お母さん」 と呼ばれ ることか らも裏付 けられる。

5-2-2舞 妓が形成する姉妹関係

以上のよ うに、舞妓の周囲には、「疑似的」な親方子方関係が二重に形成 され るのである。

しか し、舞妓が組み込まれ る血縁 に依 らな い関係性は母子関係だけではない。置屋の女将

たちは、奉公人たちに姉妹意識の形成を うながすのである。内娘で あれ奉公人であれ、舞

妓たちは全ての先輩を敬 うことが求め られ るが、とりわけ同じイエ に所属す る特定の芸妓

との間には、特別な姉妹関係 を結ぶ。 これは、店出 しに際 して必要な資金を姉 に負わせ る

ためである。現在で も、舞妓たちは女将 によって選ばれた 「姉」 をもつ。主家 と別家の関

係のように、「妹」 は姉の名前か ら一字を引き継 ぐ。 このような姉妹のつなが りは、イエよ

り下の位相に、 もう一つの 「筋」、すなわ ち戸籍の操作 を伴わない系譜を形成す るのである

(図11参 照)。大抵の場合、姉 と妹の間に血縁関係 はない。 しか しなが ら姉芸妓 は妹の直接

的な指導者であ り、公私 にわたって彼女の保護者 として扱われる。店出しにあたって も、

姉芸妓 はお茶屋への挨拶 に付 き添 うのである。今 日でも、店出 しの挨拶回 りを終 えた舞妓

は、男衆の仲介 によって姉芸妓 と 「固めの盃iを 交わす(梅志づ、2011年11月24日)。 舞

妓 と芸妓 とのあいだに形成され る姉妹関係は、現在でも維持されて いるのである。

この姉妹関係 は非常に厳格2な ものであ り、妹舞妓は姉芸妓か ら多大な保護3を 受 けること

にな る。姉芸妓は、妹の稼業や独立を助けるために、必要な小物の贈呈な どして、妹の負

債 の部分的を肩代わ りすることもある。そのため姉芸妓 との関係はときに 「肉親よ りも濃
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いつなが りである」と表現 される。 こうした姉妹関係は、舞妓が置屋か ら独立 した後 も続

いていく。自力で見せ出 しの費用 を負担できる内娘 の場合 にも、姉芸妓か ら受ける庇護や

教育は必要であると考え られていた。桐野弓子が この事例 に該当してお り、実家とは別の

置屋 に所属す る芸妓を、負債をともなわない 「名ばか りの姉」 として敬っていた という(桐

野弓子、2012年4月18日)。

図11芸 妓 の形成す る筋 の一例(梅 筋)(梅 志づ 、2011年11月24日 より作 成)

このように、舞妓たちは同じ家で暮 らし、あるいは 日常生活やお座敷を共有することで、

「母」や 「姉」との関係性 を強めていくのである。 このような親族関係に由来する金銭的

あるいは精神的な支援を得 ることで、彼女の商売 を営む。特に奉公人芸妓 にとって、同じ

イエに帰属する成員 との絆は、商売をする上で不可欠なものであった。先に登場 した森 田

繁子 は、戦前の祇園町で奉公人 として過 ごした 自らの経験 について、以下のよ うに語って

いる。

いつ ものよ うに、おなかが空いて、家に帰ってきた ら、お帳場 でおかあさんが美味 しそ

うに、ぼたもちを食べては りました。わたしにもくれ はるのかな思て、可愛(か い)ら し声で、

「ただ いま、帰 りました、おかあさん」と、ゆ うて も、「おかえ り」だけで、半分 もくれ は

る気配ないのどす。な んでやね、なんで くれは らへんのや ろ、なんで見せび らかすよ うに

自分だ け食べてはるのや と思た ら、腹が立ってきました。 くや しいて、わた しも絶対、え
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え舞妓になって、ぎ ょうさん美味 しい ものを食べてやる、「なにくそ!」 と思 いました。そ

した ら、ふ と、おかあさんの心がわかったん どす。あた しに、「なに くそ!」 と発奮 させる

ために、これ見よが しに、わざと食べてはるのやなあ[三宅 ・森田2000:88】

森田の経験 は、解釈を変えれ ばCの 虐待 ともとらえ られかねない ものであるが、彼女

は この経験を 「おかあ さん」か ら受けた恩 として振 り返って いる。 また女将 の側でもi奉

公人であった森田に養女となることを強 く望んでいた。 しか し、長女であった森田には、

実家の家族を養 う義務があった。そのため森田は実母(お母ちゃん)への義理 と、置屋 の女将

への恩の間でひきさかれ る思いを味わ うことにな った。彼女は この ときの心境を次のよう

に語っている。

このときほ ど、お母さん とお母 ちゃんとの間で心が揺れた ことおへ ん。お母ちゃんには

肉親の情があるし、坂 口(引用者註、森 田の奉公先)の お母 さんには、このおきゃん舞妓を、

ほんまに優 しく育てて くれはった という恩義があ ります。そやけど、うちとこは、お祖母

ちゃんも弟も妹 もいた し、わた しが面倒 を見 んとあかんかったので、坂 口さんの養女 には、

な りとうとて もなれ しまへんのや[三宅 ・森 田2000:1241

この述懐か らもうかがえる通 り、同 じ家で寝食 を共 にする置屋の女将と奉公人の間には、

恩 と義理にもとつ く濃密な関係性が形成される。 この関係性は、置屋か ら独立 した後 も、

芸妓 を辞めるまで続 く。森 田と 「おかあさん」の問に血縁関係はない。 しか しなが ら彼女

らの関係性は、実の親子のように気の置けないものではないに しろ、 凝 似的」な関係であ

ると片づ けられない濃度をもって いる。森田は女将が亡くなった後 も、主家 との関係性 を

墓参 りという形で継続 したのである[三宅 ・森 田2000:76-77]。 女のイエに包摂 された奉公

人たちの実像は、第3章 で検 討した労働省が想定 していた労働者像 とは翻酷があった。

ただ し、内娘の舞妓 と奉公人の舞妓 の立場 には、はっきりと格差が存在 した。大正期の

置屋の玄関には、その家が抱える芸妓 ・舞妓の名前が売上のよい順 に掲 げられて いたが、

内娘の名前を売上 に関係なく一番 目に掲げることが暗黙の了解であった1早 崎1900:54】 。

また、ひとたびお茶屋 に呼ばれれ ば、奉公人の立場 では女将に今 日は出るのが嫌だ と主張

することは難 しく、なかなか休むことができなかった[早崎1990:58】 。戦前 に奉公を経験

した ある元芸妓 は決 して もや しを口にしなかったが、その理由は奉公人時代にはもや しと
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芋 しか出して もらえなかったからであったという(佐藤温子 、2011年11月15日)。 このよ

うな待遇 の違 いの背景にあったのは、前借金の負債 の有無である。両者の差異が もっとも

顕著に表れるのが、独立を前にした旦那の選定 と承諾の場面であった。

5-3旦 那をめざした客たち

舞妓 として経験を重ねたお茶屋の 「娘」たちは、「自前」(第2章 参照)、すなわち自営業

者である芸妓へ と移行す る。奉公人芸妓の場合は、年季が明けて前借金の返済を完了する

と、所属する置屋か ら出て独立 しす ることを求 め られ る。 自前になると新 しい住居を用意

しなければな らず、生活費だけな く、衣装や小物類をは じめとす る芸妓の稼業に必要な運

転資金を、全て 自分で賄わな ければな らな い。 こうした条件は、前借金をともなわな い内

娘の芸妓 にとっても同 じであった。そ のため、芸妓が商売を続けていくには、奉公人、内

娘を問わず、経済的な支援 をしてくれ るパ トロン、すなわ ち 「旦那」が必要になる。 これ

らの旦那は、お茶屋の贔贋客のなかか ら選ばれた。それでは、彼 ら贔展客は どのような人

びとであったのだろうか。

祇 園町は京都で最も規模の大きな花街である。隣接する祇園乙部(現在の祇園東〉 と合わ

せると、明治期以降は常 に京都全体の芸妓の うち五割 を抱えていた という[太田 ・平竹(編)

2009:87エ 。京都花街の最盛期は、明治末か ら第一次世界大戦の好景気に沸く大正初期であ

った【塚本 ・中谷2012]。xgx3(大 正2)年 の警察統計によれば、京都府の芸妓の総数は1,423

名に上っている[太田 ・平竹(編)2009:86・87]。 当時の祇 園の客層は、鉱山経営や造船業、そ

して貿易業の関係者が中心であった という。 このような客層は、1923(大 正11)年 に発生 し

た関東大震災によって引き起 こされた昭和金融恐慌4に よって次第 に姿を消 した。やがて客

筋の中心は室町や西陣といった地元の繊維業者 に変わ り、花街は京都の染織品を仕入れ に

来た他地域の業者の接待の場 として も利用されるようになった【小倉 ・板倉1994】 。

当時の贔屓客たちの遊興のあ り方には、芸舞妓 と親密な関係 を築 く余地が多 くあった。

ときに彼 らは宴会か ら引き揚 げた後、お茶屋 に宿泊 し、芸妓や舞妓と同 じお座敷で就寝す

ることもあった。 こうした慣習を 「雑魚寝(じ ゃこね)」 と呼ぶ。雑魚寝においては、客は芸

妓 ・舞妓に手を出 してはな らないという不文律があったが、客 と芸妓たちの身体的な距離

感は現在よ りも近かった といえる【渡会1977;小 倉 ・板倉1994;早 崎1990】 。先述 した井

川悦子は、昭和20年 代後半 に丁稚時代を過 ごしているが、彼女 は手の空いている芸妓 と共

に宿泊客 の部屋 に朝食の給 仕をしに出向いた ものだ という。 これは、芸妓ともども客 に名
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前を売るためであった という(井川悦子、2011年11月9日)。 こうした贔屓客たちは しか し、

自由に舞妓たちと関係を結ぶ ことはできなかった。舞妓は置屋の管轄にある し、独立 した

芸妓たちも、 自らが置屋を開業 しない限 りは主家である置屋に帰属す る(第3章 、 「看板借

り」参照)。客たちは、必ず贔展 にして いるお茶屋を介 して、置屋 に連絡をとらなければな

らなかった。家庭用の電話が普及 していなかった時代、 こうした連絡に走 り回 るのは、お

茶屋が抱える丁稚た ちの役 目5であった。 このように、祇園町での遊興において、お茶屋は

社会的なネ ットワークの中継点 として機能 していた。 また、客 とお茶屋、あるいは置屋を

仲介する仲居たちもまた単なる給仕役ではな く、お茶屋遊びに一定の存在感を示 していた。

お茶屋はまた、芸舞妓の旦那選びにも大きな影響力をもった。昭和30年 代頃 までは、舞

妓の 「襟替え(舞妓が芸妓になるための通過儀礼)」が近づ くと、その舞妓 の姉芸妓、舞妓が

帰属する置屋の 「お母 さん」、そ して彼女 を見習い舞妓 として受 け入れたお茶屋 の女将 とい

う三者の協議によって、お茶屋の贔屓客 の中か らその舞妓と相性 のいい旦那 を選んでいた

という(井 川悦子、2011年11月9日)。 こうした選定 の背景に、前節で述べたような女将

と舞妓の間で形成 され る親方子方関係があるのは間違 いないだろう。内娘の場合、旦那が

意 に沿わな い客 出会った場合 は拒否する こともできたが、奉公人の場合は こうした選択 の

余地はなかった という。

旦那が選定され ると、舞妓 とそ の客 とが関係 を結ぶ 「水揚げ」 と呼ばれる儀礼が執 り行

われた。 この儀礼は、婚姻 を模 した ものであ り、選定 された 「水揚げ旦那」に、舞妓の襟

替えのための資金 を出資させ るための ものであった。早崎春勇が舞妓として過 ごした大正

時代末期か ら昭和初年の祇園町では、舞妓が水揚げを経験す ると、髭(わ げ)を 「割れ しのぶ」

と呼ばれる中心 に金具 をつけた結 い方か ら、金具をとった 「おふ く」と呼ばれる結い方 に

変える慣習があった 【早崎1990:63】 。ただ し、すべての舞妓に旦那が見つかる訳ではなか

ったため、水揚げだけを専門に請 け負 う旦那が存在 したのだ という[早崎1990:65】 。 こう

した点か ら、当時の舞妓 にとって、「水揚げ」は成人儀礼の一種であった と考 え られ る。髪

型の変化か ら、誰の 目にもそ の妓が旦那をもっているか否かが明 らかであったっために、

旦那がなかなかつかなかった 早崎は非常に恥ずか しい思いをした という。以下は、早崎の

自伝か らの引用である。

あた し、かないまへなんだえ。はや りまへなんださかい。みんなお友だちが、後か ら出

やはった人で も、ま、べっぴ んさんはええ旦那さんがつきますわねえ、ほうす と、 まげが
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変わ りまっ しゃろ。 こっちはいつ まで も、頭の金具がのってて、割れ しのぶがのった まま

どすわ。自分なが ら 「どな いなってるのやろ」と思 うてました(_)そ れでまあ、頼 まれはっ

たお方が、わた しを水揚げ してくれは りま した。「どうもおへん」 「ああそ うどすか、ほな

おめでとうございます」 ということで、 ご祝儀 持ってお茶屋 さんなんかへあいさつに回 り

ます。それで髪結 さんとこへ行って、髪をおふ くに結うてもらうのどす【早崎1990:64]

お茶屋の客 たちは、お茶屋の女将を介 して、特定の舞妓 ・芸妓といわ ば内縁の夫婦関係

を結ぶ ことで旦那 となる。 しか しなが ら、無事に関係が成立 したとして も、 「その妓の旦那

顔ができる」期間は三か月と短期間であった。これ を 「三月旦那」という【三宅 ・森 田2000:

116]。その妓 と関係を続けたいと思った場合には、更に三か月ずつ延長 していく仕組み にな

っていた[三宅 ・森田2000:113]。 三月旦那 という制度は、旦那 をつ とめる ことが客 にとっ

て金銭的負担の大きな遊びであった ことを裏づけるものである。旦那には、関係を結んだ

芸妓のために金銭的な支援 をする義務がある。月々決まった額の給金 を支払 うほか、 自前

としてやって いく技量 を身に着けさせ るために芸事を習わせ る、芸術に対する眼を養 うた

めに観劇に連れ 出す といった ことも求め られる。何よ りも、その舞妓が芸妓置屋か ら独立

する際 には、儀礼 に必要な資金を賄い、新居 を準備 してや らなければな らなか った。その

ため、旦那 の足が遠のいた場合は、関係を解消 して新たな旦那を迎える場合 も珍 しくなか

った。一方で、その芸舞妓が旦那に大いに気に入 られた場合には、芸妓の身分か ら落籍(ひ

か)されて、内縁の妻 として家を与え られ ることもあった[早 崎1990;三 宅 ・森田2000】 。

引退 した芸妓 は、「夫」の出資を得て、料理屋や旅館などを開業することが多かったという。

第3章 で述べたように、戦前の年季奉公には、芸妓の人身を拘束する面があったことは

否定できない。それで も尚ここで確認 しておきたいのは、奉公人が置屋か ら必要な資金を

前もって借 り受 け、年季を経た後 に独立す ることができる 「経路」6が 、祇園町には存在 し

ていたということである。置屋は奉公人か ら回収 した資金(前 借金)を次の奉公人の育成に回

すため、独立 して 自前 となった芸妓 に資金 を提供す ることはできない。 もはや置屋か らの

資金調達 を望めない芸妓にとって、独立後の新たな資金調達先 とな りえた存在 こそ、旦那

であった。 この仕組みは、外部社会の男性 を、お茶屋での遊興を通 じて旦那 として取 り込

む ことで成立 して いた。そ うした意味で、旦那は年季奉公という経路の出 口として必要 と

されたのである。

このよ うに、莫大な出資が求め られ る旦那 には、お茶屋の客筋のなかで も十分な資産 を
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もつ重要な客が選定 された。昭和に入 ると、多 くは西陣や室町で繊維業を営む商人が旦那

を務めたという。旦那 として滞 りな く種々の支払いを こなす ことは、京都の商空間におい

てその人物が営む商売が安定 して収益をあげているという信用につながった。 したがって、

戦前のお茶屋遊びとは、自らの本業 に影響 を及ぼさない程度 を見極めなが ら、贔屓 にして

いる芸舞妓との親密な関係 と、周囲か らの名誉の双方 の獲得 を目指すゲームであった とい

えるだろう。

5-4新 たな法制度によるお茶屋遊びの再編

それでは、 こうした祇園町での遊興のあり方は、戦後 の社会において どのよ うに変質 し

たのだろうか。

第3章 で詳 しく説明 した通 り、終戦か ら1958(昭 和33)年 までの約15年 間は、GHQに

よる戦後改革や、新憲法 にもとつく花街の 「民主化」が進め られた、一大転換期であった。

この時期は、舞妓 をはじめとする花街の年少者が、労働者 として発見されて いく過程であ

った といえる。 これは、年少の労働者を 「不当」な環境で雇用す る者として、お茶屋や置

屋の女将たちが発見されて いく過程で もあった。売春防止法の成立過程にお ける人身売買

の実態について調査 した藤野豊は、労働省婦人少年局によって1953(昭 和28)年 から1958(昭

和33)年 に公立中学校の卒業生あるいは長期欠席中の児童 を対象 として行われた全国の人

身売買に関す る実態調査 に注 目し、「不当雇用慣行7」 の疑 いがある雇用先に 「芸妓見習」が

挙げ られていることを指摘 した[藤 野2012】 。ただ し、こうした新 しい諸法は、芸妓の育成

と就労 に依拠す る彼 らの商 いを解体 しうる可能性をもって いた一方で、その適用範囲は各

都道府県の判断にゆだね られ る部分が大きかった(第3章 参照)。そのため、諸法がどの程度

の有効性 をもつのかは、対象となる地域の状況 に依拠 していた といえる。そ こで以下では、

終戦を迎えた京都にお いて、祇 園町が どのような状況 におかれていたのかについて詳 しく

述べたい。

1945(昭 和20>年9月 、同月25日 に迫った連合軍第六軍による京都進駐 にむけて、京都府

はは河原町通か ら祇園町にか けた一帯に占領軍の将兵向けの娯楽施設を整備 させた。 ミズ

ー リ号艦上での降伏文書調印の一週間後 には、すでにキャバ レー式ダンスホールが急遽設

営 されていたのである[西川2010】 。 これにともない、府は酒類をはじめ とする物資を各キ

ャバ レー8に あっせん した。 これ らのキ ャバ レー には既存の施設が転用 されたが、そのなか

には、市内の花街のうち、祇園甲部の所有する弥栄会館 と、先斗町の歌舞練場(芸 妓の公演
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などに用いる施設)が含 まれた(『京都新聞』、1945年9月9日 、朝刊、 第2面 、「急テ ンポ

でキ ャバ レー六ヶ所 ダンサー志望 孟)既に二百名 新粧する京都」)。第1章 で触れた八坂女

紅場が所有 していた弥栄会館は歌舞練場 ともに接収され、ダ ンスホールに回収 され ること

になった。昭和20年10月 には、表向きは営業 を停止 していたお茶屋 も、占領軍の将兵を

新たな客 として再開 した。当時の新聞記事 によれば、東京や大阪な ど他府県か ら芸妓 たち

が参入する状況が記録されている。人手不足 か らか、 中には芸事ができない女性が芸妓 と

称 してお座敷に出ることす らあった(『京都新聞』、1945年12月16日 、朝刊、 第2面 、「伝

統忘れた乱調 オカッパの芸妓はんには勝てん」)。占領軍 を迎え入れた京都の花街は好景気

に沸いた。

当時、 占領軍にも 「ゲイ シャガール」によ る舞踊は良く知 られていた。祇 園町の都を ど

りと同様に春に芸舞妓による鴨川を どりを開催 していた先斗町では、 占領軍による要求に

応える形で舞台の開催を企画 した(『京都新聞』、1945年10月18日 、朝刊、第1面 、「今

年は秋の鴨川をどり伝統忘れた乱調 オカッパの芸妓はんには勝てん」)。先斗町では、翌昭

和21年 に鴨川 をどりを再開 している。先斗町以外の花街においても、芸舞妓による舞踊 を、

舞台 にて披露する動きが見 られた[中原2012]。1950(昭 和25)年 には、祇園町で南座 を会場

として都をどりが再開しているし、上七軒では1952(昭 和27)年 に、北野天満宮の大萬燈祭

の記念 として 「北野を どり」が開催 された。 このような花街の芸能を公開す る動きが盛ん

になった時期 と同じくして、旅行代理店を介すれば、一見の客で も料理屋 に芸舞妓 を呼び

寄せることが可能 になった。

戦後 の京都市では、主要産業として観光が大きな存在感 を示すようにな って いった。人

びとの生活の安定にともない、京都市 を訪れる観光客 は昭和27年 か ら増加傾向にあった。

1957(昭 和32>年 には、年間の観光客は918万 人に達 し、1948(昭 和23)年 時点か ら5倍 の増

加 となった[京 都市観光局(編)1958]。 このような時期 を経て、昭和30年 代には、他地域 の

デパー トにて京都の産業 を提供する物産展の目玉として、舞妓が派遣 されるよ うになった。

このような変化 によって、芸舞妓の存在は、当地独特 の重要な観光資源 として、海外 も含

めた京都市の外部に打ち出されるようになっていったのである。

こうした状況のなかで、京都府は1955(昭 和30)年 に風俗営業取締法施行条例を定めてい

る(昭 和30年 京都府条例第3号)。 第3章 で述べたよ うに、風俗営業取締法(昭 和23年7

月10日 、法律第122号)の 制定によって、戦後のお茶屋は風俗営業 として定義され各都道

府県 の公安委員会によって取 り締 ま られて いた。京都府では、 この条例 によって、旅館業
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法(昭 和23年7月12日 、法律第138号)の 許可を得ていない風俗営業者が客を宿泊させ る

ことや寝具を提供することを禁止 したのである(第26条)。 お茶屋 と旅館が法的に分離され

た ことで、客はお茶屋 に宿 泊する ことができな くなった。 したが って、雑魚寝の慣習 も姿

を消 して くい ことになった。京都府 では、花 街 に労働基 準法が適用 され た翌年で ある

1959(昭 和34>年 に、お茶屋 を 「和風設備の客室を設け、主 として芸ぎ(ママ)そ の他遊芸人等

を呼んで客席で客の接待を し、客 に遊興又は飲食をさせる」業態 として定義 して いるので

ある(昭和34年3月25日 、京都府条例第2号 「風俗営業等取締法施行条例」、昭和59年 に

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す る法律施行条例」 に改称)。

風俗営業取締法は、1964(昭 和39)年 における改正によって、18歳 未満 の者 を客 に接する

業務 に従事 させ る行為を違法であると定めてお り(昭 和39年5月1日 、法律第77号 「風

俗営業等取締法の一部を改正する法律」)、京都にお いて も18歳 未満の芸舞妓が宴席に侍る

ことが厳 しく制限されたが[矢野(編)1964}、 この改正が出された当時か ら現在に至るまで、

彼女たちがお茶屋遊びの場か ら姿を消 した ことはな い。この背景には、先に述べたように、

京都 という都市にとって、芸舞妓は欠かす事のできない存在 にな りつつあった という状況

があると考 え られる。祇園町を含めた京都 の花街には、労働基準法や児童福祉法 といった

諸法の適用を緩やかにす る素地があったといえるだ ろう。筆者が聞き取 りを した女将や芸

妓のなかには、京都には18歳 未満の舞妓の活動 を許可する特別条例があると話す人々が多

かった。確かに、風俗営業等取締法の 「年少者に関する禁止行為」には、「各都道府県が条

例で定める場合を除 く」 との一文が付 されている。実際には、京都府において、舞妓の就

労について特別 条例が出された との記録は確認できない。 しか しなが ら、 こうした言説が

説得力をもって語 られ るほどに、京都では花街の維持が求められていたのである。

ただ し、第3章 で説明したように、戦後の 日本社会においては、舞妓 として出ることを

「当た り前」 として受け止めてきた花街の内娘 たちの生き方 と、それを可能 にしてきた奉

公人を身内として包括す るイエの存続は厳 しくなった。 このような状況 を背景 に、戦後に

生まれたお茶屋 の娘たちには、舞妓 に出な いという選択 をす ることが許 され るよ うになっ

た[竹 中2008;中 原2012】 。筆者が見聞き した範囲においても、現在お茶屋 を切 り盛 りし

ている団塊世代以降の女将たちには、舞妓や芸妓 として出た経験のない者が多 い。花街の

「民主化」 によって、内娘たちには舞妓になる という選択が 「当た り前」ではな くなって

いった。 こうした変化によ って、産 まれ も育ち も祇園町であるという舞妓は次第に減少 し

ていったのである。加えて、売春防止法が施行された後 にもお茶屋や置屋が営業の正 当性
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を主張す るためには、花街での遊興か ら性売買につなが る要素 を排除することが必要な措

置であった。

このように、戦後の京都市が国際的な観光都市として成立 して いくなかで重要度を増 し

て いった舞妓の存在を背景に、祇園町をは じめ とする京都の花街は存続 を実現 した。舞妓

を生み出すためのシステムである年季奉公 も同様である。一方で、花街 における遊興のあ

り方は、新たな法制度のなかで決定的に変質 していくことにな ったのである。

小括

本章では、戦前における祇園町のお茶屋や置屋の世界に迫 るとともに、女系継承のイエ

を前提と して成立 してきたお茶屋遊び という遊興が、終戦か ら昭和30年 代にかけて どのよ

うな変質を迎えたのを明 らかにしてきた。

戦前の祇園町は長女を一家の長 とするイエの集合であ り、鑑札や家財が女性優先 に継承

する関係上、少な くとも戸籍の上では男性の存在が括 り出されていた。祇 園町では、イエ

に包摂され る限 り、夫や息子を欠 いた女性たちが生計を立てるための経路が成立 し得て い

たのである。 このような特異な女性たちの生は、言 うまで もな く客 としての男性、 とりわ

け旦那の存在が前提 とされていた。冒頭で回想 を引用 した早崎春勇は、旦那 に落籍されて

一旦は舞妓 を引退す るが、昭和金融恐慌の影響で旦那を失 い、三人の子 どもを連れて祇 園

町に戻って いる。早崎は、子 どもたちを手離さないために、芸妓 として生計を立て ること

を選んだのだ。以下はその当時をふ りかえる早崎のことばである。少 し長いが引用 したい。

あの時はほんまに、 どうしようか しらんと思 いましたえ。姉ちゃんに相談 に行きました

ら 「まだ若 いのや し、身軽 うなって働 いた らどうえ。 子ども三人ともよそさんにもろてお

もらい」 といわは りま した。そんな ことは しんからいやや と思いました。 いったん祇園町

を出た とこどす し、 もしそ うせんな らん ことになった ら、みんなで死 んだ方が ましや、と

そ こまで思 いつめた こともお した。けれ ども、あた しら子 ども背おたろうてほかの仕事に

つ くな ことでけしまへん。手 に職つけて しまへんさかい、芸妓する ことしかでけ しまへん[早

崎19990:68]

このようなイエで生きた女性たちは、花街の 眠 主化」を推 し進めた戦後民主主義が想

定 して いた、近代家族観か らは逸脱 した存在である。年季奉公の システムのなかでは、主
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家 と奉公人の関係 を通 じて義理 と恩の応酬が発生する。 この応酬は、奉公人たちに生計を

立てる手段 を与えていた。 このよ うなイエのあ り方 は、新憲法を形作る 「基本的人権」の

思想 とはそ ぐわな いものであった。そのため これ らの関係性は、戦後の社会 においては前

借金契約による 「不当雇用関係」 として糾弾されていくことになった。 しか し、京都 にお

いては年季奉公 によって生み出される舞妓の存在が、観光業において重要な位 置を占めて

いたため、年季奉公による舞妓の再生産や年少者によるお茶屋での接待は、昭和30年 代以

降もグ レー ゾー ンのまま黙認 される こととなった。

ただ し、年季奉公の性質それ 自体 は変化 を免れ ることはできなかった。具体的に問題に

なったのは、性的関係をともなう年季奉公と旦那の関係性である。水揚げや 内縁の夫婦関

係をともな う遊興 のあ り方は、花街が営業を存続するために変質を迫 られることとなった。

したがって、年季奉公は旦那の存在 を必要不可欠のものとして取 り込んだ まま、旦那 を獲

得する機会 である贔屓客 による舞妓の水揚 げという儀礼は姿 を消 していったのである。 こ

こに至って、舞妓の髪型の変化は、水揚げとは完全に切 り離 されることになった。旦那の

獲得が難 しくなった祇 園町では、1962(昭 和37)年 には、観光客 を対象 にした舞妓 による京

舞 をは じめ とする伝統芸能の鑑賞施設であるギオンコーナー を設置 した。また この翌年に

は、工一ル フランス航 空の東京～アテネ線就航記念行事の一環で芸舞妓がヨー ロッパに招

かれ、各地で京舞を披露するなど、海外に向けたアピールにも積極的に取 り組 んだ[矢野(編)

1963;1964]。 こうした動きは、新 しい客筋の開拓の試みであり、 ごく一部の富裕層を客と

してきた祇園町の遊興のあ り方 に変化をもた らす ことになった。昭和30年 代以降の祇園町

では、性的な要素を少な くとも対外的には排除 した うえで、芸舞妓 を伝統的な芸能の体現

者 として提示 して いくことになったのである。

このよ うな動きは、現在 の文化行政における、お茶屋遊び にお ける接待に、芸能は もち

ろんのこと、着物や下駄、花管な どの伝統的な手工芸によって成立する究極の 「お もてな

し」 としての価値 を見出 していく動きにも地続きにつながってい く(2014年1月9日 、第

2回"京 都をつなぐ無形文化遺産"「 花街の文化」審査会、第2回 於:ホ テル本能寺)。 この

ような文脈 においては、戦前 までのお茶屋遊びにおいて見 られた、贔屓客との艶めいた関

係性については言及される ことがない。もっとも、 こうした花街全体と しての動きとは別

に、個々のお茶屋では、独 自の戦略によって新たな客筋の獲得が試み られて いる。そ こで

続 く第6章 では、旦那 を志向 しな い客を主た る客筋 として抱える現在のお茶屋において、

どのような戦略が用い られているのかを考察 したい。
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第6章 変 貌 す る お茶 屋 遊 び一 一色 事 の ゲ ーム と社 交 の ゲ ー ム

本章では、第4章 で提示 した年季奉公をめ ぐる第二の疑問、すなわち旦那にな りうる客

層が減少 して いる近年 の花街で、お茶屋遊びはどのよ うな戦略で もって客たちを惹きつけ

ているのか という点について考察 して いく。第5章 では、祇園町を含む京都の花街におい

て昭和30年 代以降も年季奉公が維持された背景として、特に舞妓の存在が京都市の観光産

業のなかで重要な位置 を占めて いた点、そ して花街の側で も、年季奉公 と旦那 を切り離す

ことで性的な要素や人身を拘束する要素を排除 した点 をあげた。 これを踏まえて本章では、

このよ うな変質 を迎えた現在 のお茶屋遊 びに注 目することで、旦那を志向 しない現在 の客

たちを、 どのように贔屓客 として育て上げてい くのか について検討する。

お茶屋遊びは非常に複雑なゲームである。 このゲームは、基本的には、作法にもとつ く

様々な駆け引きを通 じて芸舞妓との関係 を親密で艶めいた ものにしてい く過程として理解

できる。 しかし、客 のなかには女性の贔屓客 も多 く存在する し、芸舞妓 を一一流の芸舞妓に

育てあげることに喜びを見出す者や[西尾2006b;2007】 、商売 を超えた心 の交感を求める客

も存在す る[中岡2013a]。 このよ うに、お茶屋 の客たちの 目的は一様ではない。個々の客 に

対応す るために、お茶屋の経営者である女将たちは自身の経験に もとついて独 自の方針 に

よって店を営み、お茶屋遊びという場をつ くりあげている。 したが って、客 と芸舞妓 との

間で展開す る多様な駆け引きが、作法に則 って展開す る形式化されたゲームとして成立 し

ている背景には、お茶屋の女将による何 らかの働きかけがあると考え られる。

本章では、女将の経営戦略と、客がお茶屋遊びの作法を学ぶ過程を結びつける概念とし

て、祇園町 も含 めた京都のお茶屋で共通 して確認できる戦略1で ある 「地味な商売」 に注 目

する。地味な商売 とは、財力に物を言わせた派手な遊び方 をする客ではな く、地味なが ら

も景気の浮沈に左右 されず、長期的にお茶屋を利用 して くれ る 「細 く長 い客」の獲得をめ

ざす戦略で ある。経営学の視 点か ら調査を行った西尾久美子 によれば、京都花街には独 自

の取 引システムとサー ビス評価の仕組みを もつ花街共 同体 が成立 してお り、 この共同体の

中心に存在す るのがお茶屋であるという[西尾2006b】 。また、芸妓の参与観察 を通 じて【日青

線地帯に位置する東京の花街 を調査 した中岡志保は芸妓の年齢によって芸の解釈に差異が

生 じていることに着 目し、芸妓が性的なイメージをもちえた時代には客 の情を操 り楽 しま

せる技術を芸 と呼んだのに対 して、女将か ら芸能者 としてふるま うことを要請 され る若 い

世代の芸妓たちは踊 りや三味線 といった邦楽の技術 を芸と呼んでいることを指摘する。 中

岡はホ ックシール ドを参照 しなが ら、芸 に関わる芸妓たちの感情管理の側面を明 らかに し
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た[中 岡2013b】 。しかしなが らこの地味な商売は、安定 した経営 を妨げる リスクの縮減や芸

妓の感情管理 という観点だけでは説明す ることができない側面をももつ。すなわち、お茶

屋遊びに参加する客たちを作法に則って競合させようとする志向性である。

お茶屋遊びという世界は、暗黙の(成文化 されていない)/外 部者に閉ざされた過剰な作法

に拘束 されている。 山崎正和は、ホイジンガをは じめ とする遊戯論の歴史のなかで、遊び

は実生活 と対置されてきた ことを指摘 した1山崎1975】 。ホイジンガの定義に従えば、遊び

とは 「あるはっきり定められた時間、空間の範囲内で行われ る自発的な行為 もしくは活動」

で あり、「それは自発的に受け入れた規則 に従 っている」[ホ イジンガ1973:73】 。遊びの 目

的は緊張 と歓びの感情 を伴 う行為その もののなかにあ り、 日常生活 とは別のものという意

識 に裏づけられている[ホ イジンガ1973]。 これに対 して山崎は、遊び と実生活はともに行

動の過程を 目的遂行のための手段 と して位置づ けてお り、両者は不可分 に融合 して いると

主張 した。さらに、九鬼周造の議論 を参照 しなが ら、近世の遊廓 における 「いき」 という

美意識 は、遊女との間で性 的な関係 を得 るという目的と手段が遊びの中で逆転 した例であ

ると指摘する[山崎1975]。 このよ うな行動の定式化 こそが社交の原点であ り、礼儀作法に

よって統御された社交活動 と人間関係は独 自の遊びを生み出す[山 崎2006]。 これと類似す

る現象はお茶屋遊びにも見 られ、女将 はさまざまな戦略によって、社交 に特有の人間関係

に客 を取 り込 もうと試みる。

本章の 目的は、地味な商売にこのよ うな志向性が必 要とされ る理由を、客を社交のゲー

ムに取 り込む戦略 という解釈 によって明 らかにすることにある。山崎正和の社交 にかんす

る議論を援用す ることで、お茶屋遊びの主題である芸舞妓 と客の色事か ら派生する社交の

ゲームの特性を、作法が定式化する ことで派生 した ものとして分析す る。第1節 では、成

員 に連帯意識をめばえ させる花街の構成 と、それ を基盤 として成立するお茶屋 の業態につ

いて概観す る。第2節 では、地味な商売が志向 され る背景として、舞妓 の年季奉公 とそれ

をささえてきた旦那制度の崩壊 という花街がおかれている現状 について述べ る。第3節 で

は、お茶屋遊びにおいて客同士が作法に依拠 して名誉 を競 うゲームが派生すること、客 の

熟達度に応 じて階層性が存在す ることを説明する。第4節 では、地味な商売の具体的な実

践例 とそれが企図する作法の検証を通 じて、個 々の女将 によって客 をお茶屋遊びの世界に

取 り込む戦略が試み られていることを説明す る。最後 に第5節 では、過剰なルールにもと

つ くお茶屋遊びの世界が、なにゆえに客 を魅 きつ けることができるの という問題 について、

客側の視点か ら明 らかにす る。
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6-1危 機 に直面する花街 と地味な商売

本節では、現在の花街が直面 している状況 を概観す る。今 日のように、京都花街の女将

たちが地味な商売を重視するよ うになった背景には、舞妓 の年季奉公 を支 える旦那制度 の

崩壊が深 く関係 している。第3章 および第5章 で詳 しく説明 した通 り、舞妓の年季奉公 は

花街の家族制度や家財の継承 と関連す る複雑な仕組みであるが、本章では紙幅の関係 上、

地味な商売に関連する部分に直接かかわる点のみを概観するに留める。

第3章 で触れたよ うに、戦前までの芸妓の年季奉公は、負債額 によって奉公人を労務 に

服させる拘束性 の強い契約 として機能 していた。奉公人が置屋か ら独立 し、芸妓 として 自

営業化するためには、旦那か らの金銭的な支援が不可欠であった。 しか し、昭和33年 に京

都花街に労働基準法が適用 され、奉公人舞妓の法的立場が変化するにいた って、年季奉公

契約は舞妓の独立を支援する制度へ と再編 された。しかしなが ら、第5章 で述べたよ うに、

舞妓の独立=自 営業化を資金的に支えてきた旦那の存在は制度 としてはすでに機能 してい

ない。

表9は 、芸舞妓の増減数 をグラフ化 したものである。1965(昭 和40)年 代以降、京都の芸

妓 ・舞妓は共に急激に減少 してきた。このような傾向は2000年 代に入ると変化 し、舞妓は

80名 前後、芸妓は200名 前後で安定 している。ただし、 この数値をもって芸舞妓数は安定

して確保できて いるとは言 い難 い。舞妓の志望者は途絶えることな く京都にや って くるが、

かな らず しも店出 しを迎えた舞妓の全員が独立 して芸妓 とな る訳では無 い。年季奉公によ

る舞妓の育成 と独立 という仕組みが維持 されて いる以上、近年の芸妓は自力で運転資金を

確保す ることが厳 しい状態 にあるといえる。それゆえ、祇園町を含む近年の京都花街では、

年季奉公 を終 えた後に襟替えをせず に廃業する舞妓が増加 して いる。 このよ うな状況に と

もなう若手の芸妓たちの廃業 も多い。
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表9京 都の花街における芸舞妓の増減数

(公益財団法人京都伝統伎芸振興財団の調査記録より作成)

600

500

ail

340

zao

zoo

O・

警
372一

騰

栖 ぜ5跳 ド 輔 拷撒8蘇¥6壷65

灘 葦麟繕 磐

9霧18劉 舞妓{名}

嚇 芸妓{名}

旦那を得ることが難 しく、 したがって 自力で稼業 を続けていくことが困難な状況 に鑑み

てか、近年の舞妓たちの中には恋愛結婚によって花街を円満に離脱する ことを夢見 る者た

ちが現われ始めた。芸舞妓 と旦那は、婚姻外の恋愛 を前提 として関係を形成す るものであ

る。1970年 代 に先斗町で調査を行 ったダルピーは、芸妓を 「職業的に 『結婚 しない女 』」[ダ

ル ビー1983(1985):195】 と評 した。例え芸妓の芸能やお座敷での技 巧を褒める人物で あっ

て も、 自分の娘 を芸妓にす ることは望 まない。 このよ うな心理 を、ダルビーは 「他人の娘

な らいい。自分の娘は こまる」[ダル ビー1983(1985):195]と 表現 している。 こうした記述

は、芸妓の多くは旦那を迎える ものであるという認識が当時の外部社会で共有 され、なお

かつ黙認されて いたことの証左である。加 えてダル ビーは、芸妓の側 も、主婦 として家庭

に閉 じこもる ことを窮屈だ と感 じていると指摘 した。彼女が出会った芸妓たちは 「まとも

な結婚 とひきかえに気 ままな生活を返 上す るなんて絶対 いやだ」[ダ ル ビー1983(1985):

204】と語ったのだ という。 こうした状況は、現在 では大きく様変わ りしている。今 日で も

京都の花街では、法的な婚姻 をした者が芸舞妓 を継続する ことは許されていない。 しか し

なが ら、筆者の調査拠点であるお茶屋 「小嶋」で も、恋愛結婚に夢 を抱 く舞妓たちの姿 を

度々見かける事が あった。独立のために旦那 をもつ ことが要請されていた戦前の花街であ

れば、正式な結婚 をしたい という舞妓の発言 は許 され るものではなかった。ダル ビーの調

査時点である1970年 代と現在では、舞妓の意識は大 きく変化 したのである。
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さらにまた、意識が変わ りつつ あるのは客 の側 も同様で ある。筆者が出席 した 「花街の

文化」の審査会においては、お茶屋の女将か ら 「芸妓 と結婚 しよ うと思 って くれ るなんて

かつては考え られない、昔は勘当ものだ った」 という感想が聞かれた。 しか し現在では、

弁護土や大学教授 といった 「ちゃんと した方」 が芸舞妓 を妻 に迎えるのだ という(2013年

11月18日 、第1回"京 都をつな ぐ無形文化遺産"「 花街の文化」審査会、於:八坂神社)。

このように、近年の京都花街は、そ の根幹 を成す芸妓 という職業存続の危機 に見舞われ

ている。 こうした危機的な環境のなかで商売 をする近年のお茶屋はまた、長期的な不況に

よる客筋や遊び方の変化にも直面 している。例えば、バブル経済期か ら現在にいたる客筋

の変化 について、ある女将は次のように述べる。r当 時お茶屋 に通 いはじめた客たちは、バ

ブルが弾けるとつきあいが途絶 えて しまった。お茶屋に受けた恩 を返 さな いお行儀 の悪い

お客さんだった。実入 りが良いか らとこういう客 に頼って派手に商売を していたお茶屋は

(バブル経済期が終わるとともに)廃業 した。親の代か らのつきあいがあるお客 さんは、景気

が悪 くなっても細 く長 く遊んで くれて いる」(富 沢敏子、2012年6月26日)。 遊び方の形

態 も、お茶屋で宴会を開 くのではな く、出先の料理屋に芸舞妓 を招きお茶屋は二次会で利

用する例や、お茶屋に併設 されて いるバーの利用に留まる例が主流にな りつつ ある。 これ

には客層の変化が関係 してお り、「宴会があっても昔の客のように、邦楽や舞 といった古典

芸能を盛 り立てようという気概 をもった客が減少してきた」のだという女将 もいる(古嶋美

雪、2013年9月21日)。 実際に、筆者が調査の拠点 としているお茶屋 において も、お茶屋

のお座敷で仕出 しの会席料理 をって宴会を開く、とい う昔なが らの遊び方 にこだわる客 は

稀であ り、多 くの客 は食事を料理屋で済ませてか ら二次会の場 としてお茶屋 を利用するか、

バーを利用す るに留まっている。女将たちはこのような状況を指 して、サー ビス産業全体

がおかれたきびしい状況2や 浪費に対 して批判的な価値観の台頭に、お茶屋 も巻き込まれて

いるのだ と口にする。

このように、お茶屋の女将は、地味な商売をヒ トの動きもモノの流れ も制限された厳 し

い現在の状況 においても客 を維持 し続けることを目指す戦略 として説明す る。ただ し以下

で示すように、地味な商売 とはかな らず しも経営戦略のみ を指す ことばではない。 この戦

略には、お茶屋遊び という遊興の特性を支える試みが含意 されているのである。

6-2派 生する社交のゲーム

本節では、現在のお茶屋遊 びには、芸舞妓や女将とのあいだ に親密さを形成する艶めい
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たゲームだけでな く、そこか ら派生する作法のゲームが含まれていることを述べる。その

上で、お茶屋遊びへの参入プロセ スか ら、お茶屋遊びに参加する上で作法の習得が客 に階

層性をもた らす ことを説明する。

6。2-1お 茶屋遊びと二つのゲーム

まずは、筆者が経験 したある宴会の場面か らお茶屋遊びの風景を紹介 したい。

お茶屋の贔屓客であるA氏 が東京から3人 の男性をゲス トとして招き、二階の座敷で宴

会 を開いた。筆者 は着物を着て、アルバイ トの女性 とともに料理 を給仕 した。 この 日に呼

ばれたのは、芸妓2人(う ち1人 は地方)、舞妓2人 であるが、芸舞妓 は2時 間を単位 として

入れ替わ り出入 りする。女将は基本的に宴席に侍 り、贔屓客 の傍 らで場を盛 り上げる。筆

者 も含むお運びたちにっいて も、宴席を空に しないよ うに宴席 に侍 ることが推奨され る。

この日は、お茶屋に馴染みのな いゲス トた ちを もてなすために、舞の鑑賞のみな らず、誰

でも芸舞妓 に親 しむことができる 「金毘羅船 々fJな どのお座敷遊び と呼ばれ るゲームが催

された。女将はお茶屋遊びに不慣れなゲス トが宴会を楽 しめ るようにと、あ らか じめお座

敷遊びに必要な道具類 を用意 してお り、料理の進み具合を見て芸舞妓 に準備をうなが した。

「金毘羅船々」とは、客と芸舞妓が向かい合った間に袴(酒 の銚子を据える器)を 据えた脇息

を置 き、地方の唄 と三味線 に合わせて手を袴 に交互 に出 し引きする、身体接触 をともな う

手遊びである。A氏 は主賓の男性 に参加をうなが して 自らは唄に加わ り、主賓と相方の舞妓

を嘩す役に回った。

興が乗ったA氏 はある有名な歌詞を 「着物の裾 に分 け入る_」 と艶めいたものに替えた

春歌を披露 し、経験の浅い舞妓Bの 頬が少々ひきっる場面 もあったが、場は大いに盛 り上

がった。舞 の鑑賞 に際 しては定番 の小唄である 「祇 園小唄」が披露 されたが、食い入るよ

うに見つめるゲス トたちに対 して,A氏 は自 らも唄を口ず さみなが ら見守っていた。やがて

宴会がお開きになった後、翌 日の観光ではA氏 がゲス トたちを清水寺に案内する というと

いう話題が出た。 この 日の接待の様子 を見て舞妓Bを 気に入ったA氏 は、翌 日の旅程にB

を呼ぶ ことをその場で提案 し、同席 していた女将 も喜んで賛成 した。A氏 とは初対面であっ

たBは やや不安そ うなそぶ りを見せたが、女将は「あんた、(誘って もらって)よかったなあ、

嬉 しなあ!」 と微笑みなが ら声を掛けた。同時に、A氏 が身元の しっか りした信頼できる人

であ り、このよ うな誘いをかけてもらうのは大変晴れがましく幸せな ことだと諭 した(2013
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年5月26日 、於:お 茶屋 古 嶋、二 階座 敷)。

このようにお茶屋遊びの現場では、客 と芸舞妓 とのあいだ に芸舞妓 の感情労働 にささえ

られた艶のある駆け引きが展開 している。親密な関係性を 目指すゲームの結果を判定す る

のは、お座敷の采配者である女将である。 この事例か らも明 らかなように、お座敷にお い

てお茶屋の客 は、ゲス ト、仲居、そ して筆者のようなお運びな どの他の参加者を観客 とし

て、自らの遊び方の習熟度や駆け引きの妙を示す。例えばこの事例では、金毘羅船々とい

うお座敷遊びと、舞の鑑賞 という二種類の遊び方が登場 した。前者はルールが難解ではな

く、は じめて体験する者でも芸舞妓と親 しい雰囲気 を演出できる遊び(お座敷遊び)で ある。

対 して後者は、芸舞妓が習得 して いる芸事 を理解 しなけれ ば十分 に楽 しむ ことができな い

通人の遊びである。そ のためA氏 による祇園小唄の暗唱は、他の参加者へのお茶屋遊びの

熟達のアピールに繋がった。 このように女将は、贔震客が 自らの熟達度を示す ことができ

る提案をした り、他の観客 を前にして身体接触 をともなう親 しげな会話 を披露 した りする

ことで、客の気分 を高揚させ、欲望を煽るような働きかけを行 う。

つ まりお茶屋遊びにおいては、他の客を競争相手として、誰がよ り女将や芸舞妓 にとって

重要な客かを示す、名誉の獲得 をめざすゲームが成立 している。 この種のゲーム化 された

色事はホステスクラブな ど他 のサー ビス産業で もみ られ るものである。 しか しなが らお茶

屋では、芸舞妓や女将 らと親密な関係に至るためには、自らが花街の作法や 芸事へ の造詣

が深い ことを示さなければな らない。すなわち、お茶屋遊びにおける色事のゲームで 目的

を達成するためには、その過程が高度に形式化 された作法 に依拠する社交のゲームに挑む

必要があるのだ。お茶屋遊びにおいては、最初 に客 として参入する段階か ら、作法に則 っ

た優雅なふるまいを要請 され るのである。新規の客か ら細 く長 く遊んで くれそ うな人物を

見極め、贔屓客へと育ててい く女将の実践 もまた、いくつかの厳格な作法の上に展開して

いる。以下では、女将が新規 の客を受け入れるプロセスに注 目す ることで、お茶屋におけ

る客の階層性について指摘 したい。

6-2-2社 交のゲ ームと階層性

客の獲得について具体的 に述べる前に、まず はその前提条件について説明す る。お茶屋

の女将は、先代の女将か ら受け継いだ個別の客筋を抱えて いる。新た に望 ましい客を見出

す実践は、他のお茶屋が抱える既存 の客筋 を侵犯 しない範囲で展開される。例えば、繊維
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産業や製材業者、仏具業者 といった地場産業 にかかわ る人び とや、役者、大学教員、作家

な どの文化人が、典型的なお茶屋の客筋 として挙げ られる。たとえ同 じ繊維産業の客 を抱

えていた としても、呉服屋、問屋、生産者は別個であ り、 さらに扱 う品物が帯 なのか着物

なのか、また着物の中で も染め物なのか織 の着物な のかといった基準 によって、客筋は細

分化 されている。他の客筋 を侵犯 しな いことは、花街の内部対立を避けるために最 も重要

な作法である。筆者があるお茶屋の女将に、花街の中で信用されない人はどのような人物

か と尋ねた ところ、ルール を守 らない人 という答えが返 ってきた。ルールとは どんな もの

かを尋ねると、「よそのお客さんは絶対 にとらな い事だ」 という。

女将は、花街 において女一人で商いができるのは、義理を大切に してお互いに助け合っ

ているか らであると語る。「廓で一つになってモノをやることが多 いため、内部での喧嘩は

避けなけれ ばな らない。 もし自分の店のお座敷に他のお茶屋の客が来て しまったときには、

誤解 を避 けるために、そのお茶屋に電話を入れて断 りを入れな ければいけな い。仮に他の

客筋を盗るよ うな人が出たとすれば、同 じ廓内のお茶屋 として(筆者注、表面 ヒは)つきあ う

け ど、つきあい方が変わる」(と し尋、2012年6月26日)。 この語 りか らは、同一の組合に

所属するお茶屋間の客筋をめ ぐる対立を回避 し、廓内の融和 を図るとい う目的を読み取れ

る。お茶屋 とお茶屋の問で もまた、お茶屋の女将 と客 との問 と同様に、他の女将への義理

を果たす ことが期待 されてお り、断 りの連絡を受 けた女将はその恩に報いるために、何 ら

かの形で返礼を試みる3のである。相手か ら受けた恩に報いる慣習は、花街で営 まれる生活

のあ らゆる場面 において確認す ることができる。逆 に言えば、恩に対 して返礼 しなければ

な らないという義務の論理が及ぶ限 りが、花街の範囲であるということができる。 このよ

うな他のお茶屋が抱える客筋の不侵犯 とい う前提条件を満た した上で、女将は新規の客を

獲得する。

このような事情があるため、お茶屋遊びへの参入プ ロセスにおいて、新規の客は女将の

審査 を通過 しな ければな らない。花街では、贔屓客 に同伴 して訪れた客を正式な客 として

迎える際の慣行それ自体が作法となってお り、「3回 目で本当の客 になる」 という表現が用

い られる。 ある料理屋の女将は、 「1回 目の訪問はまだ顔見せの段階、2回 目で女将に顔を

覚えて もらい、3回 目からよ うや く 『うちの客 』として認めて もらえる」と説明する(佐藤

温子、2011年11月15日)。 贔屓客による正式な紹介 と身元の保証を経てはじめて、女将は

新規の客 を受け入れるのである。紹介者の同伴の もとで女将の信用を得ることができれば、

新規の客は5、6回 目の訪問か らは自らの裁量でお茶屋を利用できるようになる。新規の客
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が正式にお茶屋の 「うちの客」として受け入れ られ ると、彼の監督責任 は紹介者か ら女将

に移 り、女将は客の保護者 とな る。仮に、客が他の店や芸舞妓 に粗相をすることがあれば、

女将が先方に謝罪に赴かねばな らない。

こうしてお茶屋遊びに参入 した客たちには階層性が生 じる。何度 もお茶屋に通 ううちに、

女将の目利 きによって細 く長い客になるうる人物であると判断されれば、階層の上位に移

行 してい く。客 を区分する指標は明示されていない ものの、客への対応 は一律ではな く、

立場 によって変動す る。お茶屋 にとって最 も重要な客は旦那であるが、前節で述べたとお

り、現在では実際に旦那にな り得る客を抱えて いるお茶屋 はほとん どな い。 しか し、旦那

候補の潜在的な選定を基礎 とする客の階層性 はいまだ失われてはいな い。その一端を確認

できるのが、料金を請求する場面である。芸舞妓を呼ぶための費用を花代 と呼ぶが、その

価格は客 に明示 されな い。西尾久美子は花代の算出方法 について、「(移動時間+お 座敷での

時間)×時間単価=花 代」[西 尾2007:28]と いう原則4を 指摘 している。 このよ うに、お茶屋

遊びの総額 は、呼んだ芸舞妓の人数や、食事の内容、時候な どの条件によって大きく変動

す る。加えて西尾は、贔屓客 との安定的な取 引関係を維持するために、取 引実績や相性 と

いった関係性の濃淡に応 じて請求価格を勘案 している可能性を指摘 して いる【西尾2006b]。

前節で引用 した女将の語 りのように、地味な商売にお いては、地味な遊び方であって も

店 に通 い続 けて くれる客がありがたい存在 とされ る。 したが って、た とえ一回当た りの遊

興費は大き くな くとも、長期 にわたって女将 と良好な関係を維持す る客が階層の上位に位

置することにな り、支払いの面で も優遇される と考え られる。客がお茶屋遊びに参入する

資格 を得てお茶屋遊びに熟達 していく過程は、女将側か ら見れば、細 く長い客 を選別 し育

成す るプロセス=地 味な商売で もある。

6-3地 味な商売の実践例 とその戦略

まずは、個々の女将が どのような手段によって地味な商売を実現 しよ うと試みているのか

を説 明する。地味な商売の実現方法は目的によって二種類に大別 できる。第 一に望 ましい

客 にな りうる人物 を見極める実践があり、第二 にそのような人物 と細 く長いつ きあいを継

続す ることで、作法の熟達 を促す実践がある。本節では、客 の見極めが どのようにな され

ているのかを説明するとともに、どのよ うに客 を社交のゲーム に取 り込 んでいるのかを具

体例 に則 して明 らかにする。
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6-3-1あ るべき客の選別一 客の回想性をめぐる認識のズ レ

前節で述べた通 り、女将は客に、単発の利用にとどまらず、長期 にわたってお茶屋に通

って くれ る遊び方を期待する。 しか しながら客 の多 くは、高額な ご祝儀 を芸舞妓に支払 う

ことや贅 を凝 らした料理 を注文する ことが、社会的地位の高い男性 に期待されているふる

まいであると解釈 し、このよ うな遊び方が女将の歓心 を買うことにつながると考えている。

置屋や芸妓を顧客 とするある業者 は、 こうした遊び方を知 らな い客の特徴として、「財布が

(お札で)膨 らんでいる」 ことが挙 げられ ると説明する。む しろ、「お座敷で自分の財力をあ

えて示 さず、す っと してるお人の方が、実は権威ある立場にある」のだという(鈴 木正二、

2012年6月26日)。

新参者の客はまた、芸舞妓 をコンパニオンのよ うに伴って歩 くことで、 自分の社会的地

位の高さを示そ うとす るが、女将た ちは こうした行為 をす る客は 「お行儀の悪 い客」であ

ると指摘する。バ ブル経済期の前までは、遊び方の作法につ いて十分に把握 していた 「西

陣、室町、坊主、大学」が主たる客筋であった(桐 野弓子、2012年4月18日)。 当時を知る

料理屋の女将は、そのなかでも旦那 になるよう人物は、「芸舞妓を隣に歩かせることはせず、

しゃな りしゃな りと歩 く芸舞妓を自分 の後ろに従えていた」 と語 る(熊代里香、2011年12

月2日)。 こうした作法がわか らない客 は、品が無 いだけでな く、芸舞妓の事情を配慮 しな

い傾向がある。 このような遊び方の流儀 をめ ぐる客 と女将 の認識 のずれの原 因は、客 の階

層性をめ ぐる理解の方向性 にある。多 くの新参の客 は、経済力の有無が花街 にとっての客

の重要度を測る指標だ と考 えてお り、 自らの財力を顕示す ることで、他の客 との差異化 を

図ろ うとする。 しか しなが ら前述 した通 り、かつての女将 は芸妓 と旦那の仲介者であ り、

その名残は現在 も店における客 の地位 を見極める 目利きに見 ることができる。 この見極め

は、支払いを滞 りな く実行できるか、芸舞妓 の技芸を積極 的に支援する姿勢があるかとい

った、芸舞妓 にとって望 ましい旦那にな りうるのかという基準 によってなされるのである。

熟達 した客 は、女将にとって有益な客が どのような人物であるのか という点 についても十

分に把握 したうえで、 自らの名誉を賭 けて階層を上昇することを試みて いる。

6-3-2新 規客の取 り込み

次に、お茶屋遊び に際 して発 生する掛け払い、チ ケットの手配、ご祝儀 を具体例 として、

女将がいかに客を社交 のゲームに取 り込 んでいるか という点について説明す る。 しば しば

女将たちは、義理 を重んじる人物が有益な客 である と説明す る。実際に これ らの義理をめ
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ぐる行動 こそが、客 に女将 に対する負債を抱えさせ、結果として細 く長 いつ きあいを可能

にさせる。

第一 に、掛け払いへの こだわ りにつ いて説明す る。一般的に掛 け払いとは、客 の経済状

況にかかわ らず恒常的に店 に足を運 ばせるとい う店側の意 図にもとつ く取 引形態であると

みなされる。客 にとって も、現金のもちあわせが無い場合 にも店 を利用できるため、掛 け

払いは双方 にとって利点のある形態である。 しか しなが らお茶屋遊びでは、現金の もちあ

わせがある場合 にも、掛け払いが基本的な取引の形態 として採用 されているという特徴が

ある。それゆえその支払いは、あ らか じめ履行が可能であることが両者 にとって前提 とし

て共有されている。祖父の代 から同じお茶屋を贔屓 にして いる熊代俊久 は、女将か ら 「お

茶屋遊びの代金は、ご縁が切れんようにつけ払いに して欲 しい」と頼まれ ると言 う(熊 代俊

久、2011年12月2日)。 つけを支払うために顔を出して しまえば、お座敷 を設 ける気がな

くとも、店 にあが らざるを得ないためである。長年お茶屋 に通 う客は女将 の戦略を理解 し、

お茶屋につけを払いに行 く際はまだ店が 開かれていない昼間に行 くな どの工夫をする。そ

れで も女将た ちは、客 との関係性を継続する上で このような機会 を重視 している。掛 け払

いは、客 との関係性を維持す るために、敢えて必要性のな い負債 を生みだす駆 け引きとし

てみな されているので ある。

第二 に、同じメカニズムをもつ実践と して、花街 における舞踊公演のチケ ッ ト手配 につ

いて述べる。一般の観客は、チ ケッ トを代理店や百貨店な どを通 じて入手するが、お茶屋

の客 は女将 を通 じてよい席を確保する ことがで きる。 ここで興味深 いのは、チケッ トの手

配が単に客 の便宜を図るのみな らず、客 に対 して特別な待遇 をほ どこした という恩を売る

戦略 として機能 している点である。例えば、上 司に連れ られてお茶屋に通 っているある客

は、女将にチケッ トの手配 を頼んでいる。上司の元には事前に2人 分のチケ ッ トが郵送 さ

れてお り、公演の当日に会場へ出向くと、女将 は玄関で丁重に出迎 えるのみな らず、座席

まで案内 して くれるのだ という(西田千絵、2011年lI月10日)。 他の観光客や一般客の 目

のある場所で客 を手厚 く遇することで、女将は客に自分の地位 を確認することができる機

会をもた らす。 こうした名誉に報い、与え られた地位にふ さわ しい客 とな るために、客は

お茶屋に通 うのである。加えて、毎年の恒例行事 として舞台の手配を組み込む ことで、客

を恩のループか ら抜 け出しにくくす るという効果 も企図されている。

第三に、 もっとも花街 における一般的な恩 と返礼のや りとりとして、 ご祝儀 があげ られ

る。 ご祝儀 自体は他の芸能人 とパ トロンの関係にも見受け られ るものであるが、お茶屋遊
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びの世界では、作法 に則 って ご祝儀 を優雅 に贈る行為は、客が 自らの習熟度 を示す機会と

して作用する。ある新規の客 は、正月にお座敷を設けた際、女将か ら松 の内なのでご祝儀

を舞妓に渡 してあげてほ しい と頼まれた。 ご祝儀 を渡す ことは義務ではないが、踊 りの舞

台の時期や襟替えなどの祝い事の際に渡 しそびれて しまうと非礼 にあたる。彼が ご祝儀 に

入れる金額 の相場について意見を求めると、女将は 「そのお方のお心もち次第です」 とい

って 目安を示さなかった(岡崎洋、2010年1月11日)。 ここでは、金額 の多寡よ りも、客が

作法に則って ご祝儀を贈った事実が重視 されて いる。一方で、芸舞妓や女将か ら高 い評価

を得ようとして高額な紙幣を包む ことも規制されていないのである。

以上のような女将の慣習行動は、受けた恩に返礼 しなければな らないという感覚 を客 に

生 じさせ、女将に対する負債の恒常的な再生産 をもた らす。社交 のゲームは このような恩

と返礼のネ ッ トワークのなかで展開 している。先にあげた年季 という負債に報 いる体 制で

ある年季奉 公に象徴されるように、このようなゲームが展開する場である花街そのものが

義理の感覚 によって動いているのである。女将 の経営戦略である地味な商売 とは、この花

街で培われた恩 と返礼のネ ッ トワークに客 を巻 きこむ ことで、客 を細 く長 くお茶屋の世界

にかかわ らせお茶屋の しきた りや作法を学ばせてい く過程であ り、客にとってはそのよう

な作法や しきた りの熟達を通 じて、自らの客 としての地位を向上させていく過程であるの

だ。

6-4社 交のゲームがもつ魅力

これ まで見てきたよ うに、お茶屋遊びは過剰な しきた りや作法 で縛 られた厳格 な世界で

あ り、そ こか ら派生した社交 のゲームは、遊びとして成立す るための余地を欠いて いるか

のよ うにみえる。本節では、女将か ら客へ と分析の視点を移 し、お茶屋遊びの世界 に参入

するまでの社交のゲームがなにゆえに客 を惹 きつけるのか という問題を考察する。

客 が過剰 なルールを 自発的に習得 しよ うとす る姿勢はある一面では、ブルデ ューによる

デ ィスタンクシオ ン(卓越化ないしは卓越性)の 概念 によって理解する ことができる。卓越化

とは、社会空間 における特権的地位 を示すために、「他者よ りも上品で優雅で卓越 した存在

として、みずか らを提示す る行為」[石 井1993:185]で ある。ブルデューはブルジョワの消

費行動における贅沢趣味5に これを見出 した。文化への投資 にあ らわれ る卓越性は、他者 と

自己を区別するうえで上品さとして あらわれ る[ブルデュー1990]。 お茶屋遊びにおいて、

客 の卓越性 は作法を優雅に遵守す る態度 として観察できる。作法則った行動様式の披露は、
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社交のゲームに卓越 したプレイヤーであると自己を顕示する行為である。

ここで重要な点は、作法に熟達 した贔屓客 に限っては、逆説的にも、女将が作法の逸脱

を見逃す場合があることである。例えば、前述 した祖父の代 から同じお茶屋に通 う熊代利

久 は、深酒を した父を私的な客 として朝 まで休ませて もらった経験がある。昭和30年 以降

お茶屋 に客を宿泊させ ることや寝具を提供す ることは府の条例6に よって禁止 されている。

そのため、現在 では このような待遇 を受けることはきわめて異例であ り、長年 にわたる女

将 との信頼関係の賜物であって、「女将が代替わ りした今 となっては、 もうあんなことは し

て もらえな い」 という。そのため熊代は、この待遇を 「あ りがたいと同時に、とても恐縮

した」経験として筆者に語った(熊代俊久、2012年2月16日)。

この作法の逸脱を見逃されるという経験は、女将との信頼関係 を周囲に知 らしめ、客 に

名誉 をもた らすものである。お茶屋遊び にお ける通人 としての洒落や、いきなふるまい一

例えば、第3節 で見た春歌の披露、第4節 の芸舞妓を後ろに従えての登場一 の多くも、お

座敷 に上がるまでの女将 との信頼関係を基礎 として、その信用の深さや 自らの客 としての

重要性を試すように、細やかな作法 の逸脱 に挑戦することで成立 している。 これ は非常に

ス リリングな賭 けである。 このよ うな行為が、ひ とたび審判者で ある女将に 「作法に反す

るふ るまい」 とみな されれば信頼は失われ、ひどい場合にはそ のお茶屋を利用す ることが

できなくなる。したがって、客がお茶屋遊びの場で通人 として駆け引きを楽 しむためには、

新参者の段階か ら作法の学習を繰 り返 しなが ら階層を移動 し、駆 け引きの場でなるべ く多

くの厳格な作法 を 「操れ る」ようになる必要が ある。お茶屋遊びか ら派生す る社交のゲー

ムで は、まさにこの、卓越 したプレイヤー にな るまでの困難な過程 とそ こか らのスリリン

グな逸脱への挑戦にこそ楽 しみがある。作法の実践が困難であれ ばあるほ ど、その実践が

承認 されたときの快感は、ゲームの参加者を魅了す る効果をもつ のである[山崎2006]。 す

なわ ち、客に とってお茶屋遊びの楽 しみは、作法の過剰さに支え られて いるともいえるの

だ。

また、過剰な作法か らの逸脱は、社交のゲームを色事 として成 り立たせ ることにもなる。

このような艶めいた駆 け引きは、例えば客が作 法の遵守に失敗 し、女将の不興 を買う場面

に見 出され る。桐野弓子は、長年女将 として客 を接待 してきた経験 を頼 られ、作法に不慣

れな客か ら請われて宴会に付き添 うことが しばしばある。あるとき、ホス トとして取 引相

手を接待す る贔屓客 に付き添 う機会があった。宴会はつっがな く終わったが、最後 にゲス

トを見送る段階になって、 この客はコー トを着たままで玄関先 に出よ うとした。 これ を見
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た桐野は客を叱 りつけ、真冬にもかかわ らず彼の上着を脱がせた。客 は恥 じ入 りなが らも、

桐野に従 ったという(桐野弓子、2012年4月18日)。 この事例のように、女将が社会的地位

のある男性 を他 の参加者の目がある場で叱 りつけるという状況は、客 をもてなす役割か ら

の逸脱 に映 る。それではなぜ、 この客 は女将か らの叱責を受け入れたのだろ うか。実は、

このもてなす側 ともてなされる側の倒錯にこそ、社交のゲームが生み出 した、お茶屋遊び

独 自のゲーム感覚がある。

お茶屋遊びにおいて、女将は単なる作法の教師や審判者ではない。この事実は、第2節 で

述 べたように、芸舞妓が不在であって も女将 との話を楽 しむためにお茶屋のバーを訪れる

贔屓客が多 くいることか らも裏づけ られ る。女将は客 の前に、色事 に通 じた女性 として立

ち現れる。 ときに艶めいた駆け引きは、客 と芸舞妓のあいだだけではな く、客 と女将 との

あいだにも展開される。競合相手の目がある場で女将 に遠慮な く叱 られ るという経験は、

自らが魅惑的な女性でもある女将 と親密な関係性 を築いていることの証左であ り、客 にあ

る種 の倒錯的な快感をもた らすのである。すなわち、お茶屋遊びの色事を支える審判者で

ある女将 とのあいだの社交 のゲームそれ 自体 も、艶めいた駆け引きを含 んで展開 している

のである。

小括

以上のように、年季奉公 をめ ぐる第二の疑問、すなわち、旦那にな りうる客 層が減少 し

ている現状 において、お茶屋遊びは どのような戦略で もって客たちを惹きつけているのか

という点については、女将 による社交のゲームへ と取 り込みがある という結論を導き出す

ことができる。

お茶屋遊び には、色事のゲーム と、そ こか ら派生する形式化 された作法に依拠する社交

のゲーム という二種類の因子がある。お茶屋遊びの世界では、お座敷 に参加するために、

プレイヤーが客 としての自己を卓越化する過程が、遊びとして 目的化 されて いる。女将た

ちは長年の経験にもとついて客の欲望の所在を察知 し、相手の卓越化の欲望を煽る ことで、

このゲームを活性化 させ る。女将が実践する地味な商売 とは、お茶屋遊びの世界への参与

の過程を社交のゲーム として仕立て上げ、客をゲームの参加者一 と りわけ細 く長 い参加者

一 として取 り込むための戦略である。社交のゲームにおいて、女将は審判者であ り、魅惑

的な女性で もある。客はできる限 り負担の少な い範囲で、 しか し表面上は優雅 に社交のゲ

ームを楽 しむと同時に、 ときには女将 とのあいだ にも艶めいた関係性を形成す る。宮廷社

139/167



博士学位請求論文
「花街 ・祇園町の歴史人類学的研究一継承/変 貌する 〈芸〉一」

会と同様 に、資格を欠いた外部者に閉 ざされた、絶対的なルールに則った社交 の場である

お茶屋では、個人の権 力上の位置は共通の礼儀作法 にもとつ く社交的行動様 式を通 じて確

認され ると考えられる 【エ リアス19?8]。 したがって、花街の外では非合理的で奢修に映る

お茶屋遊びにおける財産や時間の投資は、客 にとって、他の客 を出し抜 いて女将か ら認め

られるとい う名誉 を得 るために必要な行為であると考え られ る。 したがって、お茶屋遊び

においては、過剰な作法をめ ぐって、女将 と客 とのあいだに高度な駆け引きが展 開して い

ると言える。 このように地味な商売 とは、安定 した経営を実現 させる戦略と、お茶屋遊び

を形式化 されたゲーム として成立させ るための 日々の実践 とを重ねあわせた概念である。

こうした女将たちの取 り組みは、第2章 で論 じた祇園町という磁場に向けられる期待に

応える語 りや、第4章 で分析 した都をどりという祝祭を通 じた 「伝統」の差異化 と同様 に、

伝統的な花街 ・祇園町を創 りつづけるための流儀であると言うことができるだろう。
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終 章

本論文では、近代 に形成された祇 園町を花街と して成立させるためのシステム と、現在

の花街における 「伝統」の継承 ・刷新が どのよ うに関係 して いるのかを明 らかにす ること

を 目的 として、花街 ・祇園町の近代か ら現在まで を、歴史人類学的な手法によって通時的

かつ共時的に考察 した。

具体的には、 この主題に迫るために序章にお いて設定 した二点の問題、すなわち、(1)国

家の主導によ り明治期から公娼制度が整えられて いくなかで、花街 ・祇園町を規定するシ

ステムがいかに成立 し変容 して きたのか、(2)戦 後、こうした近代型のシステムが成立 し得

な くなるかで、祇 園町はいかなる戦略によって花街 としての営業 を存続 してきたのか、と

いう問題について、三つのシステム(土地の所有 ・管理体制、年季奉公 による舞妓の再生産、

旦那 と結びついた遊興の様式)に 着 目し、各システムにつ いて、そ の成立過程に迫る一章 と

現在の状況について分析す る一一章からなる相補的な対 によって分析 してきた。

以下では、 これ らのシステムにつ いて得 られた知見 について個別 に概観す るとともに、

二点の問題についての本論文の見解 を示 した い。

(1)第 一のシステムー 土地の所有 ・管理体制

第1章 および第2章 では、第一のシステムであ る八坂女紅場による土地の一元的な所有 ・

管理の体制の形成 に注 目した。 この二章においては、こうした独 自の体制によって明治初

年 に購入され、開発 された祇園町の景観が、現在では花街 ・祇 園町 を象徴す る有形文化財

として、花街の成員/非 成員を問わず資源化 されていることを、実例 を挙げなが ら示 した。

第1章 では、明治初年の祇園町において、お茶屋の経営者たちの手によって、花街の存

続のために八坂女紅場が設立 され、 またその用地 として建仁寺の旧境内地が購入 ・整備 さ

れた経緯を示 した。用地の所有権は明治35年 の財団法人化によって確定された。本章では

この法人化 の過程 を分析する ことで、当時の祇園町では公的な役職 に就 くことが許 されて

いなかった女性の営業者が、花街 の日常的なネ ットワー クにお いて は重要な立場にあった

ことを指摘 した。

続 く第2章 では、お茶屋営業者 らの協働 によって明治期に開発された ことが第1章 で明

らか になった祇園町南側地区の町並みが、現在では近 世に形成 された町並みである祇 園新

橋地区と共に文化 財指定 を受けている点に注 目した。当該区域の住 民同士の、あるいは地

方行政と住民との対立 と連帯を経て成立 した文化財 としての祇園町の景観は、現在ではお
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茶屋遊びの舞台装置として作用 して いる。本章では、±地が個 人によって所有され、行政

や住民団体 による規制がないために、花街にふ さわ しい景観が保たれていな いとされる指

定区域以外の地域 も、新規の客や花街に組み込まれていな い業種か らは 「伝統ある祇園町」

を形成する街区として理解されてお り、ときに戦略的にそのイメージを利用 している点 を

指摘 した。

以上、第一のシステムである土地の所有 ・管理体制の分析を通 じて、花街 ・祇園町の南

部における町並みの開発 と管理の過程につ いて示す とともに、昭和40年 代以降に国家/行

政による祇園町で形成された景観の資源化が、結果 として花街 ・祇 園町の対外的な評価 を

高める ことにつながった ことを指摘 した。花街 について深 い知識をもたな い客 層は、祇園

町で こうした町並みが形成 されてきた歴史的な経緯や、その真正性 を問うことはほぼない。

自らが 「伝統 ある祇園町」 に向ける期待が満た される ことを期待 しているのである。 この

ように、第一 のシステムの分析か ら、お茶屋の女将たちには、こうした客層に伝える情報

を即応的に補足、あるいは制限することで、花街 ・祇園町や 自らの商いが継承する 「伝統」

の価値を称揚する 日常的な実践が明 らかになった。

(2)第 二のシステムー 年季奉公 による舞妓の再生産

次に、第3章 と第4章 では、第二のシステムである、年季奉公 による舞妓の再生産 につ

いて分析 した。 ここでは近代の公娼制度にお いて成立 した芸妓 という労働契約 の法的な位

置づけの変遷 を明 らかにするとともに、現在 にいたるまでに この システムが維持されてい

る背景として、二種類の 「伝統」の対比 による年季奉公制度という伝統 の強化があること

を論 じた。

第3章 では、戦前の近代公娼制度下のなかで、芸妓の年季奉公が娼妓 と類似 した契約に

よって成立 して いた ことを示 した。芸舞妓を金銭的に支援する旦那は、舞妓 にとっては置

屋か らの独立資金を得るため、そ して芸妓にとっては運転資金 を賄 うために必要不可欠な

存在であった。やがて戦後の社会 において公娼制度が解体 され ると、労働基準法が京都花

街 にも適用 され るに至 り、置屋やお茶屋 の営業者 らは芸舞妓の立場や就労環境の改善を迫

られた。本章では、祇園町が年季奉公か ら人身売買的要素 を取 り除き、舞妓 の就労 ・独立

を支援す る仕組みに再編す ることで、年季奉公 による舞妓の再生産システムそれ自体 は維

持 してきた ことを指摘 した。

そ して第4章 では、年季奉公が維持されている以上、今 もって旦那が必要とされている
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に もかかわ らず、長期的な不況や芸舞妓 との関係への無理解な どの要因 によって、 旦那の

存在 はすでに制度 としては機能 していな いことを指摘 した。 こうした状況において、お茶

屋の贔屓客 と芸舞妓との関係性をよ り親密にするための機会 として機能 しているのが、 「都

を どり」 である。本章ではこの点 に加えて、観光客向けに創 出された過程が公開され、そ

の創造性が知 られている 「伝統」である都をどりは、お座敷での舞や年季奉公 と旦那制度

に代表され る花街の礎、すなわち、花街の成員にす らその創造性が意識 されていない 「本

来の祇園町の伝統」と比較されることで、後者のf伝 統」を強化 して いることを示 した。

以上、第二のシステムである年季奉公による舞妓の再生産 の分析か ら、戦後社会におけ

る労働 と性売買をめ ぐる新たな諸法の適用をめ ぐって、芸妓 という労働 と花街の存続が危

ぶまれた際 に、芸妓の芸能や性売買 との分蔭が娼妓 との差別化の根拠 となった ことを示 し

た。その上で、昭和30年 代には労働基準法や児童保護法の観点か ら問題視された年季奉公

による舞妓の再生産が、現在の祇園町では花街で生計を立てる成員の生計基盤である 「伝

統」 として再構築され、また再活性化 されていることを明 らかにした。

(3)第 三のシステムー 旦那 と結びついた遊興の様式

最後の二 章となる第5章 か ら第6章 では、第三のシステムである旦那 と結びついた遊興

の様式を通 じて、花街 に不可欠な存在で ある旦那 と芸舞妓 との関係性の変化が、お茶屋遊

び という遊興の様式にどのよ うな影響 をもた らしたのかという点を考察 した。とりわけ第6

章では、変化 して いく時代状況に応 じた贔屓客 を獲得するための経営戦略を、お茶屋の女

将たちが個別 に、あるいは一つの花街 を単位 として協働 して試みて いることを論 じた。

第5章 では、芸妓の年季奉公が奉公人舞妓の身体を拘束するものであると同時に、貧困

家庭の出身者 には、返済 までの経路 を備 えた生業を確立す るための資金 を貸 し付ける仕組

みであった ことを指摘 した。さらに、戦前の祇園町においては、 このよ うな奉公人のみな

らず、お茶屋の娘が一家を養うために舞妓 として就労 していた ことに注 目した。祇 園町の

お茶屋は母か ら娘へ と継承 されていく商家=女 のイエとして成立 してきた。旦那の存在は、

芸舞妓 の生業のみな らず、祇 園町を構成す る女のイエの中にも、非公式な夫 として組み込

まれていた。 このように本章では、戦前のお茶屋遊びが、贔屓客 が舞妓の旦那となるプロ

セス を含み込んでいた ことを指摘 した。 このプロセスにおいては、仲介者の役割 を果たす

お茶屋の女将が、重要な立場にあったのである。 しか し、 こうしたお茶屋のあ り方は、昭

和30年 代 に京都府 による風俗営業取締法の施行によって変質 した。
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これ を受 けて第6章 では、第二のシステムについての項でも述べたように、旦那が制度

としては機能 し得な くな り、芸舞妓 も減少 した現在の花街 における、新規客 を獲得 し、贔

屓客へと育成するお茶屋の女将の経営戦略について論 じた。お茶屋遊び という遊興が、色

事のゲーム としては成立 しづ らいこうした現状にあって、女将たちは、色事のゲームから

派生 した社交のゲームの中に、旦那を志向 しない新 しい客層を取 り込む ことを試みている。

本章では、社交のゲームにおいては、芸舞妓の芸能への理解のみな らず、お座敷での作法

や女将との関係性の形成のあ り方 まで もが審判 の基準 となることを指摘 した。その上で、

女将たちが作法の熟達度 をめ ぐる客同士 の競合 を采配することで、新たな客 層をお茶屋遊

びの 世界に取 り込んでいることを提示 した。

以上、第三のシステムである旦那 と結びついた遊興の様式の分析 を通 じて、花街 ・祇 園

町 という 「伝統」が、女のイエの集合体 として維持 ・刷新されてきた ことを論 じた。そ し

て、現在 のお茶屋遊び にお いては、芸舞妓 のみな らず、このよ うな特殊な家族制度や親方

子方関係を背景 にもつ女将の存在それ 自体が、客 を遊興 に惹 き込む魅力の一つ となってい

ることを明 らかにした。

(4)総 括一 花街 ・祇園町という 「伝統」の担い手、あるいはお茶屋の女将

このよ うに、花街を成立させる三つの近代型システムの分析 を通 じて、花街 ・祇 園町に

お けるシステム変容の方針を左右す る中核的存在 として、お茶屋の女将が立 ち現れた。戸

籍の操作 をともなわない婚姻制度や女系相続の論理 によって生を紡 いできた女将た ちは、

「女の町」で生計を立てる文化的マイノ リティーである。彼女たちは、曖昧かつ不定形な

概念として 「祇 園町の伝統」の根幹 とな るシステムをとらえ、 これ を継承 しつつ刷新 して

いる。 この点こそが、本論文を通 じて描き得た序章で提示 した主題に対する結論である。

花街で生活 しなが ら商いをす る女将 は、経営者 であると同時 に自らもサーヴィス業の従

事者であ り、地域の景観保全 にかかわ る祇 園町の住民であ り、芸舞妓にとっては老練なお

座敷の采配者 であり、非公式な夫 をもつ妻 であり、家業を切 り盛 りす る一家の長であ り、

そ して客 の前では芸舞妓との関係を仲介する女性で もある多面的な存在である と言える。

個別 の女将 による商いを継続 して いくための巧みな実践は、外部か ら押 し寄せるマクロな

圧力と直面 しつつ も、過去か ら未来へ と持続 していくミクロな営みなのである。近年の文

化 人類学 においては、文化的マイ ノリティーが、必要に応 じて 自らの歴史や文化 にさまざ

まな意味を付与する実践が、グローバ リゼー ションによ り見舞われた危機的状況 を生きの
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び るために、文化を資源化す る技法として関心を集めて いる[清水2007】 。こうした取 り組

みは、先住 民族の芸能や慣習の文化財化 を迫る国家/地 方行政の観光政策 と当事者の生活

実態 との矛盾や、「伝統」の構 築主義的立場 と本質主義的立場の対立、 といった既存 の二項

対立的な図式では理解することができない。女将たちの営み も同様である。

1946(昭 和21)年 に近代公娼制度が廃止され るまでは、お茶屋は売春 のための場を提供す

る余地をもつ業種 として、国家/地 方行政によって統制 されていた。 このよ うな彼女たち

の前歴 は、観光都市 ・京都を代表す る観光資源 として市場にとりこまれて いる現在 とは断

絶 して いるように見える。 しか しなが ら、歴史人類学的研究 というアプローチを用 いるこ

とで、女将たちによる家業 を存続 させる実践が、祇園町の過去 を礎 として構築 されている

ことが明 らかになった。それは例えば、お茶屋遊 びの舞台装置 としての景観 に付与 された

価値を補強する語 り(第2章)や 、創造性が明 らかな 「伝統」との比較による自らの生計の基

盤である 「伝統」の再構築 ・再活性化(第4章)、 あるいは遊興のゲーム性を煽 ることで実現

される新たな客層の取 り込み(第6章)と して立ち現れ る。

このような祇園町で培われて きた生を営む上での流儀(wayofdoing)を 、本論文では過去

か ら継承/変 貌する 〈芸〉と して理解す ることを提示 した い。 ここで言 う 〈芸〉とは、芸

舞妓が身に着けるよ うな舞や邦楽といった芸能や、女将 らによる艶めいた駆 け引きのテク

ニ ックな どの狭義の芸事ではない。外部社会か らの抑圧 に曝されなが らも、祇 園町を花街

として維持 ・刷新する実践 として想定 している。ただ し、 こうした実践は無制限かつ 自由

にな され る訳で はない。女将たちの 〈芸〉において、何 をどこまで変容 させるのか という

決断の参照軸となるのは、数世代前まで遡る過去の女将たちの商売のあ り様であると筆者

は考える。それが祇園町の生活世界における美意識に反 しな い限 りにおいて、 いかな るイ

デ ィオムも 「範例的操作」【松田2009:166】 の対象となる。祇園町にお いて、女将たちの生

活知の発露は、Fお 母ちゃんがそ うしてたか ら/そ うするだ ろう」 というよく聞かれ る言 い

回 しと共にな され る。自営業者 としての個々の女将たちは、異な る方針や立場で動 く存在

である。 しか しなが ら、参照軸 となる正 と負 に分かち難い過去の存在が、女将たちによる

花街 ・祇園町の存続という志向性に向けての協働を可能 にしているのである。

筆者が フィール ドワークを通 じて経験 したお茶屋遊びの現場では、性的な抑圧一被抑圧関

係 という構図では理解することができない関係性が展開していた。女将 たちは彼女たちの

母や祖母 らが歩 んできた生を参照軸としなが ら、マクロな社会変動 の影響下において も、

あるべき商売を模索している。第6章 では こうした商売上の戦略を 「地味な 商売」が含意
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す るもの として論 じたが、ときにこうした戦略は、花街を存続させていく上で不利 になる

ような選択 をも生み出す。 このような選択 は、祇園町のイデ ィオムの束 に反す る振 る舞い

=「 品の無いお商売」 という評価が付 されることで、全体 としては修正 されていく。

こうした個々の女将 によるミクロな実践は、長期的な視点か ら観測すれば、花街 ・祇園

町 という女性たちの創 り出す社会 と、彼女たちの豊かな生のあ り方が存続 して いく事につ

なが っていく。 このような外部社会 とは異質な世界で営まれる生は、花街の外で生きるわ

れわれがよ り豊かで多様な生のあり方 を模索 していく上で、敬意 をもって参照す るに値す

るものであると、筆者は考 えている。

(5)今 後の展望

最後 に、本論文において残 された二点の課題につ いて述べたい。

第一に、祇 園町における 「伝統」 の担い手である女将たちによる個別に生計の維持 と、

協同 して花街というコミュニティを存続させる実践の両立にかんする具体的な実例を提示

す るという必要がある。本論文では、研究倫理上の問題 もあ り、例 えば花街の存続に抵触

す る法律 をや りす ごす戦略や、作法 を解 さない厄介な客の振 る舞 いをやんわ りとあ しらう

技巧 といった女将による 〈芸〉のレパー トリーを、十二分 に記述することができなかった。

そ こで今後の研究においては、現在 までのフィール ドワークによって得たデータをお茶屋

の女将を焦点として読み解 くことで、お茶屋遊びの世界をよ り厚い記述でもって描 くこと

を試みたい。

第二に、花街の外部社会、 とりわ けマクロで もミクロで もな い中間的な位相である京都

という都市の社会 ・空間構造の中で、祇園町 という遊興地がいかなる位置にあったのかに

ついて解明する必要がある。本論文では、インフォーマン トを得 る機会に恵 まれなかった

という調査上の限界もあ り、お茶屋 と双壁 をなす業種である置屋の実態につ いては明 らか

にす ることができなかった。 しか し、花街の根幹 となる年季奉公 を語 る上では、舞妓 と旦

那 をつな ぐキーパーソンと して、置屋の女将のミクロな実像を提示することが望 まれ る。

この点については、第1章 でその一部を論 じた付図 「1900(明治33)年 時点の祇 園甲部営業

者一覧」を中心 とした史料群の分析 と、そ の解析結果のデーターベース化によって、過去

の祇 園町における、個別のお茶屋 と置屋の経営状況や業態 の規模 、兼業の有無 といった、

花街を運営 していくための経済的なシステムが、京都 という都市 の社会 ・空間構造 といか

に関係 していたのかを明 らかにしたい。
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以上、二点の課題につ いて 、今後の研究にお いて調査を進めることで、筆者が本論文に

おいて描 いてきた花街 ・祇 園町の物語を、よ り豊かな歴史人類学 として補完することを試

みたい。
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おわ りに

私が女将 さんと出会った2010年 か ら、早いものでもう3年 が経つ。ここ一、二年は、女

将 さんか ら結婚を勧め られる ことが増えた。いつまで もふ らふ らとして いな いで両親を安

心 させなければな らない、 というその ご教示を、私 はいつも小さくなって拝聴 して いる。

女将 さんはまた、祇園町の若い舞妓たちにも、良い人がいた ら結婚するよ うに薦めて いる。

せっか く自前になって 自営業者 となって も、旦那を得 られる機会が少ないために、支出を

ペイすることが難 しいという芸妓の事情に鑑みての ことである。未だ芸舞妓の法的な婚姻

が認め られていない以上、結婚する者 は引退 しな ければな らない。花街 を存続 させていき

た い多 くの女将たちは、若 い芸妓を大切に扱 いつつ も、できるだけ長 く芸妓を続けて欲 し

いと望 んでいる。そのため、我が店 の女将 さんが もつこうした考えは、祇園町では異端で

ある らしく、舞妓たち も 「お母 さんは変わっておいやすなあ」と眩 く。その一方で、女将

さんは、祇園町では結婚 している芸舞妓は有 り得な いし、 また今後 も芸舞妓の結婚が認め

られ ることはないだろ うとも語る。 こうした相反す る意見が女将さんの中に同居 している

事実は、筆者にとって新鮮な驚きだった。前衛的で保守的である という矛盾 したあ り方 を

身の裡に秘めた女将 さんの謎めいた個人像 は、祇園町に対す る、保守的で古めかしく、厳

格であるという先入観を軽妙 に塗 り替えるものである。

花街 ・祇 園町は、個人のさまざまな見解をは らみつつ も、総体 としては、古 くか ら培わ

れてきた諸慣習や人間関係、すなわ ち本論文で検討 してきた祇 園町を花街 として存続 させ

てきた 「伝統」 を、時代状況 に合わせて刷新 しなが ら継承 している。例えば近年の祇園町

には、それ まで固く禁止 されていた芸妓の副業 を許可 した という小さくはな い変化があっ

た。 これは、旦那の制度が成 り立 ちに くくなった中で、芸妓が生計を立てて いけるよ うに

との思いか ら許容 され た変化である。花街の存続という共有された志向性 の元で、祇 園町

の慣習は柔軟に更新されてい く。

こうした巧みな流儀 を備える祇園町が存続 して いく上で、近い将来に争点と して浮上す

るであろう問題が、芸舞妓の婚姻である。 この問題は年季奉公 というシステムと密接 に絡

み合っている。婚姻 によって花街を去る芸舞妓が増加 しつつ ある今、法的な婚姻の許可は

若手芸妓 の離脱を止める特効薬であると同時に、客 との婚姻外の恋愛一 すなわち旦那 との

関係性一 を前提 として成立 してきた花街の営みを、根底か ら否定す る劇薬でもある。 この

問題は、芸妓の年季奉公に依拠する業種である置屋の意向を抜きには語れない。 したがっ

て今後の調査 においては、奉公人か らの利益の吸い上げが法的に禁止 された昭和30年 代以
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降の花街で、置屋のサブシステンスがいか に確保されてきたのか、そ して、仮 に夫をもつ

芸舞妓 と置屋 の商売の並存が可能な らば、置屋 は彼女たちの存在 をどのように読み替える

のか、 という二点に注 目する ことで、祇 園町の未来 について考察を深めて いきたい。花街

の存続は決 して楽観視できるものではないが、祇 園町には花街で営 まれてきた 生を次世代

へと継承 していく<芸 〉が備わっていると、筆者は感 じている。

本論文は、平成24年 度 日本学術振興会科学研究費補助金(特 別研究員奨励費)の 交付を

受けて行われた研究成果の一部である。また2013年 度の調査は、京都府 「文化 力チャレン

ジ」活動による支援を受けた2013年 度の事業 「舞妓の美一花街を彩る匠の技一」プロジェ

ク トの一環 として行われた。厚 く御礼 を申し上げます。
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註

は じめ に
1文 化人類学者の渡辺公三は、「歴史人類学の課題一一ヒス トリアとアナール派のあいだに」と題した論考

のなかで、この時期に歴史の再考が試みられていた背景として 「陰に陽に近代の 鰹 史』の枠組みを成

してきた国民国家」のひずみが生 じるなかで、国民と民族が懐疑と期待のもって問い直しが図られてい

たという事情があると指摘 している[渡辺2009:135]。

序章
1現 在も芸舞妓が営業を続けている以下の町を指す。上七軒(上京区)・先斗町(中京区)・宮川町(東山区)・

祇園甲部(東山区)・祇園東(東山区)。ここで言う祇園町が指す範囲にっいては、本章の第4節 「構成と各

章の概要jを 参照のこと。
2待 合とは

、本論文で扱うお茶屋と同様の業態の別称である。東京をはじめ、地域によっては一般にお茶

屋ではなく待合という呼称を用いる。
3加 藤政洋は貸座敷を 「娼妓が寄寓し座敷を借りることを建前にして営業する店

、と定義 している【加藤

2005:-1-】。警視庁および各府県の警察の許可を得て性売買の場を提供する業態であり、その取 り締まり

の方針は府県によって異なる。加藤は貸座敷の営業を許可された地域を遊廓 と呼んでいる[加藤2005]。
4近 世の売春の実態について分析した曽根ひろみは、近世にはこうした女性たちを、第三者が 「商品=客

体」としてあつかうことで利潤の獲得を目指す営業行為が大規模に登場 した ことを指摘 している[曽根
2003:16]。 こうした 「売春の大衆化1の 背景には、貨幣経済の発展、都市の発展、都市 ・農村の双方に

おける階層分化の進展、そして 「単婚の中でも『家父長の財産の純(ママ)父系的な相織 を目的にした 『嫁

取婚』」の普及があった。嫁取婚にささえられた近世社会において、婚姻外の恋愛は 「密通」とされ、公

的権力によって重罪としてとりあつかわれた,そ れゆえに、売春が営利行為として成立する素地があっ

たのである【曽根2003]。
5大 日方は、それまでの通説に対して、芸娼妓解放令の直接的な契機がマ リア ・ルズ号事件ではなく、こ

の事件に先行 して出された司法省による提案にあった ことを指摘した。その上で、この司法省案に、ア

リア ・ルズ号事件を経て大蔵省案と左院意見が折衷されたことで、芸娼妓解放令が成立したことを指摘

した。1大日方19891。
6大 日方によれば、こうした動きは、1876(明 治6)年10月 の征韓論政変による司法卿として改革路線を推

し進めた江藤新平の辞職と、これによる司法省首脳部の構成変化によるものである。なお、1876(明 治

6)年11月10日 には地方行政および警察行政を統括する内務省が設置されている[大日方1989】 。
7斎 藤光は、京都におけるカフェーの成立について分析を行った。斉藤は、東京でのカフェーというジャ

ンルの生成を受けて、1911(明 治44)年 から1914(大 正3)年 にかけて京都でカフェーを定着したことを指

摘 している。その上で、京都のカフェーが洋風の飲食物と設えを提供する業種である点、女性の給仕を

備えている点か ら、その発祥か らある種のエロス性を内在する空間として成立したとする【斎藤2012】 。

その後カフェーは性売買とのむすびつきを強め、1933(昭 和8)年 の 「特殊飲食店営業取締規則」〈警察庁

令第2号)に よって風俗警察による統制に入ることになった【斎藤2QII]。
8「 遊客人名帳」とは、貸座敷業者が営業する上で、管轄の警察署への提出を義務付けられていたもので

ある(その詳細は第一章参照のこと)。これは、治安の維持のために、遊客の属性や人数、遊興形態を把

握することを目的として作成された[横田2006]
9寛 政の改革の一環 として儒教の精神を奨励するために、江戸幕府によって編纂された善行集 『官刻孝義

録毒の刊行(1801(享 和元)年)を契機として行われた、親孝行な子どもへの表彰である。塚田は、大坂では

18世 紀末から幕末にかけて一貫 して 「孝子」褒賞や 「忠勤」褒賞が実施され、褒賞に値する理虫を付 し

て各町に通達されたと指摘する【塚田2013】 。

10遠 藤は、①については井上流がその一世 ・二世家元の代に、近衛家や仙洞御所と近しい関係にあったこ

とをその根拠に挙げている。②については二世井上八千代が金剛流の野村三次郎(1799～1870)に 師事し

こと、③についても同じく二世が人形浄瑠璃における人形の動きを舞に導入したことをその根拠に挙げ

ている[遠藤1993:210・211】 。
11筆 者による、新潟古町や土佐などの他地域の花街での聞き取 り調査によれば、この種の芸事は地域によ

って特色のある変異種があるということであるが、近年では 「金毘羅船々」や 「とらとら」といった一

部の遊戯は、京都のみならず広く知られるようになってもいる。
12本 研究では 「イエ」を、血縁関係の有無を問わず、同一の系譜的連続のもとに統合される複合的な家概

念を指す語として使用している。 このような概念は、商家を同族団として連帯させる条件を、系譜の連
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続分岐の相互承認とそれにもとつく暖簾の社会的 ・経済的信用、そしてそれに裏づけられた生活協同に

あるとする中野卓の指摘にもとつくものである[中 野1978]。

第1章
13こ こでは近代における町組を指す。1868(慶 応4)年 に近世の町組を編成することで組織された京都市の

行政単位行政組織であり、学区の原型となった。平均25か ら26町 で一組を形成 した【辻1977】 。
141670(寛 文10)年 の町触では祇園、八坂、北野門町の茶屋に茶立女が許可されている。傾城町は1761(宝

暦11)年 の町触で 「洛中洛外茶屋惣取年寄」を命 じられ、非公認の遊興地を差配 した【松田2013]。
15こ の名前は杉浦家の当主が代々名乗る名前であり、この時点では九代目為充(1820-1895)を 指す。

16明 治28(1898)年 の民法施行には、財産取得編第三節売買第四節に、ρ不文財産」という概念が登場し

ている.
17法 律第99号 、1971(明治4)年 の寺社領上地令によって上知された寺社の境内地のうち国有地について下

げ戻すことを認めた。
18こ の時点ですでに1889(明 治32)年 の勅令第359号(私 立学校令)が施行されていたものの、私立学校の

制定者を法人格として規定した法律第270号(私 立学校法)は制定されていない。当時は学校法人という

概念は存在していなかった【文部省1972:824]。
19こ こでいう戸主とは、旧民法(明治31年 施行)における法律第12号 戸籍法において定め られた家の統率

者であり、居住指定や家族入籍などの戸主権とよばれる権利を有する者である。旧民法においては、当

該の家の戸主が死亡 した際には、一人の相続人がその身分 ・財産を相続 した(家督相続)【二宮2007;12】 。
一般的に長男が財産と戸主の地位継承していた。

20た だしこの時点の取り締まりの上では、芸妓を抱える小方業者と娼妓を抱える業者は区別されていない

ため、この132名 のなかには芸妓置屋のみならず遊女を抱える置屋 も含まれていたと考えられる。

第2章
1昭 和50年 の文化財保護法(昭和25年5月30日 法律第214号)の 改正にもとづき制定された制度。城下町

や宿場町、門前町とな らんで茶屋町が歴史的な集落 ・町並みとして適用対象となっている。市町村は伝

統的建造物群保存地区を指定後、保存計画をさだめる。文化庁や教育委員会は市町村の事業に対して、

税制優遇措置を設けるなど支援を行う。
2「市民が残したい"京 都をつなぐ無形文化遺産"調 度実施要綱、(平成25年4月17日 施行)により、京都

市が平成25年 度に創設した制度。その趣旨は、r定義や概念,保 存団体が不明確であることから,現 行

の法令上,文 化財としての指定 ・登録が困難な」無形文化遺産の価値を内外に発信するとともに、継承

に向けた市民的気運を盛 り上げる事にある。第1号 として、平成25年 度10月 に'京 の食文化一一大切

にしたい心、受け継ぎたい知恵と味」が選定された(文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 一"京

都をつなぐ無形文化遺産"と は一参照、京都をつなぐ無形文化遺産 涼 の食文化一一大切にしたい心、

受け継ぎた知恵と味」ホームページ内)。
3戦 前の祇園町では、四条通の南北を問わず借家でお茶屋を営む経営者が多く、小鳴のように店舗が移転

することは珍しく事はなかった(桐野弓子、2012年4月18日)。
41949年(昭 和24年)の 法隆寺金堂壁画の焼損 を契機に制定 された、文化財の保存活用を目的とする法

律。文部科学省および文化庁を主たる所管とする。保護すべき文化財のカテゴリやその選出基準などを

定める。中村淳は、文化財保護法の改正過程に注目し、当初は 「ナショナルなもの」としてスター トし

た文化財保護法が、rローカルなもの。を包摂する過程において、グローバルな文化財、ナショナルな文

化財、ローカルな文化財という階層構造を生み出してきたと指摘 している 【中村2013]。
5昭 和50年 の文化財保護法(昭和25年5月30日 法律第214号)の 改正にもとづき制定された制度。城下町

や宿場町、門前町とならんで茶屋町が歴史的な集落 ・町並み として適用対象となっている。市町村は伝

統的建造物群保存地区を指定後、保存計画をさだめる。文化庁や教育委員会は市町村の事業に対して、

税制優遇措置を設けるなど支援を行 う。
6こ の計画では、祇園新橋地区のお茶屋として建てられた家屋の様式を、C京風町屋」の特殊な一形式であ

るとられる 「本二階建町屋茶屋様式」をはじめとする数種類に分類 している(京都市 「祇園新橋伝統的建

造物群保存地区保存計画」参照、京都市情報館ホームベージ内)。
7宮 川町地区は宮川筋3丁 目から6丁 目に位置 してお り、面積は約2.1ヘ クタール。対して八坂通地区は

東大路通から大和大路までの八坂通沿道市街地、面積は約1,5ヘ クタールである(京都市 「祇園町南歴史

的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」、京都市情報館ホームページ内)。
8詳 細については、京都市 「祇園町南歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」参照のこと(京都
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市情 報館 ホー ム ペ ー ジ 内}。

9京 都府条例(平成22年11月1日 条例第22号)に よ って、木屋町 とともに祇園町 に無料案内所 を設 ける ことが禁止 され

たため、現在 は別 業種 の店舗 となっている。

第3章
ユ実際には置屋に加えて、芸妓の派遣先である待合 ・料理屋そ して検番もまた、芸妓の収益を一定の割合

で差し引いていたi中 央職業紹介事務局1926;417】 。
2花 園歌子は、1930(昭 和5)年3月 における 「分け一の芸妓の収入実例を挙げている。 この月の稼ぎ高は

145円56銭 であり、総収入は95円28銭 、総支出は45円47銭 で、残額の49円81銭 か ら前借金を償

却する計算になる。なお、彼女の前借金は1200円 であった1花園1930:54-5]。
3た だ し貸座敷は営業停止の対象となっておらず、また地方長官によって 「下級待合」であると判断され

た店は、名称を 「慰安所」に改めることで営業の継続が認められた。芸妓や芸妓置屋についても同様に、
「下級待合」の営業に必要な業種であると判断され、淳 楽的ならざる慰安施設.と して営業を許可され

ている[藤野2001;小 野沢2010)。
41945年 の警保局警務課による調査によれば、1944年2月 末の時点で42,568名 存在 した芸妓のうち、

実に42,039名 が休業を命じられていた。この42,039名 中、転業あるいは廃業した芸妓は16,614名 に

上る。ただし、この休業者の内、別の業種として復活した者は7,347名 にのぼり、そのうち7,131名 と

いう圧倒的多数が 「慰安施設」での労働に従事 していた。r慰安施設」業者の総計は4,842軒 であるが、

そのうち元芸妓置屋経営者は2,068名 であり、ついで元待合経営者1,425名 、元料理屋1,238名 と続

く[小野沢2010]。

5こ の通達が出されたのは、終戦を迎えた1945(昭 和20)年8月 に設立された特殊慰安施設協会(Recreation

an、dAmusementAssociation)に おいて米兵に性病が蔓延 したために、日本政府に花柳病(性行為感染症

の総称、主に梅毒を指す)の撲滅を求めた連合国軍最高司令官覚書9号 が発された後の ことである[藤野

2001;藤 目1997]。

6戦 前か ら戦後の内務省解体まで警察行政を担当していた部局。

71954(昭 和29)年 には 「半玉、や 「仕込み」として就業する未成年の労働基準を規制する法律として、女

子年少者労働基準規則(1954年6月19日 、労働省令第16号)が 制定されている。同法は、18歳 未満

の女性の就業を制限する業務として、酒席に侍る業務(第8条44号)や 遊興的接客業における業務(同45

号)を定めている。
8売 春対策国民協議会の機関紙 『売春対策』は、労働基準法の適用を免れるために下宿屋の体裁をとった

芸妓置屋が、毎月の芸妓の収益から看板料や下宿料を過度に差 し引いていた事例を報告している[売春対

策国民協議会1959]。 売春対策国民協議会は、売春問題対策協議会のメンバーで、日本基督教婦人矯風

会副会頭をつとめた久布白落実を会長とする組繊である。
9さ らに占領期には、お茶屋 ・料理屋を取 り締まり対象とする風俗営業取締法(昭 和23年7月10日 、法

律第122号)が 制定されている。風俗営業取締法はF客 席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる

営業」を風俗営業として定めたため、お茶屋は風俗営業として定義され、公安委員会の営業許可を得る

ことが義務づけられた(第3条)。 戦後、お茶屋は風俗営業法にもって各府県の公安委員会によって取 り

締まられることにな り、実際にどのような業患を違法とするかの判断は各府県に任された。
10そ の詳細は、①風俗営業取締法の許可を得た業者の集合地 ・戦前か らの遊廓 ・私娼窟。(赤線区域)、②

食品衛生法の営業許可で営業している地域(事実上の赤線区域や青線)s③ 旅館業法の営業許可で営業し

ているが、実際は娼家が経営する旅館の集合地、④普通の民家を利用した 「特殊飲食店、、とある(神崎

194:62}0
11売 春対策審議会は、1956(昭和31)年3月 に売春の禁止および処罰を目的とする売春等処罰法案可決をめ

ざす政府によって設置され、法律案の審議および売春対m般 に関する重要事項の調査に当たった組織。

同年4月 には、売春対策審議会の答申を得て、売春防止法案を提出した。
12註1を 参照のこと0
13当 時、京都市内には祇園甲部、祇園乙部、島原、宮川町、中書島、先斗町、上七軒の7地 域に芸妓組合

が存在 しており、組合に所属する芸妓の総数は816名 に上っていた(『京都新聞』、1949年3月29日 、

朝刊、第2面 、「花街の女をボスから解放」)。
141947(昭 和22)年 制定の職業安定法は、労働大臣の許可を得ていない有料職業紹介事業を禁止すると定め、

事業の許可を得た営業者についても、中央職業審議会が定めた手数料以外の報酬をとることを禁止 して

いる。 この通知以降、検番 による芸妓のあっせん行為は、有料職業紹介事業として認可を受けて行わる

ようになった(1954年10月13日 、職発第581号 「芸妓屋営業に対する取扱いについて」)。
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15こ の通知では、検番は 「芸妓屋の一部。とみなされている。つまり、芸妓置屋 ・検番があっせん業者で

はなく雇用主(も しくは雇用主の関連先)とみなされたことで、労働基準法による取 り締まり対象 とされ

たと考えられる[労働省婦人少年局1955:23]。 これを補足するために労働省婦人少年局から各地の婦人

少年室長にあてて出された通知が、前節で述べた芸妓置屋を労働基準法による取 り締まりとすると定め

た 「芸妓屋営業に対する取扱変更について」(1954年11月5日 、婦発363号 〉である。
16京 都労働基準局とは、各都道府県に設けられた労働省の地方出先機関の1つ である。その後、2000年(平

成12年)の 中央省庁再編に先立ち、都道府県女性少年室 ・都道府県職業安定主務課と統合されて、都道

府県労働局として発足 し、現在に至っている。本記事を裏づける京都労働局の史料が待たれる。
17京 都労働基準局による京都花街への労働基準法の適用に関しては、『京都府百年の年表4社 会編』に言

及がある【京都府総合資料館編1971:304】 。
18当 時すでに貸座敷の営業は禁止されている。ここでは料金をとって部屋を貸す業態、レンタルスペース

業のことか。加藤(2009a)は 、京都における近世からの連続性をもつ 「時限 ・日限を設けて部屋を貸す」

業態を 「席貸」であるとしている。
19売 春防止法の施行から2年 を経た1960(昭 和35)年 の時点で、京都府全体でお茶屋営業者については100

名程度、貸席営業者は50名 程度が減少した。京都府は、お茶屋および貸席営業者減少が特に目立った

地域として宮川町と祇園東を挙げている。宮川町ではお茶屋 ・貸席業者全体の50%、 祇園東では25%が

転廃業したという【京都府1960】 。
20現 在、京都花街国民健康保険組合の事務所は東山区清本町に位置している。なおこの建物は、祇園町の

旧検番である(序章参照)。現在の京都花街では、組合事務所が検番の業務を行っている地町が多い。
21こ の勧告は 『1959年 版 全京都年鑑』に所収されている【吉村(編)199]。

第4章
1『 京都博覧會沿革史』などでは都踊と表記されるが、井上流や祇園甲部歌舞会では都をどりと表記する。

本論文では京都博覧会にかんする史料を引用した部分では都踊と表記し、その他は都をどりで統一する。
2杉 浦は四条通南側に店を構えるお茶屋一力の主人であり、私財を投じて祇園町に梅毒検査所を設立する

などの活動を通じて、祇園町のなかで大きな発言力をもっていた【田中(編)1942]。
3現 在の歌舞練場は、1912(明 治45)年 に駆徴院(当時は八坂病産院〉の跡地に新築されたものである。
4再 開されたのは終戦後の1950(昭 和25)年 のことである。ただし、この時点では歌舞練場が占領軍にダン

スホールとして接収されていたために、南座での開催となった0歌 舞練場での上演がかなったのは、

1953(昭 和28)年 である[猪 熊19921。
5同 上。
6祇 園甲部歌舞会が運営する都をどり公式ウェブサイ トより 「温習会とは.頁 による(参 照URL:

http:〃wwwmiyako-odori.jp/onsyukai/index.html、 アクセス日:2013年5月18日)。

7同 上。
8こ こでは、一見さんお断 りに象徴されるお茶屋の商業上の慣習や、芸舞妓に要請される身体技法、客が

準拠するお茶屋遊びの作法といった、ある種の美的価値をともなうお茶屋遊びを構成する作法を想定し

ている。
9あ る地方の芸妓(30代)に よれば、祇園町では地方として舞妓を経ず芸妓から出る場合 も、年季奉公をす

る必要がある(2012年10月6日 祇園町南側のお茶屋にて聞き取り)。
lo前 述のお茶屋の女将(60代 後半、芸妓経験なし)によれば、祇園町で既婚者が芸舞妓として出ることは 「あ

りえない」 ことなのだという(2011年2月10日 お茶屋Aに て聞き取り)。
11染 屋(京友禅師、染色家 とも呼ぶ)の田畑喜八が代々手掛けている。第1回 の都をどりでは、当代(五代田

畑喜八)の曽祖父である二代田畑喜八が手による衣装が用いられた。肩から袖山にかけて描かれるしだれ

桜の図案は基本的に同じであるが、色や意匠はその年の演目に合わせて毎年変化する。

第5章
1本 論文における 「イエ」の定義については、序章註5参 照。社会人類学者の小池誠と信田敏宏は、マレ

ーシアの漁村における調査から、供住と共食とを通 して人びとが親族としてなりうることを指摘したカ
ーステンによって提示されたrelatedness(っ なが り)の概念をもとに、「場としての家」という概念を提示

している。これは、「場」すなわち家屋を共有し、身体的相互行為をともなう個人の集合である。小池と

信田は 「法入としての家」と 「場としての家」を架橋するコアとして、つなが りによって、人びとが家

の成員 「になる」という可変的な関係性に注目した[小池 ・信田2013]。
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2妹 舞妓の不作法な言動は姉芸妓の名誉を著 しく傷つけて しまう。妹舞妓が派遣先のお茶屋で粗相をした

場合、姉芸妓は共に謝罪に行く(梅志づ、2011年11月24日)。
3例 えば、妹舞妓の独立を支援するために、自らの贔展客を紹介してやることなどが挙げられる。紹介を

受けた客は、姉芸妓の名誉のために、店出しをはじめとする妹舞妓の節目の儀礼に際して金銭的な支援

をするのである。
41927(昭 和2)年 に発生した経済恐慌。関東大震災後に発行された震災手形の処理をめぐり発生した。
5井 川悦子の丁稚時代には、お茶屋に客がやってくると、その客が贔屓にしている芸舞妓が所属する置屋

に知らせに走ったという。そのため丁稚たちは、お茶屋の贔贋客たちの顔や好みを把握する必要があっ

たのである。やがて丁稚が奉公人としての階梯を上が り仲居になると、それまでに築き上げた 自分を贔

贋にしてくれる客との関係性が、後ろ盾になったのだという(井 川悦子、2011年11月9日)。
6戦 前における低所得者向けの貸付事業を、民生委員の前身である方面委員の活動から分析 した角崎洋平

は、このような貧困家庭出身者に対する返済までの 「経路」を備えた資金貸付システムに注目し、福祉

的貸付という概念を提示 している 【角綺20131。
7藤 野豊によれば、労働省婦人少年局労働課長長谷野せっは、1955(昭 和30)年7月11日 の第22回 国会衆

議院法務委員会において、不当な前借金による強制労働や人身の拘束が行われた場合を指して 一不当雇

用慣行」という用語を用いていると発言 している[藤野2012:342j。
8こ れ らの施設とは別に、同じ市内の花街である祇園乙部、宮川町、七条新地、島原、中書島が、占領軍

の 「慰安所」に指定された。各地域の歌舞練場はホールや酒場に改装され、所轄の警察署か ら通訳が派

遣された。ダンスホール ・慰安所 ともに、「一定地区を限った特殊業態」であり、あくまでも占領軍の将

兵専用の施設であって日本人の利用は禁止された(『 京都新聞』、1945年9月9日 、朝刊、 第2面 、「急

テンポでキャバレー六ヶ所 ダンサー志望 も既に二百名 新粧する京都」)。

第6章
1本 章でいう戦略とは、長期的な展望にもとついて意識的に練 られた駆け引きのみならず、直面した局面

の状況に際して 「ハビトゥスの無自覚な計算(実践感覚)によって慣習行動を方向づけてゆく暗黙の行動

原理」【石井1993:158】 というブルデューの戦略概念として想定している。
2例 えば銀座のホステスの調査を行った松田さおりは、1990年 代の不況にともない企業が接待交際費を削

減したことで、ホステスクラブの利用者が減少したことを指摘 している[松 田2009]。
3受 けた恩に対する返礼は、モースがアメリカ北西部の諸部族によるによるポ トラッチに見出した 「闘争

型の全体的給付」【モース2009:19]に おける 「義務と自由が入り交 じった贈与の雰囲気」【モース2009:

260]と 類似する感覚にもとついてなされる。返礼は強制ではないが怠れば受贈者の名誉は財め られるの

である。
4西 尾によれば、2時 間ほどの宴会に芸舞妓を呼ぶ場合、1人 あたりの花代は25,000か ら35,000円 程度

である[西尾2007:29]。 これにお茶屋の席料や飲食代が加算されることになる。逆に、バーを利用して

芸舞妓を呼ばず食事もしない場合は花代が省略され、席料 とアルコールや肴の代金のみで済む。
5消 費行動のうち、現実的必要性のない 「美的性向によって選択される文化的慣習行動」[石井1993:2041

に見出される態度を指す。
6昭 和34年3月25日 京都府条例第2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例。こ

の条例によって、京都府ではお茶屋と旅館が法的に分離された。第5章 参照。
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付図1900(明 治33)年 時点の紙園 甲部営業者一覧 ※一般に公開されている資料のため、以下の営業者 は実 名で記載する。

(「財団法人八阪女紅場設立申請書」別紙「就業者証明願」・京都府立総合資料館所蔵、京都府庁文書『第三課 明治三十四年一月 私立学校一件』より作成)

NO. 氏名 性別 戸籍(住 所地力) 身分 業種 備考

1 白木 マツ 女 下京区八坂新地紙園町北側第11番 戸 平民 貸座敷業

2 田村 クラ 女 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内2号 平民 貸座敷業

3 吉田 ピサ 女 下京区八坂新地舐園町北側第is番 戸内1号 平民 貸座敷業

4 時圏 カメ 女 下京区八坂新地舐園町北側第t4番 戸内2号 平民 貸座敷業

5 小西 フサ 女 下京区八坂新地祇園町北側第14番 戸内3号 平民 貸座敷業

6 本田 イク 女 下京区八坂新地紙園町北側第30番 戸 平民 貸座敷業

7 稲原 タミ 女 下京区八坂新地紙園町北側第15番 戸 平民 貸座敷業

8 三巻 エン 女 下京区八坂新地祇口町北側第18番 戸 平民 貸座敷巣

9 北村 ピサ 女 下京区八坂新地紙園町北側第19番 芦内1号 平民 貸座敷業

10 木俣 ヂ ウ 女 下京区八坂新地祇園町北側第50番 戸内8号 平民 貸座敷業

11 荒井 リウ 女 下京区八坂新地祇園町北側第35番 戸 平民 貸座敷業

芸妓宮津芳路が上七軒の抱主に戻るも逃亡。新井は320円 の

敷金を貸したきり揚げ金を回収できず。行方不明者の税は払え

ず一時廃業届を出す(『京都附録』11月2日 「舐園だより」)。

12 藤田 イト 女 下京区八坂新地祇園町北側第38番 戸 平民 貸座敷業

13 池田 ミネ 女 下京区八坂新地祇園町北側第42番 戸 平民 貸座敷業

14 中山 伊助 男 下京区八坂新地舐園町北側第13番 戸 平民 貸座敷業

15 奥田 八重 女 下京区八坂新地舐園町北側第49番 戸 平民 貸座敷業

16 田中 力三 男 下京区八坂新地舐園町北側第23番 戸 平民 貸座敷業

17 東 房武■ 男 下京区八坂新地舐園町北側第10番 戸 平民 貸座敷業
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18 中村 廣■ 口 下京区八坂新地舐園町北側第52番 戸 平民 貸座敷業

19 菊川 ツル 女 下京区八坂新地祇園町北側第50番 戸 平民 貸座敷業

20 杉原 トミ 女 下京区八坂新地舐園町北側第44番 戸内1号 平民 貸座敷業

21 三上 ツタ 女 下京区八坂新地紙園町北側第48番 戸 平民 貸座敷業

22 伊藤 ツル 女 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内4号 平民 貸座敷業

23 内田 タキ 女 下京区八坂新地舐園町北側第53番 戸 平民 貸座敷業

24 小関 久次郎 男 下京区八坂新地舐園町北側第54番 戸 平民 貸座敷業

25 ■川 シウ 女 下京区八坂新地舐園町北側第6?0番 戸 平民 貸座敷業

26 田中 キミ 女 下京区八坂新地舐園町北側第43番 戸 平民 貸座敷業

27 石川 ミカ 女 下京区八坂新地紙園町北側第47番 戸 平民 貸座敷業 清本町(337)に 同名アリ。複数の営業免許もつカ。

28 大谷 ピサ 女 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内13号 平民 貸座敷業

29 長谷川 イト 女 下京区八坂新地舐園町北側第17番P 平民 貸座敷業

30 秋山 菊次郎 男 下京区八坂新地紙園町北側第50番 戸内1号 平民 貸座敷業

31 浅野 ヨネ 女 下京区八坂新地TF園 町北側第50番 戸内3号 平民 貸座敷業

32 杉本 秀吉 男 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内11号 平民 貸座敷業

33 本多 トク 女 下京区八坂新地舐園町北側第23番 戸 平民 貸座敷業

34 松井 ムラ 女 下京区八坂新地舐園町北側第62番 戸 平民 貸座敷業

35 平瀬 ミサ 女 下京区八坂新地祇園町北側第53番 戸内2号 平民 小方業

36 辻 梅枝 女 下京区八坂新地舐園町北側第29番 戸 平民 小方業
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3フ 鈴木 キシ 女 下京区八坂新地舐園町北側箪5番 戸 平民 小方業

富永町(147)に 同名アリ。芸妓・小三力。八坂女紅場の舞教師

を勤める乙部の小方業者・高橋八重の門人で師匠に訴えられ

る形になった(『京都附録』明治33年11月7日 「紙園新地甲乙

両部訴訟彙報」)。井上研究会会員(『京都附録』明治33年8月

25日 「舞の研究会」)。

38 山本 マツ 女 下京区八坂新地祇園町北側第50番 戸内10号 平民 小方業

39 中谷 徳兵衛 男 下京区八坂新地舐園町北側第21番 戸 平民 小方業

40 山中 吉次郎 男 下京区八坂新地紙園町北側第24番 戸 平民 小方業

41 谷田 亀次郎 男 下京区八坂新地祇園町北側第50番 戸内5号 平民 小方業

42 小島 善助 男 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内8号 平民 小方業

芸妓小島ふく(福)の祖父。福の母芸妓琴を相手に小方業を営

む。貸座敷取締規則施行を前に廃業し貸座敷「小島琴」を11月

より開業(『京都附録』11月2日 「紙園だより」)。

43 辻 セイ 女 下京区八坂新地舐園町北側第4番 戸内1号 平民 小方業

44 酒井 キシ 女 下京区八坂新地紙園町北側第23番 戸 平民 小方業

45 西川 文次郎 男 下京区八坂新地舐園町北側第20番 戸 平民 小方業

46 八木 清助 男 下京区八坂新地舐園町北側第75番 戸内10号 平民 小方業

明治33年 の組合会副議長、乙部による訴訟の被告人総代。戸

田派、明治33年11月 に開業、組合員の資格を手に入れて戸

田と穂北排斥に動く。

47 竹村 イト 女 下京区八坂新地舐園町北側第33番 戸 平民 小方業

48 定永 儀助 男 下京区八坂新地舐園町北側第40番 戸 平民 小方業

49 岡本 コマ 女 下京区八坂新地紙園町北側第16番 戸 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ。同住所。
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50 北村 長次郎 男 下京区八坂新地舐園町北側第19番 戸 平民 小方業

乙部の原告者に名前アリ。同住所。小方業開業を望む女性に

研究のため芸妓に出る事をすすめる(『京都附録』明治33年7

月13日 「小方業研究」)。

51 岡本 宗吉 男 下京区八坂新地祇園町北側第16番 戸 平民 小方業

52 杉浦 ムメ 女 下京区八坂新地舐園町北側第50番 戸内10号 平民 小方業

53 小川 ハル 女 下京区八坂新地紙園町北側第39番 戸内4号 平民 小方業 乙部の原告者に名前アり。号違い。

54 中村 喜兵衛 男 下京区八坂新地祇園町北側第3番 戸 平民 引手茶屋業

55 石田 セキ 女 下京区八坂新地舐園町南側第49番 戸 平民 貸座敷業

56 申村 エイ 女 不京区八坂新地舐園町南側第1:83番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録』の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明 治33年10

日10日 『私立学校一件』)。

57 金岩 鍛 　 下京区八坂新地舐園町南側第52番 戸 平民 貸座敷業

58 岩井 サト 女 下京区八坂新地舐園町南側第12番 戸 平民 貸座敷業

59 小田木 トク 女 下京区八坂新地祇園町南側第30番 戸内5号 平民 貸座敷業

60 駒宮 りキ 女 下京区八坂新地舐園町南側第13番 戸内1号 平民 貸座敷業

61 安藤 ラク 女 下京区八坂新地舐園町南側第14番 戸 平民 貸座敷業

fit 今井 シカ 女 下京区八坂新地祇園町南側第19番 戸 平民 貸座敷業

63 小西 縫 女 下京区八坂新地舐園町南側第13番 戸内1号 平民 貸座敷業

64 主原 フサ 女 下京区八坂新地舐園町南側第27番 戸 平民 貸座敷業 博多町恵美須社氏子に主原家あり関係力

65 片山 ハツ 女 下京区八坂新地舐園町南側第213番 戸 平民 貸座敷業
井上流家元・片山春子と関係力。「財産目録」の女紅場所有の

建家15と 番p一 致(明 治33年10日10日 『私立学校一件』)。

66 中村 浅吉 男 下京区八坂新地舐園町南側第48番 戸 平民 貸座敷業

67 大島 コウ 女 下京区八坂新地舐園町南側第35番 戸 平民 貸座敷業
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68 国枝 セキ 女 下京区八坂新地舐園町南側第38番 戸 平民 貸座敷業

69 中騒 半七 男 下京区八坂新地舐園町南側第37番 戸 平民 貸座敷業

70 高橋 タネ 女 下京区八坂新地舐園町南側第39番 戸 平民 貸座敷業

71 川戸 カツ 女 下京区八坂新地舐園町南側第42番 戸 平民 貸座敷業

72 小泉 為次郎 男 下京区八坂新地舐圃町南側第188番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録」の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明 治33年10

日m日 『私立学校一件』)。

73 奥野 イト 女 下京区八坂新地舐園町南側第55番 戸 平民 貸座敷業

74 藤田 ミネ 女 下京区八坂新地紙園町南側第204番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録」の女紅場所有の建家7と 番戸一致(明治33年to

日10日 『私立学校一件』〉。

75 小門 ヤス 女 下京区八坂新地舐園町南側第40番 戸 平民 貸座敷業

76 杉浦
次郎右衛

門
男 下京区八坂新地舐園町南側第46番 戸 平民 貸座敷業 お茶 屋 「一 力 」の 主 人 、明 治5年 の 区 長 力。

77 森口 典三郎 男 下京区八坂新地祇園町南側第30番 戸内8号 平民 貸座敷業

78 黒田 リツ 女 下京区八坂新地舐園町南側第17番 戸内1号 平民 貸座敷業

79 小門 ミカ 女 下京区八坂新地舐園町南側第46番 戸 平民 貸座敷業

80 幽田 マツ 女 下京区八坂新地紙園町南側第198番 戸 平民 貸座敷業

宮 川 筋 一 丁 目(420)、 二 十 一 軒 町(433)に 同 名 ア リ。「財 産 目

録 」の 女 紅 場 所 有 の 建 家5と 番 戸 一 致(明 治33年10日10日

『私 立 学 校 一 件 』)。

81 奥井 ナカ 女 下京区八坂新地舐園町南側第6?5番 戸 平民 貸座敷業

82 田畑 与(與)平 男 下京区八坂新地祇園町南側第122番 戸 平民 貸座敷業
貸座敷「鳥居本」。明治30年 、明治31年 の取締、乙部による訴

訟の被告人総代。明治35年 再選。穂北派。

83 坂田 友吉 男 下京区八坂新地紙園町南側第44番 戸 平民 貸座敷業

84 堀 キミ 女 下京区八坂新地舐園町南側第20番 戸 平民 貸座敷業
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85 辻村 多助 男 下京区八坂新地舐園町南側第227番 戸 平民 貸座敷業
貸座敷「松八重」。明治33年 の副取締、同年の訴訟総代。穂北

派。

86 杉黍 竹次郎 男 下京区八坂新地舐園町南側第191番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録」の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明治33年10

日10日 『私立学校一件』)。

87 山本 キミ 女 下京区八坂新地舐園町南側第30番 戸内2号 平民 貸座敷業

88 木村 タツ 女 下京区八坂新地舐園町南側第29番 戸 平民 貸座敷業

$9 村井 テル 女 下京区八坂新地舐園町南側第30番 戸内1号 平民 貸座敷業

90 松本 米吉 男 下京区八坂新地紙園町南側第2番 戸 平民 貸座敷業

91 中西 コト 女 下京区八坂新地舐園町南側第36番 戸 平民 貸座敷業

92 田村 イシ 女 下京区八坂新地舐園町南側第141番 戸 平民 貸座敷業

93 田中 新助 男 不京区八坂新地舐園町南側第184番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録」の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明治33年10

日10日 『私立学校一件の。

94 蝿庭 常次郎 男 策京区八坂新地舐園町南側第190番 戸 平民 貸座敷業

「財産目録』の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明 治33年10

日10日 『私立学校一件』)。現在、紙園町南側に蝿庭酒店あ

り。

95 小野 マツ 女 下京区八坂新地紙園町南側第 四2番 戸 平民 貸座敷業
「財産目録」の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明 治33年10

日10日 『私立学校一件』)。

96 村山 モ ト 女 下京区八坂新地紙園町南側第20番 戸内1号 平民 貸座敷業

97 吉田 ナル 女 下京区八坂新地舐園町南側第282番 戸 平民 貸座敷業

98 大久保 コマ 女 下京区八坂新地舐園町南側第240番 戸 平民 小方業

99 平井 キク 女 下京区八坂新地舐園町南側第30番 戸内12号 平民 小方業

aoa 岡本 トモ 女 下京区八坂新地舐園町南側第25番 戸内2号 平民 小方業

101 奥村 清助 男 下京区八坂新地祇園町南側第188番 戸 平民 小方業
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1:02 川勝 太郎 男 下京区八坂新地紙園町南側第189番 戸 平民 小方業
「財産 目録」の女紅場所有の建家4と 番戸一致(明 治33年10

日10日 『私立学校一件』)。

1.0:3 山川 コノ 女 下京区八坂新地砥園町南側第180番 戸 平民 小方業

芸妓・この。八坂女紅場の舞教師を勤める乙部の小方業者・高

橋八重の門人で師匠に訴えられる形になった(『京都附録』明

治33年11月7日 「舐園新地甲乙両部訴訟彙報j)。「財産目

録」の女紅場所有の建家24と 番戸一致(明 治33年10日7Q

日『私立学校一件』)。

104 上田 勇次郎 男 下京区八坂新地紙園町南側第30番 戸内3号 平民 小方業

105 中村 中兵衛 男 下京区八坂新地紙園町南側第34番 戸 平民 小方業

1as 鈴木 忠次郎 男 下京区八坂新地舐園町南側第38番 戸内3号 平民 引手茶屋業

107 岩田 幸次郎 男 下京区八坂新地舐園町南側第9番 戸 平民 引手茶屋業

108 田中 穂兵衛 男 下京区八坂新地砥園町南側第10番 戸 平民 引手茶屋業

109 岡田 キミ 女 下京区八坂新地富永町第30番 戸 平民 貸座敷業

110 山中 ハツ 女 下京区八坂新地富永町第25番 戸 平民 貸座敷業

111 小柳 タネ 女 下京区八坂新地富永町第22番 戸 平民 貸座敷業

112 岡 圏ナ 女 下京区八坂新地1永 町第49番 戸 平民 貸座敷業

113 古川 マツ 女 下京区八坂新地富永町第52番 戸 平民 貸座敷業

114 津村 ツノ 女 下京区八坂新地富永町第59番 戸 平民 貸座敷業

115 今西 サノ 女 下京区八坂新地富永町第60番 戸 平民 貸座敷業

116 太田 忠次郎 男 下京区八坂新地富永町第61番 戸 平民 貸座敷業

117 上田 ツネ 女 下京区八坂新地富永町第62番 戸内1号 平民 貸座敷業

118 杉田 アサ 女 下京区八坂新地富永町第38番 戸 平民 貸座敷業

119 遠藤 ユイ 女 下京区八坂新地富永町第69番 戸 平民 貸座敷業
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120 多田 タミ 女 下京区八坂新地富永町第70番 戸 平民 貸座敷業

121 明田 ユキ 女 下京区八坂新地富永町第71番 戸 平民 貸座敷業
富永町に明田(あきた)姓の小方屋「清水雪」あり(『京都附録』

明治33年6月29日)

122 駒宮 イク 女 下京区八坂新地富永町第72番 戸 平民 貸座敷業

123 山本 コウ 女 下京区八坂新地富永町第73番 戸 平民 貸座敷業

124 小濱 ミツ 女 下京区八坂新地富永町第76番 戸 平民 貸座敷業

125 八木 トメ 女 下京区八坂新地富永町第18番 戸 平民 貸座敷業

126 中島 サト 女 下京区八坂新地富永町第64番 戸 平民 貸座敷業 お 茶屋 「広 島 屋 」カ。

127 穂北 孝次 男 下京区八坂新地富永町第5i番 戸 士族 貸座敷業
明治33年 の取締、第1.2Q法 人化申請者、乙部訴訟の被告

人総代、財団法人化にともない理事に選任。

128 西村 マサ 女 下京区八坂新地富永町第5番 戸 平民 貸座敷業

129 山岡 アイ 女 下京区八坂新地富永町第32番 戸 平民 貸座敷業

130 佐々木 ヒデ 女 下京区八坂新地富永町第14番 戸 平民 貸座敷業

131 西田 ツル 女 下京区八坂新地富永町第4番 戸 平民 貸座敷業

132 青木 セイ 女 下京区八坂新地富永町第13?番 戸 平民 貸座敷業

133 安井 トモ 女 下京区八坂新地富永町第2番 戸内1号 平民 貸座敷業

134 長谷川 チカ 女 下京区八坂新地富永町第3番 戸 平民 貸座敷業

X35 山田 フク 女 下京区八坂新地富永町第29番 戸 平民 貸座敷業

136 中路 キノ 女 下京区八坂新地富永町第17番 戸 平民 貸座敷業
昭和27年 学校法人化時点の女紅場理事に中路弥市の名前ア

リ。

137 北村 ユキ 女 下京区八坂新地富永町第27番 戸 平民 貸座敷業

138 藤見 小糸 女 下京区八坂新地富永町第28番 戸 平民 貸座敷業

139 井上 ヤス 女 下京区八坂新地富永町第79番 戸 平民 貸座敷業
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140 遠藤 クラ 女 下京区八坂新地富永町第81番 戸 平民 貸座敷業

14i 吉川 アイ 女 下京区八坂新地富永町第19番 戸 平民 小方業

142 小林 寅吉 男 下京区八坂新地富永町第9番 戸 平民 小方業

143 梅垣 重吉 男 下京区八坂新地富永町第16番 戸内2号 平民 小方業

144 木下 常次郎 男 下京区八坂新地富永町第82番 戸 平民 小方業

145 森 ハナ 女 下京区八坂新地富永町第1番 戸 平民 小方業

芸妓君葉力。八坂女紅場の舞教師を勤める乙部の小方業者・

高橋八重の門人で師匠に訴えられる形になった(『京都附録』

明治33年11月7日 「祇園新地甲乙両部訴訟彙報」)。

146 遠藤 ラク 女 下京区八坂新地富永町第56番 戸 平民 小方業
料理屋を兼業し娼妓君榮(28)を 抱える。娼妓取締規則違反と

なった(『京都附録』明治33年12月2日 「舐園だより」)。

147 鈴木 キシ 女 下京区八坂新地富永町第50番 戸 平民 小方業 舐園町北側(37)に 同名アリ。複数の営業免許もつカ。

148 三上 マツ 女 下京区八坂新地富永町第74番 戸 平民 小方業

149 谷口 ミエ 女 下京区八坂新地富永町第22番 戸 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ。同町、番戸違い。

150 小原 テイ 女 下京区八坂新地富永町第15番 戸 平民 小方業

151 佐々木 駒次郎 男 下京区八坂新地富永町第21番 戸 平民 小方業

152 白木 キク 女 下京区八坂新地富永町第65番 戸内1号 平民 小方業

153 北村 ハツ 女 下京区八坂新地富永町第35番 戸 平民 小方業

154 三木 ハツ 女 下京区八坂新地末吉町第1番 戸 平民 貸座敷業

155 吉田 シツ 女 下京区八坂新地末吉町第3番 戸 平民 貸座敷業

156 廣瀬 フサ 女 下京区八坂新地末吉町第5番 戸 平民 貸座敷業

157 吉岡 ユカ 女 下京区八坂新地末吉町第6番 戸 平民 貸座敷業

158 櫻井 ヤス 女 下京区八坂新地末吉町第56番 戸 平民 貸座敷業
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159 金井 リウ 女 下京区八坂新地末吉町第59番 戸 平民 貸座敷業

Asa 藤井 トラ 女 下京区八坂新地末吉町第10番 戸4号 平民 貸座敷業

161 北垣 クミ 女 下京区八坂新地末吉町第14番 戸 平民 貸座敷業

162 池田 マサ 女 下京区八坂新地末吉町第75番 戸 平民 貸座敷業

163 近松 キク 女 下京区八坂新地末吉町第16番 戸 平民 貸座敷業

164 大谷 忠兵衛 男 下京区八坂新地末吉町第10番 戸内1号 平民 貸座敷業

165 石田 フジ 女 下京区八坂新地末吉町第17戸 平民 貸座敷業

166 井上 ス コ: 女 下京区八坂新地末吉町第22番 戸内5号 平民 貸座敷業

167 佐野 マツ 女 下京区八坂新地末吉町第70番 戸 平民 貸座敷業

168 木村 カツ 女 下京区八坂新地末吉町第23番 戸 平民 貸座敷業

169 山田 フミ 女 下京区八坂新地末吉町第25番 戸内1号 平民 貸座敷業

170 武田 テツ 女 下京区八坂新地末吉町第25番 戸内3号 平民 貸座敷業

171 谷嵜 タマ 女 下京区八坂新地末吉町第26番 戸 平民 貸座敷業

172 中西 ムメ 女 下京区八坂新地末吉町第28番 戸 平民 貸座敷業

173 ■本 フサ 女 下京区八坂新地末吉町第29番 戸 平民 貸座敷業

174 渡邊 ムメ 女 下京区八坂新地末吉町第33番 戸 平民 貸座敷業

175 小林 ウタ 女 下京区八坂新地末吉町第34番 戸 平民 貸座敷業

176 橋本 千代 女 下京区八坂新地末吉町第38番 戸 平民 貸座敷業

177 加藤 ハツ 女 下京区八坂新地末吉町第46番 戸 平民 貸座敷業

貸座敷「美濃外(よそ)」を営む。帳場の藤本清兵衛は乙部で小

方業を営んでいたため、訴訟では主家を被告とすることになっ

た(『京都附録』明治33年11月7日 「舐園新地甲乙両部訴訟

彙報」)。

178 長谷川 小繁 女 下京区八坂新地末吉町第7番 戸 平民 貸座敷業
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179 齊藤 ユキ 女 下京区八坂新地末吉町第60番 戸 平民 貸座敷業

1sa 西堀 アイ 女 下京区八坂新地末吉町第61番 戸 平民 貸座敷業

181 梅田 ミネ 女 下京区八坂新地末吉町第62番 戸 平民 貸座敷業

182 長谷川 ナヲ 女 下京区八坂新地末吉町第67番 戸 平民 貸座敷業

183 山田 ハル 女 下京区八坂新地末吉町第68番 戸 平民 貸座敷業

184 中尾 善兵衛 男 下京区八坂新地末吉町第70番 戸 平民 貸座敷業

185 岩嵜 スエ 女 下京区八坂新地末吉町第72番 戸 平民 貸座敷業

186 鶴■ 万次郎 男 下京区八坂新地末吉町第77番 戸 平民 貸座敷業

187 上田 ナカ 女 下京区八坂新地末吉町第10番 戸内3号 平民 貸座敷業

188 奥田 サト 女 下京区八坂新地末吉町第59番 戸 平民 貸座敷業

189 福島 秋蔵 男 下京区八坂新地末吉町第22番 戸内1号 平民 貸座敷業

明治29年2月 に開業。明治32年10月6日 に組合経理の帳

簿開示を求めて訴訟を起こす(『京都附録』明治33年7月27

日「八坂女紅場所有地の紛争顛末(十)」)。

19a 佐々木 ナミ 女 下京区八坂新地末吉町第20番 戸 平民 貸座敷業

191 長谷川 モ ト 女 下京区八坂新地末吉町第22番 戸内2号 平民 貸座敷業

192 澤村 カツ 女 下京区八坂新地末吉町第18番 戸 平民 貸座敷業

193 前田 キヌ 女 下京区八坂新地末吉町第57番 戸 平民 貸座敷業

194 柴田 ヱイ 女 下京区八坂新地末吉町第13番 戸 平民 貸座敷業

195 高山 ハル 女 下京区八坂新地末吉町第31番 戸 平民 小方業

19s 榊原 ヨネ 女 下京区八坂新地末吉町第50番 戸 平民 小方業

197 木原 イク 女 下京区八坂新地末吉町第8番 戸 平民 小方業

198 紀野 ハル 女 下京区八坂新地末吉町第30番 戸 平民 小方業

199 西澤 リウ 女 下京区八坂新地末吉町第10番 戸内1号 平民 小方業
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200 野々村 ヨネ 女 下京区八坂新地末吉町第12番 戸 平民 小方業

20i 小濱 ナカ 女 下京区八坂新地末吉町第5i番 戸 平民 小方業

202 今村 ウノ 女 下京区八坂新地末吉町第25番 戸内2号 平民 小方業

203 上田 松次郎 男 下京区八坂新地末吉町第10番 戸内3号 平民 小方業

204 岡田 フシ 女 下京区八坂新地末吉町第63番 戸 平民 小方業

205 木村 マサ 女 下京区八坂新地末吉町第47番 戸 平民 小方業

206 小林 アイ 女 下京区八坂新地末吉町第11番 戸 平民 小方業
抱 えに 金 山 太 夫 。(『京 都 附録 』明 治33年8月1日 「親 の 心 子

知 らず 」)。

207 石田 佑太郎 男 下京区八坂新地末吉町第76番 戸 平民 小方業

208 鈴木 アイ 女 下京区八坂新地末吉町第40番 戸内1号 平民 小方業

元吉町(250)と 同名アリ。富永町(147)に 同名アリ。芸妓・小三

力。八坂女紅場の舞教師を勤める乙部の小方業者・高橋八重

の門人で師匠に訴えられる形になった(『京都附録』明治33年

11月7日 「舐園新地甲乙両部訴訟彙報1)。

209 實川 ハル 女 下京区八坂新地末吉町第47番 戸内6号 平民 小方業

210 山本 安次郎 男 下京区八坂新地末吉町第47番 戸内9号 平民 小方業 同 町 内(217)と 同 姓 ・同住 所 、夫 婦力。

211 加藤 スミ 女 下京区八坂新地末吉町第47番 戸内5号 平民 小方業
抱えの芸妓小雪が家出し、出先より自由廃業したい旨を寄越

す(『京都附録』明治33年6月29日 「祇園だより」)。

212 下根 ヨネ 女 下京区八坂新地末吉町第1番 戸 平民 小方業

zla 前田 サキ 女 下京区八坂新地末吉町第47番 戸 平民 小方業

214 大久保 イヲ 女 下京区八坂新地末吉町第25番 戸内4号 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ。同住所。

215 山本 コ ト 女 下京区八坂新地末吉町第26番 戸 平民 小方業

216 西規 常次郎 男 下京区八坂新地末吉町第4番 戸 平民 小方業
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217 由本 キミ 女 下京区八坂新地末吉町第47番 戸内9号 平民 小方業 同 町 内(210)と 同 姓 ・同住 所 、夫 婦 力。

218 山田 清吉 男 下京区八坂新地末吉町第47番 戸内4号 平民 小方業

219 堀 アイ 女 下京区八坂新地末吉町第27番 戸 平民 小方業

220 福田 彦太郎 男 下京区八坂新地末吉町第64番 戸 平民 小方業

221 磐田 治兵衛 男 下京区八坂新地末吉町第39番 戸 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ。同住所。

222 奥井 イト 女 下京区八坂新地元吉町第5番 戸 平民 貸座敷業

223 井筒 マサ 女 下京区八坂新地元吉町第9番 戸 平民 貸座敷業

224 原 アイ 女 下京区八坂新地元吉町第11番 戸 平民 貸座敷業

225 前田 忠次郎 男 下京区八坂新地元吉町第12番 戸 平民 貸座敷業

226 廣瀬 マサ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内5号 平民 貸座敷業

227 菱田 サト 女 下京区八坂新地元吉町第22番 戸 平民 貸座敷業

z2s 田中 ナカ 女 下京区八坂新地元吉町第65番 戸 平民 貸座敷業

229 野々村 テイ 女 下京区八坂新地元吉町第66番 戸 平民 貸座敷業

230 川越 キシ 女 下京区八坂新地元吉町第24番 戸内1号 平民 貸座敷業

231 酒井 フテ 女 下京区八坂新地元吉町第28番 戸 平民 貸座敷業

232 田中 テル 女 下京区八坂新地元吉町第69番 戸内2号 平民 貸座敷業

233 浅野 半次郎 男 下京区八坂新地元吉町第70番 戸 平民 貸座敷業

234 中村 松之助 男 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内7号 平民 貸座敷業

235 藤村 勇香 女 下京区八坂新地元吉町第22番 戸 平民 貸座敷業

236 永岡 ウノ 女 下京区八坂新地元吉町第49番 戸 平民 貸座敷業

237 隠岐 エイ 女 下京区八坂新地元吉町第24番 戸内3号 平民 貸座敷業

238 大久保 キヌ 女 下京区八坂新地元吉町第38番 戸 平民 貸座敷業
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z3s 藤井 ヤナ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内3号 平民 貸座敷業

240 金田 クマ 女 下京区八坂新地元吉町第58番 戸 平民 貸座敷業

241 島田 ヨネ 女 下京区八坂新地元吉町第53番 戸 平民 貸座敷業

242 原田 喜助 男 下京区八坂新地元吉町第33番 戸 平民 貸座敷業

243 下里 クラ 女 下京区八坂新地元吉町第34番 戸 平民 貸座敷業

244 藤井 ヤス 女 下京区八坂新地元吉町第39番 戸 平民 貸座敷業

245 永田 トク 女 下京区八坂新地元吉町第44番 戸 平民 貸座敷業

246 山田 アイ 女 下京区八坂新地元吉町第18番 戸 平民 貸座敷業

247 磯田 トモ 女 下京区八坂新地元吉町第47番 戸内2号 平民 貸座敷業

同町内(255)と同住所。新橋のお茶屋「大友」カ。磯田多佳が

女将をつとめた。夏目漱石・高浜虚子・厨川白村・尾崎紅葉・巌

谷小波・よ田敏・谷崎純一郎・吉井勇・長田幹彦などが通う。

248 中島 ヨリ 女 下京区八坂新地元吉町第50番 戸 平民 貸座敷業 お茶 屋 「広 島 屋 」カ。

249 堀田 房太郎 男 下京区八坂新地元吉町第29番 戸 平民 貸座敷業

250 鈴木 アイ 女 下京区八坂新地元吉町第19番 戸 平民 貸座敷業 末 吉 町(208)と 同 名 アリ。複 数 の 営 業 免 許 もつカ。

251 大武 ミネ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内6号 平民 貸座敷業

252 堀井 テイ 女 下京区八坂新地元吉町第43番 戸 平民 貸座敷業

253 藤田 ピサ 女 下京区八坂新地元吉町第69番 戸 平民 貸座敷業

254 小林 マチ 女 下京区八坂新地元吉町第21番 戸 平民 貸座敷業

255 片山 ノブ 女 下京区八坂新地元吉町第47番 戸内2号 平民 貸座敷業 同町内〈247>と同住所。井上流家元・片山春子と関係力

256 井上 イマ 女 下京区八坂新地元吉町第42番 戸 平民 貸座敷業

257 高橋 ヨネ 女 下京区八坂新地元吉町第13番 戸 平民 貸座敷業

258 井上 タカ 女 下京区八坂新地元吉町第48番 戸 平民 貸座敷業
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259 大道 カヨ 女 下京区八坂新地元吉町第28番 戸内1号 平民 貸座敷業

260 北村 キミ 女 下京区八坂新地元吉町第41番 戸 平民 貸座敷業

261 井上 ヱイ 女 下京区八坂新地元吉町第46番 戸 平民 貸座敷業

262 交野 ナ■ミキ ■ 下京区八坂新地元吉町第27番 戸 平民 貸座敷業

263 齊藤 ハル 女 下京区八坂新地元吉町第67番 戸 平民 貸座敷業

264 濱川 金次郎 男 下京区八坂新地元吉町第10番 戸 平民 貸座敷業

265 蟹谷 大次郎 男 下京区八坂新地元吉町第6番 戸 平民 貸座敷業

266 山本 セイ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内7号 平民 貸座敷業

267 矢野 シナ 女 下京区八坂新地元吉町第55番 戸 平民 貸座敷業

268 磯田 勝太郎 男 下京区八坂新地元吉町第41番 戸内1号 平民 小方業

269 竹中 新次郎 男 下京区八坂新地元吉町第63番 戸 平民 小方業

270 長谷川 トク 女 下京区八坂新地元吉町第6番 戸 平民 小方業

271 北村 チ ヨ 女 下京区八坂新地元吉町第31番 戸 平民 小方業

272 上野 源七 男 下京区八坂新地元吉町第56番 戸内3号 平民 小方業

273 原 キク 女 下京区八坂新地元吉町第11番 戸内1号 平民 小方業

274 玉木 ハル 女 下京区八坂新地元吉町第23番 戸 平民 小方業

275 横山 チマ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸 平民 小方業

276 川村 ステ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内4号 平民 小方業

277 不二木 佐七 男 下京区八坂新地元吉町第4番 戸内1号 平民 小方業

278 石井 初栄 ■ 下京区八坂新地元吉町第14番 戸 平民 小方業

女 将 。初 代 ・揚 巻 太 夫 、6代 目大 阪 府 知 事 ・西 村 捨 三(1989年

就 任)の 馴 染 み(『京 都 附 録』明 治33年10月13日 「失 題

(三)」)。

279 織本 スキ 女 下京区八坂新地元吉町第51番 戸内12号 平民 小方業
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280 伊藤 フク 女 下京区八坂新地元吉町第53番 戸 平民 小方業

281 辻 リキ 女 下京区八坂新地清本町第7番 戸 平民 貸座敷業

282 林 キク 女 下京区八坂新地清本町第10番 戸 平民 貸座敷業

283 藤村 ピサ 女 下京区八坂新地清本町第20番 戸 平民 貸座敷業

284 中村 ナミ 女 下京区八坂新地清本町第7番P 平民 貸座敷業

285 林 キヌ 女 下京区八坂新地清本町第3番 戸 平民 貸座敷業

286 佐野 タネ 女 下京区八坂新地清本町第19番 戸 平民 貸座敷業

287 百■ ヨネ 女 下京区八坂新地清本町第57番 戸内1号 平民 貸座敷業

288 三玉 リキ 女 下京区八坂新地清本町第43番 戸 平民 貸座敷業

289 織田 政之助 男 下京区八坂新地清本町第25番 戸 平民 貸座敷業

290 岡本 トミ 女 下京区八坂新地清本町第26番 戸 平民 貸座敷業

291 紀野 トキ 女 下京区八坂新地清本町第64番 戸 平民 貸座敷業

292 岸本 ヱン 女 下京区八坂新地清本町第28番 戸 平民 貸座敷業

293 深谷 ツル 女 下京区八坂新地清本町第29番 戸 平民 貸座敷業

294 林 栄吉 男 下京区八坂新地清本町第34番 戸 平民 貸座敷業

295 石川 ヱイ 女 下京区八坂新地清本町第68番 戸 平民 貸座敷業

2ss 藤岡 ツル 女 下京区八坂新地清本町第48番 戸内1号 平民 貸座敷業

297 佐々木 寅治郎 男 下京区八坂新地清本町第58番 戸 平民 貸座敷業
明治33年 組合会副議長、乙部訴訟の被告人総代、財団法人

化にともない理事に選任。

298 原田 芳兵衛 男 下京区八坂新地清本町第53番 戸 平民 貸座敷業

299 小林 スヱ 女 下京区八坂新地清本町第46番 戸 平民 貸座敷業

Sao 奥田 イク 女 下京区八坂新地清本町第56番 戸 平民 貸座敷業
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301 吉岡 キヌ 女 下京区八坂新地清本町第12番 戸 平民 貸座敷業
抱えの娼妓・君葉が島原へ仕替え、貸座敷「笹尾楼」で銀太夫

として出る(『京都附録』明治33年6月29日 「紙園だより」)。

302 高田 庄次郎 男 下京区八坂新地清本町第60番 戸 平民 貸座敷業

303 山田 ムメ 女 下京区八坂新地清本町第2番 戸内1号 平民 貸座敷業

304 島津 キク 女 下京区八坂新地清本町第27番 戸内2号 平民 貸座敷業

sos 菱田 耕治郎 男 下京区八坂新地清本町第39番 戸 平民 貸座敷業

30s 牧野 カメ 女 下京区八坂新地清本町第53番 戸 平民 貸座敷業

307 細井 タネ 女 下京区八坂新地清本町第45番 戸 平民 貸座敷業

30$ 村主 クマ 女 下京区八坂新地清本町第50番 戸 平民 貸座敷業

309 奥村 久吉 男 下京区八坂新地清本町第61番 戸内9号 平民 貸座敷業

310 辻江 ヱイ 女 下京区八坂新地清本町第48番 戸内2暑 平民 貸座敷業

311 真寄 元太郎 男 下京区八坂新地清本町第47番 戸 平民 貸座敷業

312 木島 末吉 男 下京区八坂新地清本町第24番 戸 平民 貸座敷業

313 真下 タケ 女 下京区八坂新地清本町第16番 戸 平民 貸座敷業

314 酒井 ヱツ 女 下京区八坂新地清本町第61番 戸内8号 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ。号違い。

315 人見 勝之助 男 下京区八坂新地清本町第13番 戸内2号 平民 小方業

316 寺田 岩治郎 男 下京区八坂新地清本町第4番 戸内3号 平民 小方業

317 小泉 ヱイ 女 下京区八坂新地清本町第18番 戸 平民 小方業

318 佐々木 卯兵衛 男 下京区八坂新地清本町第8番 戸 平民 小方業 財団法人化にともない理事に選任。

319 中村 フサ 女 下京区八坂新地清本町第61番 戸内5号 平民 小方業

320 袖岡 タツ 女 下京区八坂新地清本町第17番 戸 平民 小方業

321 片岡 芳松 ■ 下京区八坂新地清本町第42番 戸 平民 小方業
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322 井上 ミキ 女 下京区八坂新地清本町第11番 戸 平民 小方業

323 伊藤 ヤス 女 下京区八坂新地清本町第fit番 戸内7号 平民 小方業

324 松浪 コマ 女 下京区八坂新地清本町第61番 戸内3号 平民 小方業

325 石田 シカ 女 下京区八坂新地清本町第57番 戸内3号 平民 小方業

326 亀嵜 ジウ 女 下京区八坂新地清本町第31番 戸内3号 平民 小方業

327 岡本 ヒサ 女 下京区八坂新地清本町算5番 戸 平民 小方業

328 平田 熊次郎 男 下京区八坂新地清本町第37番 戸 平民 小方業

329 鶴谷 マサ 女 下京区八坂新地清本町第61番 戸 平民 小方業

spa 佐々木 トミ 女 下京区八坂新地清本町第27番 戸 平民 小方業
井上研究会会員(『京都附録』明治33年8月25日 「舞の研究

会」)。

331 酒井 トク 女 下京区八坂新地清本町第44番 戸内4号 平民 小方業

332 高野 コト 女 下京屡八坂新地清本町第23番 戸 平民 小方業

333 林 カネ 女 下京区八坂新地清本町第13番 戸内2号 平民 小方業

334 小柳 タキ 女 下京区八坂新地清本町第47番 戸内1号 平民 小方業

335 田中 タキ 女 下京区八坂新地清本町第61番 戸内4号 平民 小方業

336 白井 タカ 女 下京区八坂新地清本町第20?7番 戸内3号 平民 小方業

337 石川 ミカ 女 下京区八坂新地清本町第4番 戸内1号 平民 小方業 祇園町北側(27)に 同名アリ。複数の営業免許もつカ。

338 金田 タカ 女 下京区八坂新地清本町第36番 戸 平民 小方業

339 中村 タカ 女 下京区八坂新地弁財天町第16番 戸 平民 貸座敷業

340 田中 チカ 女 下京区八坂新地弁財天町第1$番 戸 平民 貸座敷業

341 奥村 イク 女 下京区八坂新地弁財天町第12番 戸 平民 貸座敷業
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342 市原 與七 男 下京区八坂新地弁財天町第21番 戸 平民 貸座敷業

明治33年 における乙部訴訟の被告人総代。乙部の貸座敷「丸

峯」の女将を妾とするため、妾から訴えられる形になった(『京

都附録』明治33年11月7日 「祇園新地甲乙両部訳訟彙報」)。

343 森田 リキ 女 下京区八坂新地弁財天町第17番 戸 平民 貸座敷業

344 福島 タネ 女 下京区八坂新地弁財天町第25番 戸 平民 貸座敷業

345 堀島 リヨ 女 下京区八坂新地弁財天町第29番 戸 平民 貸座敷業

346 田村 イマ 女 下京区八坂新地弁財天町第26番 戸 平民 貸座敷業 同 町 内(347)と 同 住 所 。

347 吉田 トメ 女 下京区八坂新地弁財天町第26番 戸 平民 貸座敷業 同 町 内(346)と 同 住 所 。

348 太田 見代 女 下京区八坂新地弁財天町第28番 戸 平民 貸座敷業
富美代主人力。化年間(1804～18)に 茶膣・富田屋より別家、大

正初めまで大和大路沿いに店舗あり。

349 浅川 フク 女 下京区八坂新地弁財天町第13番 戸 平民 貸座敷業

350 林 スヱ 女 下京区八坂新地弁財天町第23番 戸 平民 貸座敷業

351 戸田 多次郎 男 下京区八坂新地弁財天町第15番 戸 平民 貸座敷業
穂北の前任、明治32年 の取締力。穂北の排斥を狙い甲部内で

運動する。

352 谷田 常次郎 男 下京区八坂新地弁財天町第36番 戸 平民 貸座敷業

353 今井 ソノ 女 下京区八坂新地弁財天町第2番 戸内1号 平民 貸座敷業

354 山本 辰之助 男 下京区八坂新地弁財天町第7番 戸 平民 貸座敷業

355 葉田 チカ 女 下京区八坂新地弁財天町第9番 戸 平民 貸座敷業

356 塚本 忠三郎 男 下京区八坂新地弁財天町第11番 戸 平民 貸座敷業 貸座敷「大嘉J。穂北派。

357 鈴木 ヨシ 女 下京区八坂新地弁財天町第1番 戸 平民 貸座敷業

358 梅野 半兵衛 男 下京区八坂新地弁財天町第24番 戸 平民 貸座敷業
組合会議長、乙部訴訟の被告人総代、財団法人化にともない

理事に選任。

359 今村 春吉 男 下京区八坂新地弁財天町第2番 戸内2号 平民 小方業
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360 和栗 ■次郎 男 下京区八坂新地弁財天町第8番 戸 平民 小方業

361 塚本 義高 男 下京区八坂新地弁財天町第12番 戸 平民 小方業

362 岩本 タマ 女 下京区八坂新地弁財天町第22番 戸 平民 小方業

小方屋「岩本」。抱え芸妓・笑子は乙部の貸座敷「西柳(にしり

う)」の娘、同じく抱え芸妓のお若は乙部の貸座敷「魚菊」の娘

であったため、抱え(コカタ)の実親に訴えられる立場になった

(『京都附録』明治33年11月7日 「紙園新地甲乙両部訴訟彙

報」)。

363 西村 松三郎 男 下京区八坂新地弁財天町第14番 戸 平民 小方業

364 加藤 キサ 女 下京区八坂新地弁財天町第6番 戸 平民 小方業 乙部の原告者に名前アリ、同住所で記載。

365 辻 キク 女 下京区八坂新地常盤町第1番 戸 平民 貸座敷業

366 西村 マキ 女 下京区八坂新地常盤町第33番 戸 平民 貸座敷業

367 岩嵜 シン 女 下京区八坂新地常盤町第24番 戸 平民 貸座敷業

368 上杉 ヌイ 女 下京区八坂新地常盤町第17番 戸 平民 貸座敷業

369 清水 コマ 女 下京区八坂新地常盤町第15番 戸 平民 貸座敷業

370 尾田木 ヌイ 女 下京区八坂新地常盤町第19番 戸 平民 貸座敷業

371 藤井 藤七 男 下京区八坂新地常盤町第14番 戸 平民 貸座敷業

372 小早川 トキ 女 下京区八坂新地常盤町第25番 戸 平民 貸座敷業

373 勝村 キヌ 女 下京区八坂新地常盤町第10番P内1号 平民 貸座敷業

374 岸 サク 女 下京区八坂新地常盤町第37番 戸 平民 貸座敷業

375 吉岡 コマ 女 下京区八坂新地常盤町第39番 戸 平民 貸座敷業

376 藤本 ツネ 女 下京区八坂新地常盤町第32番 戸 平民 貸座敷業

377 佐々木 テル 女 下京区八坂新地常盤町第23番 戸 平民 貸座敷業

378 斉藤 キク 女 下京区八坂新地常盤町第16番 戸 平民 貸座敷業
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379 林 マス 女 下京区八坂新地常盤町第28番 戸 平民 貸座敷業

380 中谷 重助 男 下京区八坂新地常盤町第29番 戸 平民 貸座敷業

381 宮下 トク 女 下京区八坂新地常盤町第30番 戸 平民 貸座敷業

382 平井 チカ 女 下京区八坂新地常盤町第36番 戸 平民 貸座敷業

383 森本 スヱ 女 下京区八坂新地常盤町第31番 戸 平民 貸座敷業

384 九毛 スキ 女 下京区八坂新地常盤町第5番 戸 平民 貸座敷業

385 大野 民蔵 男 下京区八坂新地常盤町第13番 戸 平民 貸座敷業

386 新藤 常七 男 下京区八坂新地常盤町第8番 戸 平民 小方業

387 清水 亀之助 男 下京区八坂新地常盤町第27番 戸 平民 小方業

388 藤井 藤兵衛 男 下京区八坂新地常盤町第17番 戸 平民 小方業

389 岡本 マス 女 下京区八坂新地常盤町第2番 戸内1号 平民 小方業

390 辻 キノ 女 下京区八坂新地常盤町第3番 戸 平民 小方業

391 清水 タネ 女 下京区八坂新地川端町第4番 戸 平民 貸座敷業

392 小西 キク 女 下京区八坂新地川端町第5番 戸 平民 貸座敷業

393 安田 イク 女 下京区八坂新地川端町第1番 戸 平民 貸座敷業

394 武田 フク 女 下京区八坂新地橋本町第69番 戸 平民 貸座敷業

395 金忠 次郎兵衛 男 下京区八坂新地橋本町第3番 戸 平民 貸座敷業

侠客。貸座敷「金鶴」を営むカ。鴨西の千本・侠客冨田の仲裁

を受けて宮川町筋一T目 の侠客・山本覚太郎に話を通す(『京

都附録』明治33年12月12日 「紙園新地紛議の仲裁」)。

39fi 青木 イト 女 下京区八坂新地橋本町第65番 戸 平民 貸座敷業

397 野村 フキ 女 下京区八坂新地橋本町第4番 戸 平民 貸座敷業

398 加藤 ウタ 女 下京区八坂新地橋本町第71番 戸 平民 貸座敷業

399 前田 ツネ 女 下京区八坂新地橋本町第12番 戸 平民 貸座敷業

21/23



一11 和田 勘七 男 下京区八坂新地橋本町第14番 戸内2号 平民 貸座敷業

aai 安居 喜助 男 下京区八坂新地橋本町第7番 戸 平民 小方業

402 藤田 清兵衛 男 下京区八坂新地橋本町第71番 戸内3号 平民 引手茶屋業

403 湯浅 マツ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内10号 平民 貸座敷業

明治33年 に開業の貸座敷「湯浅」か。姉は先斗町の貸座敷

「瓢亭」の仲居(『京都附録』明治33年8月24日 「指輪の光

り」)。

404 奥谷 喜平太 男 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内5号 士族 貸座敷業

405 西村 キミ 女 下京区八坂新地中ノ町第24番 戸内10号 平民 貸座敷業

406 岡本 トラ 女 下京区八坂新地中ノ町第24番 戸内4号 平民 貸座敷業 同町 内(412)と 同住 所 。

407 津田 榮次郎 男 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内3号 平民 貸座敷業

408 竹中 コマ 女 下京区八坂新地中ノ町第24番 戸内8号 平民 貸座敷業

409 西村 ウタ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内1号 平民 貸座敷業

410 野田 卯之助 男 下京区八坂新地中ノ町第24番 戸内6号 平民 貸座敷業

411 杉本 シマ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内2号 平民 貸座敷業

412 小倉 タキ 女 下京区八坂新地中ノ町第24番 戸内4号 平民 小方業 同 町 内(406)と 同 住 所 。

413 小川 カメ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内4号 平民 小方業

414 瀬吉 キミ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内12号 平民 小方業

415 井詰 徳三郎 男 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内8号 平民 小方業

416 馬渕 ナヲ 女 下京区八坂新地中ノ町第19番 戸内9号 平民 小方業

417 野■ カツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第1番 戸 平民 貸座敷業

418 村井 キノ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第4番 戸 平民 貸座敷業

419 鶴谷 イマ 女 下京区八坂新地宮州町筋一丁目第7番 戸 平民 貸座敷業
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420 山田 マツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第13番 戸 平民 貸座敷業
舐 園 町 南 側(80)、 二 十 一軒 町(433)に 同 名 アり。複 数 の営 業

免 許 もつ カ。

421 木下 リツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第14番 戸 平民 貸座敷業

422 長谷川 サタ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第19番 戸 平民 貸座敷業

423 林 タツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第21番 戸 平民 貸座敷業

424 松本 2ウ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第30番 戸 平民 貸座敷業

425 杉本 八重 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第11番 戸 平民 貸座敷業

426 島田 ツネ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第25番 戸 平民 貸座敷業

427 渋谷 セツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一了 目第18番 戸 平民 貸座敷業

4zs 中島 マサ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第17番 戸 平民 貸座敷業 お茶 屋 「広 島 屋 」カ。

429 北村 カツ 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第8番 戸 平民 貸座敷業

430 安部 フク 女 下京区八坂新地宮川町筋一丁目第5番 戸 平民 貸座敷業

431 西田 ピサ 女 下京区八坂新地宮川町筋一T目 第26番 戸 平民 貸座敷業

432 上田 タカ 女 下京区八坂新地二十一軒町第10番 戸 平民 貸座敷業

433 山田 マツ 女 下京区八坂新地二十一軒町第14番 戸内之3号 平民 貸座敷業
舐 園 町 南 側(80)、 宮 川 町 筋 一 丁 目(420)に 同名 ア リ。複 数 の

営 業 免 許 もつカ。

434 村松 トク 女 下京区八坂新地二十一軒町第13番 戸 平民 小方業

435 梅本 民学 男 下京区八坂新地二十一軒町第8番 戸 平民 小方業

a3s 西野 ヤス 女 下京区八坂新地二十一軒町第12番 戸 平民 小方業

437 加藤 ヒデ 女 下京区八坂新地二十一軒町第5番 戸 平民 小方業
井上研究会会員(『京都附録』明治33年8月25日 「舞の研究

会1)。

23/23


